
文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

1079010 港区

豊かな明
日の子ど
もたちを
育む教育
特区

学校設置者以外
の学校の管理・
運営の容認

公立の義務教育学校の管理運営に
ついて民間に委ねることを認めるこ
と(公設民営方式の容認)。

本区が提案している国際人育成を目指し
た小中一貫校では、公立学校としてイ
マージョン教育を導入することを検討して
いる。こうした指導方法を身に付けている
教員の確保、さらには効率的、効果的な
学校運営などにおいて、私立学校その他
の民間団体の持つ人材やノウハウを活
用する選択肢が必要である。
また、既存の区立学校と公設民営方式の
学校が互いに刺激し合い、切磋琢磨する
ことによって、教育の多様化、活性化を図
ることが期待できる。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3029010
町田に多
様な学び
を創る会

公設民営
学校特区

公立学校の民間
への包括的な管
理・運営委託の
容認

NPOや市民団体による公立小中学
校の学校運営は、地域の人材を活
かし、教育の多様化の実現を可能と
する。よって学校の管理を「設置者」
のみでなく、NPOや市民団体の「学
校設置者以外」の管理・運営の特例
の追加を提案する。

統廃合された学校の活用、NPO、市民団
体への学校運営委託、地域市民などを
教師として採用、教育目標や教育内容と
その成果の情報公開、第三者機関の評
価

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　「公設民営」型学校に関して、「小・中学校における公設民営方式の
容認」は14提案あるが、すべて「Ｃ」であり、かつ、文科省の回答は「中央
教育審議会において検討中である」というものである。私たちの提案で
中央教育審議会が結論を出す具体的な時期の明示を求めていたが、回
答にない。一方、12月17日の新聞に、中教審の中間報告が公にされた
が、私たちの提案が検討された形跡が読みとれない。すなわち、「包括
委託学校」という新しい言葉に置きかえられ、しかも、対象は幼稚園と高
等学校に限定され、委託先も「学校法人」に限定されてしまっている。
２　私たちは公（自治体）と契約（チャーター）を結ぶことで、教育の公共
性、継続性、安定性は当然検討され、保証されるべきであると考え、そ
のことによって小・中学校（義務教育）においても公設民営型学校が可
能であると考える。他方、地方分権という基本的路線に従って、自治体
は「特区学校審議会」を設け、民の学校設立の提案を検討する場を設け
ることとすべきである。
３　さらに、委託者を「学校法人」に限定することは民意の反映につなが
らない。なぜなら、「学校法人」の満たすべき 低基準を、まさに「 低」
なものに変えない限り、学校法人を設立するには経済的要件があまりに
も高く、時間的にも長期間を要する。なお、株式会社、ＮＰＯ法人、民間
教育団体等、学校教育を行なう要件を備えていれば委託先とすべきで
ある。要件を備えているかどうかについては、前記「特区学校審議会」で
審議するものとする。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3051030

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は文京区に廃校などの教育施設の提供
を求め、管理・運営は「全国チャーター・
スクール研究会」（NPO法人を申請する
予定）で行なう小・中一貫校を開設したい
と計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　「公設民営」型学校に関して、「小・中学校における公設民営方式の
容認」は14提案あるが、すべて「Ｃ」であり、かつ、文科省の回答は「中央
教育審議会において検討中である」というものである。私たちの提案で
中央教育審議会が結論を出す具体的な時期の明示を求めていたが、回
答にない。一方、12月17日の新聞に、中教審の中間報告が公にされた
が、私たちの提案が検討された形跡が読みとれない。すなわち、「包括
委託学校」という新しい言葉に置きかえられ、しかも、対象は幼稚園と高
等学校に限定され、委託先も「学校法人」に限定されてしまっている。
２　私たちは公（自治体）と契約（チャーター）を結ぶことで、教育の公共
性、継続性、安定性は当然検討され、保証されるべきであると考え、そ
のことによって小・中学校（義務教育）においても公設民営型学校が可
能であると考える。他方、地方分権という基本的路線に従って、自治体
は「特区学校審議会」を設け、民の学校設立の提案を検討する場を設け
ることとすべきである。
３　さらに、委託者を「学校法人」に限定することは民意の反映につなが
らない。なぜなら、「学校法人」の満たすべき 低基準を、まさに「 低」
なものに変えない限り、学校法人を設立するには経済的要件があまりに
も高く、時間的にも長期間を要する。なお、株式会社、ＮＰＯ法人、民間
教育団体等、学校教育を行なう要件を備えていれば委託先とすべきで
ある。要件を備えているかどうかについては、前記「特区学校審議会」で
審議するものとする。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見について、貴省とし
ての見解を明らかにされたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3052030

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は福岡県に廃校などの教育施設の提供
を求め、管理・運営は「全国チャーター・
スクール研究会」（NPO法人を申請する
予定）で行なう小・中一貫校を開設したい
と計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　「公設民営」型学校に関して、「小・中学校における公設民営方式の
容認」は14提案あるが、すべて「Ｃ」であり、かつ、文科省の回答は「中央
教育審議会において検討中である」というものである。私たちの提案で
中央教育審議会が結論を出す具体的な時期の明示を求めていたが、回
答にない。一方、12月17日の新聞に、中教審の中間報告が公にされた
が、私たちの提案が検討された形跡が読みとれない。すなわち、「包括
委託学校」という新しい言葉に置きかえられ、しかも、対象は幼稚園と高
等学校に限定され、委託先も「学校法人」に限定されてしまっている。
２　私たちは公（自治体）と契約（チャーター）を結ぶことで、教育の公共
性、継続性、安定性は当然検討され、保証されるべきであると考え、そ
のことによって小・中学校（義務教育）においても公設民営型学校が可
能であると考える。他方、地方分権という基本的路線に従って、自治体
は「特区学校審議会」を設け、民の学校設立の提案を検討する場を設け
ることとすべきである。
３　さらに、委託者を「学校法人」に限定することは民意の反映につなが
らない。なぜなら、「学校法人」の満たすべき 低基準を、まさに「 低」
なものに変えない限り、学校法人を設立するには経済的要件があまりに
も高く、時間的にも長期間を要する。なお、株式会社、ＮＰＯ法人、民間
教育団体等、学校教育を行なう要件を備えていれば委託先とすべきで
ある。要件を備えているかどうかについては、前記「特区学校審議会」で
審議するものとする。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見について、貴省とし
ての見解を明らかにされたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3053030

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は兵庫県に廃校などの教育施設の提供
を求め、管理・運営は「全国チャーター・
スクール研究会」（NPO法人を申請する
予定）で行なう小・中一貫校を開設したい
と計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3082010
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

小学校の公設民
営

小学校・中学校においても公設民営
での学校運営を認定します。

少子化を背景に過去10年間で2000校の
廃校が出ています。これらの公設民営化
を図ることで施設を有効に活用でき、民
間としては施設設置にかかるコストが削
減できます。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3089030

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を採る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、箕面市
に小・中学校の空き教室などの教育施設
の提供を求め、できれば、運営費の一部
に対し補助をいただき、管理・運営は私
たちＮＰＯ法人で行なう小・中一貫校教育
を開設したいと計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3090030
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は京都市に廃校などの教育施設の提供
を求め、管理・運営は「もう一つの学校を
作る会/NPO法人京都カウンセリングセン
ター」で行なう幼・小・中一貫校を開設し
たいと計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3108030

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は大阪府の北摂地域に廃校などの教育
施設の提供を求め、管理・運営は「全国
チャーター・スクール研究会」（NPO法人
を申請する予定）で行なう小・中一貫校を
開設したいと計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3111010
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、浦安市
に空き教室などの教育施設の提供を求
め、管理・運営は同会で行なう小・中・高
校を開設したいと計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3117030

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、港区等
の廃校などの教育施設の提供を求め、
管理・運営はＮＰＯ法人ＩＷＣ／ＩＡＣ国際
市民の会で行なう小・中一貫校を開設し
たいと計画している。

080010

小・中学校
における公
設民営方式
の容認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　「公設民営」型学校に関して、「小・中学校における公設民営方式の
容認」は14提案あるが、すべて「Ｃ」であり、かつ、文科省の回答は「中央
教育審議会において検討中である」というものである。私たちの提案で
中央教育審議会が結論を出す具体的な時期の明示を求めていたが、回
答にない。一方、12月17日の新聞に、中教審の中間報告が公にされた
が、私たちの提案が検討された形跡が読みとれない。すなわち、「包括
委託学校」という新しい言葉に置きかえられ、しかも、対象は幼稚園と高
等学校に限定され、委託先も「学校法人」に限定されてしまっている。
２　私たちは公（自治体）と契約（チャーター）を結ぶことで、教育の公共
性、継続性、安定性は当然検討され、保証されるべきであると考え、そ
のことによって小・中学校（義務教育）においても公設民営型学校が可
能であると考える。他方、地方分権という基本的路線に従って、自治体
は「特区学校審議会」を設け、民の学校設立の提案を検討する場を設け
ることとすべきである。
３　さらに、委託者を「学校法人」に限定することは民意の反映につなが
らない。なぜなら、「学校法人」の満たすべき 低基準を、まさに「 低」
なものに変えない限り、学校法人を設立するには経済的要件があまりに
も高く、時間的にも長期間を要する。なお、株式会社、ＮＰＯ法人、民間
教育団体等、学校教育を行なう要件を備えていれば委託先とすべきで
ある。要件を備えているかどうかについては、前記「特区学校審議会」で
審議するものとする。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見について、貴省とし
ての見解を明らかにされたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3118030

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

小・中学校におけ
る公設民営方式
の容認

「設置者が責任を持って、その設置
する学校を管理する」ことが設置者
の責任であり、そのことによって、公
共性、安定性を確保するとしている
が、設置者が自治体、学校法人、株
式会社、NPO法人と単体でない場合
が考えられる。いわゆる「公設民営」
方式とは、特区への申請権を持つ
自治体が学校法人、株式会社、
NPO法人と、「共同」して学校を開設
し、後者が管理・運営を行う新しい
方式である。幼稚園と高等学校に認
められたが、小・中学校に関してもこ
うした新しい方式が認められるべき
である。

「公設民営」方式を取る学校では、民が
公の協力を得て管理・運営する。すなわ
ち、公が設置者であるが、民が「管理・運
営」に責任を持つ。具体的には、私たち
は大阪市に廃校などの教育施設の提供
を求め、管理・運営は「全国チャーター・
スクール研究会」（NPO法人を申請する
予定）で行なう小・中一貫校を開設したい
と計画している。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080020

学校設置者
以外による
学校の管
理・運営の
可能化

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

3060010

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

学校設置者以外
による学校の管
理・運営の可能
化

学校教育法５条は、学校の設置者
はその設置する学校を管理しなけ
ればならないと定めます。特区にお
いては学校の設置者は、その管理
を民間の事業者やＮＰＯなどに委託
することができるものとします。

公設学校の管理・運営について、公設学
校の設置者は民間の事業者・ＮＰＯ等
（以下「事業者等」という）にこれを包括的
に委託できるものとします。公設学校のメ
リットを活かしつつ、事業者等による住民
のニーズに適う多様な教育サービス提供
を可能にすることで、公設学校の活性化
を図り、時代の変化に対応できる柔軟で
独創的な発想力とリーダーシップを発揮
できる人材を育成します。

080020

学校設置者
以外による
学校の管
理・運営の
可能化

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の民間への管理運営委託
の在り方については、「骨太の方針
2003」や「構造改革特区の第３次提
案に対する政府の対応方針」等 を
踏まえ、現在、中央教育審議会にお
いて検討中である。

中教審中間報告では、「義務教育諸学校の管理運営を包
括的に委託することについては、特に慎重に検討する必
要がある」とされているが、今後どのようなスケジュールで
検討するのか明らかにするとともに、提案が実現できない
か具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在
り方については、「骨太の方針2003」や「構
造改革特区の第３次提案に対する政府の
対応方針」等を踏まえ、現在、中央教育審
議会において検討中であり、この点ご理解
願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について
は、「骨太の方針2003」や「構造改革特区の第３次提案
に対する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運営の
在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願い
たい。

5150016

株式会
社東京
リーガル
マインド

学校設置者以外
による学校の管
理・運営の可能
化

学校教育法５条は、学校の設置者
はその設置する学校を管理しなけ
ればならないと定めています。規制
改革によって学校の設置者は、その
管理を民間の事業者やＮＰＯなどに
委託することができるものとします。

公設学校の管理・運営について、公設学
校の設置者は民間の事業者・ＮＰＯ等
（以下「事業者等」という）にこれを包括的
に委託できるものとします。公設学校のメ
リットを活かしつつ、事業者等による住民
のニーズに適う多様な教育サービス提供
を可能にすることで、公設学校の活性化
を図り、時代の変化に対応できる柔軟で
独創的な発想力とリーダーシップを発揮
できる人材を育成します。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

1079020 港区

豊かな明
日の子ど
もたちを
育む教育
特区

授業料を徴収す
ることのできる学
校の範囲の拡大

公立義務教育学校における保護者
負担制度の導入(ただし、既存の学
校の運営経費を超える部分に限
る。)

本区が提案している国際人育成を目指し
た小中一貫教育では、少人数教育のた
めの教員の確保や特別な教材の作成な
どにおいて、既存の区立学校の運営に要
する費用以上の費用を必要とする。既存
の学校の在学生との公平性や財政負担
の面から、既存の学校の運営経費を超え
る部分について保護者負担とできるよう
にする必要がある。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3051040

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3052040

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3053040

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3089040

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、３学年ごとの複学年制で１学
級15～２０名というクラス・サイズを考えて
おり、個別指導を中心にした授業を行う。
開校時の生徒数も４０人程度と想定して
いるので、開校当初は学校運営のコスト
がかかるものと考えられる。公的な支援
が十分得られない場合においては、 小
限の授業料を徴収することは社会的に受
け入れられると考える。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3090040
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

3／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3108040

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111130
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちはプロジェクト学習を取り入れた多
彩な学習を考えていて、そのための財源
として 小限度の授業料を徴収すること
は社会的に受け入れられると考える。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3117040

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、日本語に関して、徹底し
た個別指導を行う。また、母語保持の為
にネイティブ・スピーカーの参加も考えて
いる。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080030

公設民営学
校における
授業料の徴
収

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
としているが、公設民営学校における授業料の徴収が含
まれており、提案が実現される方向で検討が進められるも
のと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実
現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3118040

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

公設民営学校に
おける授業料の
徴収

国立及び公立の義務教育諸学校は
授業料を徴収することができない。
公が設置し、民が管理・運営する
「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教
育を施すことを目的としている。公か
らの充分な「運営委託費」や公的助
成が期待できない場合、そうした特
別な教育サービスに対して 小限
の授業料を徴収せざるを得ない。

私たちは、１学級15名というクラス・サイ
ズを考えており、英語と日本語に関して、
徹底した個別指導を行う。また、半数の
教師はネイティブ・スピーカーを考えてい
る。このような「特別な教育サービス」を
行うためには、 小限の授業料を徴収す
ることは社会的に受け入れられると考え
る。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3051060

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

私たちのグループには、現在県費負担職
員である教員がいる。「東京バイリンガ
ル・スクール」にあって、日本人教師の多
くはこうした県費負担職員を採用したい。
もちろん、区費負担職員を区にお願いす
る一方、学校で独自に職員を採用する。
特に、ネイティブ・スピーカーは学校採用
職員にしたいと考えている。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3052060

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

私たちのグループには、現在県費負担職
員である教員がいる。「東京バイリンガ
ル・スクール」にあって、日本人教師の多
くはこうした県費負担職員を採用したい。
もちろん、区費負担職員を区にお願いす
る一方、学校で独自に職員を採用する。
特に、ネイティブ・スピーカーは学校採用
職員にしたいと考えている。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3053060

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

私たちのグループには、現在県費負担職
員である教員がいる。「東京バイリンガ
ル・スクール」にあって、日本人教師の多
くはこうした県費負担職員を採用したい。
もちろん、区費負担職員を区にお願いす
る一方、学校で独自に職員を採用する。
特に、ネイティブ・スピーカーは学校採用
職員にしたいと考えている。

4／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3089060

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
勤務の容認

本事業で提案している公設民営方
式の学校は、地方公共団体の派遣
する県費負担職員と、学校事業者
が直接雇用する職員が共同して、教
育や学校運営を行うものである。現
行制度では県費負担職員は公立学
校でのみ勤務することになっている
が、公設民営方式の学校にも勤務
が可能なようにする。

地方公共団体から派遣された公立学校
教員は固定した学年制や学習指導要領
等の制約から自由になって、公立学校で
はできなかった大胆で先進的な教育の研
究や実践が可能になる。一方、管理運営
を受託するＮＰＯ法人は、人件費の一部
を公費で賄うことができるので、経営が安
定するし、徴収する授業料も安くすること
ができる。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3090060
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

「京都国際バイリンガル・スクール」にあっ
て、日本人教師の多くは県費負担職員を
採用したい。もちろん、区費負担職員を
区にお願いする一方、学校で独自に職員
を採用する。特に、ネイティブ・スピーカー
は学校採用職員にしたいと考えている。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3108060

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

私たちのグループには、現在県費負担職
員である教員がいる。「大阪バイリンガ
ル・スクール」にあって、日本人教師の多
くはこうした県費負担職員を採用したい。
もちろん、区費負担職員を区にお願いす
る一方、学校で独自に職員を採用する。
特に、ネイティブ・スピーカーは学校採用
職員にしたいと考えている。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111030
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

教師の多くは県費負担職員を採用した
い。また市費負担職員を市にお願いする
一方、学校で独自に職員を採用する。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3117060

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

区費負担職員を区にお願いする一方、学
校で独自に職員を採用する。特に、ネイ
ティブ・スピーカーは学校採用職員にした
いと考えている。

080040

「公設民営」
方式による
学校への県
費負担職員
の参加の容
認

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中教審中間報告では、「管理運営が委託された公立学校
に勤務する教職員は、受託者により雇用された者である」
とあるが、県費負担教職員の配置の容認についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管理運
営委託の在り方については、「骨太の方針2003」や
「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応
方針」等を踏まえ、現在、中央教育審議会において
検討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3118060

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

「公設民営」方式
による学校への
県費負担職員の
参加の容認

県費負担職員は公立学校でのみ勤
務することになっているが、新しい
「公設民営」方式の学校にも勤務が
可能になるべきである。「公設民営」
方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型であ
る。自治体が施設・設備と運営費の
一部または全部を提供し、民（学校
法人、株式会社、NPO法人）が管
理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」
型である。両者の間に、「半官半民」
型が考えられる。職員構成に関して
言えば、半数が県費負担職員で、残
る半数が当該学校が直接雇用する
職員である。

私たちのグループには、現在県費負担職
員である教員がいる。「大阪バイリンガ
ル・スクール」にあって、日本人教師の多
くはこうした県費負担職員を採用したい。
もちろん、区費負担職員を区にお願いす
る一方、学校で独自に職員を採用する。
特に、ネイティブ・スピーカーは学校採用
職員にしたいと考えている。

5／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080050

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（学校の管
理権等の特
区長への権
限の委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
とあるが、認定地方公共団体の長への権限委譲について
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060020

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

公設民営学校に
係る教育委員会
の権限の委譲
（学校の管理権
等の特区長への
権限の委譲）

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律では、公設学校の組織編
成、教育課程、施設・設備等に関す
る管理権限は、教育委員会にありま
す。しかし、特区においてはこれを
公設学校の設置主体である地方公
共団体の長の権限とします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、学校の組
織編成、教育課程、施設・設備等に関す
る管理権限が、現行法どおり教育委員会
に存在するのでは、住民のニーズに適う
多様な教育サービスを提供するという本
特区の趣旨を没却せしめる危険性があり
ます。管理権限を公設学校の設置主体
である地方公共団体の長に移譲すること
で、地方公共団体は設置主体としての責
任を果たすことが可能となるとともに、管
理・運営を任された事業者等は現行法の
枠にとらわれることなく、住民のニーズに
適う多様な教育サービスの提供が可能と
なり、ひいては公設学校の活性化を図
り、時代の変化に対応できる柔軟で独創
的な発想力とリーダーシップを発揮できる
人材の育成が可能となります。

080050

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（学校の管
理権等の特
区長への権
限の委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
とあるが、認定地方公共団体の長への権限委譲について
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150017

株式会
社東京
リーガル
マインド

学校の管理権等
の特区長への権
限の委譲

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律では、公設学校の組織編
成、教育課程、施設・設備等に関す
る管理権限は、教育委員会にありま
す。しかし、規制改革によってこれを
公設学校の設置主体である地方公
共団体の長の権限とします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、学校の組
織編成、教育課程、施設・設備等に関す
る管理権限が、現行法どおり教育委員会
に存在するのでは、住民のニーズに適う
多様な教育サービスを提供するという本
特区の趣旨を没却せしめる危険性があり
ます。管理権限を公設学校の設置主体
である地方公共団体の長に移譲すること
で、地方公共団体は設置主体としての責
任を果たすことが可能となるとともに、管
理・運営を任された事業者等は現行法の
枠にとらわれることなく、住民のニーズに
適う多様な教育サービスの提供が可能と
なり、ひいては公設学校の活性化を図
り、時代の変化に対応できる柔軟で独創
的な発想力とリーダーシップを発揮できる
人材の育成が可能となります。

080060
教員免許を
有しない者
の教員採用

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
とあるが、その検討の内容に、校長及び教員の資格に関
する規定を設置者が定めることついても提案が実現される
方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそうで
ないとするならば、提案が実現できないか具体的に検討し
回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060030

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

校長・教員の資
格に関する規定
の適用除外（公
設民営学校）

学校教育法8条は、校長及び教員の
資格に関する事項は、文部科学大
臣が定めるとしています。しかし、特
区においては設置者が定めるものと
します。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長・教
員の資格に関する要件（規制）が撤廃さ
れなければ、住民のニーズに適う多様な
教育サービスを提供するという本特区の
趣旨を実現できません。特区の趣旨を
大限生かすためには、事業者等が資格
に関する規制にとらわれることなく、自由
に学校長を任命することができ、また、教
員については学校長が資格に関する規
制にとらわれることなく自由に任命できる
ようにすべきであります。そうすることで、
事業者等は、現行法の枠にとらわれるこ
となく、住民のニーズに適う多様な教育
サービスの提供が可能となり、ひいては
公設学校の活性化を図り、時代の変化に
対応できる柔軟で独創的な発想力とリー
ダーシップを発揮できる人材の育成が可
能となります。

080060

校長・教員
の資格に関
する規定の
適用除外
（公設民営
学校）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「現在中央教育審議会で検討中である」
とあるが、その検討の内容に、校長及び教員の資格に関
する規定を設置者が定めることについても提案が実現さ
れる方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそ
うでないとするならば、提案が実現できないか具体的に検
討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150018

株式会
社東京
リーガル
マインド

校長・教員の資
格に関する規定
の適用除外

学校教育法8条は、校長及び教員の
資格に関する事項は、文部科学大
臣が定めるとしています。しかし、規
制改革によって公設民営学校にお
いては、設置者が定めるものとしま
す。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長・教
員の資格に関する要件（規制）が撤廃さ
れなければ、住民のニーズに適う多様な
教育サービスを提供するという本特区の
趣旨を実現できません。特区の趣旨を
大限生かすためには、事業者等が資格
に関する規制にとらわれることなく、自由
に学校長を任命することができ、また、教
員については学校長が資格に関する規
制にとらわれることなく自由に任命できる
ようにすべきであります。そうすることで、
事業者等は、現行法の枠にとらわれるこ
となく、住民のニーズに適う多様な教育
サービスの提供が可能となり、ひいては
公設学校の活性化を図り、時代の変化に
対応できる柔軟で独創的な発想力とリー
ダーシップを発揮できる人材の育成が可
能となります。

080070
教員免許を
有しない者
の教員採用

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中央教育審議会の中間報告では「委託が行われた場合で
あっても、教員の資格については、通常の学校と同様、教
育職員免許法が適用されるものである」とあるが、教員免
許を有しない者の教員採用についても提案が実現される
方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそうで
ないとするならば、提案が実現できないか具体的に検討し
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060040

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

教育職員免許状
制度の適用除外
（公設民営学校）

学校教育法3条1項は、教育職員は
同法により授与する免許状を有する
ものでなければならないと定めてい
ます。しかし、特区においては教育
職員になるにあたり免許状は不要と
します。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、教育職員
の資格に関する要件（規制）が撤廃され
なければ、住民のニーズに適う多様な教
育サービスを提供するという本特区の趣
旨を実現できません。特区の趣旨を 大
限生かすためには、事業者等により任命
された学校長がその強い指導力によっ
て、資格に関する規制にとらわれることな
く自由に教育職員を任命することができ
るようにすべきであります。そうすること
で、事業者等は現行法の枠にとらわれる
ことなく、住民のニーズに適う多様な教育
サービスの提供が可能となり、ひいては
公設学校の活性化を図り、時代の変化に
対応できる柔軟で独創的な発想力とリー
ダーシップを発揮できる人材の育成が可
能となります。
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措
置
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措
置
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措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
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内容」の
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各府省庁からの再検討要請に対
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各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
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「措置
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見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
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例提案
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画・プ
ロジェ
クトの
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規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080070

教育職員免
許状制度の
適用除外
（公設民営
学校）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

中央教育審議会の中間報告では「委託が行われた場合で
あっても、教員の資格については、通常の学校と同様、教
育職員免許法が適用されるものである」とあるが、教員免
許を有しない者の教員採用についても提案が実現される
方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそうで
ないとするならば、提案が実現できないか具体的に検討し
回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150019

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育職員免許状
制度の適用除外

学校教育法3条1項は、教育職員は
同法により授与する免許状を有する
ものでなければならないと定めてい
ます。しかし、規制改革によって公
設民営学校においては教員職員に
免許状を不要とします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、教育職員
の資格に関する要件（規制）が撤廃され
なければ、住民のニーズに適う多様な教
育サービスを提供するという本特区の趣
旨を実現できない。規制改革の趣旨を
大限生かすためには、事業者等により任
命された学校長がその強い指導力によっ
て、資格に関する規制にとらわれることな
く自由に教育職員を任命することができ
るようにすべきであります。そうすること
で、事業者等は現行法の枠にとらわれる
ことなく、住民のニーズに適う多様な教育
サービスの提供が可能となり、ひいては
公設学校の活性化を図り、時代の変化に
対応できる柔軟で独創的な発想力とリー
ダーシップを発揮できる人材の育成が可
能となります。

080080

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（教職員の
採用・昇進
に係る権限
の校長への
委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
教職員の採用・昇進に係る権限の校長への委譲について
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060050

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

公設民営学校に
係る教育委員会
の権限の委譲
（教職員の採用・
昇進に係る権限
の校長への委
譲）

学校教育法１３条は、校長の採用並
びに教員の採用及び昇任は、大学
附置の学校以外の公立学校におい
ては校長及び教育委員会の教育長
の選考により行うと定めています。し
かし、特区においては校長の採用
は、公設学校の包括的な管理・運営
を委託された民間の事業者・ＮＰＯ
等ができるものとし、教員採用及び
昇任については、校長ができるもの
とします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長の採
用並びに教員の採用及び昇任が事業者
又は校長によって自由にできなければ、
住民のニーズに適う多様な教育サービス
を提供するという本特区の趣旨を実現で
きません。特区の趣旨を 大限生かすた
めには、校長の採用については事業者
ができるものとし、教員採用及び昇任に
ついては、校長ができるものとすべきで
あります。そうすることで、事業者等は現
行法の枠にとらわれることなく、住民の
ニーズに適う多様な教育サービスの提供
が可能となり、ひいては公設学校の活性
化を図り、時代の変化に対応できる柔軟
で独創的な発想力とリーダーシップを発
揮できる人材の育成が可能となります。

080080

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（教職員の
採用・昇進
に係る権限
の校長への
委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
教職員の採用・昇進に係る権限の校長への委譲について
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150020

株式会
社東京
リーガル
マインド

教職員の採用・
昇進に係る権限
の校長への委譲

学校教育法１３条は、校長の採用並
びに教員の採用及び昇任は、大学
附置の学校以外の公立学校におい
ては校長及び教育委員会の教育長
の選考により行うと定めています。し
かし、規制改革によって校長の採用
は、公設学校の包括的な管理・運営
を委託された民間の事業者・ＮＰＯ
等ができるものとし、教員採用及び
昇任については、校長ができるもの
とします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長の採
用並びに教員の採用及び昇任が事業者
又は校長によって自由にできなければ、
住民のニーズに適う多様な教育サービス
を提供するという本特区の趣旨を実現で
きません。規制改革の趣旨を 大限生か
すためには、校長の採用については事業
者ができるものとし、教員採用及び昇任
については、校長ができるものとすべき
であります。そうすることで、事業者等は
現行法の枠にとらわれることなく、住民の
ニーズに適う多様な教育サービスの提供
が可能となり、ひいては公設学校の活性
化を図り、時代の変化に対応できる柔軟
で独創的な発想力とリーダーシップを発
揮できる人材の育成が可能となります。

080090

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（教職員の
任命に係る
権限の校長
への委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
教職員の任命に係る権限の校長への委譲についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060060

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

公設民営学校に
係る教育委員会
の権限の委譲
（教職員の任命
に係る権限の校
長への委譲）

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律３４条は、教育委員会の所
管に属する学校の校長、園長、教
員、事務職員、技術職員その他の
職員は、教育長の推薦により教育
委員会が任命すると定めます。しか
し、特区においてはこれらの採用
は、公設学校の包括的な管理・運営
を委託された民間の事業者・ＮＰＯ
等又は校長ができるものとします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長、園
長、教員等の採用に関し事業者又は校
長が自由にできなければ、住民のニーズ
に適う多様な教育サービスを提供すると
いう本特区の趣旨を実現できません。特
区の趣旨を 大限生かすためには、校
長、園長、教員等の採用については事業
者又は校長が自由にできるものとすべき
であります。そうすることで、事業者等は
現行法の枠にとらわれることなく、住民の
ニーズに適う多様な教育サービスの提供
が可能となり、ひいては公設学校の活性
化を図り、時代の変化に対応できる柔軟
で独創的な発想力とリーダーシップを発
揮できる人材の育成が可能となります。

080090

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（教職員の
任命に係る
権限の校長
への委譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
教職員の任命に係る権限の校長への委譲についても提案
が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150021

株式会
社東京
リーガル
マインド

教職員の任命に
係る権限の校長
への委譲

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律３４条は、教育委員会の所
管に属する学校の校長、園長、教
員、事務職員、技術職員その他の
職員は、教育長の推薦により教育
委員会が任命すると定めています。
しかし、規制改革によってこれらの
採用は、公設学校の包括的な管理・
運営を委託された民間の事業者・Ｎ
ＰＯ等又は校長ができるものとしま
す。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、校長、園
長、教員等の採用に関し事業者又は校
長が自由にできなければ、住民のニーズ
に適う多様な教育サービスを提供すると
いう本特区の趣旨を実現できません。規
制改革の趣旨を 大限生かすために
は、校長、園長、教員等の採用について
は事業者又は校長が自由にできるものと
すべきであります。そうすることで、事業
者等は現行法の枠にとらわれることなく、
住民のニーズに適う多様な教育サービス
の提供が可能となり、ひいては公設学校
の活性化を図り、時代の変化に対応でき
る柔軟で独創的な発想力とリーダーシッ
プを発揮できる人材の育成が可能となり
ます。

7／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080100

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（県費負担
職員の任命
に係る権限
を校長に委
譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
県費負担教職員の任命権を校長に委譲することについて
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060070

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

公設民営学校に
係る教育委員会
の権限の委譲
（県費負担職員
の任命に係る権
限を校長に委譲）

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律３7条は、県費負担職員の
任命権は都道府県委員会に属する
と定めます。しかし、特区において
はこれらの採用は、公設学校の包
括的な管理・運営を委託された民間
の事業者が採用した校長ができるも
のとします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、県費負担
職員の採用に関し校長が自由にできなけ
れば、公設学校のメリットである比較的安
価な授業料で住民のニーズに適う多様な
教育サービスを提供するという本特区の
趣旨を実現できません。特区の趣旨を
大限生かすためには、県費負担職員の
採用については校長が自由にできるもの
とすべきであります。そうすることで、事業
者等は現在の公設学校の比較的安価な
授業料を維持しつつ、現行法の枠にとら
われることなく、住民のニーズに適う多様
な教育サービスの提供が可能となり、ひ
いては公設学校の活性化を図り、時代の
変化に対応できる柔軟で独創的な発想
力とリーダーシップを発揮できる人材の
育成が可能となります。

080100

公設民営学
校に係る教
育委員会の
権限の委譲
（県費負担
職員の任命
に係る権限
を校長に委
譲）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で審議中」とあるが、
県費負担教職員の任命権を校長に委譲することについて
も提案が実現される方向で検討が進められるものと解して
良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現できな
いか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

5150022

株式会
社東京
リーガル
マインド

県費負担職員の
任命に係る権限
を校長に委譲

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律３7条は、県費負担職員の
任命権は都道府県委員会に属する
と定めています。しかし、規制改革
によってこれらの採用は、公設学校
の包括的な管理・運営を委託された
民間の事業者が採用した校長がで
きるものとします。

公設学校の包括的な管理・運営を、民間
の事業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」とい
う）が実施できることとなっても、県費負担
職員の採用に関し校長が自由にできなけ
れば、公設学校のメリットである比較的安
価な授業料で住民のニーズに適う多様な
教育サービスを提供するという本特区の
趣旨を実現できません。規制改革の趣旨
を 大限生かすためには、県費負担職
員の採用については校長が自由にでき
るものとすべきであります。そうすること
で、事業者等は現在の公設学校の比較
的安価な授業料を維持しつつ、現行法の
枠にとらわれることなく、住民のニーズに
適う多様な教育サービスの提供が可能と
なり、ひいては公設学校の活性化を図
り、時代の変化に対応できる柔軟で独創
的な発想力とリーダーシップを発揮できる
人材の育成が可能となります。

080110

学校設置者
以外による
学校の管
理・運営の
可能化（地
方独立行政
法人）

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の公設民営について、現
在、中央教育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、地方独立行政法人による公立学校の管理運営につ
いても提案が実現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現
できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　貴省から指摘のあった、　①教育行政の中立性や安定性の確保につ
いては、資料で示した理事長の任命、評価委員会への教育委員会の関
与、中期計画に代わる委託契約などにより担保できる。②公立学校の
教職員の身分の取扱については、区が県費負担職員を法人に派遣し、
その身分取扱について委託契約または派遣協定に規定することで確保
できると考えております。次に③教育の機会均等や全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう､国の責任で新たな財政支援制度を設けな
ければならないとされる点は、独立地方行政法人は区からの出資金や、
地域住民、地域企業からの寄付金の運用等で業務を実施することを考
えており、国の新たな財政支援制度を求めているわけではありません。
求めているのは、派遣する県費負担教職員の人件費相当額を現行どお
り都道府県負担とすることです。これらの点を踏まえ、再度ご検討いただ
き、その見解及び今後の対応につき具体的にご回答ください。
　　また、貴省の回答では　「本提案の前提である公設民営については、
中央教育審議会で検討中。」とされていますが、平成15年度中に結論を
得る項目は、幼稚園、通信制、定時制等の高等学校の公設民営方式と
されています。当区の提案である、公立小中学校（義務教育）の管理運
営の民間委託については、いつ結論が得られるのか、また、義務教育
において実施することに対して幼稚園等と違いどのようなことが課題とし
てあるのかを具体的にお教えください。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074030 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

学校設置者以外
の学校の管理・
運営の容認

「学習リテラシー教育」を柱とした小
中一貫校、「自然体験重視の学習リ
テラシー教育」を柱とした全寮制小
中一貫校を、設置者でない地方独
立行政法人が管理運営する。

杉並区の設置する公立小中一貫校・全
寮制小中一貫校を独立行政法人により
管理・運営する。このことにより、理事会
の設置や寄付金の提供などで、地域の
意向を反映させた住民参加型の学校運
営を行う。

080110

学校設置者
以外による
学校の管
理・運営の
可能化（地
方独立行政
法人）

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

公立学校の公設民営について、現
在、中央教育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、地方独立行政法人による公立学校の管理運営につ
いても提案が実現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現
できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　貴省から指摘のあった、　①教育行政の中立性や安定性の確保につ
いては、資料で示した理事長の任命、評価委員会への教育委員会の関
与、中期計画に代わる委託契約などにより担保できる。②公立学校の
教職員の身分の取扱については、区が県費負担職員を法人に派遣し、
その身分取扱について委託契約または派遣協定に規定することで確保
できると考えております。次に③教育の機会均等や全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう､国の責任で新たな財政支援制度を設けな
ければならないとされる点は、独立地方行政法人は区からの出資金や、
地域住民、地域企業からの寄付金の運用等で業務を実施することを考
えており、国の新たな財政支援制度を求めているわけではありません。
求めているのは、派遣する県費負担教職員の人件費相当額を現行どお
り都道府県負担とすることです。これらの点を踏まえ、再度ご検討いただ
き、その見解及び今後の対応につき具体的にご回答ください。
　　また、貴省の回答では　「本提案の前提である公設民営については、
中央教育審議会で検討中。」とされていますが、平成15年度中に結論を
得る項目は、幼稚園、通信制、定時制等の高等学校の公設民営方式と
されています。当区の提案である、公立小中学校（義務教育）の管理運
営の民間委託については、いつ結論が得られるのか、また、義務教育
において実施することに対して幼稚園等と違いどのようなことが課題とし
てあるのかを具体的にお教えください。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074040 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

公立小中学校を
地方独立行政法
人に管理委託す
る。

地方独立行政法人法に定める地方
独立行政法人の業務の範囲に小中
一貫校の管理委託を加える。

地方独立行政法人が区立学校の管理を
受託し、学校教育を行う。

080120

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の法人
の理事長の
任命に対し
教育委員会
が関与

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、地方独立行政法人の理事長の任命に際して設立団
体の教育委員会が関与することについても提案が実現さ
れる方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそ
うでないとするならば、提案が実現できないか具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省の対応策の①教育の中立性及び教育委員会制度との整合性の確
保等については既に述べたしくみに加え、設立団体の教育委員会が理
事長の選任に関与することで確実になります。②教職員の身分取扱及
び③特別な財政支援措置については、県費負担教職員を理事長に任
命しないので、当てはまりません。これらの点について、貴省の見解及
び今後の対応につき具体的に提示願います。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074050 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

公立小中学校の
管理を委託する
地方独立行政法
人の理事長の任
命に際して設立
団体の教育委員
会が関与する。

小中一貫校の管理を委託する地方
独立行政法人の理事長の任命に、
設立団体の教育委員会が関与でき
るようにする。

設立団体の長が小中学校を管理する地
方独立行政法人の理事長を任命すると
きは、当該設立団体の教育委員会の意
見を聴いて行う。

8／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080130

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の法人
に対する中
期目標など
の規定の適
用除外

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、地方独立行政法人への中期目標などの適用除外に
ついても提案が実現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現
できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

特区提案の学校の運営を委託する地方独立行政法人は、当該受託業
務のみ行う法人としておりますので中期目標は、受託契約の範囲内で
対応可能と考え、当該目標の適用除外を求めているものです。この点に
ついて、貴省の見解及び今後の対応につき具体的に提示願います。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074060 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

公立小中学校の
管理を委託する
地方独立行政法
人への中期目標
などの規定の適
用除外

地方独立行政法人法が規定する中
期目標などの設定は、小中一貫校
を委託する地方独立行政法人には
適用しない。

地方独立行政法人法で規定する中期目
標の設定、中期計画及び年度計画の設
定、年度ごとの業務実績の評価などは、
地方独立行政法人との委託契約で対応
する。

080140

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の県費
負担教職員
の任命権を
区教育委員
会に付与

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、県費負担教職員の任命権を区教育委員会に付与す
ることについても提案が実現される方向で検討が進められ
るものと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案
が実現できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

本区の提案は、新たな学校を設立するに当たり、区全体の教育の統一
性を確保するとともに、新たな学校に適した人材を確保する必要がある
ため行っているものです。都が任命権を保持し、都全体の教育の統一性
を確保する現行の制度の枠内では対応できず、区教育委員会が任命権
を持つことが必要となるので、この点について貴省の見解及び今後の対
応について具体的に提示願います。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074090 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

県費負担教職員
（校長を含む）の
任命権を区教育
委員会に付与

校長をはじめとする県費負担教職
員の任命権を市区町村教育委員会
に付与する。

都道府県が持つ任命権を市区町村に移
すことにより、小中一貫校を委託する独
立行政法人に適した教職員を派遣する。

080150

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の区教
育委員会任
命職員の県
費負担教職
委員人件費
相当額の担
保

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、提案にあるような市区町村が任命権を持つ県費負
担教職員の給与は都道府県が負担することについても提
案が実現される方向で検討が進められるものと解して良い
か。仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか
具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省の回答の、「教育の機会均等や全国的な教育水準の維持向上が
図られるよう､国の責任で新たな財政支援制度を設けなければならな
い。」とされる点については、教育の機会均等や全国的な教育水準の維
持向上は当然のことでありますが、独立行政法人は区からの出資金
や、地域住民、地域企業からの寄付金の運用等で業務を実施すること
を考えており、国の新たな財政支援制度を求めているわけではありませ
ん。求めているのは、派遣する県費負担教職員の人件費相当額を現行
どおり都道府県負担とすることです。この点について、貴省の見解及び
今後の対応につき具体的に提示願います。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074100 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

区教育委員会任
命職員の県費負
担教職委員人件
費相当額の担保

区が任命権をもつ県費負担教育職
員の給与は都が負担する。

区が任命する県費負担教育職員の給与
は、市町村立学校職員給与負担法に基
づいて都が負担し、都の支出金を受け区
が支給する。

080160

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の県費
負担教職員
への超過勤
務手当及び
旅費の区市
区町村から
の支給

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、県費負担教職員の旅費及び超過勤務手当の市区
町村による負担についても提案が実現される方向で検討
が進められるものと解して良いか。仮にそうでないとするな
らば、提案が実現できないか具体的に検討し回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

現行の法制では、区市町村は、超勤手当などは負担できないこととなっ
ていますが、公設民営の学校においては、こうした規制を緩和し、学習
指導要領を上回るより特色ある授業を実施する際に必要となる超勤手
当及び旅費について国に新たな負担を求めるのでなく、区市町村負担
により対応することを提案しているもので、無制限に区が超過勤務手当
及び旅費を負担するものでなく、全国的な均衡を破るものとは考えてお
りません。今回提案する教育を実施するために必要かくべからざるもの
ですので、この点について、貴省の見解及び今後の対応につき具体的
に提示願います。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074110 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

県費負担教職員
への超過勤務手
当及び旅費の区
市区町村からの
支給

県費負担教職員の旅費及び超過勤
務等手当の市区町村による負担

区が設置する小中一貫校で行う上乗せ
授業の実施に際して必要となる、教員の
超過勤務、旅費などを、区市町村が、支
給できるようにする。

080170

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）におけ
る授業料の
徴収

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、上乗せ授業に要する経費を特別負担金として児童
生徒の保護者から徴収することについても提案が実現さ
れる方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそ
うでないとするならば、提案が実現できないか具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項については、無償で義務教育を受ける
機会は保証したうえで、学習指導要領を上回る、より特色ある教育を実
施する際生じる経費について、特別負担金の徴収を行おうと考えている
ものであり、憲法の趣旨に反するものではありません。また、公立学校
であることから、経済的事情により負担が困難な児童･生徒に対しては
減免措置を設けることとしております。私立には通わせられないが、低
額の負担であれば特色ある教育を受けさせたいとのニーズに応えたい
との考えに基づく提案ですので、義務教育のニーズの多様化へどう応え
ていくのかという視点も含め、貴省の見解を具体的にお教えください。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074120 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

特別負担金の徴
収

地方独立行政法人の管理する学校
で行う予定の、上乗せ授業に要する
経費を特別負担金として児童生徒
の保護者から徴収する。

学習指導要領に基づく、義務教育の範囲
を超える独自の教育カリキュラムによる
授業（以下、上乗せ授業という）の実施に
よって生じる経費のうち、一定額（低額）
については、特別負担金を徴収する。経
済的事情により負担が困難な児童・生徒
に対しては、減免制度を設ける。
＊上乗せ授業について
他の区立小中学校では実施されない学
習リテラシー教育を実施した結果、通常
の授業時間数に超過して行われる授業
時間（他の区立小中学校の授業時間数・
内容に上乗せされた部分。＊土曜日に授
業することも想定）のこと。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080180

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の教科
書採択権限
の法人への
委譲

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「現在、中央教育審議会で検討中」とあ
るが、地方独立行政法人が教科書を採択することについ
ても提案が実現される方向で検討が進められるものと解し
て良いか。仮にそうでないとするならば、提案が実現でき
ないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項は、教科書の採択権限の当該校への
委譲について、公設民営校で特色ある教育を実践するためには､その内
容に適した教科書の採択権限を当該校に与えることが適当であることか
ら提案しているものであります。しかし、教育の機会均等･統一性の視点
から、採択する教科書の範囲は検定済み教科書の範囲内に限定してお
ります。この点を踏まえ、貴省の見解を具体的にお教えください。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

提案主体からの意見について、回答された
い。

C

本提案の前提となっている公立学校の公設民営につ
いて、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方
独立行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。

1074130 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

教科書採択権限
の独立行政法人
への委譲

地方独立行政法人が管理する学校
の教科書については、当該法人が
教科書を採択する。

地方独立行政法人が管理する小中一貫
校の教科書については、当該校の教育
にふさわしい教科書を検定済み教科用図
書から教科書選定委員会において選定
し、採択する。

080190

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（校長の公
募と任免権
限の付与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

現在、中央教育審議会において、地
域に開かれた学校運営の改革の一
環として、保護者、地域住民等が運
営に参画する新しいタイプの学校の
在り方について具体的な検討を行っ
ているところであり、学校運営への
地域住民などの参加を制度的に可
能にするために必要な措置を平成
16年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、校長の公募・任命権を学校運営協議
会に付与することについても提案が実現される方向で検
討が進められるものと解して良いか。仮にそうでないとす
るならば、提案が実現できないか具体的に検討し回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

現在、中央教育審議会において、地域に
開かれた学校運営の改革の一環として、
保護者、地域住民等が運営に参画する新
しいタイプの学校の在り方について具体的
な検討を行っているところであり、学校運
営への地域住民などの参加を制度的に可
能にするために必要な措置を平成16年度
中に行う予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

現在、中央教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地域住民等が運
営に参画する新しいタイプの学校の在り方について具
体的な検討を行っているところであり、本年度中に 終
的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114010
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（校長の公募と任
免権限の付与）

保護者、公募市民、校長、教職員、
教育委員会部局職員、市長部局職
員等からなる学校運営委員会を設
置し、都道府県教育委員会の権限
に属する校長の公募と任免権を学
校運営委員会に付与する。この委
員会は、附属機関等の位置づけで
はなく、決定権限を有し、かつ、自由
な発想による裁量権を有する機関と
して位置づける。

（事業内容）
校長の公募と任免権の付与（特色ある教
育の実現のために、校長を公募し、その
任免権限を学校運営委員会に付与す
る。）
（効果）
①地域が期待する学校像に適した校長
の配置が期待できる。
②学校運営委員会が直接面接を行うな
ど住民参加により、市民権限の拡大を図
ることができる。

080190

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（校長の公
募と任免権
限の付与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、校長の公募・任命権を学校運営協議会に付与する
ことについても提案が実現される方向で検討が進められる
ものと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が
実現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111060
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（校長の公募と任
免権限の付与）

保護者、公募市民、校長、教職員、
教育委員会部局職員、市長部局職
員等からなる学校運営委員会を設
置し、都道府県教育委員会及び市
町村教育委員会に属している校長
の公募と任免権を学校運営委員会
に付与する。この委員会は、附属機
関等の位置づけではなく、決定権限
を有し、かつ、自由な発想による裁
量権を有する機関として位置づけ
る。

（事業内容）
校長の公募と任免権の付与（特色ある教
育の実現のために、校長を公募し、その
任免権限を学校運営委員会に付与す
る。）
（効果）
①地域が期待する学校像に適した校長
の配置が期待できる。
②学校運営委員会が直接面接を行うな
ど住民参加により、市民権限の拡大を図
ることができる。

080200

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（教職員の
任免権限の
付与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、教職員の任免権限を学校運営協議会
に付与することについても提案が実現される方向で検討
が進められるものと解して良いか。仮にそうでないとするな
らば、提案が実現できないか具体的に検討し回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114020
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（教職員の任免
権限の付与）

都道府県教育委員会の権限に属す
る教職員の任命権限を１で述べた
学校運営委員会に付与する。

（事業内容）
教職員の任免権の付与
（地域が期待する学校像にあった教職員
を任命し、適さないと判断した場合の教
職員の任免権を学校運営委員会に与え
る。任命については、学校運営委員会が
直接面接を行い、決定できるようにする。
また、教員資格の有無にとらわれない教
員採用を認め、地域が期待する学校に
対応した人材（陶芸家、外国語堪能者
等）を柔軟に採用する。）

080200

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（教職員の
任免権限の
付与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、教職員の任免権限をを学校運営協議会に付与する
ことについても提案が実現される方向で検討が進められる
ものと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が
実現できないか具体的に検討し回答されたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111070
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（教職員の任免
権限の付与）

1で述べた学校運営委員会に教職
員の任命権限を付与する。

（事業内容）
教職員の任免権の付与
（地域が期待する学校像にあった教職員
を任命し、適さないと判断した場合の教
職員の任免権を学校運営委員会に与え
る。任命については、学校運営委員会が
直接面接を行い、決定できるようにする。

080210

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（教職員の
勤務評定実
施権限の付
与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、教職員の勤務評定実施権限を学校運
営協議会に付与することについても提案が実現される方
向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそうでな
いとするならば、提案が実現できないか具体的に検討し回
答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114030
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（教職員の勤務
評定実施権限の
付与）

市町村教育委員会の権限に属する
教職員の勤務評定実施権限を１で
述べた学校運営委員会に付与す
る。

（事業内容）
教職員の勤務評定実施権の付与
（教職員の任免権の前提として、学校運
営委員会が勤務評定を行うことができる
ようにする。その勤務評定を教職員の人
事、給与に反映させ、成果や能力に対応
した支給とする。）

080210

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（教職員の
勤務評定実
施権限の付
与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、教職員の勤務評定実施権限を学校運営協議会に付
与することについても提案が実現される方向で検討が進
められるものと解して良いか。仮にそうでないとするなら
ば、提案が実現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111080
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（教職員の勤務
評定実施権限の
付与）

1で述べた学校運営委員会に教職
員の勤務評定実施権限を付与す
る。

（事業内容）
教職員の勤務評定実施権の付与
（教職員の任免権の前提として、学校運
営委員会が勤務評定を行うことができる
ようにする。）

080220

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（教職員の
研修実施権
限の付与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、教職員の研修実施権限を学校運営協
議会に付与することについても提案が実現される方向で
検討が進められるものと解して良いか。仮にそうでないと
するならば、提案が実現できないか具体的に検討し回答さ
れたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114040
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（教職員の研修
実施権限の付
与）

都道府県教育委員会や市町村教育
委員会のほかに、教職員の研修実
施権限を１で述べた学校運営委員
会にも付与する。
都道府県教育委員会、市町村教育
委員会が実施する研修は従来どお
り行うこととし、個々のニーズに応じ
た研修の実施権を学校運営委員会
に付与する。

（事業内容）
教職員の研修実施権の付与
（必要なときに、教職員のニーズや課題
に応じた内容の研修が実施できるよう
に、また、学校・教職員の主体的な研修
を支援できるようにするため、研修実施
権限者として学校運営委員会を加える。）

10／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080220

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（教職員の
研修実施権
限の付与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、教職員の研修実施権限を学校運営協議会に付与す
ることについても提案が実現される方向で検討が進められ
るものと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案
が実現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111090
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（教職員の研修
実施権限の付
与）

都道府県教委や市町村教委のほか
に、１で述べた学校運営委員会にも
教職員の研修実施権限を付与す
る。

（事業内容）
教職員の研修実施権の付与
（必要なときに、教職員のニーズや課題
に応じた内容の研修が実施できるよう
に、また、学校・教職員の主体的な研修
を支援できるようにするため、研修実施
権限者に学校運営委員会を加える。）

080230

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（校内組織
の決定権権
限の付与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、校内組織の決定権限を学校運営協議
会に付与することについても提案が実現される方向で検
討が進められるものと解して良いか。仮にそうでないとす
るならば、提案が実現できないか具体的に検討し回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114050
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（校内組織の決
定権権限の付
与）

市町村教育委員会、校長の権限に
属する校内組織の決定権限を１で
述べた学校運営委員会に付与す
る。また、都道府県教育委員会の権
限に属する学級編制権を学校運営
委員会に付与し､「都道府県教育委
員会の同意」を「通知」とする。

（事業内容）
校内組織の決定権の付与
（教務主任、学年主任、生徒指導主事な
どの校内組織については、制度化された
学校ではなく、地域の中に位置づけた学
校としてとらえ、その決定権限を学校運
営委員会に付与する。また、学級編制権
限についても同様とし、都道府県教育委
員会への通知ですます。）

080230

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（校内組織
の決定権権
限の付与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、校内組織の決定権限を学校運営協議会に付与する
ことについても提案が実現される方向で検討が進められる
ものと解して良いか。仮にそうでないとするならば、提案が
実現できないか具体的に検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111100
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（校内組織の決
定権権限の付
与）

１で述べた学校運営委員会に校内
組織の決定権限を付与する。

（事業内容）
校内組織の決定権の付与
（教務主任、学年主任、生徒指導主事な
どの校内組織については、制度化された
学校ではなく、地域の中に位置づけた学
校としてとらえ、その決定権限を学校運
営委員会に付与する。また、学級編制権
限についても同様とし、県教育委員会へ
の通知ですます。）

080240

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（学習指導
要領外の教
育課程の編
成権限の付
与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、学習指導要領外の教育課程の編成
権限を学校運営協議会に付与することについても提案が
実現される方向で検討が進められるものと解して良いか。
仮にそうでないとするならば、提案が実現できないか具体
的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114060
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（学習指導要領
外の教育課程の
編成権限の付
与）

国が基準として定めている教育課程
の編成、教科の設定、授業時間数
の設定について、その決定権限を１
で述べた学校運営委員会に付与す
る。

（事業内容）
「802　構造改革特別区域研究開発学校
設置事業」において、教育課程の基準に
よらない教育課程の実験的な編成・実施
が可能とされている。児童・生徒の学習
機会に対する選択の幅の拡大のため、ま
た、児童・生徒自身が知的好奇心をもっ
て自ら進んで取り組むことができるように
するために基準外教育課程の編成権等
を学校運営委員会に付与する。

080240

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（学習指導
要領外の教
育課程の編
成権限の付
与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、学習指導要領外の教育課程の編成権限を学校運
営協議会に付与することについても提案が実現される方
向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそうでな
いとするならば、提案が実現できないか具体的に検討し回
答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111120
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（学習指導要領
外の教育課程の
編成権限の付
与）

１で述べた学校運営委員会に学習
指導要領を遵守したうえで、必要な
教育課程の編成権限を付与する。

（事業内容）
「802　構造改革特別区域研究開発学校
設置事業」においては、教育課程の基準
によらない教育課程の実験的な編成・実
施が可能とされている。しかし、教育課程
の基準は遵守したうえで、児童生徒の学
習機会に対する選択の幅の拡大のた
め、また、児童生徒自身が知的好奇心を
もって自ら進んで取り組むことができるよ
うにするために基準外教育課程の編成
権を学校運営委員会に付与する。

080250

教育委員会
に属してい
る学校の管
理運営権限
を住民参加
組織に付与
（検定を経
た教科用図
書の採択権
限の付与）

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への
地域住民などの参加については、現
在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環
として、保護者、地域住民等が運営
に参画する新しいタイプの学校の在
り方について具体的な検討を行って
いるところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能
にするために必要な措置を平成16
年度中に行う予定である。

貴省の回答では、「必要な措置を平成１６年度中に行う予
定である」とあるが、検定を経た教科用図書の採択権限を
学校運営協議会に付与することについても提案が実現さ
れる方向で検討が進められるものと解して良いか。仮にそ
うでないとするならば、提案が実現できないか具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

措置の分類がPとなっていますが、地域の実情に合った特色ある教育を
実現していくためには教育委員会の一定の権限を保護者、公募市民、
校長、教職員、教育委員会部局職員、市長部局職員からなる学校運営
委員会に委ね、住民参加の下で開かれた学校運営を行うことが極めて
重要であると考えるので、引き続き前向きに検討をお願いします。

Ｐ

本提案の前提である学校運営への地域
住民などの参加については、現在、中央
教育審議会において、地域に開かれた学
校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプ
の学校の在り方について具体的な検討を
行っているところであり、学校運営への地
域住民などの参加を制度的に可能にする
ために必要な措置を平成16年度中に行う
予定である。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

P

本提案の前提である学校運営への地域住民などの参
加については、現在、中央教育審議会において、地域
に開かれた学校運営の改革の一環として、保護者、地
域住民等が運営に参画する新しいタイプの学校の在り
方について具体的な検討を行っているところであり、本
年度中に 終的な答申がなされる見込みである。
この答申を踏まえ、学校運営への地域住民などの参加
を制度的に可能にするために必要な措置を平成16年
度中に行う予定である。

1114070
多治見
市

住民参加
型の教育
特区

教育委員会に属
している学校の
管理運営権限を
住民参加組織に
付与
（検定を経た教科
用図書の採択権
限の付与）

国が検定した教科用図書を採択す
る市町村教育委員会の権限を１で
述べた学校運営委員会に付与す
る。

（事業内容）
教科用図書の採択権の付与
（小学校及び中学校において使用する教
科用図書を検定を経た教科用図書のうち
から採択する権限を学校運営委員会に
付与する。教科用図書採択地区や市町
村教育委員会の採択ではなく、学校の指
導方法や方針に も適合した教科用図
書を柔軟に採択できるようにしたい。）

080250

教育委員会
に属してい
る学校の管
理権限を住
民参加組織
に付与
（検定を経
た教科用図
書の採択権
限の付与）

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会において検討中」とあ
るが、検定を経た教科用図書の採択権限を学校運営協議
会に付与することについても提案が実現される方向で検
討が進められるものと解して良いか。仮にそうでないとす
るならば、提案が実現できないか具体的に検討し回答され
たい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3111110
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

教育委員会に属
している学校の
管理権限を住民
参加組織に付与
（検定を経た教科
用図書の採択権
限の付与）

１で述べた学校運営委員会に検定
済教科用図書のなかから教科用図
書を選択する権限を付与する。

（事業内容）
教科用図書の採択権の付与
（小学校及び中学校において使用する教
科用図書を検定を経た教科用図書のうち
から、学校に も合った、使いやすい教
科用図書の採択権を学校運営委員会に
付与する。教科用図書採択地区や市町
村教育委員会の採択ではなく、地域の学
校に合った教科用図書を学校運営委員
会が採択したい。）

080260
地域住民の
学校経営参
加

地方教育行
政の組織お
よび運営に
関する法律
第23条第1号

公立学校は、公立学校を
設置する地方公共団体
の教育委員会が管理す
る権限を有している。

Ｐ

現在、中央教育審議会において、地
域に開かれた学校運営の改革の一
環として、保護者、地域住民等が運
営に参画する新しいタイプの学校の
在り方について具体的な検討を行っ
ているところであり、学校運営への
地域住民などの参加を制度的に可
能にするために必要な措置を平成
16年度中に行う予定である。

提案が実現される方向で検討されると解してよいか。 Ｐ

現在、中央教育審議会において、地域に
開かれた学校運営の改革の一環として、
保護者、地域住民等が運営に参画する新
しいタイプの学校の在り方について具体的
な検討を行っているところであり、学校運
営への地域住民などの参加を制度的に可
能にするために必要な措置を平成16年度
中に行う予定である。

1106010
小田原
市

大人も学
校へ行こ
う特区

地域住民の学校
経営参加

学校内の組織の決定等の権利を地
域住民が参加した組織に付与する。

　学校運営に地域住民が参画し、授業聴
講や観察を行い、学級崩壊や問題教師
の早期発見に努め、地域の問題として解
決を図る。そのためには住民が参加した
組織にある程度の権限を付与する必要
がある。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080270

学校設置主
体の拡大
（地方独立
行政法人）

学校教育法
第４条、附則
第１０１条の
２
地方独立行
政法人法第
21条

国、地方公共団体、学校
法人以外の者は学校を
設置でいない（特区にお
ける株式会社、NPO法人
を除く）。
学校の設置者は、その設
置する学校を管理し、法
令に特別の定めのある
場合を除いては、その学
校の経費を負担する。

C

公立学校を地方独立行政法人制度
の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。
なお、地方公共団体が出資した学校
法人を設置する方式であれば現行
制度でも提案の趣旨の実現が可能
である。

「実現するにはどうすればよいか」という方向で検討すべき
であり、提案者の要望に対し真摯に回答すべきである。
提案では、「①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めには、地方独立行政法人評価委員会が教育委員会の
意見を聴きながら協力しあって、その役割を果たしていけ
ばよい、②地方独立行政法人の職員は公務員のままでも
良いので、そこに配置される公立学校の教職員は公務員
のままで派遣・出向の形を取りうる（研修などの場合と同
様）、③財政面では、県費負担教職員にかかる費用を従
来通り都道府県と国が負担する以外は各市町村の負担と
なるという点では基本的に現状と変わらず、新たな財政支
援は必要ない」とあり、これについて具体的に検討して回
答されたい。
また、地方独立行政法人が小・中・高等学校の設置及び
管理運営を行うことについて、提案が実現できないか具体
的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　今回、第３次提案で認められなかった事項の再提案として、「書き方」
に従って「各省庁の懸念に対する具体的な解決方法や具体的な効果等
を明確に」した提案を出したにもかかわらず、文部科学省の回答は第３
次提案に対するものとまるで同じものでしかなかった。これでは今回文
科省の懸念を解消すべく対策等を記して再提案した意味がない。
　再提案書の「再提案理由」に記載した、前回の回答で検討課題として
挙げられた個々のものに対して提案者が講じた対策・意見に関して、き
ちんと検討した上で再回答されたい。
　またこうした課題を、具体的にいつまでに検討し結論を出すのか、ある
程度の明確なスケジュールを提示されたい。

ｃ

公立学校を地方独立行政法人制度の対
象とすることについては、前回回答でもお
答えしたとおり、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。
例えば、地方独立行政法人評価委員会が
教育委員会の意見を聴くこととするだけで
は、現行の教育委員会制度との整合性確
保のための措置としては不十分なものと
考えられるなど、上記に示した課題は慎重
な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人
を設置する方式であれば現行制度でも提
案の趣旨の実現が可能である。

提案主体が提案している３つの代替措置につ
いて、１つのみ例としてとりあげ、合理的な理
由の説明もなく「不十分」と結論づけており、真
摯な検討が行われたとは考えられない。提案
主体が提示している３つの事項について、貴
省の見解を示されたい。

C

公立学校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、前回及び前々回回答でもお答えしたとお
り、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。
現行制度では公立学校の設置、管理、廃止は教育委
員会の事務となっているが、地方独立行政法人制度で
は、設立団体の長が当該法人の長の任命権、中期目
標の付与権、中期計画の認可権、報告徴収権、立入
検査権など種々の権限などを有することとされている。
このため、地方独立行政法人評価委員会が教育委員
会の意見を聴くとすることだけでは、現行の教育委員
会制度との整合性確保のための制度上の措置として
は不十分なものと考えられるなど、上記に示した課題
はいずれも慎重な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人を設置する方
式であれば現行制度でも提案の趣旨の実現が可能で
ある。

3087010

NPO法人
湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

独立行政
法人立
小・中・高
等 実験
学校特区

独立行政法人立
小・中・高等学校
の設置

地方独立行政法人が小・中・高等学
校の設置および管理（運営）を行え
るようにする

特別な目的やニーズに応える、もしくは地
域の公立学校の諸問題の解決や改善に
資するための研究開発を目的にした小・
中・高等 実験学校を、民間から起用した
新しい学校創りのアイデアを持った人間
を理事長（校長）とした地方独立行政法
人立で設置する。
こうした実験学校を作って実践的に研究
開発を行うことにより、ゆくゆくは公立学
校の改善や活性化、さらには地域の活性
化にもつながり得る。

080280

学校設置主
体の拡大
（地方独立
行政法人）
が容認され
た場合の県
費負担教職
員の一部配
置の容認

学校教育法
第４条、附則
第１０１条の
２
地方独立行
政法人法第
21条

国、地方公共団体、学校
法人以外の者は学校を
設置でいない（特区にお
ける株式会社、NPO法人
を除く）。
学校の設置者は、その設
置する学校を管理し、法
令に特別の定めのある
場合を除いては、その学
校の経費を負担する。

C

公立学校を地方独立行政法人制度
の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。
なお、地方公共団体が出資した学校
法人を設置する方式であれば現行
制度でも提案の趣旨の実現が可能
である。

「実現するにはどうすればよいか」という方向で検討すべき
であり、提案者の要望に対し真摯に回答すべきである。
提案では、「①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めには、地方独立行政法人評価委員会が教育委員会の
意見を聴きながら協力しあって、その役割を果たしていけ
ばよい、②地方独立行政法人の職員は公務員のままでも
良いので、そこに配置される公立学校の教職員は公務員
のままで派遣・出向の形を取りうる（研修などの場合と同
様）、③財政面では、県費負担教職員にかかる費用を従
来通り都道府県と国が負担する以外は各市町村の負担と
なるという点では基本的に現状と変わらず、新たな財政支
援は必要ない」とあり、これについて具体的に検討して回
答されたい。
また、地方独立行政法人が小・中・高等学校の設置及び
管理運営を行うことについて、提案が実現できないか具体
的に検討し回答されたい。

ｃ

公立学校を地方独立行政法人制度の対
象とすることについては、前回回答でもお
答えしたとおり、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。
例えば、地方独立行政法人評価委員会が
教育委員会の意見を聴くこととするだけで
は、現行の教育委員会制度との整合性確
保のための措置としては不十分なものと
考えられるなど、上記に示した課題は慎重
な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人
を設置する方式であれば現行制度でも提
案の趣旨の実現が可能である。

提案主体が提案している３つの代替措置につ
いて、１つのみ例としてとりあげ、合理的な理
由の説明もなく「不十分」と結論づけており、真
摯な検討が行われたとは考えられない。提案
主体が提示している３つの事項について、貴
省の見解を示されたい。

C

公立学校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、前回及び前々回回答でもお答えしたとお
り、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。
現行制度では公立学校の設置、管理、廃止は教育委
員会の事務となっているが、地方独立行政法人制度で
は、設立団体の長が当該法人の長の任命権、中期目
標の付与権、中期計画の認可権、報告徴収権、立入
検査権など種々の権限などを有することとされている。
このため、地方独立行政法人評価委員会が教育委員
会の意見を聴くとすることだけでは、現行の教育委員
会制度との整合性確保のための制度上の措置として
は不十分なものと考えられるなど、上記に示した課題
はいずれも慎重な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人を設置する方
式であれば現行制度でも提案の趣旨の実現が可能で
ある。

3087020

NPO法人
湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

独立行政
法人立
小・中・高
等 実験
学校特区

地方独立行政法
人立学校への県
費負担教職員の
一部配置

地方独立行政法人立の小中高等学
校への県費負担教職員の一部配置
を可能にする
言い換えれば、地方独立行政法人
立の小中高等学校の教職員の一部
の給与等を県と国が負担する

地方独立行政法人立の小中高等学校を
設置し、希望する県費負担教職員が、民
間起用の校長と一緒に新しい実験学校を
つくっていく。
この実験学校は、特別な目的やニーズに
応える、もしくは地域の公立学校の諸問
題の解決や改善に資するための研究開
発を目的にするのであるから、その教職
員としては、その地域の公立学校に勤務
している教職員こそが適任であると考え
る。
「特別な能力を備えた人間」ではなく、「普
通の公立の先生」がやることで、そうした
改革が「誰にもでき得るもの」だということ
に繋がり、そうした意識が（一般の）公立
学校を活性化していく原動力となる。

080290

学校設置主
体の拡大
（地方独立
行政法人）
が容認され
た場合の県
費負担教職
員に係る特
例

学校教育法
第４条、附則
第１０１条の
２
地方独立行
政法人法第
21条

国、地方公共団体、学校
法人以外の者は学校を
設置でいない（特区にお
ける株式会社、NPO法人
を除く）。
学校の設置者は、その設
置する学校を管理し、法
令に特別の定めのある
場合を除いては、その学
校の経費を負担する。

C

公立学校を地方独立行政法人制度
の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。
なお、地方公共団体が出資した学校
法人を設置する方式であれば現行
制度でも提案の趣旨の実現が可能
である。

「実現するにはどうすればよいか」という方向で検討すべき
であり、提案者の要望に対し真摯に回答すべきである。
提案では、「①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めには、地方独立行政法人評価委員会が教育委員会の
意見を聴きながら協力しあって、その役割を果たしていけ
ばよい、②地方独立行政法人の職員は公務員のままでも
良いので、そこに配置される公立学校の教職員は公務員
のままで派遣・出向の形を取りうる（研修などの場合と同
様）、③財政面では、県費負担教職員にかかる費用を従
来通り都道府県と国が負担する以外は各市町村の負担と
なるという点では基本的に現状と変わらず、新たな財政支
援は必要ない」とあり、これについて具体的に検討して回
答されたい。
また、地方独立行政法人が小・中・高等学校の設置及び
管理運営を行うことについて、提案が実現できないか具体
的に検討し回答されたい。

ｃ

公立学校を地方独立行政法人制度の対
象とすることについては、前回回答でもお
答えしたとおり、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。
例えば、地方独立行政法人評価委員会が
教育委員会の意見を聴くこととするだけで
は、現行の教育委員会制度との整合性確
保のための措置としては不十分なものと
考えられるなど、上記に示した課題は慎重
な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人
を設置する方式であれば現行制度でも提
案の趣旨の実現が可能である。

提案主体が提案している３つの代替措置につ
いて、１つのみ例としてとりあげ、合理的な理
由の説明もなく「不十分」と結論づけており、真
摯な検討が行われたとは考えられない。提案
主体が提示している３つの事項について、貴
省の見解を示されたい。

C

公立学校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、前回及び前々回回答でもお答えしたとお
り、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育
委員会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重
な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上
が図られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設
けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において
直ちに導入することは困難。
現行制度では公立学校の設置、管理、廃止は教育委
員会の事務となっているが、地方独立行政法人制度で
は、設立団体の長が当該法人の長の任命権、中期目
標の付与権、中期計画の認可権、報告徴収権、立入
検査権など種々の権限などを有することとされている。
このため、地方独立行政法人評価委員会が教育委員
会の意見を聴くとすることだけでは、現行の教育委員
会制度との整合性確保のための制度上の措置として
は不十分なものと考えられるなど、上記に示した課題
はいずれも慎重な検討を要するものである。
なお、地方公共団体が出資した学校法人を設置する方
式であれば現行制度でも提案の趣旨の実現が可能で
ある。

3087030

NPO法人
湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

独立行政
法人立
小・中・高
等 実験
学校特区

県費負担教職員
の人事権の地方
独立行政法人理
事長への付与

地方独立行政法人立の小中高等学
校に配置する県費負担教職員の人
事権を地方独立行政法人の理事長
に与える

地方独立行政法人立小・中・高等 実験
学校の、新しい学校創りのアイデアを
持った校長が、希望する県費負担教職員
の中から、自分の描く学校像を理解し、そ
れに合致した意欲ある教職員を集める。
これによって教職員の意識や意欲も高ま
り、良い学校をつくる原動力となる。

080300

教育課程の
編成・実施
等に関する
決定権限の
学校長への
委任

学校教育法
施行規則
　第65条の
4、第65条の
5、第65条の
6
文部科学省
告示第56号
等

各学校は、学習指導要
領等の教育課程の基準
に基づいて、教育課程を
編成・実施するものとさ
れている。

E

教育課程の編成・実施は、各学校が
学習指導要領等に基づいて行うこと
とされている。また、地方自治体が
「構造改革特別区域研究開発学校
設置事業（８０２）」の認定を受けた場
合、各学校は認定された特区計画
の教育課程の特例に基づいて、教
育課程の基準によらない教育課程
の編成・実施が可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

　今回、千代田区が設立する区立中等教育学校においては、都心千代
田区の特性と教育資産を十二分に生かした特色ある教育活動の展開を
目指しています。そのため、従来の公立学校の枠組から脱却して地域
や生徒の実情に応じた、学習指導要領にとらわれない教育課程の編
成・実施、授業時数の設定、更には、独自教科の設定等を『学校長の責
任のもと』に柔軟かつ迅速に実施していきたいと考えています。そこに
は、学習効果や生徒の状況次第によっては、年度途中でも『学校長の
責任のもと』に教育課程を変更するなど、的確に対応していくための事
項も含んでいます。
　また、貴省の回答では、「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」
（８０２）の認定を受け、上記事項が可能であるとしたものでした。しかし、
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」（８０２）の認定を受けて
も、実際に教育課程を実施していくにあたり、生徒や地域の実態、学習
効果や生徒の状況に、より柔軟かつ迅速に対応していくためには、地方
教育行政の組織および運営に関する法律第２３条の教育委員会が管理
運営していくという規定に阻まれ、かなり時間が必要となります。そこで、
より迅速に対応するため、教育委員会の職務権限とされている『教育課
程の管理運営』を学校長に委任することが 適であると考えます。学校
長への権限委任に関しては、必要に応じて学校長の諮問機関としての
学校評議会といった組織を設置することも視野に入れ、学校教育の管
理運営権限の適正さを確保するなど万全の体制もとに対応することを考
えています。
　なにとぞ千代田区という地域の特性をご理解いただき、今回の提案に
ついて再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提示して
いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

Ｃ

　各学校における教育課程の編成・実施
は、学校長の責任の下で、各学校が学習
指導要領等に基づいて行うこととされてお
り、児童生徒や地域の実態等に適切かつ
迅速に対応していくことができる。
特区において、学習指導要領等の基準に
よらない特例的な教育課程を編成・実施
する場合は、地方自治体が「構造改革特
別区域研究開発学校設置事業（８０２）」の
認定を受けることが必要であり、認定され
た後に特例の内容を変更する場合は、認
定特区計画の変更が必要とされている
が、その際の手続きについては可能な限
り迅速にするよう努めたい。

1100010
千代田
区

中等教育
学校特区

教育課程の編
成・実施、教科の
設定、授業時数
の設定について
の決定権限の委
任。

「構造改革特別区域研究開発学校
設置事業」（８０２）の認定自治体の
長が、必要に応じ、さらにこれらの決
定権限を認定区域内の学校長に委
任することを可能にする。

中等教育学校における、独自の教科の
設定をはじめ、教育課程の編成・実施、
授業時数の設定について、必要に応じ学
校長が区教育委員会から委任を受けて
決定する。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080310

NPO法人立
学校の特区
「研究開発
学校制度」
による「教
育内容」の
弾力化

学校教育法
施行規則第
２６条２、第５
５条
文部科学省
告示第56号

地方自治体が、構造改
革特別区域基本方針別
表１「構造改革特別区域
研究開発学校設置事業
（802）」を認定を受けるこ
とで、教育課程の基準に
よらない教育課程の編
成・実施が可能となる。

E

地方自治体が、構造改革特別区域
基本方針別表１「構造改革特別区域
研究開発学校設置事業（802）」を認
定を受けることで、教育課程の基準
によらない教育課程の編成・実施が
可能となる。当該特定事業の認定に
ついては不登校児童生徒等を対象
とする学校に限定していない。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

「不登校児童等を対象とする学校に限定しない」という回答であるが、地
方自治体が認定を受ければ、NPO法人立の学校においては、「教育内
容の弾力化」が可能であると解してよいか。可能であるならば、何故｢不
登校児童｣に限定したNPO法人しか容認せず、要件を緩和できないの
か、整合性がないと考える。本法人における実態の資料は提出済みで
ある。内容・実態をよく把握、再検討され、文部科学省における基本的な
見解を提示されることを強く希望する。

Ｄ－１

　地方自治体が、「構造改革特別区域研
究開発学校設置事業（８０２）」の申請と同
時に、他の特定事業を申請することは現
在でも可能である。
　なお、「構造改革特別区域研究開発学校
設置事業（８０２）」は教育課程の編成・実
施に関する特例であり、設置主体の特例
とは関連しない。

3042030

特定非
営利活
動法人
東京賢
治の学
校

教育改革
特区「不
登校児
童・生徒
に限定さ
れない」
　
ＮＰＯ法
人による
小規模学
校設置の
容認

NPO法人立学校
の特区「研究開
発学校制度」によ
る「教育内容」の
弾力化

学校設置非営利法人の認定申請に
あたって、「研究開発学校」制度の
同時申請を可能とする。

不登校児童・生徒等は既存の教育では
対応困難なケースが多いのが現状であ
り、新しい教育内容を取り入れた学校設
置が急務となっている。当校では、宮沢
賢治の精神を尊重しながら、幼・小・中一
体となったシュタイナー教育を取り入れた
独自の教育の実践が効果をあげて、多
方面からの関心が高まっている。小規模
のＮＰＯ法人立の学校が認可申請と同時
に研究開発学校の指定を受ける手続き
が可能になれば、成果をあげてきた実践
を学校設置と同時に実現できる。これに
より、児童・生徒の発達段階や家庭環境
を踏まえ、少人数クラス編成で、地域の
特性を生かした総合学習的内容に富ん
だ授業が可能となる。また、その授業実
績を公開することで教育の発展に貢献で
きる。

080321

市立小・中
学校におけ
る「ものづく
り・デザイン
科」の必須
科目化

学校教育法
施行規則24
条、24条の
2、25条、53
条、54条、54
条の2等

各学校は、学習指導要
領等の教育課程の基準
に基づいて、教育課程を
編成・実施するものとさ
れている。

Ｄ－2

構造改革特別区域基本方針別表に
記載のある「構造改革特別区域研
究開発学校設置事業（802）」により
実施可能である。

1020010 高岡市

ものづく
り・デザイ
ン人材育
成特区

市立小・中学校
における「ものづ
くり・デザイン科」
の必須科目化

小・中学校の現行の必須科目を地
域特有の科目新設を行うため、必須
科目の規則を緩和する。

・小・中学校の学習時間を再編成し、「も
のづくり・デザイン科」を新設する。

080３２２

高等学校に
おける職業
教育の実施

学校教育法
施行規則24
条、24条の
2、25条、53
条、54条、54
条の2等

各学校は、学習指導要
領等の教育課程の基準
に基づいて、教育課程を
編成・実施するものとさ
れている。

Ｄ－2

構造改革特別区域基本方針別表に
記載のある「構造改革特別区域研
究開発学校設置事業（802）」により
実施可能である。

3068010

株式会
社東京
リーガル
マインド

高等学校
における
職業教育
の実施

高等学校におけ
る職業教育の実
施

｢文部科学省告示第130号｣一総則
（２）｢学校においては、現行高等学
校学習指導要領第１章第２款の３及
び４の規定にかかわらず、次に定め
るところにより、地域、学校及び生徒
の実態、学科の特色ある教育課程
の編成に資するよう、各教科・科目
を設けることができる｣と規定してい
ます。この規定の運用について、｢職
業教育｣教科を導入し、担当する教
育職員として社会人を活用すること
を提案します。

①高等学校学習指導要領に新教科「職
業教育」を導入します。
②新教科「職業教育」の担当教育職員と
して社会人を活用します。

080３２２

高等学校に
おける職業
教育の実施

学校教育法
施行規則24
条、24条の
2、25条、53
条、54条、54
条の2等

各学校は、学習指導要
領等の教育課程の基準
に基づいて、教育課程を
編成・実施するものとさ
れている。

Ｄ－2

構造改革特別区域基本方針別表に
記載のある「構造改革特別区域研
究開発学校設置事業（802）」により
実施可能である。

5150001

株式会
社東京
リーガル
マインド

高等学校におけ
る職業指導の実
施

｢文部科学省告示第130号｣一総則
（２）｢学校においては、現行高等学
校学習指導要領第１章第２款の３及
び４の規定にかかわらず、次に定め
るところにより、地域、学校及び生徒
の実態、学科の特色ある教育課程
の編成に資するよう、各教科・科目
を設けることができる｣と規定してい
ます。この規定の運用について、｢職
業教育｣教科を導入し、担当する教
育職員として社会人を活用すること
を提案します。

①高等学校学習指導要領に新教科「職
業教育」を導入します。
②新教科「職業教育」の担当教育職員と
して社会人を活用します。

080330
教育免許を
有しない者
の教員採用

教育職員免
許法第3条の
2、第5条

担当する教科の専門的
な知識経験や技能等を
有する社会人について
は、任命又は雇用しよう
とする者の推薦に基づ
き、都道府県教育委員会
が行う教育職員検定によ
り、特別免許状を授与す
ることができる。また、免
許状を有しない者につい
ては、任命又は雇用しよ
うとする者から都道府県
教育委員会への届出に
より、非常勤の講師とし
て教科の領域の一部の
教授等を担任することが
できる。

Ｄ－１

教員免許状を有しない優れた知識
経験や技能を有する社会人等は、
特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用
することが可能である。

1020020 高岡市

ものづく
り・デザイ
ン人材育
成特区

教育免許を持た
ない技術者・専門
家の教員採用

教育職員採用の緩和
地元在住の伝統技術者、デザイン専門
家の学校教員への採用

080330
教員免許を
有しない者
の教員採用

教育職員免
許法第3条の
2、第5条

担当する教科の専門的
な知識経験や技能等を
有する社会人について
は、任命又は雇用しよう
とする者の推薦に基づ
き、都道府県教育委員会
が行う教育職員検定によ
り、特別免許状を授与す
ることができる。また、免
許状を有しない者につい
ては、任命又は雇用しよ
うとする者から都道府県
教育委員会への届出に
より、非常勤の講師とし
て教科の領域の一部の
教授等を担任することが
できる。

Ｄ－１

教員免許状を有しない優れた知識
経験や技能を有する社会人等は、
特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用
することが可能である。

3068010

株式会
社東京
リーガル
マインド

高等学校
における
職業教育
の実施

高等学校におけ
る職業教育の実
施

｢文部科学省告示第130号｣一総則
（２）｢学校においては、現行高等学
校学習指導要領第１章第２款の３及
び４の規定にかかわらず、次に定め
るところにより、地域、学校及び生徒
の実態、学科の特色ある教育課程
の編成に資するよう、各教科・科目
を設けることができる｣と規定してい
ます。この規定の運用について、｢職
業教育｣教科を導入し、担当する教
育職員として社会人を活用すること
を提案します。

①高等学校学習指導要領に新教科「職
業教育」を導入します。
②新教科「職業教育」の担当教育職員と
して社会人を活用します。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080330
教員免許を
有しない者
の教員採用

教育職員免
許法第3条の
2、第5条、第
18条

担当する教科の専門的
な知識経験や技能等を
有する社会人について
は、任命又は雇用しよう
とする者の推薦に基づ
き、都道府県教育委員会
が行う教育職員検定によ
り、特別免許状を授与す
ることができる。また、免
許状を有しない者につい
ては、任命又は雇用しよ
うとする者から都道府県
教育委員会への届出に
より、非常勤の講師とし
て教科の領域の一部の
教授等を担任することが
できる。さらに、外国の教
員免許状を有する者や、
外国の学校を卒業した者
等については、都道府県
教育委員会が行う教育
職員検定により、我が国
の相当する教員免許状
を授与することができる。

Ｄ－１

教員免許状を有しない優れた知識
経験や技能を有する社会人等は、
特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用
することが可能である。

提案は、「特別あるいは非常勤講師としてではなく、正式な
教員として授業が行えるようにする」というものであり、これ
について具体的に検討し回答されたい。

Ｄ－１

　学校教育法上の学校の教員として教育
活動を行う上では、教員としての資質の確
保と向上のために教員免許が必要であ
る。
　なお、特別免許状は教諭の免許状であ
り、普通免許状を有するものと同様に授業
を行うことができる。

3081040
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

教職員資格の緩
和

民間教育事業者で指導する立場に
たつ個人あるいは団体に教員免許
を有する正規教員と同等の権限・責
任を持たせます。

教員免許保持者でなく、専門分野（外国
語・ITなど）に関するノウハウや教授法を
持ちあわせている人材が、特別あるいは
非常勤講師としてではなく、正式な教員と
して授業が行えるようにします。採用枠と
して、全教員採用枠の5%を設定します。
認定は各市区町村教育委員会が行いま
す。

080330
教員免許を
有しない者
の教員採用

教育職員免
許法第3条の
2、第5条

担当する教科の専門的
な知識経験や技能等を
有する社会人について
は、任命又は雇用しよう
とする者の推薦に基づ
き、都道府県教育委員会
が行う教育職員検定によ
り、特別免許状を授与す
ることができる。また、免
許状を有しない者につい
ては、任命又は雇用しよ
うとする者から都道府県
教育委員会への届出に
より、非常勤の講師とし
て教科の領域の一部の
教授等を担任することが
できる。

Ｄ－１

教員免許状を有しない優れた知識
経験や技能を有する社会人等は、
特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用
することが可能である。

5150001

株式会
社東京
リーガル
マインド

高等学校におけ
る職業指導の実
施

｢文部科学省告示第130号｣一総則
（２）｢学校においては、現行高等学
校学習指導要領第１章第２款の３及
び４の規定にかかわらず、次に定め
るところにより、地域、学校及び生徒
の実態、学科の特色ある教育課程
の編成に資するよう、各教科・科目
を設けることができる｣と規定してい
ます。この規定の運用について、｢職
業教育｣教科を導入し、担当する教
育職員として社会人を活用すること
を提案します。

①高等学校学習指導要領に新教科「職
業教育」を導入します。
②新教科「職業教育」の担当教育職員と
して社会人を活用します。

080340

検定済教科
書に英訳版
教科書も含
めることの
容認

小・中・高校においては、
検定済教科書又は文部
科学省著作教科書の使
用義務があるが、学習指
導要領によらない教育課
程を編成する場合には、
主たる教材として他の教
材を使用することができ
る。

D-２

太田市において、構造改革特別区
域研究開発学校設置事業（８０２）を
活用して一般教科を英語で教える場
合に、英訳版を主たる教材として使
用すれば、当該授業においてはそれ
は副読本ではなく「教科書」として扱
われることとなる。

貴省の回答では、「英訳版を主たる教材として使用すれ
ば、当該授業においてそれは副読本ではなく、『教科書』と
して扱われることになる」とあるが、教科書の発行に関する
臨時措置法第２条第１項に規定する教科書として扱われ
ると解してよろしいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

太田市が特区校において、英訳版を主たる教材として使用すれば、当
該授業においてはそれは副読本ではなく「教科書」として扱われることと
なるとの回答が示されたが、この中で示された「教科書」とは一般的な教
科書の意味として、教科書の発行に関する臨時措置法第２条第１項に
述べられている「教科書」と同等に扱われると解釈して差し支えないの
か。
つまり、規制の特定事項名にもあるように、検定済教科書に英訳版教科
書も含めることの容認ということは、検定済教科書の英訳版教科書が文
部科学大臣の検定を経たものと同等なものとして、本特区において使用
する場合に認められると考えていいということか、確認したい。

Ｄ－２

「教科書の発行に関する臨時措置法に規定する教
科書として扱われる」ことの具体的に意味するとこ
ろが不明であるが、研究開発学校で独自に作成・
使用される教科書については、以下のような同法
の趣旨・内容からみて、同法の対象とすることはな
じまない。
そもそも同法は、民間の教科書会社が発行する多
様な教科書の中から各教育委員会等が使用する
教科書を採択するという検定・採択制度を円滑に実
施し、全国の教科書の需要供給の調整と迅速確実
な発行を確保すること等を目的としており、主な内
容としては、
① 各教育委員会等から文部科学大臣に対し教科
書の需要数を報告し、文部科学大臣から各教科書
発行者に必要部数を発行指示する、といった需要
供給の調整システム
② 採択関係者の教科書研究のための教科書展示
会の義務付け
③ 教科書の定価認可制
等を定めているものである。従って、特定の研究開
発学校が自校でのみ使用する教科書を自ら作成し
使用する場合については、本法の対象とする必要
性、メリットはなんら認められず、かえって、教育委
員会への義務付けや、文部科学大臣の発行指示、
定価認可などの無用の規制強化になり、特区で講
ずる特例措置として適当ではない。
なお、本件提案の趣旨は、提案理由にあるように
「副読本を使用することによる保護者の不安」の解
消にあると思われるが、その点については、提案主
体の特区における研究開発学校では英訳版教科
書は検定済教科書と同様主たる教材として使用で
きるという意味で一般的な意味での「教科書」として
扱われる旨すでに回答したところ。

「教科書の発行に関する臨時措置法に規定す
る教科書として扱われる」ことの具体的に意味
するところは、検定済みの教科書として扱われ
るものであるかとの趣旨である。したがって、
検定済み教科書の英訳版は検定教科書であ
るのか否かについて回答願いたい。

D-2

太田市が特区において使用する検定済教科書の英訳
版は、使用言語が英語であるという点で検定済教科書
と全く同一の図書といえず、検定済教科書そのもので
はない。しかしながら、構造改革特別区域研究開発学
校において英語以外の教科を英語で指導するという教
育課程を編成・実施する場合には、教科の主たる教材
として使用でき、当該学校においては、教科書の発行
に関する臨時措置法第２条第１項にいうところの「教科
課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教
材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図
書」として検定済教科書と同等のものとして扱われる。

2024010 太田市
太田外国
語教育特
区

検定済教科書に
英訳版も含める

本市が実現を目指す外国語教育特
区において使用する英訳版検定済
教科書を、教科書の発行に関する
臨時措置法第２条第１項に規定する
「教科書」と同等に扱ってほしい。

検定済教科書の英訳版を主たる教科用
図書として、授業で使用する。

080350

小中学生に
高等学校の
単位を予め
授与するこ
とができる
特例

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、小中学生が高等学校の授
業に参加し、単位を取得できないかというものであり、これ
について検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公立学校の民間への管理運営委託の在り方について中央教育審議会
で実現前提で検討中であることは承知しています。当方が提案した規制
緩和は『小中学生に高等学校の単位を授与する』ことです。（注：高校入
学資格を与える意味ではなくあくまで単位です。）興味関心の強い科目
を早期学習したい小中学生は、夕方から高等学校に行き授業を受けて
学習できるよう高等学校は環境を整えます。これにより家計は学習塾の
費用を削減することができます。さらに１単位時間50分の授業を35単位
時間履修することで1単位と計算する現行制度に準じ、小中学生でも取
得した単位を高等学校入学後有効とし、結果として区立学校の早期教
育が実現します。本提案の背景には、家計の所得格差により早期教育
の機会が公平でないこと、自治体が運営する区立中学校離れが著しく
統廃合が止まらないことにあります。とりわけ東京都区部は私学の中高
一貫教育が広く定着する一方で所得が平均以下の家庭では私学への
支出が困難なことから、この２つの問題は深刻な状況にあります。所得
は平均以下でも教養ある家庭はたくさんあるにも関わらず、早期教育の
機会はありません。都市部の自治体・住民ともに非常に高いニーズのあ
る提案となっていますので、前提である公立学校の民間への管理運営
委託に関する結論が出た際には引き続きご査収の程お願いいたしま
す。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、高等学校に入学していない者に高
等学校の単位を与えることはできないが、
小・中学生が任意で、高等学校において
高等学校段階の内容を扱った講義を受講
することは現行制度においても可能であ
る。

3064010
Ａ民間企
業

区立学校
復権を目
的とした
準区立高
等学校の
設置と高
等学校入
学資格特
区

小中学生に高等
学校の単位を予
め授与することが
できる特例。

小中学生が公設民営高等学校の授
業に参加し単位を取得する機会を
与えようとする場合に支障となりそう
な規制は高等学校入学資格の解釈
と想定される。法では生徒の入学資
格は高等学校が認めることができる
ことになってはいるが、本提案は小
中学生に入学資格を与えるもので
はなく、当該高等学校に入学するか
しないかの如何に関わらず単位を
与えることにある。本提案認定を検
討の際に単位授与以前の入学資格
が問題となると法に規制されること
となりうるので、本提案の小中学生
による高等学校の単位取得には当
該法はあてはまらないとの解釈緩和
を求めて特例を提案した。

公設民営高等学校を２００５年度開校目
標として設置する。進学教育に特化した
準区立学校ができることで地域の教育水
準を高め区立学校復権を目指す。廃校と
なった区立学校を区より借り受け提案主
体である大学受験予備校早慶外語ゼミ
が学校法人を設置し運営を行う。近い将
来大学院等での専門的研究を目指す区
立学校の生徒の進学先の先鋭となること
で地域の教育水準が向上し、若い世帯
の転入を促進し、自治体の区立学校離
れ問題、学校跡地問題、地域高齢化によ
る税収減問題や経済効果に大きく寄与す
ると期待できる。

080360

小学校、中
学校、高等
学校におけ
る単位認定
要件の緩和

－

　学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
するものであり、民間教
育事業者の教育活動へ
の参加に対する出席や
単位の認定は認められ
ていない。
　なお、ボランティア活
動、就業体験活動を正規
の教育課程に位置付け
ることは現行制度で対応
可能である。

Ｃ

　小中高等学校における民間事業
者が提供する教育サービスの活用
（外部資源の活用）については、現
在中央教育審議会で検討中。
　なお、小中高等学校において、ボ
ランティア活動、インターンシップ活
動の成果を正規の教育課程に位置
付け履修を認めること及び高校にお
いて単位認定することは現行制度で
対応可能。

貴省の回答では、「中央教育審議会で検討中」とのことで
あるが、検討内容及び検討スケジュールを明確にするとと
もに、提案が実現できないかとの視点で検討されたい。

ｃ

教育への外部資源の活用については、
「規制改革３か年計画」等を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中であり、
本年度末を目途に 終的な答申がなされ
る見込みである。

3081010
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

小学校、中学校、
高等学校におけ
る単位認定要件
の緩和

学校教育における履修科目の設定
と単位認定要件を緩和し、民間事業
者が提供する教育サービスなど外
部資源を活用することができるよう
にします。

各種専門分野（外国語、ＩＴ、福祉、法律、
会計等）の民間サービス、ボランティア活
動、企業でのインターンシップ活動等を、
正規教科と同等に扱い、単位として認定
します。現在、民間の教育サービスは、
学校の授業として認定されていないた
め、消費者は単位取得のための“授業に
費やす時間”と、任意で“教育サービスを
受ける時間”との両方が必要です。外部
資源を単位として認定できれば、消費者
にとっては選択肢が増えると同時に、時
間を有効に活用して一貫した教育サービ
スを受けることが可能になります。また、
これは民間の教育産業の活性化にもつ
ながります。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080360

小学校、中
学校、高等
学校におけ
る単位認定
要件の緩和

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省の回答では、「中央教育審議会で検討中」とのことで
あるが、学校教育において民間事業者が提供する教育
サービスなど外部資源を活用することについても提案が実
現される方向で検討が進められるものと解して良いか。仮
にそうでないとするならば、提案が実現できないか具体的
に検討し回答されたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3082030
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

小学校、中学校、
高等学校におけ
る単位認定要件
の緩和

学校教育における履修科目の設定
と単位認定要件を緩和し、民間事業
者が提供する教育サービスなど外
部資源を活用することができるよう
にします。

各種専門分野（外国語、ＩＴ、福祉、法律、
会計等）の民間サービス、ボランティア活
動、企業でのインターンシップ活動等を、
正規教科と同等に扱い、単位として認定
します。現在、民間の教育サービスは、
学校の授業として認定されていないた
め、消費者は単位取得のための“授業に
費やす時間”と、任意で“教育サービスを
受ける時間”との両方が必要です。外部
資源を単位として認定できれば、消費者
にとっては選択肢が増えると同時に、時
間を有効に活用して一貫した教育サービ
スを受けることが可能になります。また、
これは民間の教育産業の活性化にもつ
ながります。

080370

テレビ電話
システムに
よる学校教
育での単位
認定

－ －

小中
学校

Ｃ

高校
D-１

○小・中学校
　　対面指導が重要であり、在宅学
習を基本とする遠隔授業の導入は
認められない。
 　ただし、不登校児童・生徒を対象
としたＩＴの活用については、特区に
より対応可能。

○高等学校
　通信制課程以外の対応として、全
日制課程と通信制課程、あるいは定
時制課程と通信制課程との併修に
より、対応が可能である。
　なお、第３次特区で、全日制課程
において不登校状態にある生徒に
対して、通信制課程の教育課程の
特例を適用させることを一定の単位
数を上限として可とすることとしてい
る。

提案は、「対面指導の重要性に鑑み、スクーリングとの併
用とする」としており、学習の選択肢として認められないか
具体的に検討し回答されたい。

小中学
校
Ｃ

高校
D-１

○小・中学校
  義務教育段階における児童・生徒の社
会性の涵養の重要性などに鑑み、仮にス
クーリングを併用したとしても、小・中学校
における在宅学習を基本とする遠隔授業
の導入は困難である。
なお、不登校児童・生徒を対象としたITの
活用については、特区により対応可能で
ある。

○高等学校
　高等学校においては、生徒の様々な生
活状況等に対応できるよう全日制・定時
制・通信制の三課程が設けられているとこ
ろであり、通学が困難な生徒に対しては通
信制課程を選択することにより対応が可
能である。また、全日制課程と通信制課
程、あるいは定時制課程と通信制課程と
の併修により、全日制課程及び定時制課
程の生徒についても通信教育の適用が可
能である。なお、第３次特区で、全日制課
程に在籍している生徒が不登校状態と
なった場合は、通信制課程の教育課程の
特例を適用させることを一定の単位数を
上限として可とすることとしている。

3081020
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

テレビ電話システ
ムによる学校教
育での単位認定

通信制以外の小学校・中学校・高等
学校においてもテレビ電話システム
による授業を単位として認定しま
す。

テレビ電話システムにより、距離という物
理的制約にとらわれずに、児童・生徒が
学習したい多様な学習内容を選択できる
ようにします。具体的には外国人による
英会話や、ある地域に集中している特殊
な職業の方へのインタビュー、特殊な楽
器を演奏する際のプロによる音楽指導な
ど選択の幅が広がります。また不登校児
童・生徒や、少子化による学校の統廃合
のため遠距離通学を強いられている児
童・生徒等に対しての学習ツールとして
活用します。対面指導の重要性を鑑み、
スクーリングとの併用とします。

080370

テレビ電話
システムに
よる学校教
育での単位
認定

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、通信制以外の小・中・高等
学校においてもテレビ電話システムによる授業を単位とし
て認定するというものであり、これについて具体的に検討
し回答されたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管
理運営委託の在り方については、「骨太の方
針2003」や「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央
教育審議会において検討中である。
なお、テレビ電話システムによる学校教育での
単位認定については、
○小・中学校
  義務教育段階における児童・生徒の社会性
の涵養の重要性などに鑑み、仮にスクーリング
を併用したとしても、小・中学校における在宅
学習を基本とする遠隔授業の導入は困難であ
る。
なお、不登校児童・生徒を対象としたITの活用
については、特区により対応可能である。
○高等学校
　高等学校においては、生徒の様々な生活状
況等に対応できるよう全日制・定時制・通信制
の三課程が設けられているところであり、通学
が困難な生徒に対しては通信制課程を選択す
ることにより対応が可能である。また、全日制
課程と通信制課程、あるいは定時制課程と通
信制課程との併修により、全日制課程及び定
時制課程の生徒についても通信教育の適用が
可能である。なお、第３次特区で、全日制課程
に在籍している生徒が不登校状態となった場
合は、通信制課程の教育課程の特例を適用さ
せることを一定の単位数を上限として可とする
こととしている。

3082040
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

テレビ電話システ
ムによる学校教
育での単位認定

通信制以外の小学校・中学校・高等
学校においてもテレビ電話システム
による授業を単位として認定しま
す。

テレビ電話システムにより、距離という物
理的制約にとらわれずに、児童・生徒が
学習したい多様な学習内容を選択できる
ようにします。具体的には外国人による
英会話や、ある地域に集中している特殊
な職業の方へのインタビュー、特殊な楽
器を演奏する際のプロによる音楽指導な
ど選択の幅が広がります。また不登校児
童・生徒や、少子化による学校の統廃合
のため遠距離通学を強いられている児
童・生徒等に対しての学習ツールとして
活用します。対面指導の重要性を鑑み、
スクーリングとの併用とします。

080380

義務教育過
程における
修業年限の
緩和

学校教育法
第19条
第37条

小学校の修業年限は、
六年とする。
中学校の修業年限は、
三年とする。

Ｅ
修業年限の変更は、規制改革の問
題になじまない。

提案の趣旨は、児童・生徒に適した習熟度別事業を行うこ
とに伴い、小学校を４年以上、中学校を２年以上にしようと
するものであり、これについて具体的に検討し、回答され
たい。

Ｅ

現行の学校制度については広く社会に定
着しており、修業年限の見直しは国民や
社会に大きな影響を及ぼすことから、広く
国民の理解を得ながら、中長期的な観点
で慎重に検討すべきことがらであり、特
に、修学の結果得られる卒業資格のよう
に、個人に付与され、その効果が全国に
及ぶようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取
扱には馴染まない。

3081050
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

義務教育過程に
おける修業年限
の緩和

義務教育課程における修業年限を
緩和し、小学校は４年以上、中学校
は２年以上とします。

修業年限を緩和することで、より各児童・
生徒に適した習熟度別授業が可能になり
ます。

080380

義務教育過
程における
修業年限の
緩和

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、修業年限を緩和し、小学
校は4年以上、中学校は２年以上とするというものであり、
これについて具体的に検討し回答されたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、現行の学校制度については広く社
会に定着しており、修業年限の見直しは
国民や社会に大きな影響を及ぼすことか
ら、広く国民の理解を得ながら、中長期的
な観点で慎重に検討すべきことがらであ
り、特に、修学の結果得られる卒業資格の
ように、個人に付与され、その効果が全国
に及ぶようなものについては、全国一律に
扱われるべきであり、特区での特例的な
取扱には馴染まない。

3082070
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

義務教育過程に
おける修業年限
の緩和

義務教育課程における修業年限を
緩和し、小学校は４年以上、中学校
は２年以上とします。

修業年限を緩和することで、より各児童・
生徒に適した習熟度別授業が可能になり
ます。

080390

指定都市限
定教育職員
臨時免許状
の新設

教育職員免
許法第第5条
第5項、第5
条第6項、第
9条第3項

臨時免許状は、普通免
許状を有する者を採用す
ることができない場合に
限り、都道府県教育委員
会が行う教育職員検定
に合格した者に授与す
る。臨時免許状は、授与
したときから３年間、授与
権者の置かれる都道府
県においてのみ効力を有
する。

C

学校教育の成否は教員の資質によ
るところが大きく、教員の専門性を公
証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために都道府県教育
委員会が授与することが適当であ
る。現状においても、公私立学校を
問わず、授与要件を満たせば、都道
府県教育委員会より臨時免許状の
授与は円滑に行われており、特段の
支障があるとは承知していない。

貴省の回答では、「臨時免許状の授与は円滑に行われて
おり、特段の支障があるとは承知していない」とあるが、提
案では、「教育職員臨時免許状が必要となる場合は、急を
要する場合がほとんどであるが、その授与までは相当の
時間がかかる」とあり、これを踏まえ、提案にあるように当
該指定都市が設置する学校、幼稚園にのみ有効な臨時免
許状の新設が出来ないか、具体的に検討し、回答された
い。
また、貴省の回答では、「一定水準を確保する等のために
都道府県教育委員会が授与することが適当である」として
いるが、提案にあるように、検定基準を県の基準と一致さ
せることにより、指定都市が臨時免許状を授与することと
しても問題はないのではないか。

ｃ

　該当自治体でも臨時免許状の授与は円
滑に行われており、具体の臨時免許状の
授与に係る事務について特段の支障は生
じていないと承知している。

1083010 京都市

京都市教
職員臨時
免許状創
設特区

指定都市限定教
育職員臨時免許
状の新設

指定都市が設置する学校・幼稚園
に任用する間のみ有効な臨時免許
状を新設し，指定都市を授与権者と
することで，任用と免許状の管理を
一体化させるよう提案する。

任用と免許状の管理を一体化させること
により①任命権者である指定都市が臨
時免許状の授与事務を行うことで，重複
して確認が必要であった書類の省略や手
続きの一本化により，検定期間を大幅に
短縮し，免許状授与及び任用が円滑に
行える。②指定都市の検定基準は都道
府県の授与する臨時免許状の基準と同
一とし，都道府県内で基準の差異が生じ
ないようにした上で，任命権者と授与権
者を同一にすることにより，現行以上に
適切な，資質の保持を図ることができる。
③提出書類の軽減等，申請者（任用予定
者）の負担を軽減できる。（別紙２を添付）
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コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

教育職員免
許法第第5条
第6項

特別免許状は、授与権
者である都道府県教育
委員会が授与する。

C

学校教育の成否は教員の資質によ
るところが大きく、教員の専門性を公
証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために都道府県教育
委員会が授与することが適当であ
る。現状においても、公私立学校を
問わず、特色ある教育を行うにあ
たって、授与要件を満たせば、都道
府県教育委員会より特別免許状の
授与は円滑に行われており、特段の
支障があるとは承知していない。

貴省の回答では、「一定水準を確保する等のために都道
府県教育委員会が授与することが適当である」とあるが、
都道府県の教育職員検定と同等の資質の確認を行う等に
より、市町村教育委員会への委譲が出来ないか、提案を
実現する方向で再度検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　今回千代田区は、区内の企業、大学、各種専門学校・予備校の講師等（外国人も含
む）の人材を積極的に登用し、従来の枠組みにとらわれない、区独自の方針に基づい
た教育を展開することを目指し、特別免許状の授与権限を都から区に委譲することを求
める特区提案をいたしました。
　現行制度における一般的な特別免許状授与の体制では、免許状の有効範囲が東京
都全域となります。そのため、千代田区が授与権限の委譲を受けて、千代田区内に有
効範囲を限った特別免許状を授与する場合に比べて、その影響の及ぶ範囲が格段に
広がることとなります。従って、授与にあたっての判断基準は当然異なってくることが予
想され、千代田区が目指す、より現場に近い視点に立った、独自性の高い教育の実践
に資する教員の確保は困難であると考えられます。
　千代田区は、区として初めて高校教育に取り組んでいくにあたり、都立にはない、千代
田区ならではの地域特性を存分に生かし、地域の事情に密着した特色あふれる中等教
育学校を設立していきたいという強い意向を持っています。ご指摘のとおり、学校教育
の成否は教員の資質によるところが大きいことは言うまでもないことであり、教員採用に
ついてはその鍵を握る も重要な要素であると認識しています。であるからこそ、なおさ
ら特別免許状の授与にあたっても、一般的な都の判断基準ではなく、ぜひとも区独自の
判断基準によって実施したいというのが今回の特区提案の意図するところです。
　また、区が特別免許状の授与権者となり、地域・目的を限定して教員を採用することに
よって、当該教員の千代田区に対する帰属意識を高め、より教育効果を高めることもあ
わせて意図しています。
　なお、「教員一定水準の確保」につきましては、千代田区として も重視している課題
であることから、必要に応じて下記のような対応を行い、万全の態勢で臨んでいきたい
と考えております。
　１．    当初の一定期間は、区で特別非常勤講師制度等を活用して雇用し、区としてそ
の実績を評価した上で対象者とし、教育職員検定を実施し、特別免許状を交付する。
　２．  区が特別免許状を交付した教員については、必要に応じ区教委が研修を実施
し、その実績について責任を持って検証していく。
　さて今回貴省は、「教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水準を確保する等
のために都道府県教育委員会が授与することが適当である。」との回答をされていま
す。

  前述のような万全の体制をもって取り組むことによ
り、千代田区教育委員会に授与権限を委譲しても、教
員の一定水準を確保することは十分に可能であると確
信いたします。貴省の回答の根底には、都道府県教
育委員会が授与すれば教員の一定水準が確保できる
が、市町村教育委員会ではそれが不可能であるとの
潜在的な認識があるようにも感じられますが、貴省の
回答の根拠についてまず明確にご説明いただきたいと
思います。
また、「都道府県教育委員会により特別免許状の授与
が円滑に行われており、特段の支障があるとは承知し
ていない。」との見解を示されていますが、制度創設以
来の全国及び東京都における実績を勘案しますと、残
念ながら現時点においては「円滑に行われている」と
は認識できません。
  さらに今後、 現行制度のもとに都道府県教育委員会
による授与が円滑に行われたとしても、千代田区の意
図が実現できるものではありません。
　中等教育学校の設置者である千代田区自らの手に
よって、特別免許状の「より現場の実態に合わせた有
効な授与」、「より迅速な授与」、「より多様な人材への
授与」を可能にするために、授与権限の委譲を受ける
ことこそが千代田区の目指すところであり、まさに特別
免許状授与という分野における地方分権の実現に他
ならないと思います。
　以上のとおり、現行制度のもとでは千代田区が意図
する取り組みの実現が不可能であると考えておりま
す。なにとぞ千代田区の事情をご理解いただき、再検
討され、その見解及び今後の対応について具体的に
提示されますようお願いいたします。

Ｃ

　各都道府県において申請に基づいて、
特別免許状の授与は円滑に行われてお
り、都道府県教育委員会が授与すること、
また、本提案者の関係自治体が授与権者
であることによる弊害はないと承知してい
る。
　特区の提案段階においても、教員として
採用しようとする者の具体的な資質能力
について、授与権者である都道府県教育
委員会に相談することは可能であり、現時
点で特別免許状の授与実績がない都道
府県教育委員会も含めて、特別免許状授
与についての相談があった場合には、任
命権者や雇用者のニーズを踏まえた適切
な対応をとるよう、関係都道府県教育委員
会に対し、指導助言をしており、提案者が
実際に特別免許状の要件に該当する者を
雇用する際に阻害となる要因はないと考
える。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

Ａ Ⅰ

市町村において地域の特性に応じた教育を行う必要
等がある場合、当該市町村が給与等を負担しその教
育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特区に
おいて学校の設置主体となった株式会社やNPO法人
が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する学校
の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めるとき、当
該市町村教育委員会も授与権者となることを可能とす
る予定である。

1100020
千代田
区

中等教育
学校特区

教員の特別免許
状の授与権限の
委譲

特別免許状の授与権限を、都道府
県教育委員会から千代田区教育委
員会に委譲する。

中等教育学校の設置者である区に、特
別免許状の授与権限を委譲し、区が「ぜ
ひ採用したい」と希望する人材を、非常勤
講師としてではなく教員として採用するこ
とを可能にする。
これにより、区に帰属意識をもち、区独自
の教育を展開するために必要な人材を
確保し、千代田区の地域特性を生かした
特色ある教育活動を展開する。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

教育職員免
許法第第5条
第6項

特別免許状は、授与権
者である都道府県教育
委員会が授与する。

C

学校教育の成否は教員の資質によ
るところが大きく、教員の専門性を公
証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために都道府県教育
委員会が授与することが適当であ
る。現状においても、公私立学校を
問わず、特色ある教育を行うにあ
たって、授与要件を満たせば、都道
府県教育委員会より特別免許状の
授与は円滑に行われており、特段の
支障があるとは承知していない。

貴省の回答では、「一定水準を確保する等のために都道
府県教育委員会が授与することが適当である」とあるが、
都道府県の教育職員検定と同等の資質の確認を行う等に
より、市町村教育委員会への委譲が出来ないか、提案を
実現する方向で再度検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

私たちの学園は、シュタイナー教育という特色ある教育をおこなおうとし
ているものであり、そのための、十分なトレーニングと研鑽を積んだ者を
教員として採用したいと願っている。そのことにより、既存の教育内容も
十分に含めた意味での、教育の質が確保できると確信している。そもそ
も、教員免許とは、教育の一定水準を確保するためのものであり、その
手段は、唯一無二である必要はないであろうと思われる。県教委が従来
通りのやり方で教員免許を授与することによってのみ、その一定水準が
確保されるという点に関する理由が明確でないので、その点をもう少し
具体的に提示されたい。また、特区自治体（首長、特区審議会、市町村
教委など）による教員免許授与の権限の委譲により、それぞれのNPO法
人学校の実体に合わせ、より迅速、より多様な者への的確な授与が行
われると確信している。提案書の「規制の特例事項の内容」などに記載
した「教員の質の確保のための取り組み、措置」も含めた上で、以上の
点を踏まえ再検討され、その見解および今後の対応につき、具体的に
提示されたい。

Ｃ

　各都道府県において申請に基づいて、
特別免許状の授与は円滑に行われてお
り、都道府県教育委員会が授与すること、
また、本提案者の関係自治体が授与権者
であることによる弊害はないと承知してい
る。
　特区の提案段階においても、教員として
採用しようとする者の具体的な資質能力
について、授与権者である都道府県教育
委員会に相談することは可能であり、現時
点で特別免許状の授与実績がない都道
府県教育委員会も含めて、特別免許状授
与についての相談があった場合には、任
命権者や雇用者のニーズを踏まえた適切
な対応をとるよう、関係都道府県教育委員
会に対し、指導助言をしており、提案者が
実際に特別免許状の要件に該当する者を
雇用する際に阻害となる要因はないと考
える。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

Ａ Ⅰ

市町村において地域の特性に応じた教育を行う必要
等がある場合、当該市町村が給与等を負担しその教
育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特区に
おいて学校の設置主体となった株式会社やNPO法人
が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する学校
の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めるとき、当
該市町村教育委員会も授与権者となることを可能とす
る予定である。

3030040

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

特別免許状について、校長などの意見も採用し、
市町村委員会が授与することを可能とする。それ
により、シュタイナー教育の実践に適した、「ぜひ
採用したい」と希望する者を採用することを可能と
し、より当該地域、学校に帰属意識を持ち、独自
の教育を展開するための人材を確保することを可
能とする。具体的な条文としては、　　　１）教育職
員免許法5条6項において「都道府県教育委員会」
が授与権者とされているところを、「ただし、特区
法○条（注：本特例措置を規定する特区法上の条
文）の規定により、構造改革特区法4条8項の認定
を受けた自治体の教育委員会は、特別免許状に
ついて、以下に掲げる要件を満たしたものに対し
て授与することができる。その際、当該認定特区
内の学校長から免許授与者に対する意見申出
（または推薦）があった場合にあっては、特別の事
情がある場合を除き、当該意見申出を受け入れ
なければならない。あわせて、認定自治体の教育
委員会は免許状を授与した場合は、都道府県教
育委員会に対して通知をおこなうことととする」と
する。「以下に掲げる要件」とは、認定自治体の教
育委員会において、教育職員免許法第6条におい
て授与権者（都道府県教育委員会）が行うこととさ
れていた「教育職員検定」と同等の資質の検証を
受けた者である。これにより、教育の質を確保で
きる。　　　２）教職員免許法5条2項について、「教
育職員検定に合格した者」に加えて、「特区法○
条に規定する者」を規定。　　　　３）教職員免許法
5条4項について、「授与権者」の後に、「特区法○
条に規定する同法4条8項の認定を受けた自治体
の教育委員会」を追加する。　　　　　４）教職員免
許法施行規則第10章の2項を適用除外。なお、上
記特区審議会を設置して行う場合は、施行規則６
５条の４に、「ただし、特区法○条に規定する認定
自治体の教育委員会も置いて免許状を付与する
場合にあっては、条例で定めるところによるものと
する」という規定を追加。

シュタイナー学校の教師には、日本の教
員免許を保持していないものもいるが、
海外などの教員養成機関で、小中一貫
の担任のトレーニングを受けており、その
後も、子どもたちへの実践と共に、日々
研鑚を積み重ねている。日本の教員資格
保持者に比べて遜色ない実力を保持して
いる。このような事情を検討し、特別免許
状を迅速に授与するためには、学校長な
どの意見をもとに、市町村の教育委員会
（もしくは特区審議会）の審査の方が適当
であると考える。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3051080

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者

文京区に開設するバイリンガル・スクー
ルではネイティブ・スピーカーが教師の半
数を占めることになる。これら教職員に日
本の免許を与えねばならない。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3052080

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者

福岡県に開設するバイリンガル・スクー
ルではネイティブ・スピーカーが教師の半
数を占めることになる。これら教職員に日
本の免許を与えねばならない。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3053080

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者。

兵庫県に開設するバイリンガル・スクー
ルではネイティブ・スピーカーが教師の半
数を占めることになる。これら教職員に日
本の免許を与えねばならない。
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措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他
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080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

教育職員免
許法第第5条
第6項

特別免許状は、授与権
者である都道府県教育
委員会が授与する。

C

学校教育の成否は教員の資質によ
るところが大きく、教員の専門性を公
証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために都道府県教育
委員会が授与することが適当であ
る。現状においても、公私立学校を
問わず、特色ある教育を行うにあ
たって、授与要件を満たせば、都道
府県教育委員会より特別免許状の
授与は円滑に行われており、特段の
支障があるとは承知していない。

貴省の回答では、「一定水準を確保する等のために都道
府県教育委員会が授与することが適当である」とあるが、
都道府県の教育職員検定と同等の資質の確認を行う等に
より、市町村教育委員会への委譲が出来ないか、提案を
実現する方向で再度検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

　各都道府県において申請に基づいて、
特別免許状の授与は円滑に行われてお
り、都道府県教育委員会が授与すること、
また、本提案者の関係自治体が授与権者
であることによる弊害はないと承知してい
る。
　特区の提案段階においても、教員として
採用しようとする者の具体的な資質能力
について、授与権者である都道府県教育
委員会に相談することは可能であり、現時
点で特別免許状の授与実績がない都道
府県教育委員会も含めて、特別免許状授
与についての相談があった場合には、任
命権者や雇用者のニーズを踏まえた適切
な対応をとるよう、関係都道府県教育委員
会に対し、指導助言をしており、提案者が
実際に特別免許状の要件に該当する者を
雇用する際に阻害となる要因はないと考
える。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

Ａ Ⅰ

市町村において地域の特性に応じた教育を行う必要
等がある場合、当該市町村が給与等を負担しその教
育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特区に
おいて学校の設置主体となった株式会社やNPO法人
が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する学校
の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めるとき、当
該市町村教育委員会も授与権者となることを可能とす
る予定である。

3054040

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者。

私たちは、免許は所有していないけれ
ど、地域の専門家という人やボランティア
の方々の協力を得たいと考えている。外
国人教師も雇用する予定である。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

市町村において地域の特性に応じた教育を行う必要
等がある場合、当該市町村が給与等を負担しその教
育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特区に
おいて学校の設置主体となった株式会社やNPO法人
が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する学校
の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めるとき、当
該市町村教育委員会も授与権者となることを可能とす
る予定である。

3090080
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされているとこ
ろを、「ただし、特区法○条（注：本特例措置
を規定する特区法上の条文）の規定により、
特区法4条8項の認定を受けた自治体の教
委は、特別免許状について、以下に掲げる
要件を満たした者に対した授与することがで
きる。その際、当該認定特区内の学校長か
ら免許授与者に対する意見申出があった場
合には、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならない。
あわせて、認定自治体の教委は免許状を授
与した場合は、都道府県教委に対して通知
を行うこととする」とする。「以下に掲げる要
件」とは、ⅰ）給与について当該認定自治体
から支払われる者、ⅱ）認定自治体の教委
において、免許法第6条において授与権者
（都道府県教委）が行うこととされていた「教
育職員検定」と同等の教育職員としての資
質の検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、同法5
条4項に規定する合格決定の際の意見聴取
に相当する意見聴取を受けた者。

京都市に開設する国際バイリンガル・ス
クールではネイティブ・スピーカーが教師
の半数を占めることになる。これら教職員
に日本の免許を与えねばならない。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3108080

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者。

大阪府北摂地域に開設するバイリンガ
ル・スクールではネイティブ・スピーカー
が教師の半数を占めることになる。これら
教職員に日本の免許を与えねばならな
い。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3111050
こんな学
校にした
い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対して授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校から免許授与
者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者

教員資格の有無にとらわれない教員採
用を認め、地域が期待する学校に対応し
た人材を柔軟に採用する。

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

教育職員免
許法第第5条
第6項

特別免許状は、授与権
者である都道府県教育
委員会が授与する。

C

学校教育の成否は教員の資質によ
るところが大きく、教員の専門性を公
証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために都道府県教育
委員会が授与することが適当であ
る。現状においても、公私立学校を
問わず、特色ある教育を行うにあ
たって、授与要件を満たせば、都道
府県教育委員会より特別免許状の
授与は円滑に行われており、特段の
支障があるとは承知していない。

貴省の回答では、「一定水準を確保する等のために都道
府県教育委員会が授与することが適当である」とあるが、
都道府県の教育職員検定と同等の資質の確認を行う等に
より、市町村教育委員会への委譲が出来ないか、提案を
実現する方向で再度検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

　各都道府県において申請に基づいて、
特別免許状の授与は円滑に行われてお
り、都道府県教育委員会が授与すること、
また、本提案者の関係自治体が授与権者
であることによる弊害はないと承知してい
る。
　特区の提案段階においても、教員として
採用しようとする者の具体的な資質能力
について、授与権者である都道府県教育
委員会に相談することは可能であり、現時
点で特別免許状の授与実績がない都道
府県教育委員会も含めて、特別免許状授
与についての相談があった場合には、任
命権者や雇用者のニーズを踏まえた適切
な対応をとるよう、関係都道府県教育委員
会に対し、指導助言をしており、提案者が
実際に特別免許状の要件に該当する者を
雇用する際に阻害となる要因はないと考
える。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

Ａ Ⅰ

市町村において地域の特性に応じた教育を行う必要
等がある場合、当該市町村が給与等を負担しその教
育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特区に
おいて学校の設置主体となった株式会社やNPO法人
が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する学校
の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めるとき、当
該市町村教育委員会も授与権者となることを可能とす
る予定である。

3115020

株式会
社アット
マーク・
ラーニン
グ

国際派志
向の生徒
のため海
外の学習
指導要領
を用いた
広域通信
制高校を
株式会社
により設
置する

特別免許状の授
与権を市町村教
育委員会に付与
（株式会社立学
校）

株式会社による学校設置の一層の
柔軟化を図るため、特別免許法に
ついて、理事長や学校長の意見も
採用し、市町村教育委員会が授与
することを可能とする。それにより、
現場またはより現場に近いところに
おいて「是非採用したい」と希望する
者を採用することを可能とし、より当
該地域に帰属意識も持ち、独自の
教育を展開するための人材を確保
することを可能とする。

国際派志向の生徒のため海外の学習指
導要領を用いた広域通信制高校を株式
会社により設置する

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3117080

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者

母語保持教育の為、参加するネイティブ・
スピーカーは現地で教員免許を取得して
いる者とする。これら教員に日本の免許
を与えねばならない。
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措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答
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例提案
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画・プ
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クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080400

特別免許状
授与権限の
市町村教育
委員会への
委譲

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、特別免許状の授与権限を
市町村教育委員会へ委譲できないかというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、各都道府県において申請に基づい
て、特別免許状の授与は円滑に行われて
おり、都道府県教育委員会が授与するこ
と、また、本提案者の関係自治体が授与
権者であることによる弊害はないと承知し
ている。

　市町村内の公立学校については市町村教育
委員会が責任を持つ形態になっている。その
ような点からも市町村が責任を持って、市町村
の範囲内において有効な特別免許状の授与
を行うこととしてはどうか。また、これまで弊害
を承知していないということをもって問題なしと
はいえないのではないか。　更に、教員の一定
水準の確保については、都道府県と同様の基
準について協議すること等により対応可能で
はないか。これらの点について検討し、回答さ
れたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。
なお、市町村において地域の特性に応じた教育を行う
必要等がある場合、当該市町村が給与等を負担しそ
の教育委員会が任命しようとする教員や、市町村の特
区において学校の設置主体となった株式会社やNPO
法人が雇用しようとする教員(市町村が設置認可する
学校の教員)に、特別免許状の授与が必要と認めると
き、当該市町村教育委員会も授与権者となることを可
能とする予定である。

3118080

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

特別免許状授与
権限の市町村教
育委員会への委
譲

都道府県教委が授与権者とされている
ところを、「ただし、特区法○条（注：本特
例措置を規定する特区法上の条文）の
規定により、特区法4条8項の認定を受
けた自治体の教委は、特別免許状につ
いて、以下に掲げる要件を満たした者に
対した授与することができる。その際、
当該認定特区内の学校長から免許授
与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当
該意見申出を受け入れなければならな
い。あわせて、認定自治体の教委は免
許状を授与した場合は、都道府県教委
に対して通知を行うこととする」とする。
「以下に掲げる要件」とは、ⅰ）給与につ
いて当該認定自治体から支払われる
者、ⅱ）認定自治体の教委において、免
許法第6条において授与権者（都道府県
教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の
検証を受けた者、ⅲ）認定自治体教委
において、条例の定めるところにより、
同法5条4項に規定する合格決定の際の
意見聴取に相当する意見聴取を受けた
者。

大阪市に開設するバイリンガル・スクー
ルではネイティブ・スピーカーが教師の半
数を占めることになる。これら教職員に日
本の免許を与えねばならない。

080420

教員免許状
を有しない
者を特別免
許状交付や
特別非常勤
講師制度等
の現行制度
を用いるこ
となく教員と
して採用

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、教員免許状を有しない者
を特別免許状交付や特別非常勤講師制度等の現行制度
を用いることなく教員として採用するというものであり、これ
について検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、学校教育法上の学校の教員として
教育活動を行う上では、教員としての資質
の確保と向上のために、教員免許制度に
よる必要がある。

3029020
町田に多
様な学び
を創る会

公設民営
学校特区

教員免許状を有
しない者を特別
免許状交付や特
別非常勤講師制
度等の現行制度
を用いることなく
教員として採用

日本以外での教育実績、同様に不
登校児童生徒などを対象とした教員
実績をもって、教員資格の要件とす
ること。

海外での教育実績者の採用、オルタナ
ティブスクールでの教育実績者の採用、

080430
教職員資格
の緩和

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、民間教育事業者で指導す
る立場に立つ個人あるいは団体に教員免許を有する正規
教員と同等の権限・責任を持たせるというものであり、これ
について検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、学校教育法上の学校の教員として
教育活動を行う上では、教員としての資質
の確保と向上のために、教員免許制度に
よる必要がある

3082060
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

教職員資格の緩
和

民間教育事業者で指導する立場に
たつ個人あるいは団体に教員免許
を有する正規教員と同等の権限・責
任を持たせます。

教員免許保持者でなく、専門分野（外国
語・ITなど）に関するノウハウや教授法を
持ちあわせている人材が、特別あるいは
非常勤講師としてではなく、正式な教員と
して授業が行えるようにします。採用枠と
して、全教員採用枠の5%を設定します。
認定は各市区町村教育委員会が行いま
す。

080440

加配教員を
非常勤講師
に換算して
採用する場
合の校長裁
量の拡大

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第３
８条、第３９
条及び５５条

県費負担教職員（非常勤
講師も含む。）の任免そ
の他の進退は、市町村
教育委員会の内申をまっ
て、都道府県教育委員会
が行うこととなっている。

Ｄ－１

義務標準法第７条で算定される教員
定数は、同法第１７条第２項の規定
により非常勤講師に換算することが
できることとなっており、市町村教育
委員会の意見を踏まえて、定数を管
理する都道府県の判断により非常
勤講師を配置することは可能であ
る。
　また、非常勤講師の任用に際して
も、都道府県教育委員会と市町村教
育委員会の円滑な連携の下で、市
町村教育委員会や校長の意見を十
分に反映させることも可能となってい
る。
  なお、現行制度でも、事務処理条
例（地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第５５条）により、市町
村が教職員の任命に関する事務を
処理することは可能。

提案は、「加配教員の範囲内で、校長と教育課程を管理す
る市町村教育委員会が協力して、非常勤講師の選考を行
うこととしたい」とするものであり、これを踏まえ、提案が実
現できないか具体的に検討し、回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｄ－１

   前回回答したように、教員定数は、非常
勤講師に換算することができることとなっ
ており、市町村教育委員会の意見を踏ま
えて、定数を管理する都道府県の判断に
より非常勤講師を配置することは可能であ
る。
　また、非常勤講師の任用に際しても、都
道府県教育委員会と市町村教育委員会
の円滑な連携の下で、市町村教育委員会
や校長の意見を十分に反映させることも
可能となっている。
  なお、現行制度でも、事務処理条例（地
方教育行政の組織及び運営に関する法
律第５５条）により、市町村が教職員の任
命に関する事務を処理することは可能。

1036010 川口市

校長裁量
による少
人数加配
教員の採
用特区

加配教員を非常
勤講師に換算し
て採用する場合
の校長裁量の拡
大

第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画による少人数指
導加配教員の趣旨を生かし、きめ細かな指導を行うために、予め
示された加配教員数の範囲内においては、非常勤講師の数への
換算を行う場合に限り、市教育委員会から県教育委員会への内申
を報告で足りることとし、学校長の意見を人事に反映しやすくする。
具体的には、例えば、以下のような条文を特区法に追加することが
想定される。（条文案）市町村に置かれる教育委員会が、当該市町
村立の小学校等（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲
学校、聾学校及び養護学校をいう。）につき、当該市町村が設定す
る構造改革特別区域の設定の趣旨にかんがみ、当該構造改革特
別区域内に所在する市町村立の小学校等において、児童又は生
徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うための複数の教
頭及び教諭等の協力による指導の実施、少数の児童若しくは生徒
により構成される集団を単位とした指導の実施又は教育課程の編
制において多様な選択教科開設の実施の必要があると認めて、当
該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律第７条第２項に基づき加えて配置
される教諭等について、当該市町村を包括する都道府県に置かれ
る教育委員会から提示された人数の範囲内で、当該教諭等を同法
第１７条第２項条に規定する非常勤の講師に換算する場合に限り、
当該市町村に置かれる教育委員会が当該区域内の小学校等の校
長と協力して、当該非常勤の講師の任用を行うことができるものと
し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３８条及び第３９
条は、適用しない。この場合において、当該市町村に置かれる教育
委員会は、当該市町村を包括する都道府県に置かれる教育委員
会に当該非常勤講師を任用した旨通知しなければならない。これら
の事項を変更しようとするときも、同様とする。
２　前項の規定により当該市町村が任用した教職員について、当
該市町村を包括する都道府県に置かれる教育委員会が、当該非
常勤講師について、教育職員たるにふさわしくないことが明らかな
場合については、当該非常勤の講師の任用を取りやめることを当
該市町村に置かれる教育委員会に対して勧告することができる。

特色ある教育活動を進め、確かな学力の
向上を図るためには、校長の裁量権を拡
大し、学校や地域の実態、各学校の教育
計画に応じた、適材を適時に活用するこ
とが必要である。そこで、第７次教職員定
数改善計画による少人数加配教員の配
置に当たり、校長が非常勤講師の数に換
算を希望する場合に限り、学校が非常勤
講師の募集と選考を行い、市教育委員会
の段階で採用を決定できるようにする。

080450

日本国籍を
有しない者
の期限付き
教諭（英語）
任用の容認

　地方公務員における外国人（日
本国籍を持たない者）の任用につ
いては、従来から、「公務員に関す
る当然の法理」として「公権力の行
使又は公の意思の形成への参画
に携わる公務員となるためには日
本国籍を必要とする」ものと解され
ており、公立学校の教諭は、校長
の行う校務の運営に参画すること
により公の意思の形成への参画に
携わることを職務としていると認め
られることから、「公務員に関する
当然の法理」の適用があり、外国
人を任用することはできないことと
されている。
　一方、公立学校の常勤講師につ
いては、「公務員に関する当然の
法理」の適用のある職とは解され
ないため、常勤講師としてであれ
ば、外国人であっても正規の教員
として任用することが可能である。
　なお、常勤講師（教諭に準ずる講
師）は、校長の行う校務の運営に
は参画しないものの、授業の実施
など児童・生徒に対する教育指導
面においては教諭とほぼ同等の役
割を担うものと考えられることか
ら、学級担任や教科の担任となる
ことも可能である。

Ｃ

　「制度の現状」にあるとおりである
が、外国人であっても、教諭の代わ
りに常勤講師として任用することが
可能である。
　なお、常勤講師は、授業の実施な
ど児童・生徒に対する教育指導面に
おいては教諭とほぼ同等の役割を
担うものと考えられ、学級担任や教
科の担任となることも可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

　構造改革特区の第４次提案に対する文部科学省からの回答は、外国人であっても、
教諭の代わりに常勤講師として任用することが可能であり、授業の実施や児童生徒の
指導面においては教諭とほぼ同等の役割を担うものと考えられ、学級担任や教科の担
任となることも可能であると述べている。
　しかし、本県の提案は、英語教育の改善・充実を学校の責任で英語科経営の全般か
ら達成しようとするものであり、単に授業や児童生徒の指導面にとどまらず、各学習段
階における到達目標の設定、その評価規準及び具体的なシラバスの作成、適切な教材
及び指導法の工夫、英語に触れる環境づくり等、英語科経営において指導性を発揮で
きる外国人を任用することが必要であると考えている。
　今年度、本県では来年度開学する国際教養大学教員内定者のうち外国籍のＥＳＬ教
員等を、開学までの限定ではあるが県内高等学校に派遣した。教員研修プログラムの
開発や授業に従事させることで、英語教員の指導技術、授業展開力などの資質向上、
及び高校生の英語力の向上を図るとともに、これらの活動を通して、県内高等学校の英
語教育の改善・向上に係る提言を得た。
　特に、英語科を設置する高等学校では、ＥＳＬ教育手法を取り入れた授業実践や教員
とのワークショップなど、大きな成果を上げることができた。これは、派遣された教員が
大学教員内定者として、当該高等学校の英語科経営に強い影響力を発揮できたからに
他ならない。
　また、昭和５７・９・１３　文部事務次官通知「国立又は公立の大学における外国人教員
の任用等に関する特別措置法の施行について」では、大学における研究教育は国際的
に開かれたものであるべきであることから、すぐれた人材を国籍を問わず広く求め得る
道を開くことは、すべての大学に強く要請されているとあるが、このことは英語科を設置
する高等学校や文部科学省が進めるスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクー
ルのような英語のスペシャリスト育成を学校の特色とする高等学校にも適用できる内容
と考える。
　このようなことから、本県では、教員免許等を有する外国人を教諭として任用し英語教
育の抜本的改革に取り組みたく、特区を提案するものである。なお、任用の期間は５年
を超えない期間とし、一定の期間で成果を上げたいと考えている。

Ｃ

　貴県意見にある「各学習段階における到
達目標の設定、その評価規準及び具体的
なシラバスの作成、適切な教材及び指導
法の工夫、英語に触れる環境づくり等」
は、児童生徒に対する指導において教諭
とほぼ同等の役割を担う職である常勤講
師が行うことが可能なものである。
　なお、「制度の現状」にあるとおり、公立
学校の教諭については、校長の行う校務
の運営に参画することにより公の意思の
形成への参画に携わることを職務としてい
ると認められることから、「公務員に関する
当然の法理」の適用があり、外国人を任
用することはできないこととされている。

1041010 秋田県

日本国籍
を有しな
い者の期
限付き教
諭（英語）
任用特区

日本国籍を有し
ない者の期限付
き教諭（英語）任
用

特区においては、教員免許等を有し
外国語としての英語指導の資格をも
つ、英語を母国語とする外国人を教
諭として採用し、教育活動全般につ
いての計画・実践・評価等、非常勤
職員では従事することができない業
務を担当させることができる。

教員免許等を有し外国語としての英語指
導の資格を持つ、英語を母国語とする外
国人を教諭として採用し、英語科のある
高校に配置し、実践的コミュニケーション
能力の育成を目指す英語教育を計画・実
践・評価する活動に従事させる。また、教
育庁に配置する外国人については、県内
に８６名いる外国語指導助手のカウンセ
リングと研修を担当させ英語授業の改善
を図るとともに、幼稚園及び小学校にお
ける英会話活動のカリキュラム開発を行
い県内に普及させる。

080460
　市費負担
非常勤講師
の職務拡大

講師は、教諭に準ずる職
務に従事する職であり、
単独で授業を行うことが
可能である。このことに
ついて、県費負担である
か市費負担であるかに
よって、制度上の違いは
ない。

Ｅ
「制度の現状」にあるとおり、市費負
担の講師についても、単独で授業を
行うことは可能。

1053010 裾野市

市費負担
非常勤講
師の職務
拡大推進
事業

　（市費負担非常
勤講師の単独事
業実施）
　市費負担非常
勤講師の職務拡
大推進事業

　県費負担講師は単独で授業を行
なえるが、市費負担講師はできない
のでその規制を撤廃する。

　当市で雇用している非常勤講師がＴＴ
方式ではなく単独でも授業を行なえるよう
にする。それにより、少人数指導が可能
になり指導方法の工夫・改善が進む。
また、教員を目指している講師の資質向
上を図ることができ、優秀な人材を確保
することができる。
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例事項名
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措
置
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類

措
置
の
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容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080470
教員の定年
の緩和

地方公務員
法第28条の
２第４項、地
方公共団体
の一般職の
任期付職員
の採用に関
する法律

　地方公務員は、国の定
年を基準として条例で定
める定年に達した日以後

初の３月31日までの間
の条例で定める日に退
職するものとされており
（地方公務員法第28条の
２第１項、第２項）、臨時
的任用職員や、法律に
よって任期を定めて任用
される職員については、
この定年の規定は適用し
ない（同条第４項）ことと
されている。また、地方
公務員法第２７条により、
すべての職員の分限に
ついては、公正でなけれ
ばならないものとされて
いる。

Ｃ

　地方公務員である教員の定年の
緩和については、身分保障の基本
的事項であり、他の地方公共団体の
職員との間に権衡を失しないことな
ど、公務員の定年制度全体の中で
検討する必要がある。

　なお、提案のような、官公庁、大
学・専門学校、企業、在外公館等の
職員から、教員のうちから容易に確
保できない、豊富な経験や知識を有
する人材を登用しようとする場合に
あっては、地方公共団体の一般職
の任期付職員の採用に関する法律
を活用し、任期を付して採用すること
により、定年を超えている者を任用
することが可能。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

　貴省は、教職員の定年の緩和について、「地方公務員の身分保障の基本的
事項」であることから、「他の地方公共団体職員との間の権衡」を理由に、公務
員制度全体の中で検討する必要がある」という趣旨の回答をされています。
　しかしながら、平成１４年９月２０日に出された「構造改革特区推進のための基
本方針」にもあるように、全国的な規制改革の進展が遅い分野について、地方
公共団体等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の緩和を導入す
る特定の区域を設け、当該地域が自発性をもって構造改革を進められるように
することが、構造改革特区の目的とされています。そして、「規制は全国一律で
なければならない。」との考え方から、地域の特性に応じた規制を認めるという
考え方に転換を図るという方針が示されています。
　こうしたことを十分に踏まえ、千代田区といたしましても、地方自治体としての
「自助と自立の精神」のもとに、地方分権を推進する観点からも、今回の提案を
行った次第です。
　ご承知のとおり千代田区においては、数多くの企業、大学、私立学校、各種専
門学校等が数多く存在しております。そこに集う人材の中には、輝かしい実績を
もち、能力・意欲そして教育にかける熱意にあふれる方が数多く存在していま
す。千代田区が区立で初めて中高一貫教育校に取り組むにあたり、こうした人
材を、他の地域にはない、千代田区ならではの貴重な教育資産と考え、特別免
許状制度も活用しつつ、正規教員として積極的に人材登用していきたいと考え
ております。
　教員としての適性や能力は、単に年齢という要素だけで一律に判断できるも
のではありません。現実に私立学校等においては、年齢は高くともベテラン教員
あるいは校長として大きな実績をあげているケースも数多く見られます。特色あ
ふれる中高一貫教育の実現を目指す千代田区にとっては、地域に密着した大
変貴重な人材が、「現行の地方公務員制度における定年を超えている」という理
由だけで切り捨てられ、正規教員として登用できないことは、多大な損失となっ
てしまいます。

なお、貴省からの回答において、地方公共団体
の一般職の任期付職員の採用に関する法律を活
用することにより、定年を超えている者を任用す
ることが可能とのご指摘をいただきました。しかし
残念ながら、同法における５年間という期間限定
付きの採用では、じっくり腰を据えて生徒の育成
に取り組むといった意識に欠けてしまうことになり
かねません。６年間の中高一貫教育にじっくりと
取り組むためには、教員についても 低６年以上
の任期が必要であると千代田区は考えておりま
す。さらに本人の身体的状況と指導上の成果を
勘案しつつ、長期にわたる任用も考えておりま
す。従いまして、同法の活用では、千代田区の意
図を実現することは不可能です。
　なにとぞ千代田区という地域の特性をご理解い
ただき、今回の提案について再検討され、その見
解及び今後の対応につき具体的に提示していた
だきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

ｃ

　職員のうち特に必要がある者に限って定
年を緩和することについては、定年を含む
分限制度は、職員の身分に重大な影響を
与えるものであり、「制度の現状」にあると
おり、公正でなければならないものであ
る。したがって、同一の職の職員につい
て、個人ごとに定年を設定することは認め
られない
　一方、定年を超えている者を任用するこ
とは、前回の回答にもあるように、任期付
法により可能であり、この場合、法律的に
は任期５年を満了した後の再任は否定さ
れていない。

1100030
千代田
区

中等教育
学校特区

教員の定年の緩
和

地方公務員の定年を超えた人材の
積極的な登用を可能とする。

区立中等教育学校の教員については、
地教行法第６１条によりすべて区が任命
権者となるが、豊富な経験と知識を持っ
た人材を積極的に活用するため、必要に
応じて、６０歳を超えた人材の新規採用
と、定年延長を可能にする。（学校長以外
は、基本的に教員免許を有する者を対象
とする。必要やむを得ない場合には、特
別免許状により対応する。）

080480

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の学級
編制及び教
職員定数標
準の緩和

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、学級編成及び教職員定数
の標準に関する法律に定める学級編成の児童数及び教
職員数の基準を緩和するというものであり、これについて
検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

本区の提案は、１学級の児童生徒数を３０人及び２０人とする少人数学
級を標準定数の学級とみなして教職員の配置を行うことを求めるもので
す。この場合において、学級編制基準を４０人から３０人にするのではな
く、あくまで弾力的な運営により３０人の学級を維持していくもので、３１
人になった場合１５人と１６人の２学級になるものではありません。
こうした学級編制に関する考え方について貴省の見解及び今後の対応
策につき具体的に提示願います。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管
理運営委託の在り方については、「骨太の方
針2003」や「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央
教育審議会において検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学
校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、
①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めの教育委員会制度との整合性を確保する必
要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについ
て、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維
持向上が図られるよう、国の責任で新たな財
政支援制度を設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区に
おいて直ちに導入することは困難。
なお、公設民営型学校における学級編制基準
の取り扱いは、全体の制度設計の中で検討さ
れるものであるので、個別に回答することはで
きないが、既存の公立学校においては、義務
標準法に定める数を標準としつつ、各都道府
県教育委員会が児童生徒の実態を考慮して特
に必要と認める場合には、これを下回る学級
編制の基準を定めることが可能となっている。

貴省解答のなお書き後段において、「既存の
公立学校においては、義務標準法に定める数
を標準としつつ、各都道府県教育委員会が児
童生徒の実態を考慮して特に必要と認める場
合には、これを下回る学級編制の基準を定め
ることが可能」とあるが、提案主体が例示する
学級編成の考え方は、都道府県教育委員会
が特に必要と認める判断を行えば、貴省として
も異論はないと解釈してよろしいか。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公設民営について、
現在、中央教育審議会において検討中であり、学校の管理
運営の在り方については、本年度中を目途に答申を取りまと
める運びとなっているところである。この点ご理解願いたい。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を地方独立
行政法人制度の対象とすることについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための教育委員
会制度との整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎重な検討
が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持向上が図
られるよう、国の責任で新たな財政支援制度を設けなければ
ならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区において直ちに
導入することは困難。
また、前回回答したとおり、義務標準法に定める数を標準と
しつつ、各都道府県教育委員会が児童生徒の実態を考慮し
て特に必要と認める場合には、これを下回る学級編制の基
準を定めることが可能となっており、都道府県教育委員会が
認める場合に30人または20人の学級編制を行うことは差し
支えない。なお、公立学校において、国庫負担の対象となる
定数を算定する場合は、実際の学級編制にはよらず、義務
標準法が定める40人の標準を用いた場合の学級編制による
こととなっている。

1074080 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

学級編制及び教
職員定数標準の
緩和

公立義務教育諸学校の学級編制及
び教職員定数の標準に関する法律
に定める学級編制の児童数及び教
職員定数の基準を緩和し、同法で
定める学級編制定数に満たない学
級であっても、同法に定める基準に
該当するとみなして、教職員を配置
する。

全寮制、小中一貫校を区域外に設置し、
学級編制を３０人とする予定である。ただ
し、学級編制基準の４０人から３０人に変
更するものではなく、弾力的運営により、
３０人の学級とする。したがって１５人、１
６人の学級は生ぜず、３０人の学級人数
に学級数を乗じた人数を超える希望数の
あった場合は、抽選により入学者を定め
る。こうした学級編制に標準法に定める
教職員配置数の例外を設け、少人数学
級を通常の学級とみなして、県費負担教
職員を配置する。

080490

都道府県の
教育委員会
との協議及
び同意を必
要としない
学級編制

公立義務教
育諸学校の
学級編制及
び教職員定
数の標準に
関する法律
第４条、第５
条

市町村教育委員会が学
級編制を行う際には、あ
らかじめ都道府県教育委
員会に協議し、その同意
を得なければならない。

Ｄ－１

　特区における市町村費負担教職
員任用事業が認定された場合に、市
町村は都道府県が配置する県費負
担教職員定数を上回る部分につい
て、市町村費で教職員を任用するこ
とができることとなっているが、当該
市町村費負担教職員を少人数学級
編制に使用する場合、あらかじめ都
道府県と協議し、同意が必要とな
る。
　なお、これまでに特区認定され、市
町村費負担教職員を任用している
自治体の中にも少人数学級編制を
行っているところがあり、これらの市
町村においては、都道府県と調整・
連携を図り、学級編制について都道
府県から同意を得て行っているの
で、志木市においても埼玉県と十分
に連携して、独自に少人数学級の取
り組みを行うことは可能である。

提案は、都道府県教育委員会との協議・同意を必要としな
いで学級編成を行いたいというものであり、これについて
具体的に検討し、回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

①　クラス編制人数は、義務教育の実施主体である「市町村」が国が定
める基準（１学級４０人）を上限として、都道府県に財政負担をかけない
限り、４０人を下回る人数に関しては、市民の意思に基づき、地域の実
態や児童・生徒の生活環境に対応して決定することが、真の住民自治
に繋がるものと考えています。都道府県の同意は、国の法律（標準法第
４条及び第５条）に基づくものであり、道州制も検討されている現状でも
ありますので、市民意思を尊重し、「地方における個性ある教育行政」を
推進するためにも「都道府県と市町村」に委ねる（後述）ことなく、本提案
の実現について再検討をお願い申し上げますとともに、義務教育におけ
る国の規準（４０人）を下回る「少人数学級編制」については、実施主体
である市町村にその権限をお認めいただくことについて、都道府県と市
町村の関係も含め、文部科学省のご見解を具体的に提示してくださるよ
うお願い申し上げます。
②　少人数学級編制における各都道府県教育委員会と市町村の関係
は、文部科学省のご意見と異なり、都道府県の意思により全地域を一律
に規定しているのが実態であり、埼玉県においても同様で、小学校１，２
年生及び中学校１年生に限り少人数学級を認めており、（別紙参考資料
添付）、これらを超える少人数学級編制が極めて困難であります。した
がいまして、志木市は小学校１，２年生での２５人程度学級編制の教育
的効果の検証から、小学校１，２年生では２５人程度、小学校３，４年生
では２８人程度というように「発達段階」を考慮した少人数学級編制を目
指しておりますが、その実現の可能性がないことから、特区提案を行っ
たものであります。埼玉県教育委員会にもご確認いただき、実態に基づ
く文部科学省の再考と実現に向けての本市における今後の対応につい
て、ご見解をお示しいただきますようお願い申し上げます。

Ｄ－１

　市町村が行う学級編制について、都道府県
が基準を定め、都道府県との協議・同意が必
要とされているのは、学級編制をどのように行
うかということが、都道府県が任命権を有し、
給与を負担することになる県費負担教職員の
配置を決定するための基礎となること及び都
道府県内の教育水準の維持の見地からであ
る。
  したがって、特区事業によって市町村費負担
教職員を任用している場合であっても、学級編
制とそれに伴う教職員の配置については県費
負担教職員が含まれるものであるので、都道
府県との協議・同意は必要であるが、前回回
答したとおり、これまでに特区認定され、市町
村費負担教職員を任用し、少人数学級編制を
行っている市町村においては、都道府県と調
整・連携を図り、学級編制について都道府県か
ら同意を得て行っているので、志木市において
も埼玉県と十分に連携して、独自に少人数学
級の取り組みを行うことは可能と考える。
　　なお、市町村費負担教職員任用事業を行う
市町村に係る学級編制の協議については、そ
の事業の目的等を十分に勘案し、協議が行わ
れるよう、今後、会議等の場で周知してまいり
たい。

1118010 志木市
ハタザク
ラ・ぷら
す・プラン

都道府県の教育
委員会との協議
及び同意を必要
としない学級編制

市町村教育委員会は、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律第５条に基
づく、都道府県教育委員会との協議
及び同意を必要としないで学級編制
ができるものとする。ただし、都道府
県教育委員会における人事等の事
務を考慮し、決定した内容について
は、都道府県教育委員会に対する
通知を行うものとする。あわせて、同
様の観点から同法４条についても都
道府県の教育委員会が定めた基準
に従いという規定を適用除外とす
る。

市町村教育委員会が学級編制をする
際、都道府県教育委員会との協議及び
同意を必要としないことで、市町村が児
童・生徒の実態等を考慮した、より柔軟な
少人数学級編制を可能にする。その際、
あらたに必要とする教職員は、すでに特
区で認められた「市町村負担教職員任用
事業」（特定事業８０１）により任用した教
職員とすることで、国・県での新たな財政
支出につながらないようにする。

080500

特区学校法
人における
教員配置の
弾力化

小学校設置
基準（平成１
４年文部科
学省令第１４
号）第５条、
第６条、中学
校設置基準
（平成14年文
部科学省令
第15号）第5
条、第6条

小･中学校の学級は、同
学年の児童生徒で編制
するが、特別の事情があ
るときは、数学年の児童
生徒を一学級に編制す
ることができる。また、
小･中学校に置く教諭の
数は、一学級当たり一人
以上とするが、特別の事
情があり、かつ、教育上
支障がない場合は、校長
や教頭が兼ねるか、助教
諭や講師をもって代える
ことができる。

C

児童生徒への教育活動に責任を有
する学級担任については、教員とし
ての専門性を公証する教員免許状
を有する教諭が当たる必要がある。
また、設置基準上、特別の事情があ
るときは、数学年の児童生徒を一学
級に編制することができ、一人の教
諭が複数の学年の児童生徒からな
る学級の担任となることができる。な
お、特別免許状も普通免許状と同
様、教諭や講師の免許状であり、終
身有効である。設置基準上、特別免
許状を有する教諭も、学級担任とな
ることができる。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

私たちの学園では、それぞれの年齢に応じた教育を行いたいと思っているの
で、複式学級ではなく、学年ごとにクラスを設置することを前提として考えてい
る。そして、担任は、そのクラスに関して（ほかの専科の教師との連携はもちろ
んあるが）全面的に責任を負う。つまり、担任は、校長や教頭の兼任でまかなえ
るようなものではなく、もっと重要な職務だと考えている。また、担任になる重要
な要件として、日本の教育に関する十分な知識と同時に、シュタイナー教育の
見地に立った十分なトレーニングと日々の研鑽が欠かせないものだと考えてい
る。貴回答にある「教育としての専門性を公証する教員免許状」という点に関し
ては、シュタイナー教育の、教育としての専門性を身につけるためには、日本の
教員免許と直接的には関係ない方法論が必要であり、日本の教員免許以上に
厳しい養成過程を経て訓練されていること、同時に、カリキュラム全体を通して
みると日本の教育課程の内容を基本的に全て網羅していること、それ故に、日
本の教諭資格を保持していない者が担任となっても、教育上何ら支障がないこ
とをご理解いただきたい。　　　また、貴回答には、特別免許状は終身資格であ
るとの記載があるが、現実的な各自治体の適用では、「特別免許状はその効力
が５年以上１０年以内」と定められていることや、当該免許状の認可数がきわめ
て少ないことなど、その活用促進のためには様々な方策が必要であることは、
貴省のホームページにおいても記載されているところである。特別免許状を活
用促進するためには、「特別免許状授与権限の市町村教委への委譲
（080400）」も合わせて行われることが、是非とも必要ではないかと思われる。そ
のことにより、より特色ある教育の実践を行うことができる有効な手段となりうる
ものと考えられる。また、貴回答においては、普通免許を持たなくても、特別免
許状はもちろん、臨時免許（助教諭や講師）も担任を持つことができるとあるが、
これは、字義通りに解釈して良いか。そのことに関しても、明らかにされたい。以
上の点を考慮し再検討され、その見解および今後の対応につき、具体的に提示
されたい

Ｃ

　学校教育法上の「学校」として教育活動
を行うに当たっては、学校教育法、学習指
導要領に即した教育課程の編成、実施が
必要であるとともに、その教員は教育職員
免許法に規定する免許基準に基づいて授
与された教員免許状を有していることが必
要である。
　また、特別免許状は平成１４年の法改正
により終身有効とされている。
　さらに、特別免許状所持者は担任を持つ
ことができる。助教諭や講師についても、
特別な事情があり、かつ、教育上支障が
ない場合は担任を持つことができる（小学
校設置基準第６条第２項、中学校設置基
準第６条第２項、高等学校設置基準第１０
条）。

3030060

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

特区学校法人に
おける教員配置
の弾力化

ＮＰＯ法人が不登校児童生徒等に
対する教育を行うための学校を設置
する場合には、設置基準上の「特別
の事情」に該当し得るものとして、1
人の教諭が複数の学年の児童生徒
からなる学級の担任となることを可
とする、という条文を拡大して、ＮＰＯ
法人立の学校に関わらず、特区学
校法人においても、全てのクラスの
担任が、正式な教員免許を有する
必要はなく、学校に1人以上の教員
免許保持者がいればよいものとす
る、に変更する。

シュタイナー学校の教師は、日本の教員
免許を保持していない者もいるが、海外
などのシュタイナー学校教員養成機関
で、その教育方針にのっとった小中一貫
の担任のトレーニングや教育実習を受け
ており、その後も、子どもたちへの実践と
共に、日々研鑚を積み重ねている。そし
て何よりも、教師という仕事が子どもたち
の将来はもとより、社会の未来にどんな
に影響を与える大切な仕事であるかとい
うことを自覚した上で教師という道を選ん
だ者たちである。このような事情を鑑みる
に、各クラス担任が日本の教員資格保持
者同等の実力を持っていると学校長に
よって判断される場合は、教員免許を有
する必要はないと考えられる。

080510

市立小・中
学校職員給
与の市負担
の容認

市町村立学
校教員給与
負担法第1条

市町村立小中学校の教
職員の給与費は都道府
県の負担となっており、
また、教職員の任命権も
都道府県が有している。
この県費負担教職員制
度を前提として、義務教
育費国庫負担金と地方
交付税が算定されてい
る。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費につい
ては、これを市町村に負担させると、財
政上の理由から市町村における給与水
準格差、ひいては教育水準の格差が生
じることや、広域的人事交流による教員
の適正配置と資質能力の向上を図る必
要がある等の理由から、設置者負担主
義の原則に対する特別の例外としてこ
れを都道府県の負担とした上で、都道府
県教育委員会に教職員の任命権を与
え、国が都道府県が実際に支出した額
の２分の１を負担することとしている。し
たがって、現在の県費負担教職員制度
の意義や効果を考慮すると、教員の任
用に関する権限と責任の全てを市町村
に移譲することは問題がある。
　なお、現行制度でも、事務処理条例
（地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律第５５条）により、市町村が教職
員の任命や勤務条件の決定の事務を処
理することは可能。

貴省の回答では、「教職員の給与費について市町村に負
担させると財政上の理由から市町村における給与水準格
差、ひいては教育水準の格差を生じること」等の懸念が示
されているが、義務教育国庫負担金及び地方交付税を市
へ移管するため、指摘は当たらないのではないか。また、
地域と密接な関係の中で特色ある学校づくりが望まれて
おり、市立小中学校の教職員の市への帰属意識を高める
ためたいとするものであり、この提案の趣旨が実現できる
よう、再度検討されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費については、
相当多額なものとなるため、たとえ地方交付税
を移管したとしても、財政力の格差が大きい市
町村に負担させることになれば、市町村間にお
ける給与水準格差、ひいては教育水準の格差
を生じることが懸念されることや、広域範囲に
おける優秀な人材の安定的な確保及び広域的
人事交流による教員の適正配置を通じた都道
府県内各市町村における教育の機会均等と教
育水準の維持向上に支障を生じる恐れがある
ことから、教員の任用に関する権限と責任の全
てを市町村に移譲することは問題がある。
　なお、「地域と密接な関係の中で特色ある学
校づくりが望まれており、市立小中学校の教職
員の市への帰属意識を高めたい」ということで
あるが、現在でも市町村立学校の教職員は市
町村の職員として位置づけられているものあ
り、現行の県費負担教職員制度の下でも、各
地域・学校の取り組みによって、地域と連携し
た学校づくりを行っているところである。

1134010 出雲市
先進教育
研究特区

市立小・中学校
職員給与の市負
担の容認

現行法の特例措置として、義務教育
国庫負担金並びに地方交付税の市
への交付を可能にし、県費負担教
職員の任免権を県から市に移行す
る。

市立小・中学校の教職員の発令・任免を
行い、市立学校職員としての意識を高
め、地域に密着した教育行政、学校運営
を目指す。
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080520

定数内の教
員の財源を
伴う市町村
への任命権
の委譲
県費負担教
職員の任命
権の特例

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
37条

市町村立小中学校の教
職員の給与費は都道府
県の負担となっており、
また、教職員の任命権も
都道府県が有している。
この県費負担教職員制
度を前提として、義務教
育費国庫負担金と地方
交付税が算定されてい
る。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費に
ついては、これを市町村に負担させ
ると、財政上の理由から市町村にお
ける給与水準格差、ひいては教育水
準の格差が生じることや、広域的人
事交流による教員の適正配置と資
質能力の向上を図る必要がある等
の理由から、設置者負担主義の原
則に対する特別の例外としてこれを
都道府県の負担とした上で、都道府
県教育委員会に教職員の任命権を
与え、国が都道府県が実際に支出し
た額の２分の１を負担することとして
いる。したがって、現在の県費負担
教職員制度の意義や効果を考慮す
ると、教員の任用に関する権限と責
任の全てを市町村に移譲することは
問題がある。
　なお、現行制度でも、事務処理条
例（地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第５５条）により、市町
村が教職員の任命や勤務条件の決
定の事務を処理することは可能。

貴省の回答では、「教職員の給与費について市町村に負
担させると財政上の理由から市町村における給与水準格
差、ひいては教育水準の格差を生じること」等の懸念が示
されているが、義務教育国庫負担金及び地方交付税を市
へ移管するため、指摘は当たらないのではないか。また、
地域と密接な関係の中で特色ある学校づくりが望まれて
おり、市立小中学校の教職員の市への帰属意識を高める
ためたいとするものであり、この提案の趣旨が実現できる
よう、再度検討されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

「措置の概要（対応策）にある条例による事務処理の特例（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律第５５条）により、市町村が教職員の任
命や勤務条件の決定の事務を処理することは可能」とありますが、この
ことは、あくまでも主体は都道府県（島根県）にあり市町村（出雲市）の提
案が必ずしも叶えられるものではありません。
この「事務処理の特例」を生かすためにも、文部科学省におかれまして
は、都道府県（島根県）に対しこの法律の具体的な運用がなされ、出雲
市立小・中学校の教職員の任免権が本市に移譲できるよう適切な指導
をお願いいたします。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費につい
ては、相当多額なものとなるため、たとえ
地方交付税を移管したとしても、財政力の
格差が大きい市町村に負担させることに
なれば、市町村間における給与水準格
差、ひいては教育水準の格差を生じること
が懸念されることや、広域範囲における優
秀な人材の安定的な確保及び広域的人
事交流による教員の適正配置を通じた都
道府県内各市町村における教育の機会均
等と教育水準の維持向上に支障を生じる
恐れがあることから、教員の任用に関する
権限と責任の全てを市町村に移譲するこ
とは問題がある。
　なお、「地域と密接な関係の中で特色あ
る学校づくりが望まれており、市立小中学
校の教職員の市への帰属意識を高めた
い」ということであるが、現在でも市町村立
学校の教職員は市町村の職員として位置
づけられているものあり、現行の県費負担
教職員制度の下でも、各地域・学校の取り
組みによって、地域と連携した学校づくり
を行っているところである。

1134020 出雲市
先進教育
研究特区

県費負担教職員
の任命権の特例

現行法の特例措置として、義務教育
国庫負担金並びに地方交付税の市
への交付を可能にし、県費負担教
職員の任免権を県から市に移行す
る。

市立小・中学校の教職員の発令・任免を
行い、市立学校職員としての意識を高
め、地域に密着した教育行政、学校運営
を目指す。

080530
義務教育国
庫負担金等
の特例

義務教育費
国庫負担法
第２条
地方交付税
法第１２条

市町村立小中学校の教
職員の給与費は都道府
県の負担となっており、
また、教職員の任命権も
都道府県が有している。
この県費負担教職員制
度を前提として、義務教
育費国庫負担金と地方
交付税が算定されてい
る。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費に
ついては、これを市町村に負担させ
ると、財政上の理由から市町村にお
ける給与水準格差、ひいては教育水
準の格差が生じることや、広域的人
事交流による教員の適正配置と資
質能力の向上を図る必要がある等
の理由から、設置者負担主義の原
則に対する特別の例外としてこれを
都道府県の負担とした上で、都道府
県教育委員会に教職員の任命権を
与え、国が都道府県が実際に支出し
た額の２分の１を負担することとして
いる。したがって、現在の県費負担
教職員制度の意義や効果を考慮す
ると、教員の任用に関する権限と責
任の全てを市町村に移譲することは
問題がある。
　なお、現行制度でも、事務処理条
例（地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第５５条）により、市町
村が教職員の任命や勤務条件の決
定の事務を処理することは可能。

貴省の回答では、「教職員の給与費について市町村に負
担させると財政上の理由から市町村における給与水準格
差、ひいては教育水準の格差を生じること」等の懸念が示
されているが、義務教育国庫負担金及び地方交付税を市
へ移管するため、指摘は当たらないのではないか。また、
地域と密接な関係の中で特色ある学校づくりが望まれて
おり、市立小中学校の教職員の市への帰属意識を高める
ためたいとするものであり、この提案の趣旨が実現できる
よう、再度検討されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｃ

市町村立学校の教職員の給与費につい
ては、相当多額なものとなるため、たとえ
地方交付税を移管したとしても、財政力の
格差が大きい市町村に負担させることに
なれば、市町村間における給与水準格
差、ひいては教育水準の格差を生じること
が懸念されることや、広域範囲における優
秀な人材の安定的な確保及び広域的人
事交流による教員の適正配置を通じた都
道府県内各市町村における教育の機会均
等と教育水準の維持向上に支障を生じる
恐れがあることから、教員の任用に関する
権限と責任の全てを市町村に移譲するこ
とは問題がある。
　なお、「地域と密接な関係の中で特色あ
る学校づくりが望まれており、市立小中学
校の教職員の市への帰属意識を高めた
い」ということであるが、現在でも市町村立
学校の教職員は市町村の職員として位置
づけられているものあり、現行の県費負担
教職員制度の下でも、各地域・学校の取り
組みによって、地域と連携した学校づくり
を行っているところである。

1134030 出雲市
先進教育
研究特区

義務教育国庫負
担金、地方交付
税の特例

現行法の特例措置として、義務教育
国庫負担金並びに地方交付税の市
への交付を可能にし、県費負担教
職員の任免権を県から市に移行す
る。

市立小・中学校の教職員の発令・任免を
行い、市立学校職員としての意識を高
め、地域に密着した教育行政、学校運営
を目指す。

080540

教職員初任
者研修実施
の民間企業
参入

地方公務員法
第三十九条
地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第二十三
条、第四十五
条、第五十八
条、第五十九
条
教育公務員特
例法第十九
条、第二十条
の二

初任者研修制度は、初
任者に対して、採用の日
から１年間にわたり、実
践的指導力と使命感を養
うとともに幅広い知見を
得させるため、任命権者
に対して、組織的、計画
的な研修を行うよう義務
付けている。

D-1

　初任者研修は、初任者に対する職
務研修として実施するものであり、
年間指導計画の作成、指導教員の
任命等、任命権者が一義的な責任
を持って、実施することが必要であ
るが、研修プログラムの内容に応じ
て、民間への委託等の方法により実
施することが効果的・効率的と考え
られるようなものについては、任命
権者の判断により共同で実施するこ
とも可能である。
　また、初任者研修の実施期間につ
いては、条件付採用期間と一体をな
すものとして、１年と設定されてい
る。なお、任命権者は、初任者研修
以後も、教職経験等に応じて、独自
に必要な研修を実施しているところ
である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

教職員の質の低下は、初任者研修を任命権者が一義的に行ってきてい
る現状が一要因であります。民間企業の競争原理による研修内容の向
上のより、各学校は自らのニーズに反映した幅広い選択肢の中から研
修を実施していくことができることとなり、個性豊かな教職員の育成につ
ながります。よって民間が行う研修が任命権者による民間委託などのみ
という形では不十分であり、各学校が独自に初任者研修を選択できる仕
組みが必要であると考えます。以上より、民間企業が任命権者からの委
託などで行なうのではなく、独自の研修プログラムを実施できる規制緩
和が必要と考えます．
また初任者研修の実施期間が一年間とされている根拠は条件付採用期
間と一体をなすためとされていますが、この根拠は一年間と設定してい
る根拠としては乏しく、初任者研修期間に柔軟性を持たせることで得ら
れるメリットを考えると、一年間と設定することに何ら合理的根拠を見出
せません。研修期間の長さは教職員の質の向上の目的のために決定さ
れるべきで、形式的に決定されるものであってはなりません。生徒と触
れ合う機会として重要な一年目に研修を集中させずに柔軟性を持たせ
ることで画一的な研修ではなく各学校ごとに特色のある初任者研修が実
施することができます。以上より初任者研修期間の規制緩和が必要で
あると考えます。

Ｄ－１

　初任者研修は、職務研修として各都道
府県教育委員会等に実施が義務づけられ
ているものであり、研修命令を発する主体
は、教員の任命権者たる都道府県教育委
員会等である。任命権者として、自らが任
命する教員の育成方法・研修の在り方を
自ら検討し実施することは、当然必要なこ
とである。一方で、具体的な研修内容等に
ついては、任命権者の判断により、民間と
の協力により実施することが可能である。
　また、初任者研修の実施期間について
は、十分能力の実証が行われなかった場
合には正式採用しないことが可能な条件
付採用期間と一体をなすものとして１年と
設定されている。また、この研修期間は初
任の間の 低限の期間を義務づけたもの
であって１年以上行ってはならないものと
規制をかけるものではなく、その後も任命
権者は独自に必要な研修等を実施してい
るところである。

3058010

株式会
社東京
リーガル
マインド

教職員の
初任者研
修への民
間企業参
入

教職員初任者研
修実施の民間企
業参入

以下の法改正が必要であると考え
ます。
①教育公務員特例法二十条のニに
「この研修は教育委員会が行うもの
に限られない」とする項を追加しま
す。
②教育公務員特例法二十条のニ第
一項を「１年間から３年間の期間で」
と改正します。

各都道府県教育委員会が行ってきた初
任者研修に民間企業の提案する研修プ
ログラムを参入させ、各学校ごとに必要と
する研修プログラムを選択していけるよう
にします。幅広い研修プログラムにより教
職員が育成されることで個性豊かで、各
学校が必要とする人材の確保ができ、
もって日本の教育環境向上につながりま
す。

080540

教職員初任
者研修実施
の民間企業
参入

地方公務員法
第三十九条
地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律第二十三
条、第四十五
条、第五十八
条、第五十九
条
教育公務員特
例法第十九
条、第二十条
の二

初任者研修制度は、初
任者に対して、採用の日
から１年間にわたり、実
践的指導力と使命感を養
うとともに幅広い知見を
得させるため、任命権者
に対して、組織的、計画
的な研修を行うよう義務
付けている。

D-1

　初任者研修は、初任者に対する職
務研修として実施するものであり、
年間指導計画の作成、指導教員の
任命等、任命権者が一義的な責任
を持って、実施することが必要であ
るが、研修プログラムの内容に応じ
て、民間への委託等の方法により実
施することが効果的・効率的と考え
られるようなものについては、任命
権者の判断により共同で実施するこ
とも可能である。
　また、初任者研修の実施期間につ
いては、条件付採用期間と一体をな
すものとして、１年と設定されてい
る。なお、任命権者は、初任者研修
以後も、教職経験等に応じて、独自
に必要な研修を実施しているところ
である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

教職員の質の低下は、初任者研修を任命権者が一義的に行ってきてい
る現状が一要因であります。民間企業の競争原理による研修内容の向
上のより、各学校は自らのニーズに反映した幅広い選択肢の中から研
修を実施していくことができることとなり、個性豊かな教職員の育成につ
ながります。よって民間が行う研修が任命権者による民間委託などのみ
という形では不十分であり、各学校が独自に初任者研修を選択できる仕
組みが必要であると考えます。以上より、民間企業が任命権者からの委
託などで行なうのではなく、独自の研修プログラムを実施できる規制緩
和が必要と考えます．
また初任者研修の実施期間が一年間とされている根拠は条件付採用期
間と一体をなすためとされていますが、この根拠は一年間と設定してい
る根拠としては乏しく、初任者研修期間に柔軟性を持たせることで得ら
れるメリットを考えると、一年間と設定することに何ら合理的根拠を見出
せません。研修期間の長さは教職員の質の向上の目的のために決定さ
れるべきで、形式的に決定されるものであってはなりません。生徒と触
れ合う機会として重要な一年目に研修を集中させずに柔軟性を持たせ
ることで画一的な研修ではなく各学校ごとに特色のある初任者研修が実
施することができます。以上より初任者研修期間の規制緩和が必要で
あると考えます。

Ｄ－１

　初任者研修は、職務研修として各都道
府県教育委員会等に実施が義務づけられ
ているものであり、研修命令を発する主体
は、教員の任命権者たる都道府県教育委
員会等である。任命権者として、自らが任
命する教員の育成方法・研修の在り方を
自ら検討し実施することは、当然必要なこ
とである。一方で、具体的な研修内容等に
ついては、任命権者の判断により、民間と
の協力により実施することが可能である。
　また、初任者研修の実施期間について
は、十分能力の実証が行われなかった場
合には正式採用しないことが可能な条件
付採用期間と一体をなすものとして１年と
設定されている。また、この研修期間は初
任の間の 低限の期間を義務づけたもの
であって１年以上行ってはならないものと
規制をかけるものではなく、その後も任命
権者は独自に必要な研修等を実施してい
るところである。

5150058

株式会
社東京
リーガル
マインド

教職員初任者研
修実施の民間企
業参入

教育公務員特例法二十条の二を改
正し、現行法では各自治体の教育
委員会が実施している初任者研修
を民間事業者にも実施できるように
します。また現行法では１年間で行
うと定められている初任者研修も１
年間から３年間と幅を持たせ、各学
校が弾力的に研修を行えるようにし
ます。

様々な研修プログラムを準備し、各自治
体あるいは各学校に売り込んでいきま
す。教育委員会と協力・競争をしていくこ
とで質の高い研修プログラムを提供でき
ます。これにより、良質の研修を提供で
き、教職員全体のレベル向上につながり
ます。

080550
教員の募
集・待遇の
自由化

（国立学校の
教員）
一般職の職
員の給与に
関する法律
（公立学校の
教員）
地方公務員
法第24条、
教育公務員
特例法第25
条の５

　地方公務員を公務員の
身分を有したままで民間
企業に派遣する制度は
存在しない。
　なお、地方公務員法に
おいて民間企業における
給与・処遇に関する規定
はない。

C

　小中高等学校における民間事業
者が提供する教育サービスの活用
（外部資源の活用）については、現
在中央教育審議会で検討中。
　なお、すべて公務員は、全体の奉
仕者であって、一部の奉仕者ではな
く（憲法15条）、また、地方公務員
は、全体の奉仕者として公共の利益
のために勤務しなければならない
（地方公務員法30条）ものである。こ
のため、地方公務員を公務員の身
分を有したままで民間企業に派遣す
る制度は、憲法に抵触するおそれが
強い。
　地方公務員法第２５条（給与に関
する条例及び給料額の決定）につい
ては、地方公共団体の職員につい
て規定したものであり、何ら私企業
における給与決定等について拘束・
規定するものではない。

教育を行なうという行為については公共的性格を有するも
のであり、特に公設民営については、単なる民間企業へ
の公務員の派遣とは異なるのではないか。提案を実現で
きないか検討し回答されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3081030
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

教員の募集・待
遇の自由化

小学校・中学校・高等学校の正規教
員においても、特定のスキルに秀
で、指導力のある教員は待遇面で
優遇します。

国立大学付属や公立の小・中・高等学校
の教員を、その身分を有したまま、民間
学校に派遣できるようにします。常勤を原
則としますが、非常勤も認めます。給与・
待遇は、民間学校が独自に定め、教員の
能力に応じて処遇できるようにします。地
方公務員法等に則されず、個々の教員
の指導力を 大限に発揮させる待遇が
設定できることにより、教育の質の向上
が期待できます。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080550
教員の募
集・待遇の
自由化

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

貴省回答で、「中央教育審議会において検討中」とある
が、公立の小中高等学校の教員を、その身分を有したま
ま運営委託を受けた民間学校に派遣することが出来るよ
うにすることについても提案が実現される方向で検討が進
められるものと解して良いか。仮にそうでないとするなら
ば、その理由を具体的に示されたい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中であり、この点ご理解願いたい。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3082050
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

教員の募集・待
遇の自由化

小学校・中学校・高等学校の正規教
員においても、特定のスキルに秀
で、指導力のある教員は待遇面で
優遇します。

国立大学付属や公立の小・中・高等学校
の教員を、その身分を有したまま、公設
で運営委託を受けた民間学校に派遣で
きるようにします。常勤を原則とします
が、非常勤も認めます。給与・待遇は、公
設民営校が独自に定め、教員の能力に
応じて処遇できるようにします。地方公務
員法等に則されず、個々の教員の指導
力を 大限に発揮させる待遇が設定でき
ることにより、教育の質の向上が期待で
きます。

080551
教員の募
集・待遇の
自由化

（国立学校の
教員）
一般職の職
員の給与に
関する法律
（公立学校の
教員）
地方公務員
法第24条、
教育公務員
特例法第25
条の５

　措置の概要にあるとお
り。

Ｄ－３

　教育への外部資源の活用につい
ては、中央教育審議会で検討中で
ある。
　なお、平成１６年４月から国立大学
が法人化されることによって国立大
学法人の職員となることから、各法
人の判断によって派遣も可能とな
る。

3081030
株式会
社ノヴァ

小中高生
のキャリ
アデザイ
ン支援プ
ロジェクト

教員の募集・待
遇の自由化

小学校・中学校・高等学校の正規教
員においても、特定のスキルに秀
で、指導力のある教員は待遇面で
優遇します。

国立大学付属や公立の小・中・高等学校
の教員を、その身分を有したまま、民間
学校に派遣できるようにします。常勤を原
則としますが、非常勤も認めます。給与・
待遇は、民間学校が独自に定め、教員の
能力に応じて処遇できるようにします。地
方公務員法等に則されず、個々の教員
の指導力を 大限に発揮させる待遇が
設定できることにより、教育の質の向上
が期待できます。

080560

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の小学
校設置基準
及び中学校
設置基準の
緩和

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、全寮制・小中一貫校を想
定した小学校設置基準・中学校設置基準の緩和を求める
ものであり、これについて具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

本区の提案は、現行の小学校設置基準及び中学校設置基準が想定し
ていない全寮制、小中一貫校について、同基準の緩和を求めるもので
す。提案の学校を創設していくためには、資料に示した内容に沿った基
準の弾力化が必要ですので、この点について貴省の見解及び今後の対
応策につき具体的に提示願います。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管
理運営委託の在り方については、「骨太の方
針2003」や「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央
教育審議会において検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学
校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、
①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めの教育委員会制度との整合性を確保する必
要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについ
て、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維
持向上が図られるよう、国の責任で新たな財
政支援制度を設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区に
おいて直ちに導入することは困難。
なお、小学校設置基準及び中学校設置基準に
ついては、教育に支障がない限りにおいて、設
置基準に基づく地域の実情に応じた基準の弾
力的な運用について、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている。

1074070 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

小学校設置基準
及び中学校設置
基準の緩和

現行の小学校設置基準及び中学校
設置基準は、平成１４年に作成され
たもので、全寮制、小中一貫校を想
定した内容となっていないので同基
準の緩和が必要である。

現在ある「南伊豆健康学園」の敷地、施
設を生かして、新たに全寮制、小中一貫
校を設置し、自然を生かした全人格教育
を行う。

080570

小規模小中
学校設置に
対する設置
基準の援用

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

Ｄ－１ 3046010
学校法
人　国際
学園

設置基準
の援用に
よる特別
支援を必
要とする
児童生徒
のための
小中一貫
校の設置

小規模小中学校
設置に対する設
置基準の援用

地域の集積が高い等の特別な理由
があり、児童生徒の教育に支障が
生じない場合に限り、小中学校の設
置基準を援用する。この際、校舎に
ついては後期中等教育と同等の水
準を維持する施設設備の基準とし
て、文部省（現文部科学省）が、運
営上可能な範囲内で、慣例的な尺
度を定めている「技能教育施設の施
設・設備の基準」を準用する。また、
校地については教育上支障がない
範囲で、分割された土地面積の合
算による設置基準の充足を認める。

障害の程度に応じ特別の場で指導を行う
「特殊教育」から個々の児童生徒の教育
的ニーズに応じて適切な教育的支援を行
う「特別支援教育」への転換を図り、学習
困難・学習障害や注意欠陥・多動性障
害、高機能自閉症等に苦しむ児童生徒
に特別支援教育を小中一貫校で敷衍す
る。この際、特区において私立学校法の
学校法人の校地・校舎の自己所有要件
及び学校教育法の小中学校設置基準に
特例を設け、特別支援教育の課題に有
効な対策を講じたいと考えている。またこ
のことで、初等教育から中等教育への橋
渡しが円滑に進み、特別支援教育の必
要な生徒の社会的自立が促進され、社
会経済の発展につながるものと考える。

080580

株式会社立
通信制高等
学校設立に
ともなう校舎
面積規制の
緩和

高等学校通
信教育規程
第７条

高等学校通信教育規程
第７条において、通信制
課程のみを置く高等学校
の校舎の面積を１，２５０
平方メートル以上として
いる。

Ｃ

  高等学校通信教育規程の規定内
容については、高等学校設置基準
の見直しに併せて見直すこととして
おり、現在検討中である。
　なお、高等学校ではないいわゆる
サポート校における学習活動と高等
学校の教育活動は明確に区分され
るべきものと考える。

貴省回答では、「高等学校設置基準の見直しに併せて見
直すこととしており、現在検討中である。」とのことである
が、どのような場において何をどんなスケジュールで検討
しようとしているのか、具体的に明示するとともに、特区に
おいて実現できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

高等学校通信教育既定の規定内容については,高等学校設置基準の見
直しに併せて見直すこととしており,現在検討中である、　と言う返答です
が、見直しの時期をお知らせください。また、どういう点が見直される予
定なのかもあわせてお知らせください。

Ｂ Ⅲ

現在文部科学省内に高等学校設置基準
及び高等学校通信教育規程の見直しに関
する検討会を設置し、平成１５年度内を目
途に、通信教育規程に係る編制、設備等
について弾力的な運用を図ることができる
よう規定を改正する方向で検討していると
ころである。

提案主体からの提案である「規制の特例事項
の内容」に記載された規制の緩和が、平成１６
年度中に措置されると理解してよろしいか。

B Ⅲ
現在、高等学校通信教育規程について平成15年度内
に弾力化を図る方向で検討しているところであり、規定
内容については検討中。

3028010
株式会
社フリー
トークン

株式会社
によるサ
ポート校
連携型
『通信制
高等学
校』の設
置

株式会社立通信
制高等学校設立
にともなう校舎面
積規制の緩和

「通信制高校の独立校の校舎の面
積は、1,250平方㎡を下ってはならな
い」とされているが、 低面積を500
㎡に引き下げていただきたい

株式会社によるサポート校連携型『通信
制高等学校』の設置を計画しているが、
業態上きめ細かな指導を要するため
低生徒数300名より少人数での教育を行
う必要があり、生徒収容人数の引き下げ
を提案しています。あわせて、校舎 低
面積の引き下げをお願いします。実際、
予定している校舎の面積は580㎡ほどで
あるが、8教室を有し、（生徒３００名で
あっても）スクーリングの実施に支障はあ
りません。

080590

株式会社立
通信制高等
学校設立に
ともなう必置
教員、事務
職員数の規
制緩和

高等学校通
信教育規程
第５条

高等学校通信教育規程
第５条において、通信制
課程を置く高等学校の教
諭等及び事務職員の数
を生徒数の増加に合わ
せて基準を設けている。

Ｃ

  高等学校通信教育規程の規定内
容については、高等学校設置基準
の見直しに併せて見直すこととして
おり、現在検討中である。
　なお、高等学校ではないいわゆる
サポート校における学習活動と高等
学校の教育活動は明確に区分され
るべきものと考える。

貴省回答では、「高等学校設置基準の見直しに併せて見
直すこととしており、現在検討中である。」とのことである
が、どのような場において何をどんなスケジュールで検討
しようとしているのか、具体的に明示するとともに、特区に
おいて実現できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

高等学校通信教育既定の規定内容については,高等学校設置基準の見
直しに併せて見直すこととしており,現在検討中である、　と言う返答です
が、見直しの時期をお知らせください。また、どういう点が見直される予
定なのかもあわせてお知らせください。

Ｂ Ⅲ

現在文部科学省内に高等学校設置基準
及び高等学校通信教育規程の見直しに関
する検討会を設置し、平成１５年度内を目
途に、通信教育規程に係る編制、設備等
について弾力的な運用を図ることができる
よう規定を改正する方向で検討していると
ころである。

提案主体からの提案である「規制の特例事項
の内容」に記載された規制の緩和が、平成１６
年度中に措置されると理解してよろしいか。

B Ⅲ
現在、高等学校通信教育規程について平成15年度内
に弾力化を図る方向で検討しているところであり、規定
内容については検討中。

3028020
株式会
社フリー
トークン

株式会社
によるサ
ポート校
連携型
『通信制
高等学
校』の設
置

株式会社立通信
制高等学校設立
にともなう必置教
員、事務職員数
の規制緩和

通信制高校の 低生徒数300名の
場合教員5名、事務員が2名と定め
られているが、生徒数の低減に応じ
て、生徒150名の場合教員3名、事
務員1名に引き下げていただきたい

株式会社によるサポート校連携型『通信
制高等学校』の設置を計画しているが、
業態上きめ細かな指導を要するため
低生徒数300名より少人数での教育を行
う必要があり、生徒収容人数の引き下げ
を提案しています。あわせて、教員およ
び事務員の必置数の見直し、引き下げを
お願いしたい。特に当社で考えている通
信制高校はサポート校との連携型のもの
なので、サポート校の職員との連携をうま
く図ることにより事務作業の効率化が可
能である。

080600

株式会社立
通信制高等
学校設立に
ともなう生徒
収容定員の
規制緩和

高等学校通
信教育規程
第４条

高等学校通信教育規程
第４条において、通信制
課程を置く高等学校の規
模として、生徒収容定員
を３００人以上としてい
る。

Ｃ

  高等学校通信教育規程の規定内
容については、高等学校設置基準
の見直しに併せて見直すこととして
おり、現在検討中である。
　なお、高等学校ではないいわゆる
サポート校における学習活動と高等
学校の教育活動は明確に区分され
るべきものと考える。

貴省回答では、「高等学校設置基準の見直しに併せて見
直すこととしており、現在検討中である。」とのことである
が、どのような場において何をどんなスケジュールで検討
しようとしているのか、具体的に明示するとともに、特区に
おいて実現できないか具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

高等学校通信教育既定の規定内容については,高等学校設置基準の見
直しに併せて見直すこととしており,現在検討中である、　と言う返答です
が、見直しの時期をお知らせください。また、どういう点が見直される予
定なのかもあわせてお知らせください。

Ｂ Ⅲ

現在文部科学省内に高等学校設置基準
及び高等学校通信教育規程の見直しに関
する検討会を設置し、平成１５年度内を目
途に、通信教育規程に係る編制、設備等
について弾力的な運用を図ることができる
よう規定を改正する方向で検討していると
ころである。

提案主体からの提案である「規制の特例事項
の内容」に記載された規制の緩和が、平成１６
年度中に措置されると理解してよろしいか。

B Ⅲ
現在、高等学校通信教育規程について平成15年度内
に弾力化を図る方向で検討しているところであり、規定
内容については検討中。

3028030
株式会
社フリー
トークン

株式会社
によるサ
ポート校
連携型
『通信制
高等学
校』の設
置

生徒収容定員の
規制緩和

現在「生徒収容定員が300人をくだ
らない」と定められているが、「150人
をくだらない」とする

いわゆる”学校”とは違った形態で、学校
と同等の教育を提供するサポート校との
連携型『通信制高等学校』の設置を計画
しています。現行の通信教育規定では生
徒数 低300名と定められているが、新し
い形の教育を誕生させるには厳しいハー
ドルであるし、きめ細かな指導をするため
には300人より少人数での教育を行う必
要があると考えられます。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080610
幼稚園と保
育所制度の
一元化

学校教育
法、児童福
祉法

幼稚園は学校教育法に
基づく学校であり、保育
所は児童福祉法に基づく
児童福祉施設である。

D-1

「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００３」（平成１５年６月２７
日閣議決定）に基づき、就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した
総合施設の実現に向けた検討を進
めている。

なお、地方公共団体が、この「総合
施設」とは別に、既存の幼稚園と保
育所とは別の独自の施設を設置す
ることは現在でも可能である。

1080010 港区

豊かな都
心居住と
子育て活
動を支え
るすこや
か特区

幼稚園と保育所
制度の一元化

現行の幼稚園・保育所制度の再構
築

港区芝浦４丁目芝浦アイランド開発地区
内において新設する新たな子育て支援
施設を幼稚園機能と保育所機能を一体
化した乳幼児・児童向け施設として整備
運営する。　　　　　　　　　　　　　　　平成
16年度基本・実施設計
平成17～18年度工事　　　　　　　平成19
年４月オープン予定
約2000㎡　　　　　　　　　　　　　　　想定定
員
幼稚部　　３歳　　20名　　４歳　　５０名
５歳　　５０名　　計120名
保育部　０歳　１２名　１歳　１５名　２歳
18名　３歳　20名　　　計６５名
合計　１８５名

080610
幼稚園と保
育所制度の
一元化

学校教育
法、児童福
祉法

幼稚園は学校教育法に
基づく学校であり、保育
所は児童福祉法に基づく
児童福祉施設である。

D-1

「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００３」（平成１５年６月２７
日閣議決定）に基づき、就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した
総合施設の実現に向けた検討を進
めている。

なお、地方公共団体が、この「総合
施設」とは別に、既存の幼稚園と保
育所とは別の独自の施設を設置す
ることは現在でも可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを堅持したうえ
でのものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保
育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元
化が強く求められているのである。子どもの育成環境を保護者の就労形
態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分する現行制度は２０世紀の遺物
である。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠
を国民の前に明白に示すべきである。  また、閣議決定された「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」について、早急かつ前向きに検討さ
れたい。

Ｄ－１

「総合施設」については、基本的な考え方
を平成１６年度中にとりまとめ、平成１７年
から一部地域での先行実施（モデル事業）
を経て、平成１８年度から本格実施するよ
う、検討を進めているところである。
「総合施設」の在り方は、保護者の就労形
態等にかかわらず、全ての幼児が充実し
た教育を受けることができる施設となるよ
う検討していきたい。

1097010
千代田
区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

幼稚園と保育所
の機能を統合し
た第三の制度
（幼保一元化施
設）の創設

   未来を担う就学前の児童が、年齢
や家庭環境等で区別されることな
く、一貫した育成方針による養護・教
育を受けられるよう第三の制度（幼
保一元化施設）を創設する。

   子どもの育成環境を保護者の就労形
態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分し
ている現行制度は２０世紀の遺物であ
る。２１世紀型の乳幼児育成施設（幼保
一元化施設）を構築する。

080610
幼稚園と保
育所制度の
一元化

学校教育
法、児童福
祉法

幼稚園は学校教育法に
基づく学校であり、保育
所は児童福祉法に基づく
児童福祉施設である。

D-1

「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００３」（平成１５年６月２７
日閣議決定）に基づき、就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した
総合施設の実現に向けた検討を進
めている。

なお、地方公共団体が、この「総合
施設」とは別に、既存の幼稚園と保
育所とは別の独自の施設を設置す
ることは現在でも可能である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを堅持したうえ
でのものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保
育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元
化が強く求められているのである。子どもの育成環境を保護者の就労形
態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分する現行制度は２０世紀の遺物
である。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠
を国民の前に明白に示すべきである。  また、閣議決定された「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」について、早急かつ前向きに検討さ
れたい。

Ｄ－１

「総合施設」については、基本的な考え方
を平成１６年度中にとりまとめ、平成１７年
から一部地域での先行実施（モデル事業）
を経て、平成１８年度から本格実施するよ
う、検討を進めているところである。
「総合施設」の在り方は、保護者の就労形
態等にかかわらず、全ての幼児が充実し
た教育を受けることができる施設となるよ
う検討していきたい。

5146001
東京都
千代田
区

幼稚園と保育所
の機能を統合し
た第三の制度
（幼保一元化施
設）の創設

   未来を担う就学前の児童が、年齢
や家庭環境等で区別されることな
く、一貫した育成方針による養護・教
育を受けられるよう第三の制度（幼
保一元化施設）を創設する。

   子どもの育成環境を保護者の就労形
態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分し
ている現行制度は２０世紀の遺物であ
る。２１世紀型の乳幼児育成施設（幼保
一元化施設）を構築する。

080610
幼稚園と保
育所制度の
一元化

学校教育
法、児童福
祉法

幼稚園は学校教育法に
基づく学校であり、保育
所は児童福祉法に基づく
児童福祉施設である。

D-1

「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００３」（平成１５年６月２７
日閣議決定）に基づき、就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した
総合施設の実現に向けた検討を進
めている。

なお、地方公共団体が、この「総合
施設」とは別に、既存の幼稚園と保
育所とは別の独自の施設を設置す
ることは現在でも可能である。

5150036

株式会
社東京
リーガル
マインド

文部科学大臣に
よる学校設置基
準の一部適用除
外

新たに幼稚園を設置する場合、保
育所設置要件（児童福祉法、児童福
祉施設 低基準等）と重複する部分
について、この規定を適用しないこ
ととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立します。こども園設
立により、国民の多様な保育ニーズに応
えることができ、少子社会対策に貢献す
ることができます。

080620

教育と保育
の二つの機
能を兼ね備
える総合施
設の容認

学校教育
法、児童福
祉法

幼稚園は学校教育法に
基づく学校であり、保育
所は児童福祉法に基づく
児童福祉施設である。

D-1

「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００３」（平成１５年６月２７
日閣議決定）に基づき、就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した
総合施設の実現に向けた検討を進
めている。

なお、地方公共団体が、この「総合
施設」とは別に、既存の幼稚園と保
育所とは別の独自の施設を設置す
ることは現在でも可能である。

3004040

多摩市を
考えつく
る市民の
会開発
事務局、
A学校法
人

総合子育
て学園と
学校構造
改革

教育と保育の二
つの機能を兼ね
備える総合子育
て学園

総合子育て学園は、学校でもあり、
児童福祉施設でもあるとして欲し
い。保育と教育の機能は切り離せな
いことから両機能を持つ施設とし
て、規制を解いて欲しい。

総合子育て学園で、障害乳幼児教育、幼
児教育、小学校低学年教育が出来る。
総合子育て学園で、乳幼児保育、障害児
保育、学童保育、児童厚生指導が出来る

080630

保育所と幼
稚園の施設
設備基準の
統一

学校教育法
施行規則第
７４条

幼稚園の施設の基準は
幼稚園設置基準におい
て規定されている。

D-1

幼稚園と保育所の設置基準は 低
基準であり、それぞれの基準を満た
せば幼稚園と保育所の合築施設を
設置することは現行制度上可能であ
る。

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の統一を求めるも
の」であり、これについて具体的に検討し、回答されたい。

Ｄ－１

幼稚園と保育所の設置基準は 低基準で
あり、それぞれの基準を満たせば幼稚園
と保育所の合築施設を設置することは現
行制度上可能である。

「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関
する指針」において、幼稚園と保育所の共
用化施設を設置する場合、幼稚園部分に
ついては、幼稚園の設置基準を満たし、保
育所部分については、保育所の基準を満
たせばよいこととなっており、提案の趣旨
は現行制度でも実現可能である。

1011030 山北町

過疎地域
の保育園
における
「幼稚園
の機能を
取り入れ
た幼保一
元化特
区」

保育所と幼稚園
の施設設備基準
の統一

基本的には保育所の施設設備基準
とし、幼稚園機能の専用スペースに
ついては、幼稚園設置基準を用い
た制度の一元化

0歳児から2歳児までは保育を、3歳児か
ら5歳児までは教育的活動を中心とした
教育・保育など、児童の成長と保護者の
ニーズに合った子育て支援ができる施設
設備の環境づくり

080630

保育所と幼
稚園の施設
設備基準の
統一

学校教育法
施行規則第
７４条

幼稚園の施設の基準は
幼稚園設置基準におい
て規定されている。

D-1

幼稚園と保育所の設置基準は 低
規準であり、それぞれの基準を満た
せば幼稚園と保育所の合築施設を
設置することは現行制度上可能であ
る。

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の統一を求めるも
の」であり、これについて具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の制度を前提にしたもの
で、本区の提案趣旨にそぐわない。本区は、子どもの育成環境が、保護
者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分され、それぞれ別の
施設基準が設けられていること自体を問題としているのである。もし、抜
本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明
白に示すべきである。  究極的には、施設基準は、社会情勢や地域特
性、住民の意見等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が
全国画一的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－１

幼稚園と保育所の設置基準は 低規準で
あり、それぞれの基準を満たせば幼稚園
と保育所の合築施設を設置することは現
行制度上可能である。

なお、就学前の教育・保育の「総合施設」
については、提案の趣旨にあるように、年
齢や家庭環境等で区分せず、同一の環境
で育成することのできる施設となるように
検討を進めているところである。

1097050
千代田
区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

「幼稚園」と「保育
所」の施設基準
の統一と柔軟化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一環境で育成
するために「幼稚園」と「保育所」の
施設基準を統一し、０歳から就学前
までの児童の育成環境を一本化す
る。また、地域事情等に応じて、自
治体等が多様な住民ニーズに機敏
に応えられるよう、全国画一の施設
基準を柔軟化する。

   子どもの育成環境を、保護者の就労形
態等で区分せず、同一の施設基準で育
成するとともに、その基準を柔軟化する。

080630

保育所と幼
稚園の施設
設備基準の
統一

学校教育法
施行規則第
７４条

幼稚園の施設の基準は
幼稚園設置基準におい
て規定されている。

D-1

幼稚園と保育所の設置基準は 低
規準であり、それぞれの基準を満た
せば幼稚園と保育所の合築施設を
設置することは現行制度上可能であ
る。

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の統一を求めるも
の」であり、これについて具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の制度を前提にしたもの
で、本区の提案趣旨にそぐわない。本区は、子どもの育成環境が、保護
者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分され、それぞれ別の
施設基準が設けられていること自体を問題としているのである。もし、抜
本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明
白に示すべきである。  究極的には、施設基準は、社会情勢や地域特
性、住民の意見等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が
全国画一的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－１

幼稚園と保育所の設置基準は 低規準で
あり、それぞれの基準を満たせば幼稚園
と保育所の合築施設を設置することは現
行制度上可能である。

なお、就学前の教育・保育の「総合施設」
については、提案の趣旨にあるように、年
齢や家庭環境等で区分せず、同一の環境
で育成することのできる施設となるように
検討を進めているところである。

5146005
東京都
千代田
区

「幼稚園」と「保育
所」の施設基準
の統一と柔軟化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一環境で育成
するために「幼稚園」と「保育所」の
施設基準を統一し、０歳から就学前
までの児童の育成環境を一本化す
る。また、地域事情等に応じて、自
治体等が多様な住民ニーズに機敏
に応えられるよう、全国画一の施設
基準を柔軟化する。

   子どもの育成環境を、保護者の就労形
態等で区分せず、同一の施設基準で育
成するとともに、その基準を柔軟化する。

080630

保育所と幼
稚園の施設
設備基準の
統一

学校教育法
施行規則第
７４条

幼稚園と保育所は、保育
上支障がない限り、その
施設及び設備について
相互に共用することがで
きる。

D-1
D-2

幼稚園と保育所は、保育上支障が
ない限り、その施設及び設備につい
て相互に共用することができる。
（たとえば、職員室を幼稚園と保育
所で別々に用意する必要はない）

保育室については、特区第３次提案
を受けて特例措置を設け、共用する
ことを可能としたところ。（８２３）

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の統一を求めるも
の」であり、これについて具体的に検討し、回答されたい。

D-1
D-2

　前回回答の通り、幼稚園と保育所は、保
育上支障がない限り、その施設及び設備
について相互に共用することができる。
（たとえば、職員室を幼稚園と保育所で
別々に用意する必要はない）
　また、保育室については、特区第３次提
案を受けて特例措置を設け、共用すること
を可能としたところ。（８２３）

5150040

株式会
社東京
リーガル
マインド

幼稚園設置基準
第八条の一部適
用除外

新たに幼稚園を設置する場合、児
童福祉施設 低基準第三十二条と
重複する部分について、この規定を
適用しないこととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立します。こども園設
立により、国民の多様な保育ニーズに応
えることができ、少子社会対策に貢献す
ることができます。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080630

保育所と幼
稚園の施設
設備基準の
統一

学校教育法
施行規則第
７４条

幼稚園と保育所は、保育
上支障がない限り、その
施設及び設備について
相互に共用することがで
きる。

D-1

幼稚園と保育所は、保育上支障が
ない限り、その施設及び設備につい
て相互に共用することができる。
（たとえば、運動場を幼稚園と保育
所で別々に用意する必要はない）

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の統一を求めるも
の」であり、これについて具体的に検討し、回答されたい。

Ｄ－１

　前回回答の通り、幼稚園と保育所は、保
育上支障がない限り、その施設及び設備
について相互に共用することができる。
（たとえば、運動場を幼稚園と保育所で
別々に用意する必要はない）

5150041

株式会
社東京
リーガル
マインド

幼稚園設置基準
第九条の一部適
用除外

新たに幼稚園を設置する場合、児
童福祉施設 低基準第三十二条と
重複する部分について、この規定を
適用しないこととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立します。こども園設
立により、国民の多様な保育ニーズに応
えることができ、少子社会対策に貢献す
ることができます。

080640

保育所と幼
稚園の職員
配置基準の
統一

幼稚園設置
基準第３条、
第５条第１項

幼稚園では３５人以下の
幼児で構成される１学級
につき一人以上の専任
の教諭を配置しなければ
ならない。
（保育所は０歳児３人、
１・２歳児６人、３歳児２０
人、４・５歳児３０人につ
き保育士１名を置くことと
なっている。）

D-1

０歳から２歳児までの保育所と、３～
５歳児の幼稚園を合築することによ
り、提案のような施設は実現可能で
ある。

提案は、「幼稚園と保育園の職員配置基準の統一を求め
るもの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。

Ｄ－１

０歳から２歳児までの保育所と、３～５歳
児の幼稚園を合築することにより、提案の
ような施設は実現可能である。
また、幼稚園の職員配置基準は、幼児３５
人以下の一学級につき教員一人以上をお
くこととされているが、これを保育所並み
に、幼児３０人以下の一学級につき教員一
人以上をおくこととすることも、現行制度で
可能である。

1011040 山北町

過疎地域
の保育園
における
「幼稚園
の機能を
取り入れ
た幼保一
元化特
区」

保育所と幼稚園
の職員配置基準
の統一

0歳児から２歳児までの保育部門は
保育所の職員配置基準とし、教育・
保育部門として３歳児から５歳児ま
では、幼稚園の基準を用いた制度
の一元化

0歳児から2歳児までは保育を、3歳児か
ら5歳児までは教育的活動を中心とした
教育・保育など、児童の成長と保護者の
ニーズに合った子育て支援ができる職員
配置による効率的・効果的な職員体制づ
くり

080640

保育所と幼
稚園の職員
配置基準の
統一

幼稚園設置
基準第３条、
第５条第１項

幼稚園では３５人以下の
幼児で構成される１学級
につき一人以上の専任
の教諭を配置しなければ
ならない。
（保育所は０歳児３人、
１・２歳児６人、３歳児２０
人、４・５歳児３０人につ
き保育士１名を置くことと
なっている。）

D-1

幼稚園の職員の配置基準（幼児３５
人以内の一学級につき教諭１名以
上を置く）は 低基準であり、地域の
事情等に応じて、自治体等がそれを
上回る基準を策定することは現行制
度上可能。

提案は、「幼稚園と保育園の職員配置基準の統一を求め
るもの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保育所」は
実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が強く
求められており、本項はそのための一手法である。もし、抜本的な幼保
一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべ
きである。  究極的には、職員の配置基準は、社会情勢や地域特性、住
民の意見等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画
一的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－１

幼稚園の職員配置基準は、幼児３５人以
下の一学級につき教員一人以上をおくこと
とされているが、これを保育所並みに、幼
児３０人以下の一学級につき教員一人以
上をおくこととすることも、現行制度で可能
であり、提案の趣旨は実現可能である。

提案主体からの意見に対して、回答されたい。 D-1

前回回答の通り、幼稚園の職員配置基準は、幼児３５
人以下の一学級につき教員一人以上をおくこととされ
ているが、これを保育所並みに、幼児３０人以下の一
学級につき教員一人以上をおくこととすることも、現行
制度で可能であり、提案の趣旨は実現可能である。

なお、教育と保育を一体として捉えた「総合施設」の検
討に当たっては、提案の趣旨にあるように、社会情勢
や地域特性、住民の意見等を勘案しながら、設置や管
理ができるようなものとなるよう検討してまいりたい。

1097040
千代田
区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

幼稚園教諭・保
育士配置基準の
統一と柔軟化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一環境で育成
するために「幼稚園教諭」と「保育
士」の配置基準を統一し、０歳から
就学前までの児童の育成環境を一
本化する。また、地域事情等に応じ
て、自治体等が多様な住民ニーズ
に機敏に応えられるよう、全国画一
の配置基準を柔軟化する。

   就学前児童の育成環境（教職員環境）
を統一・柔軟化する。

080640

保育所と幼
稚園の職員
配置基準の
統一

幼稚園設置
基準第３条、
第５条第１項

幼稚園では３５人以下の
幼児で構成される１学級
につき一人以上の専任
の教諭を配置しなければ
ならない。
（保育所は０歳児３人、
１・２歳児６人、３歳児２０
人、４・５歳児３０人につ
き保育士１名を置くことと
なっている。）

D-1

幼稚園の職員の配置基準（幼児３５
人以内の一学級につき教諭１名以
上を置く）は 低基準であり、地域の
事情等に応じて、自治体等がそれを
上回る基準を策定することは現行制
度上可能。

提案は、「幼稚園と保育園の職員配置基準の統一を求め
るもの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保育所」は
実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が強く
求められており、本項はそのための一手法である。もし、抜本的な幼保
一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべ
きである。  究極的には、職員の配置基準は、社会情勢や地域特性、住
民の意見等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画
一的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－１

幼稚園の職員配置基準は、幼児３５人以
下の一学級につき教員一人以上をおくこと
とされているが、これを保育所並みに、幼
児３０人以下の一学級につき教員一人以
上をおくこととすることも、現行制度で可能
であり、提案の趣旨は実現可能である。

提案主体からの意見に対して、回答されたい。 D-1

前回回答の通り、幼稚園の職員配置基準は、幼児３５
人以下の一学級につき教員一人以上をおくこととされ
ているが、これを保育所並みに、幼児３０人以下の一
学級につき教員一人以上をおくこととすることも、現行
制度で可能であり、提案の趣旨は実現可能である。

なお、教育と保育を一体として捉えた「総合施設」の検
討に当たっては、提案の趣旨にあるように、社会情勢
や地域特性、住民の意見等を勘案しながら、設置や管
理ができるようなものとなるよう検討してまいりたい。

5146004
東京都
千代田
区

幼稚園教諭・保
育士配置基準の
統一と柔軟化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一環境で育成
するために「幼稚園教諭」と「保育
士」の配置基準を統一し、０歳から
就学前までの児童の育成環境を一
本化する。また、地域事情等に応じ
て、自治体等が多様な住民ニーズ
に機敏に応えられるよう、全国画一
の配置基準を柔軟化する。

   就学前児童の育成環境（教職員環境）
を統一・柔軟化する。

080650

保育所保育
指針と幼稚
園教育要領
との統合

学校教育法
施行規則第
７６条

幼稚園の保育内容の基
準は幼稚園教育要領に
定められている。

D-1

幼稚園教育要領と保育所保育指針
は内容の整合性を確保しているた
め、各園において０歳から５歳児ま
での育成指針を策定することは、現
行制度上でも可能である。

提案は、「幼稚園教育要領と保育所保育指針の統一を求
めるもの」であり、これについて具体的に検討し、回答され
たい。

Ｄ－１

前回回答の通り、幼稚園教育要領と保育
所保育指針は内容の整合性を確保してい
るため、各園において０歳から５歳児まで
の育成指針を策定することは、現行制度
上でも可能である。

なお、就学前の教育・保育の「総合施設」
については、提案の趣旨にあるように、児
童の視点に立って幼稚園と保育所の良さ
を取り入れた施設となるように検討を進め
ているところである。

1011020 山北町

過疎地域
の保育園
における
「幼稚園
の機能を
取り入れ
た幼保一
元化特
区」

保育所保育指針
と幼稚園教育要
領との統合

保育園における教育的活動を明確
に位置付け、児童の成長に合った
保育・教育が継続して行うことがで
きる幼保一元化対応の育成指針の
策定

０歳児から２歳児までは保育を、３歳児か
ら５歳児までは教育的活動を中心とした
教育・保育など、児童の成長と保護者の
ニーズに合った子育て支援

080650

保育所保育
指針と幼稚
園教育要領
との統合

学校教育法
施行規則第
７６条

幼稚園の保育内容の基
準は幼稚園教育要領に
定められている。

D-1

幼稚園教育要領と保育所保育指針
は内容の整合性を確保しているた
め、各園において０歳から５歳児ま
での育成方針を策定することは、現
行制度上でも可能である。

提案は、「幼稚園教育要領と保育所保育指針の統一を求
めるもの」であり、これについて具体的に検討し、回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保育所」は
実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が強く
求められている。子どもの育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼
稚園」と「保育所」に区分され、一貫した育成方針による養護・教育を受
けられないことを問題にしているのである。もし、抜本的な幼保一元を否
定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。
本区が平成１４年４月に創設した幼保一元施設「いずみこども園」では、
「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」を統合した独自の「乳幼児育成
方針」に基づき、児童の健全育成にあたっているが、国として、幼稚園や
保育所に区分されない、０歳から就学前までを見通す一環した育成方針
を策定するべきである。

Ｄ－１

前回回答の通り、幼稚園教育要領と保育
所保育指針は内容の整合性を確保してい
るため、各園において０歳から５歳児まで
の一環した育成指針を策定することは、現
行制度上でも可能である。

なお、就学前の教育・保育の「総合施設」
については、提案の趣旨にあるように、年
齢や家庭環境等で区分せず、同一の環境
で育成することのできる施設となるように
検討を進めているところである。

1097020
千代田
区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

「幼稚園教育要
領」と「保育所保
育指針」の統合

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、一貫した方針に
基づき育成するために「幼稚園教育
要領」と「保育所保育指針」を統合
し、０歳から就学前までの児童の総
合的な育成方針を策定する。

   就学前児童が一貫した育成方針によ
る養護・教育を受けられるよう総合的な
乳幼児育成方針を策定する。

080650

保育所保育
指針と幼稚
園教育要領
との統合

学校教育法
施行規則第
７６条

幼稚園の保育内容の基
準は幼稚園教育要領に
定められている。

D-1

幼稚園教育要領と保育所保育指針
は内容の整合性を確保しているた
め、各園において０歳から５歳児ま
での育成方針を策定することは、現
行制度上でも可能である。

提案は、「幼稚園教育要領と保育所保育指針の統一を求
めるもの」であり、これについて具体的に検討し、回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚園」と「保育所」は
実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が強く
求められている。子どもの育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼
稚園」と「保育所」に区分され、一貫した育成方針による養護・教育を受
けられないことを問題にしているのである。もし、抜本的な幼保一元を否
定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。
本区が平成１４年４月に創設した幼保一元施設「いずみこども園」では、
「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」を統合した独自の「乳幼児育成
方針」に基づき、児童の健全育成にあたっているが、国として、幼稚園や
保育所に区分されない、０歳から就学前までを見通す一環した育成方針
を策定するべきである。

Ｄ－１

前回回答の通り、幼稚園教育要領と保育
所保育指針は内容の整合性を確保してい
るため、各園において０歳から５歳児まで
の一貫した育成指針を策定することは、現
行制度上でも可能である。

なお、就学前の教育・保育の「総合施設」
については、提案の趣旨にあるように、年
齢や家庭環境等で区分せず、同一の環境
で育成することのできる施設となるように
検討を進めているところである。

5146002
東京都
千代田
区

「幼稚園教育要
領」と「保育所保
育指針」の統合

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、一貫した方針に
基づき育成するために「幼稚園教育
要領」と「保育所保育指針」を統合
し、０歳から就学前までの児童の総
合的な育成方針を策定する。

   就学前児童が一貫した育成方針によ
る養護・教育を受けられるよう総合的な
乳幼児育成方針を策定する。

080660

保育士と幼
稚園教諭の
資格の一元
化

教育職員免
許法第4条、
第5条、児童
福祉法第18
条の6

幼稚園教諭は幼稚園教
諭免許を、保育士は保育
士資格をそれぞれ有する
ことが必要である。

C

「規制改革推進３か年計画」に基づ
き、幼稚園教諭免許所有者と保育士
資格所有者が相互にそれぞれの資
格（免許）を取得しやすくするための
方策を検討し、平成１５年度中に結
論を得て、必要な措置を行うこととし
ている。

提案は、「保育士と幼稚園教諭の資格の一元化を求める
もの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。

ｃ

「規制改革推進３か年計画」に基づき、幼
稚園教諭免許所有者と保育士資格所有
者が相互にそれぞれの資格（免許）を取得
しやすくするための方策を検討し、平成１５
年度中に結論を得て、必要な措置を行うこ
ととしている。

幼稚園教諭と保育士には、共通する資質
もあるものの、それぞれ教育と福祉の専
門性が必要であることから、両資格の単
純な一元化ではなく、両資格の併有の促
進を進めることが適当であると考える。

1011050 山北町

過疎地域
の保育園
における
「幼稚園
の機能を
取り入れ
た幼保一
元化特
区」

保育士と幼稚園
教諭の資格の一
元化

保育園の中で一つの資格(免許)に
より、保育・教育ができる制度の一
元化

0歳児から2歳児までは保育を、3歳児か
ら5歳児までは教育的活動を中心とした
教育・保育など、児童の成長と保護者の
ニーズに合った子育て支援

080660

保育士と幼
稚園教諭の
資格の一元
化

教育職員免
許法第4条、
第5条、児童
福祉法第18
条の6

幼稚園教諭は幼稚園教
諭免許を、保育士は保育
士資格をそれぞれ有する
ことが必要である。

C

「規制改革推進３か年計画」に基づ
き、幼稚園教諭免許所有者と保育士
資格所有者が相互にそれぞれの資
格（免許）を取得しやすくするための
方策を検討し、平成１５年度中に結
論を得て、必要な措置を行うこととし
ている。

提案は、「保育士と幼稚園教諭の資格の一元化を求める
もの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。「幼稚園教諭」といえども低年
齢児に関する専門知識を持つべきである。現在、「幼稚園」と「保育所」
は実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が
強く求められている。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えているな
ら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  既取得者について
は、もう一つの資格を取得しやすくする経過措置を設ける一方、今後の
資格取得については、カリキュラム等を統一し一本化するべきである。
また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」において平成１８年度までに検討することとされた「総合施設」にお
いても、統一資格者が求められることになると思われる。

ｃ

「規制改革推進３か年計画」に基づき、幼
稚園教諭免許所有者と保育士資格所有
者が相互にそれぞれの資格（免許）を取得
しやすくするための方策を検討し、平成１５
年度中に結論を得て、必要な措置を行うこ
ととしている。

幼稚園教諭と保育士には、共通する資質
もあるものの、それぞれ教育と福祉の専
門性が必要であることから、両資格の単
純な一元化ではなく、両資格の併有の促
進を進めることが適当であると考える。

1097030
千代田
区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

「幼稚園教諭」と
「保育士」の資格
の一元化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一資格者が一
貫した方針のもとで育成できるよう
「幼稚園教諭」と「保育士」の資格を
一元化する。

   就学前の児童が「幼稚園教諭」と「保育
士」から別々に教育や養護を受けるので
はなく、同一資格者が一貫した方針のも
とで児童を育成できるようにする。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080660

保育士と幼
稚園教諭の
資格の一元
化

教育職員免
許法第4条、
第5条、児童
福祉法第18
条の6

幼稚園教諭は幼稚園教
諭免許を、保育士は保育
士資格をそれぞれ有する
ことが必要である。

C

「規制改革推進３か年計画」に基づ
き、幼稚園教諭免許所有者と保育士
資格所有者が相互にそれぞれの資
格（免許）を取得しやすくするための
方策を検討し、平成１５年度中に結
論を得て、必要な措置を行うこととし
ている。

提案は、「保育士と幼稚園教諭の資格の一元化を求める
もの」であり、これについて具体的に検討し、回答された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提にしたも
のであり、本区提案の趣旨にそぐわない。「幼稚園教諭」といえども低年
齢児に関する専門知識を持つべきである。現在、「幼稚園」と「保育所」
は実状として機能の差がみられなくなっており、両者の融合・一元化が
強く求められている。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えているな
ら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  既取得者について
は、もう一つの資格を取得しやすくする経過措置を設ける一方、今後の
資格取得については、カリキュラム等を統一し一本化するべきである。
また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」において平成１８年度までに検討することとされた「総合施設」にお
いても、統一資格者が求められることになると思われる。

ｃ

「規制改革推進３か年計画」に基づき、幼
稚園教諭免許所有者と保育士資格所有
者が相互にそれぞれの資格（免許）を取得
しやすくするための方策を検討し、平成１５
年度中に結論を得て、必要な措置を行うこ
ととしている。

幼稚園教諭と保育士には、共通する資質
もあるものの、それぞれ教育と福祉の専
門性が必要であることから、両資格の単
純な一元化ではなく、両資格の併有の促
進を進めることが適当であると考える。

5146003
東京都
千代田
区

「幼稚園教諭」と
「保育士」の資格
の一元化

   未来を担う児童を、年齢や家庭環
境等で区分せず、同一資格者が一
貫した方針のもとで育成できるよう
「幼稚園教諭」と「保育士」の資格を
一元化する。

   就学前の児童が「幼稚園教諭」と「保育
士」から別々に教育や養護を受けるので
はなく、同一資格者が一貫した方針のも
とで児童を育成できるようにする。

080670

共用化する
保育室の按
分管理の特
例

「構造改革特
区の第３次
提案に対す
る政府の対
応方針」
（平成１ ５ 年
９ 月１ ２ 日
構造改革特
別区域推進
本部決定）別
表１の８２３

共用化指針に基づき設
置された施設において、
幼稚園児・
保育所児が合同活動を
行う保育室について、次
の要件に
該当する場合、幼稚園と
保育所の保育室を共用
することを
認める。
（略）（5）当該保育室は合
同活動を行う幼稚園児及
び保育所児
それぞれの定員数で按
分して管理すること

D-1

共用化する保育室の面積は、共用
保育室全体において合同活動を行う
幼稚園児数の合計と、保育所児数
の合計により按分して管理すること
としている。このため、（３～５歳児に
おいて合同活動を実施している場
合）幼稚園の３～５歳児までの定員
の合計が変わらない限り、その定員
の範囲内で各学級の幼児数が増減
しても、按分の比率を変える必要は
ない。

2002010 瑞浪市
幼児教保
育特区

保育室の共用に
ついて

保育室を共用化する共用化施設に
おいては、保育室の定員及び面積
の按分について、当該施設全体の
共有保育室分（３歳児から５歳児）で
設定することができることとする。

保育室を共用する場合、幼稚園と保育所
それぞれの定員で面積を按分するという
規制緩和が認められる方向である。

080680
保育所と共
用化した幼
稚園の面積
基準の特例

幼稚園と保
育所の施設
の共用化等
に関する指
針

幼稚園設置
基準

幼稚園と保育所の共用
化施設について必要とさ
れる基準面積は、原則と
して、それぞれ幼稚園設
置基準、児童福祉施設

低規準により幼児数を
基に算定するものとす
る。

幼稚園の園舎面積は、
学級数に応じて定められ
ている。

Ｐ 提案者の具体的な要望を確認中 提案者の要望を確認の上、早急に回答されたい。 Ａ 検討中
幼稚園と保育所の保育室を共用化する場
合における、面積基準の取扱について特
例を設ける方向で検討する。

2002020 瑞浪市
幼児教保
育特区

共用化施設の認
定基準の緩和に
ついて

既存施設を共用化施設へ転用する
場合に、次の各要件を満たしている
場合には、幼稚園設置基準を満たし
ていることとする。
①保育室を共用する。
②既存施設を幼稚園の専用施設と
してみなした場合に、幼稚園設置基
準を満たしている。

既存保育所を共用化施設へ転用する場
合、３歳から５歳児の保育室を１つずつと
すると、幼稚園面積を４２０㎡確保しなけ
ればならず、共用面積が少なくなることか
ら、施設の運用及び幼保の一体化に支
障が生じる。

080690

幼稚園と保
育所の保育
室の共用化
の特例の緩
和

「構造改革特
区の第３次
提案に対す
る政府の対
応方針」
（平成１ ５ 年
９ 月１ ２ 日
構造改革特
別区域推進
本部決定）別
表１の８０７，
８２３

幼稚園と保育所の保育
室の共用化の特例にお
いて、幼稚園における幼
稚園児と保育所児等の
合同活動の特例（幼稚園
設置基準第５条第１項の
専任規定の特例）（８０７）
の認定を受けることが要
件となっている。

Ｄ－１

幼稚園における幼稚園児と保育所
児等の合同活動の特例（幼稚園設
置基準第５条第１項の特例）は、地
方公共団体の主体性を尊重し、多様
なケースを認めているところであり、
各地域の実情に応じた取組を妨げ
るものにはなっていないと考える。
（当該特例については、平成１５年１
２月１６日現在１０件認定されてお
り、不認定となったものは１件もな
い。）

3120010

学校法
人　京都
城南学
園

幼稚園施
設遊休部
分を乳幼
児保育施
設として
併用する

幼稚園と保育所
の保育室の共用
化の特例

左記特例措置においては、「幼稚園
と保育所の保育室を共用することを
認める」場合の要件の(2)として、「幼
稚園における幼稚園児と保育所児
等の合同活動の特例（幼稚園設置
基準第５条第１項の専任規定の特
例）の認定を受けること」とある。ここ
にいう「特例」には、「地方公共団体
が、その設定する特区における経済
的社会的条件の変化に伴い幼児の
数が減少し又は幼児が他の幼児と
共に活動する機会が減少したことそ
の他の事情により……幼児の心身
の発達を助長するために特に必要
があると認め」た場合という限定が
含まれている。この限定を緩和ない
し撤廃することにより、右記の具体
的事業の実施の可能性が大きく高
まる。

より弾力的な幼保一元化の一環として、
私立幼稚園施設の遊休部分を乳幼児保
育施設（保育所）として併用することを可
能にすることにより、保護者にとってより
手近で便利な施設に、子育て支援を期待
することができる。

080700

幼稚園を保
育所として
活用する場
合の財産処
分制限の緩
和

私立幼稚園
施設整備費
補助交付要
綱第15条

国庫補助事業完了後一
定期間を経過した幼稚園
園舎に，定員減により余
裕が生じることがあり，こ
の場合，園舎を学校施設
の用に供するために，期
間を限定し無償で学校法
人へ貸与する際に，補助
金相当額を国庫に納付
を要さず承認している。

D-1

　国庫補助事業完了後一定期間を
経過した幼稚園園舎に，定員減によ
り余裕が生じることがあり，この場
合，園舎を所有する学校法人が，余
裕面積を利用し附帯事業として保育
所を運営する際に，補助金相当額の
国庫納付を要さず転用を承認してい
るところ。

厚生労働省と同様に文部科学省においても、「公立学校
施設（幼稚園園舎等）の財産処分の取扱について」を通知
しているが、これにより国庫補助完了後１０年を超える期
間を経過していない幼稚園園舎の一部等を保育所に転用
する際に、補助金相当額の国庫納付を要しないと解してよ
いか。

Ｄ－１

当該通知は公立幼稚園施設を対象とした
ものであるが、私立幼稚園についても、前
回回答の通り、国庫補助事業完了後一定
期間を経過した幼稚園園舎に，定員減に
より余裕が生じることがあり、この場合、国
庫補助完了後１０年を超える期間を経過し
ていなくても、補助金相当額の国庫納付を
補助金相当額の国庫納付を要せず転用を
承認する取扱を行っている。

1142020 仙台市

幼稚園と
保育所の
施設の共
用化によ
る待機児
童対策特
区

幼稚園を保育所
として活用する場
合の財産処分制
限の緩和

幼稚園施設として整備した施設を財
産処分制限期間前に用途変更する
場合の当該幼稚園施設整備費補助
金の返還を，保育所施設併設する
ための用途変更の場合には，これを
免除すること。

幼稚園設置者が幼稚園児の空定員を活
用し，保育所を合築して併設または同一
敷地内に設置することにより，効果的に
幼保一元化事業を行おうとするもの。こ
れにより一ヶ所あたり６０人程度の保育
所の創設が図られ，市内の各所に点在
する地域の待機児童の解消が可能とな
る。その結果，仕事と子育ての両立支援
が図られ，少子化の抑制，女性の社会進
出，母子・父子家庭の自立生活促進が期
待される。また，保育士・栄養士及び調理
員等，大幅な地域雇用の創造，建設工事
発注による経済効果も期待され，さらに
空定員が見られる幼稚園経営の安定化
も図られる。

080710
保育園児と
幼稚園児の
資格融合

文部科学省関
係構造改革特
別区域法第二
条第三項に規
定する省令の
特例に関する
措置及びその
適用を受ける
特定事業を定
める省令
　（平成十五年
三月三十一日
文部科学省令
第十八号）

幼稚園の学級定員の範
囲内で幼稚園に在籍しな
い同年齢帯の幼児の教
育・保育活動への参加が
可能となっている。

D-1

幼稚園と保育所の共用化施設を設
置することは現行制度でも可能であ
る。また、特区において、幼稚園に
おける幼稚園児と保育所児等の合
同活動を行うための特例を措置済
みである。

また、「経済財政運営と構造改革に
関する基本方針２００３」（平成１５年
６月２７日閣議決定）に基づき、就学
前の教育・保育を一体として捉えた
一貫した総合施設の実現に向け検
討を進めている。

3059010

株式会
社東京
リーガル
マインド

保育クラ
スター特
区

保育園児と幼稚
園児の資格融合

現行法で認められていない保育児と
幼稚園児の資格の併有を認めるこ
ととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立し、長時間保育、
就学前教育など保護者のニーズに応じた
多様な保育サービスを提供します。

080720
保育所と幼
稚園の管理
者の一元化

幼稚園設置
基準第５項
第４条

幼稚園の園長は保育所
長を兼ねることができる。

D-1
幼稚園の園長は保育所長を兼ねる
ことができる。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

弊社の提案の趣旨は幼稚園の園長と保育所長を兼ねるのではなく、一
つの新たな管理者資格を創設することです。添付資料で述べたように同
一人物の資格併有では、対外的な交渉に混乱をきたす、手続が煩雑に
なるなど無意味なコストがかさみます。そのような事態を打破するために
本案を提出しましたが、この点について貴省からの回答では、全く触れ
られておりません。ご検討の上、回答をお願いいたします。

Ｄ－１

幼稚園の園長と保育所長を兼務させるこ
とが現行制度でも可能であるので、提案に
あるような、幼稚園と保育所の一体的な運
営を行う施設の統一的な管理者をおき、
対外的な交渉を一本化したり管理責任を
明確にすることは可能である。

3059020

株式会
社東京
リーガル
マインド

保育クラ
スター特
区

学校教育法第八
十一条の一部適
用除外

近隣の保育所と幼稚園の設置管理
者が同一人物の場合、管理者を一
元化し、園長を配置しなくてもよいこ
ととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立します。こども園設
立により、国民の多様な保育ニーズに応
えることができ、少子社会対策に貢献す
ることができます。

080720
保育所と幼
稚園の管理
者の一元化

幼稚園設置
基準第５項
第４条

幼稚園の園長は保育所
長を兼ねることができる。

D-1
幼稚園の園長は保育所長を兼ねる
ことができる。

5150042

株式会
社東京
リーガル
マインド

学校教育法第八
十一条の一部適
用除外

近隣の保育所と幼稚園の設置管理
者が同一人物の場合、管理者を一
元化し、園長を配置しなくてもよいこ
ととします。

各保育施設の機能を備えた子育て総合
施設（こども園）を設立します。こども園設
立により、国民の多様な保育ニーズに応
えることができ、少子社会対策に貢献す
ることができます。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080730

認定自治体
の長による
幼稚園教員
資格の付与

教育職員免
許法第5条

幼稚園教員の免許状
は、教育職員免許法等に
定める基準に基づき、授
与権者である都道府県
教育委員会が授与する
こととなっている。

C 1

　学校教育の成否は教員の資質に
よるところが大きく、教員の専門性を
公証する教員免許状は、一定水準
を確保する等のために、教育職員免
許法等に定める基準により、都道府
県教育委員会が授与することが適
当である。
　現状においても、特区において特
色ある教育を行うにあたって、授与
要件を満たしていれば、必要な者に
支障なく免許状の授与が行われて
いるいるとともに、毎年4万件弱ほど
幼稚園教員免許状が授与されてお
り、特区において優れた人材を確保
する上で支障をもたらしているとは
考えられない。

この提案は、地方自治体が地域にあった教員を登用する
ため、幼稚園教員資格を付与する基準を自ら定め、資格
を付与しようとするものである。貴省の回答では、教員免
許状授与について（全国的に）一定基準を確保する必要
があるとしているが、免許の有効な範囲を当該地方自治
体に限定するなどの一定の条件を付すことにより、権限を
委譲できるのではないか。具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

別紙参照 ｃ

学校教育の成否は教員の資質によるとこ
ろが大きく、幼稚園をはじめ、学校教育法
上の学校の教員の専門性を公証する普通
免許状は、公平性などを確保するために、
都道府県ごとに独自の基準を定めるので
はなく、教育職員免許法等に定める基準
によることが必要である。

3059050

株式会
社東京
リーガル
マインド

保育クラ
スター特
区

学校教育法第八
条の規定の一部
除外

幼稚園教員資格を付与する基準を
特区認定自治体が独自に創設し、
長の名において資格付与できること
とします。

保育士と幼稚園教員免許の併有を促進
することで、利用者の多様な保育ニーズ
に応えていきます。

080730

認定自治体
の長による
幼稚園教員
資格の付与

教育職員免
許法第5条

幼稚園教員の免許状
は、教育職員免許法等に
定める基準に基づき、授
与権者である都道府県
教育委員会が授与する
こととなっている。

C 1

　学校教育の成否は教員の資質に
よるところが大きく、教員の専門性を
公証する教員免許状は、一定水準
を確保する等のために、教育職員免
許法等に定める基準により、都道府
県教育委員会が授与することが適
当である。
　現状においても、特区において特
色ある教育を行うにあたって、授与
要件を満たしていれば、必要な者に
支障なく免許状の授与が行われて
いるいるとともに、毎年4万件弱ほど
幼稚園教員免許状が授与されてお
り、特区において優れた人材を確保
する上で支障をもたらしているとは
考えられない。

この提案は、地方自治体が地域にあった教員を登用する
ため、幼稚園教員資格を付与する基準を自ら定め、資格
を付与しようとするものである。貴省の回答では、教員免
許状授与について（全国的に）一定基準を確保する必要
があるとしているが、免許の有効な範囲を当該地方自治
体に限定するなどの一定の条件を付すことにより、権限を
委譲できるのではないか。具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

ｃ

学校教育の成否は教員の資質によるとこ
ろが大きく、幼稚園をはじめ、学校教育法
上の学校の教員の専門性を公証する普通
免許状は、公平性などを確保するために、
都道府県ごとに独自の基準を定めるので
はなく、教育職員免許法等に定める基準
によることが必要である。

5150045

株式会
社東京
リーガル
マインド

学校教育法第八
条の規定の一部
除外

幼稚園教員資格を付与する基準を
自治体が独自に創設し、長の名に
おいて資格付与できるようこととしま
す。

保育士と幼稚園教員免許の併有を促進
することで、利用者の多様な保育ニーズ
に応えていきます。

080740
幼稚園の入
園年齢の緩
和

学校教育法
第８０条

幼稚園に入園できる者
は、満３歳から小学校就
学前の幼児とされてい
る。

特例番号８０６において、
満２歳になった翌日以降
の年度の初めから幼稚
園に入園することが可能
となっている。

D-2

特例番号８０６において、満２歳に
なった翌日以降の年度の初めから
幼稚園に入園することのできる特例
を措置済である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

弊社の提案の趣旨は、入園年齢を引き下げることを目的としているので
はなく、入園年齢を緩和し、保護者の求めに応じて何歳からでも幼稚園
段階の教育を施すことを可能とすることです。児童によって発達段階は
異なるにも関わらず年齢で区切ることに合理性は見当たりません。いか
なる年齢からでも幼稚園教育を開始できるように改正すべきです。万が
一、弊社の提案に合理性がないと判断されるのであれば①なぜ利用者
の要望よりも国の基準を優先させるべきであるのか、②また、なぜその
年齢基準に妥当性があると考えられるのか及び根拠の列挙③貴省の判
断が正しいと確認できる客観的証拠、以上の点を納得できるようご回答
いただけるようお願いいたします。

Ｄ－２

　幼稚園の教育は、集団生活の中でさま
ざまな体験を通じて生きる力の基礎を培う
ものである。０歳や１歳の乳幼児において
は、その発達段階上、３～５歳児と同様の
教育は成立し得ない。
　幼稚園未就園の乳幼児に関しては、現
在、全国の幼稚園において、保護者の求
めに応じて、親子登園や園庭・園舎の開
放などの子育て支援の取り組みが行われ
ているところである。

3059080

株式会
社東京
リーガル
マインド

保育クラ
スター特
区

入園年齢の緩和
幼稚園入園年齢要件を満３歳以下
に引き下げます。

こども園においては、３歳に満たない児
童に対しても教育を施します。

080740
幼稚園の入
園年齢の緩
和

学校教育法
第８０条

幼稚園に入園できる者
は、満３歳から小学校就
学前の幼児とされてい
る。

特例番号８０６において、
満２歳になった翌日以降
の年度の初めから幼稚
園に入園することが可能
となっている。

D-2

特例番号８０６において、満２歳に
なった翌日以降の年度の初めから
幼稚園に入園することのできる特例
を措置済である。

5150048

株式会
社東京
リーガル
マインド

入園年齢の緩和
幼稚園入園年齢要件を満３歳以下
に引き下げます。

こども園においては、３歳に満たない児
童に対しても教育を施します。

080750
教育委員会
の必置規定
の廃止

地方自治法
第１８０条の
５第１項
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第２
条

地方公共団体において
は、教育の政治的中立
性等の確保の観点から、
教育に関する事務を執
行するために、選挙で選
ばれる首長からは独立し
た合議制の執行機関とし
て教育委員会を設置する
こととされている。

C

教育においては、その中立性の確
保は極めて重要であることから、選
挙で選ばれる首長からは独立した合
議制の執行機関である教育委員会
が教育事務を執行することにより、
個人的な価値判断や特定の党派的
影響力から中立性を確保し、安定
性、継続性の確保を担保するととも
に、多様な民意を反映する制度と
なっている。
教育委員会を廃止して首長が直接
教育事務を執行することは、教育行
政の中立性等を担保できない。な
お、代替措置として提案されている
審議会は諮問機関に過ぎず執行権
限が無いため、教育行政の中立性
等を確保することは困難である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

本提案は、首長が教育事務を執行するのではなく、合議制の教育委員
会が保有している権限を常勤の教育長の権限とすることにより、教育に
対する責任の所在の明確化と、山積する教育課題に迅速に対応しよう
とするものである。
貴省の回答にある「教育の中立性」は、教育行政の根幹を司る文部科
学省自身も、政治的背景を持つ大臣が意思決定権限者であることを鑑
みれば、論理矛盾をおこしているのではないか。
貴省がその回答において懸念されている「教育の中立性」については、
提案書の代替措置において、条例の制定により確保すると記載している
とともに、「民意の反映」についても、審議会を設置することにより、より
広範な民意反映を目指すなど、それら懸念の点を払拭するための対策
を講じることを念頭に置いている。
貴省においては、都道府県と市町村の教育委員会制度の抜本的な見
直しを中央教育審議会に諮問するとのことだが、上記のような点を踏ま
え、教育委員会の必置規定の廃止についても、中央教育審議会の検討
対象とするよう再検討され、その見解及び今後の対応について、具体的
に提示されたい。

ｃ

教育行政に関する具体的な事務は、現行
制度においても、教育委員会の決定する
基本的な方針に基づいて教育長が責任を
もって執行しており、教育課題に迅速に対
応できる仕組みとなっている。
また、地方公共団体は、学校の設置管理
をはじめ、地域における教育行政を直接
実施する役割を担っているのに対し、国
は、制度の枠組みや全国的な基準の設定
等を行うことを主たる役割としている。した
がって、行政機関の在り方について、国と
地方公共団体を同列に論じることはできな
い。
代替措置として提案されている審議会に
ついては、前回回答したように、審議会は
諮問機関に過ぎず執行権限が無いため教
育行政の中立性等を確保することは困難
である。

1117020 志木市
地方自治
解放特区

教育委員会の必
置規定の廃止

　地方自治法で必置とされている教
育委員会を地域の実情に応じて廃
止し、教育長の権限を強化する。地
方自治法第１８０条の５第１項第１号
を「置くことができる。」に改める。

　教育に対する責任の所在を明確化する
とともに、山積する教育課題に迅速に対
応する。

080760
教育に関す
る事務の分
担

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第２
３条、第２４
条

地方公共団体において
は、教育の政治的中立
性等の確保の観点から、
教育に関する事務は、選
挙で選ばれる首長からは
独立した合議制の執行
機関である教育委員会
が行うこととされている。

C

教育においては、その中立性の確
保は極めて重要であることから、選
挙で選ばれる首長からは独立した合
議制の執行機関である教育委員会
が教育事務を執行することにより、
個人的な価値判断や特定の党派的
影響力から中立性を確保し、安定
性、継続性の確保を担保するととも
に、多様な民意を反映する制度と
なっている。
このため、教育委員会と首長との職
務分担を法律上明記することが必要
であり、これを教育委員会と長との
協議に委ねると、教育行政の中立性
等を担保できなくなるおそれがある。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

本提案は、生涯学習分野や健康づくり分野、青少年の健全育成分野な
ど、首長部局とが教育部局で重複する分野を協議により分担し、効率的
な行政運営を展開しようとするものである。
貴省の回答にある「教育の中立性」は、教育行政の根幹を司る文部科
学省自身も、政治的背景を持つ大臣が意思決定権限者であることを鑑
みれば、論理矛盾をおこしているのではないか。
貴省がその回答において懸念されている「教育の中立性」については、
事務の分掌を規定する条例に明記することにより確保するなど、懸念の
点を払拭するための対策を講じることを念頭に置いている。
貴省においては、都道府県と市町村の教育委員会制度の抜本的な見
直しを中央教育審議会に諮問するとのことだが、上記のような点を踏ま
え、首長部局と教育部局の事務の分担の協議についても、中央教育審
議会の検討対象とするよう再検討され、その見解及び今後の対応につ
いて、具体的に提示されたい。

ｃ

前回回答したように、教育の中立性を確
保するためには、教育委員会と首長との
職務分担を法律上明記することが必要で
あり、これを教育委員会と長との協議に委
ねると、教育行政の中立性等を担保でき
なくなるおそれがある。
教育委員会と首長部局は、日常的に連絡
調整を実施すること等により、相互に関連
する事務を効果的に連携して執行すること
が可能であり、実際に、多くの地方公共団
体においては、教育委員会と首長部局の
職員で構成される連携組織を設けて相互
に関連する施策を推進している。
また、地方公共団体は、学校の設置管理
をはじめ、地域における教育行政を直接
実施する役割を担っているのに対し、国
は、制度の枠組みや全国的な基準の設定
等を行うことを主たる役割としている。した
がって、行政機関の在り方について、国と
地方公共団体を同列に論じることはできな
い。

1117070 志木市
地方自治
解放特区

教育に関する事
務の分担

　地方教育行政の組織及び運営に
関する法律で規定されている教育に
関する事務を協議のうえ長と分担す
る。地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第２３条を「長と協議
のうえ分担し、それぞれ管理及び執
行する」に改める。

　自治体の創意工夫により無駄を省き、
効率的な行政運営を展開する。

080770

校舎等の建
設に経費に
ついて市負
担部分の起
債の可能化

義務教育諸
学校施設費
国庫負担法
第３条第１項

公立学校の施設整備に
係る経費については、義
務教育諸学校施設費国
庫負担法等に基づき、国
がその一定割合を補助し
ている。

Ｅ
起債の許可方針については、当省
は判断できる立場にない。

1189010 草加市

草加の教
育特区
（学校施
設整備に
係る地方
債許可条
件の見直
し）

校舎等の建設に
係る経費につい
て市負担部分の
起債を可能とす
る。

校舎等の建設に係る経費について
国庫補助対象外の市負担部分につ
いて起債を可能とする。

校舎等の建設に係る経費について国庫
補助対象外の市負担部分について起債
を行う。
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080780

公立小学校
の余裕教室
における民
間活用の容
認

現行においても、学校施
設の目的外使用につい
ては、学校の設置者たる
教育委員会の判断により
対応可能。

Dー１
現行においても、学校施設の目的外
使用については、学校の設置者たる
教育委員会の判断により対応可能。

2023060 仙台市
国際知的
産業特区

公立小学校の余
裕教室における
民間活用の容認

学校内の一部遊休施設を公益的な
範囲内で多目的に活用するための
目的外使用の緩和

公立小学校の余裕教室を地域の高齢者
に開放し、痴呆予防の学習療法を兼ねた
生涯学習と、高齢者と児童との学習交流
による社会教育を実施するための「地域
活性化学習教室」を、学校教育の支障の
ない範囲内において、株式会社等の民間
企業の活用を図りながら開設するもの。
これにより、社会教育の新たな担い手と
なる地域ビジネスの創設と地域雇用の促
進を図りながら、高齢者の痴呆予防・健
康増進による介護・医療費の削減と、高
齢者と児童との交流による学校を核とし
た新たな地域コミュニティの形成が期待
できる。

080790

余裕教室の
活用に関す
る財産処分
の制限の緩
和

・公立学校施
設整備費補
助金等に係
る財産処分
の承認等に
ついて（平成
９年11月20
日文部省教
育助成局長
通知）
・（補助金等
に係る予算
の執行の適
正化に関す
る法律第22
条）

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
第２２条により、補助金等の
交付を受けて整備した学校
施設を補助金等の交付の
目的に反して使用、譲渡等
の処分を行うには、次のい
ずれかを除き文部科学大臣
の承認を得ることが必要と
されている。(i)補助金等の
全部に相当する金額を国に
納付した場合、(ii)文部科学
大臣が定める処分制限期
間を経過している場合。な
お、これまでに財産処分手
続きの簡素化を図ってきて
おり、現在は左記通知によ
り、原則として概ね10年を経
過した学校施設の社会教
育・体育施設、文化施設、
児童・高齢者・障害者福祉
施設等の公共用又は公用
施設への無償による転用に
ついては、当該地方公共団
体から国への納付金が不
要であることが明確化され
ている

D－１

国庫補助事業完了後１０年を経過し
た学校施設を地方公共団体におい
て社会教育施設として転用する場
合、国庫納付金を不要とするととも
に、報告をもって承認があったものと
して取扱うこととしている。また、転
用後の施設を民間団体に使用させ
ることは、当該地方公共団体の判断
により可能である。

地域再生の推進に当たって、施策の利便性の向上が重要
であることから、国庫補助完了後１０年を経過していない
場合についても提案の趣旨が実現できないか、再度検討
し回答されたい。

Ｄ－１

国庫補助を受けて整備された公立学校施
設の設置者において地域再生計画を定め
ることとし、その中で、（１）地域再生の観
点から実施される事業の具体的な内容と
必要性、（２）（１）の事業を実施するに当た
り、廃校施設又は余裕教室を利用する必
要性と緊急性等を明らかにした上で、廃校
施設等の利用が地域再生に資するものと
判断される場合には、国庫補助事業完了
後１０年を経過していない廃校施設等で
あっても、その財産処分手続において、国
庫納付金を不要とする取扱いをする方向
で検討することとする。（なお、この取扱い
は、地域再生の推進の観点から行うもの
であり、構造改革特区において構ずるもの
ではない。）

2023070 仙台市
国際知的
産業特区

余裕教室の活用
に関する財産処
分の制限の緩和

国庫補助を受けた公立学校施設の
一部である余裕教室を、社会教育
の一環として兼用し、定時的に民間
活用する場合における財産処分の
承認手続きと納付金の取り扱いに
関する制限の緩和を求めるもの。

公立小学校の余裕教室を地域の高齢者
に開放し、痴呆予防の学習療法を兼ねた
生涯学習と、高齢者と児童との学習交流
による社会教育を実施するための「地域
活性化学習教室」を、学校教育の支障の
ない範囲内において、株式会社等の民間
企業の活用を図りながら開設するもの。
これにより、社会教育の新たな担い手と
なる地域ビジネスの創設と地域雇用の促
進を図りながら、高齢者の痴呆予防・健
康増進による介護・医療費の削減と、高
齢者と児童との交流による学校を核とし
た新たな地域コミュニティの形成が期待
できる。

080800

公共施設の
補助金返還
を要さない
貸与等の容
認

・公立学校施
設整備費補
助金等に係
る財産処分
の承認等に
ついて（平成
９年11月20
日文部省教
育助成局長
通知）
・（補助金等
に係る予算
の執行の適
正化に関す
る法律第22
条）

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
第２２条により、補助金等の
交付を受けて整備した学校
施設を補助金等の交付の
目的に反して使用、譲渡等
の処分を行うには、次のい
ずれかを除き文部科学大臣
の承認を得ることが必要と
されている。(i)補助金等の
全部に相当する金額を国に
納付した場合、(ii)文部科学
大臣が定める処分制限期
間を経過している場合。な
お、これまでに財産処分手
続きの簡素化を図ってきて
おり、現在は左記通知によ
り、原則として概ね10年を経
過した学校施設の社会教
育・体育施設、文化施設、
児童・高齢者・障害者福祉
施設等の公共用又は公用
施設への無償による転用に
ついては、当該地方公共団
体から国への納付金が不
要であることが明確化され
ている

Ｃ

現行制度は、国庫補助金を受けて
整備された公立学校施設が国有財
産と同様の性格を持つことを踏ま
え、私学助成を受けられる学校法人
に限り減額貸付等が認められている
国有財産制度に準じて制度設計を
行っており、対応は困難。

貴省の回答にあるように「国庫補助金を受けて整備された
公立学校施設が国有財産と同様の性格を持つ」とすれ
ば、第３次提案の貴省の回答（081310）にあるように適正
な対価により貸与することは可能か。
また、地域再生の推進に当たって、施策の利便性の向上
が重要であることから、提案の趣旨が実現できるよう、具
体的に検討し回答されたい。

Ｃ

適正な対価により公立学校施設を貸与す
ることは、国庫補助金を受けて整備された
場合であっても可能である。なお、現行制
度は、国有財産制度を踏まえたものであ
ることから、制度の見直しに当たっては、
国有財産制度の見直しがなされる場合に
併せて検討するべきものである。

3107010

NPO法人
東京シュ
タイナー
シューレ

小規模学
校育成プ
ロジェクト

公共施設の補助
金返還を要さな
い貸与等の容認

建設に補助金を利用した学校が廃
校となり財産処分する場合、納付金
の国庫への納付を要さない条件に、
学校設置ＮＰＯ法人への貸与を追加
する。(廃校の借用を前提として特区
認定申請を行うＮＰＯ法人を含む）

事業想定地域において統廃合された小
学校施設を利用し、小規模な学校を設置
する。具体的には2005年に廃校になる小
学校施設を使って小中一貫校を、すでに
廃校になっている小規模小学校を利用し
て高等部を開設することを計画している。

080810

学校を設置
するＮＰＯ法
人に対する
減額貸付の
要件の緩和

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、財政上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から再度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「本提案は、特区における特例措置として学校の設置主体とな
ることが認められた法人に対して、財政上の優遇措置を求めるものであ
り、本基本方針に鑑み、検討要請事項の対象とはなり得ない。」という回
答をしているが、本提案は、「従来型の財政措置の拡大を求めるもの」
ではなく、学校を設置する学校法人とＮＰＯ法人のように法人格は違うも
のの同様の事業を実施している者に対する当該事業実施を円滑に進め
るための措置について「競争条件の公平化（イコールフッティング）」を求
めるものであり、そのような提案が検討対象であることは、昨年１０月３
日付け構造改革特別区域推進本部ＨＰにおいて提案募集を始めた際
の、別紙１－１の別添１の２．（注）に記載されており、その回答において
懸念されていると想定される「公の支配」という点については、提案書の
代替措置の内容において、「貸与財産の使用目的はろう児に対する教
育のための活動に限定し、また、夜間、休日等は地域社会との交流の
場として活用することに限定する。学期末等に定期的に特区を申請する
自治体の長のもとに、設置された第三者機関（特区学校審議会）の監査
人が、その利用状況について立入調査を実施する。目的外使用等がみ
られた場合には、特区を申請する自治体の長により、財産貸与を終了す
る。」と記載しているように、それらの懸念の点を払拭するための対策を
講じることを念頭においているところ。したがって、上記のような点を踏ま
え、本提案の「学校を設置するＮＰＯ法人に対する減額貸付の要件の緩
和」について再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提
示されたい。

２００３年７月にカナダで開催された世界ろう
者会議にて当ＮＰＯ法人理事は日本におけ
るろう教育の現状と龍の子学園の実践につ
いてプレゼンテーションを行い（補足１）世界
からも注目され、世界で唯一ろう総合大学で
ある米国立大学ギャローデット大学の学長も
その内容について評価され、同年１１月に来
日された際にも直接お会いして龍の子学園
の「バイリンガルろう教育実践研究プロジェク
ト」への協力要請についても承諾を得てい
る。（補足２－１及び和訳：補足２－２）。ま
た、同年１２月には龍の子学園のバイリンガ
ルろう教育の具体的な教育内容について、
同大学から実際に視察がありその教育の質
について評価を得ている。

E

文部科学省は有権解釈する立場にはない
が、現在、私学助成を受けられる学校法
人に限り減額貸与等が認められているこ
とに鑑みれば、減額貸与等は憲法との関
係もあり、困難と考えられる。

3102040

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活
動法人
バイリン
ガル・バ
イカル
チュラル
ろう教育
セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

学校を設立・経営
するＮＰＯ法人に
対し国有財産特
区を申請する自
治体の長

第２次提案において、「一定の実績
のある不登校児童生徒等」のNPO
法人による学校設立の可能性が開
かれたところ、これらの法人が校地・
校舎として利用するにために、国有
財産を譲与・貸与する際の要件を緩
和し、貸与等ができる対象に特区法
４条８項の認定を受けた自治体の特
区内に設置される特区法１３条に規
定する学校設置非営利法人を追加
する。

東京都内でろう者自身が日本で初めてバ
イリンガルろう教育を行ってきたＮＰＯ龍
の子学園。その成果は保護者の方々を
はじめ評価され、関東近県はもとより全
国から通ってきている。役割は日本のバ
イリンガルろう教育の実践研究であり、新
しい選択肢の一つとしてその成果を全国
に広めることである。ろう者教師が中心と
なって教えることでろう児は母語（日本手
話）で聴児と同等のコミニュケーションが
でき指導・授業内容は聴児と同等であ
る。また、成人ろう者、ろう児の集団から
まさに生きる力の習得することができる
大切な学びの場である。また、夜間や休
日においては地域社会との交流を行い、
ろう者・手話の理解と平等な社会の構築
に向けて公共の利益に寄与するものであ
る。国有財産ならびに譲与貸付対象の施
設（既存学校）の部分借用や共用利用等
が可能となる。

080820

幼・保・小・
中一貫教育
のためのゼ
ネラルマネ
ジャーの創
設

　校長、教頭、教諭、養
護教諭及び事務職員以
外の職員を小学校等に
置くことが可能であるとと
もに（学教法28条2項
等）、同一公共団体にお
いて、それぞれに置かれ
た職や保育所を監督する
立場の職員を兼務するこ
とは可能（地公法17条）。

Ｐ
　提案者の具体的要望を確認中。

提案者の要望を確認の上、早急に回答されたい。

　１２月２２日付けで問合せメールが入り、急遽決裁をとり１２月２４日に
お答えしたが、協議中とされたままになっている。この２４日の答えに対
する見解はいつ出されるのか。今回のように変則となった場合、見解が
出されるときには連絡をいただけるか、または事前にいつ出るかを明確
にしていただきたいものです。また、その見解に対する質問や意見表明
はどの程度まで可能なのでしょうか。前回（１２月２２日）のように速やか
に回答せよと言われても、即刻は決裁が受けられない場合があるので、
期日（期間）も併せてお示しいただきたいと思います。

Ｄ－１

　一貫した教育理念の下、各学校を総合
的に指導することについては、それを職務
内容とする職を教育委員会に設置するこ
とにより、提案の実現は可能（「ゼネラルマ
ネージャー」等の職名を用いることに現行
制度上の規制はない）。当該職員に、さら
に校長として学校における日常的な業務
等を行わせようとする場合には、当該職と
校長を兼務させることにより、提案のよう
な勤務形態を取ることも可能。
　また、保育所を監督する立場の職を兼務
することも、双方の任命権者の協議により
可能。

1010010 上勝町

　教育ゼ
ネラルマ
ネー
ジャー特
区

教育ゼネラルマ
ネージャー特区

　学校教育法７条の規定による校長
の兼務により、幼・保及び小・中の
義務教育並びに保護者を含めた一
貫教育を進めるためのゼネラルマ
ネージャーを設置する。

　学校教育法７条の規定による校長の兼
務により、幼・保及び小・中の義務教育並
びに保護者を含めた一貫教育を進める
ためのゼネラルマネージャーを設置す
る。

080830

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）方式に
よる公立小
中一貫校の
設置

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、新たに小中一貫校を設置
するというものであり、これについて検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項は次に掲げる教育効果を得るために、
公立校として小中一貫校を新たに設立するための提案です。① 【基礎
基本の確実な定着】　無学年スキル学習により、基礎的･基本的な学習
内容の確実な定着がはかれる。② 【社会人として自立していける資質・
能力の育成】学習リテラシー教育により、情報を取り扱う力、コミュニ
ケーションする力などを養い、社会人として自立してくことのできる資質・
能力の育成を図る。③ 【道徳・特別活動・「総合的な学習の時間」の充
実】　９年間を通じた「生き方指導」の実現、発達段階に応じた適切な内
容・課題の設定、多様な年齢集団との交流による価値観の拡大などに
より、これらの授業を充実できる。④ 【教師の視野の拡大と力量形成】
小中一貫校の実現により、教員の視野の拡大および力量形成、資質の
向上、「開かれた教師」の実現ができる。⑤ 【教育改革の推進】小中一
貫校の実現により、区の他の学校の特色のある学校づくりや、地域に開
かれた地域の中にある学び舎としての学校づくり、小中連携教育を推進
が図れ、また、杉並以外の近隣地域の公立学校の運営のあり方に大き
な影響を与え、さらには教育の地方分権を加速する役割を果たすと考え
ております。
　これらを踏まえ、公設民営とは別に、学校教育法の特例として、小中一
貫校の設立についての貴省のご見解を具体的にお教えください。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管
理運営委託の在り方については、「骨太の方
針2003」や「構造改革特区の第３次提案に対
する政府の対応方針」等を踏まえ、現在、中央
教育審議会において検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学
校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、
①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めの教育委員会制度との整合性を確保する必
要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについ
て、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維
持向上が図られるよう、国の責任で新たな財
政支援制度を設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区に
おいて直ちに導入することは困難。
なお、学習指導要領等の教育課程の基準によ
らない教育課程を編成・実施することについて
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載
のある「構造改革特別区域研究開発学校設置
事業（802）」により実施可能である。

1074010 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

公立小中一貫校
の設置

現在の学校教育法１条では小学
校、中学校、高等学校、中等教育学
校、大学、高等専門学校、盲学校、
聾学校、養護学校、幼稚園を学校と
しているが、新たに小中一貫校を
「（仮称）初等教育学校」として設置
する。

現在の小学校及び中学校の区切りをなく
し、小学校の教育課程と中学校の教育課
程を一貫した課程で実施する小中一貫の
学校を設置する。

26／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080840

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）方式に
よる全寮制
学校の区域
外設置

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、全寮制の学校を区域外に
設置するというものであり、これについて具体的に検討し
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項は、資料に示した全寮制学校の区域
外設置について、公設民営とは別に、貴省のご見解を具体的にお教えく
ださい。

Ｃ

本提案の前提である公立学校の民間への管理運
営委託の在り方については、「骨太の方針2003」や
「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応
方針」等を踏まえ、現在、中央教育審議会において
検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学校を
地方独立行政法人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確保するための
教育委員会制度との整合性を確保する必要がある
こと
②公立学校の教職員の身分の取扱いについて、慎
重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維持
向上が図られるよう、国の責任で新たな財政支援
制度を設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区におい
て直ちに導入することは困難。
なお、全寮制学校の区域外設置については、昭和
34年文部省初等中等教育局長回答にあるとおり、
実施可能であるが、その際は所管する教育委員会
の適切な管理が行われることが重要である。

昭和34年文部省初等中等教育局長回答
「市町村が小中学校を設置するに当たっては、これ
をその区域内に設けることを原則とするが、その区
域内に教育上適当な校地が得られない等やむを得
ない事由がある場合においては、これを区域外に
設けることができる。
この場合においては、地方自治法第210条（※）に
規定する関係地方公共団体との協議を行うべきも
のと解する」（※現行においては地方自治法第244
条の3）

1074020 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

全寮制学校の区
域外設置につい
ての規制緩和

区市町村の区域外に学校を設置す
るのは、区域内に適当な校地が得
られないなどのやむを得ない理由に
よることが必要であるが、区市町村
の区域内の学校では実現できない
カリキュラムを実施する目的のため
に、区域外に学校を設置する。

区では、静岡県南伊豆町に学校教育法
第７５条に定める虚弱児の特殊学級とし
て「南伊豆健康学園」を設置している。こ
の学園を廃止し、新たに全寮制の小中一
貫校を設立し、南伊豆町の良好な環境を
生かしたカリキュラムを実施する。

080850

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の休業
日の変更

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、公立学校における休業日
を変更するというものであり、これについて具体的に検討
し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項は、特色ある教育を実施するため土曜
日の授業が必要になることから提案しているものです。公設民営とは別
に貴省のご見解をお教えください。

Ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公設
民営について、現在、中央教育審議会で検討
中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公立学
校を地方独立行政法人制度の対象とすること
については、
①教育行政の中立性や安定性を確保するた
めの教育委員会制度との整合性を確保する必
要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いについ
て、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準の維
持向上が図られるよう、国の責任で新たな財
政支援制度を設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特区に
おいて直ちに導入することは困難。
　なお、土曜日等の休業日に、教職員が参加し
て児童生徒の多様な学習機会を提供すること
は現在でも可能である。また、教職員の勤務に
ついては、学校の休業日と教職員の週休日と
を必ずしも一致させる必要はなく、条例の定め
るところにより、教育委員会ないし校長の判断
で割り振ることが可能である。
　ただし、学校週５日制の趣旨及び導入までの
経緯等を踏まえれば、土曜日を定例的に授業
日とするなど、土・日曜日を学校の休業日とす
る規定について特例を設けることは適当でな

1074140 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

公立小中学校の
休業日の変更

公立学校における休業日を変更し、
土曜日に「学習リテラシー」習得の
ための授業を行う。

小中一貫校で行う上乗せ授業として、新
たな学習プログラムを開発し、児童･生徒
が将来社会人として自立していけるよう
な、資質･能力の育成を目指す「学習リテ
ラシー」を習得する。この習得の時間は、
平日の放課後及び土曜日に学校を開設
し、この時間をあてる。

080850
公立小中学
校の休業日
の変更

学校教育法
施行規則47
条、55条、65
条

学校教育法47条等により
公立小・中・高等学校の
休業日は
１．国民の祝日に関する
法律に規定する日
２．日曜日及び土曜日
３．学校教育法施行規則
29条の規定により教育委
員会が定める日
と規定されている。

c

　学校週五日制の趣旨は、学校、家庭、
地域がそれぞれの特色を発揮しながら、
協力して社会全体で子どもを育てていこ
うとするものである。これにより、子ども
の学びを支える社会体験、自然体験な
どの多様な体験の機会の拡大をねらい
としており、平成４年の月１回の実施以
来１０年間かけて着実に進めてきたもの
である。
　これを受け、それぞれの自治体におい
て、学校・家庭・地域社会が連携しなが
ら、土・日曜日や平日の放課後に児童生
徒の多様な学習機会を提供することは、
積極的に行われるべきものであり、この
中には、例えばいわゆる基礎学力の定
着を図る活動も含まれる。しかしながら、
学校週５日制の趣旨及び導入までの経
緯を踏まえれば、土・日曜日を休業日と
する規定について特例を設けることは適
当でない。
　また、長期休業日については、現行制
度でも、設置者である教育委員会の学
校管理規則で期間・時期等を自由に定
めることが可能であり、地域によっては、
学校の裁量で期間を増減できるように措
置しているところもある。

提案は学校週5日制の趣旨を否定するものではなく、学習
効果を向上させるため地域の体験活動等を円滑に行うた
めに休日の設定方法を柔軟に行いたいとの趣旨であり、
休日を減らそうというものではない。提案の趣旨を実現す
るためにはどのようにすればよいかとの視点で再度検討し
回答されたい。

Ｃ

　土曜日等の休業日に、教職員が参加し
て児童生徒の多様な学習機会を提供する
ことは現在でも可能である。また、教職員
の勤務については、学校の休業日と教職
員の週休日とを必ずしも一致させる必要
はなく、条例の定めるところにより、教育委
員会ないし校長の判断で割り振ることが可
能である。
　なお、学校週５日制の趣旨及び導入まで
の経緯等を踏まえれば、土曜日を定例的
に授業日とするなど、土・日曜日を学校の
休業日とする規定について特例を設ける
ことは適当でない。

1075010 板橋区

未来を拓
く板橋の
教育＝２
１行動計
画

地方公務員法第
５８条第３項（労
働基準法第３２条
の４を適用除外と
する規定）の緩和

・１年単位の変形労働時間制を可能
とする。月２回、土曜日の午前中に
学校行事、生活科・総合的な学習の
時間等の体験的学習活動を地域や
保護者とともに実施する。指導に当
たる教員の勤務を要しない時間を長
期休業日にまとめ取りする。

現在本区では、土曜日に地域の人材や
教育人材バンクの登録ボランティアの参
加を得て、「生き生き寺子屋」事業を実施
している。本事業は体験的活動への参加
を通して子どもたちに生きる力を育むとと
もに、家庭や地域の教育力の向上を図る
ものである。本事業と学校の教育活動と
の連携をめざすために、教員の土曜日勤
務を可能にするよう規制を緩和したい。

080850
公立小中学
校の休業日
の変更

学校教育法施

学校教育法47条等により
公立小・中・高等学校の
休業日は
１．国民の祝日に関する
法律に規定する日
２．日曜日及び土曜日
３．学校教育法施行規則
29条の規定により教育委
員会が定める日
と規定されている。

c

　学校週五日制の趣旨は、学校、家庭、地
域がそれぞれの特色を発揮しながら、協力
して社会全体で子どもを育てていこうとする
ものである。これにより、子どもの学びを支
える社会体験、自然体験などの多様な体験
の機会の拡大をねらいとしており、平成４年
の月１回の実施以来１０年間かけて着実に
進めてきたものである。
　これを受け、それぞれの自治体において、
学校・家庭・地域社会が連携しながら、土・
日曜日や平日の放課後に児童生徒の多様
な学習機会を提供することは、積極的に行
われるべきものであり、この中には、例えば
いわゆる基礎学力の定着を図る活動も含ま
れる。しかしながら、学校週５日制の趣旨及
び導入までの経緯を踏まえれば、土・日曜日
を休業日とする規定について特例を設ける
ことは適当でない。
　また、長期休業日については、現行制度で
も、設置者である教育委員会の学校管理規
則で期間・時期等を自由に定めることが可
能であり、地域によっては、学校の裁量で期
間を増減できるように措置しているところも
ある。

提案は学校週5日制の趣旨を否定するものではなく、学習
効果を向上させるため地域の体験活動等を円滑に行うた
めに休日の設定方法を柔軟に行いたいとの趣旨であり、
休日を減らそうというものではない。提案の趣旨を実現す
るためにはどのようにすればよいかとの視点で再度検討し
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　貴省の見解によれば、学校週五日制の目的に｢学校，家庭、地域が連
携しながら、土・日曜や放課後に児童生徒の多様な学習機会を提供す
ることは、積極的に行われるべきものであり、この中には、例えば基礎
学力の定着を図ることも含まれる。」としている。土曜活用特区は、まさ
にこの目的を着実に達成するために提案したものである。もとより、学校
週五日制の基本的枠組みを壊す考えは毛頭ないもので、提案において
も土曜活用の一定の限界を予め定めることとしている。提案は必要 小
限の土曜活用をシステムとして整備することで、各学校における取り組
みを円滑かつ積極的に行われるようにするためのものである。さらに、
各学校においては従来のような横並び意識による大同小異の教育課程
ではなく、それぞれの地域の特色に応じた教育課程を組むことが可能と
なるものである。また、土曜を活用する教育課程を組む場合は、地域・
保護者の理解を得た上で行うとする条件をつけることで、教育課程への
関心や参加意欲が地域・保護者の間で高まり、地域と学校との距離が
飛躍的に縮まるものと考える。この趣旨をご理解の上、是非ともご再考
いただきたく、お願いいたします。なお、仮にこの提案が認められなかっ
たとした場合、文頭の貴省の見解から判断すると、(学校が連携するた
めには教職員の参加が不可欠であるから）学校の休業日と教職員の勤
務態様は必ずしも一致させなくてもよいという趣旨と理解してよいか？併
せてご回答ください。

Ｃ

　土曜日等の休業日に、教職員が参加し
て児童生徒の多様な学習機会を提供する
ことは現在でも可能である。また、教職員
の勤務については、学校の休業日と教職
員の週休日とを必ずしも一致させる必要
はなく、条例の定めるところにより、教育委
員会ないし校長の判断で割り振ることが可
能である。
　なお、学校週５日制の趣旨及び導入まで
の経緯等を踏まえれば、土曜日を定例的
に授業日とするなど、土・日曜日を学校の
休業日とする規定について特例を設ける
ことは適当でない。

1094010
文京区
(教育委
員会)

ゆとり教
育l土曜
活用特区

ゆとり教育[土曜
活用特区」

公立幼小中学校の休業日につい
て、一定の条件の下に「土曜日」を
除く特例を設ける。
一定の条件
特別な教育課程を希望する学校が
教育委員会に申請する。
教育委員会が適当と認めた場合に
許可する。
学校が教育委員会に申請する際、
PTA,学校運営協議会等の関係者の
意見をきく。
年間授業時間数は指導要領の時間
数を基本とするが、多少の増を認め
る考え方とする。

土曜日午前中の時間帯を利用した教育
課程を組むことが出来るようにする。この
ことにより、以下のような現状の教育課題
(国際理解、地域活動、少人数学習籐に
効果的に応える教科課程を組む。
実施例　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎月
第一土曜日を総合的学習のフィールド調
査の日とする。　　　　　　土曜日を授業日
とした分夏季休業期間を延長し、ホーム
ステイの受け入れ、派遣、留学生との交
流などの機会を増やす。
習熟度別の学習、特別な支援が必要な
学習等を集中的に行えるようにする。
NPO法人や公的教育機関の行う教育活
動に授業として参加させることができるよ
うにする。

080870

特別支援を
必要とする
児童生徒へ
の盲学校、
聾学校及び
養護学校と
同等の就学
奨励の促進

盲学校、聾
学校、養護
学校への就
学奨励に関
する法律第２
条第１項

盲・聾・養護学校に就学
する児童生徒の保護者
等に対しては、都道府県
がその就学に必要な経
費の全部又は一部を支
弁し、就学する学校の校
長を通じて交付するとと
もに、国がその経費の一
部を負担・補助している。

C

  本提案は、規制の緩和ではなく、
国庫負担・補助制度の創設を求める
ものであるため、特区として対応す
ることはできない。

　なお、特殊教育就学奨励費制度
は、盲・聾・養護学校に就学する児
童生徒の保護者等に対し、都道府
県がその就学に必要な経費の全部
又は一部を支弁し、就学する学校の
校長を通じて交付するとともに、国が
その経費の一部を負担・補助するも
のである。

地域再生を推進するに当たって、補助金の利便性の向上
が重要であることから、提案の趣旨が実現できるよう、再
度検討し回答されたい。

Ｃ

　特殊教育就学奨励費制度の目的は、
盲・聾・養護学校への就学の特殊事情に
かんがみ、その学校に就学する児童生徒
の保護者等に対し、都道府県がその就学
に必要な経費の全部又は一部を支弁（国
は、都道府県が支弁する経費の１/２を負
担）し、就学する学校の校長を通じて交付
することにより、その学校における教育の
普及奨励を図ることである。
　また、LD等の児童生徒は、その障害の
状況や就学の困難性等から現行の就学
奨励費の対象の児童生徒と同じに対応す
るのは適当でなく、かつ、現行制度の目的
の範囲内ではなく、本提案は、新たな国庫
負担・補助制度の創設を求めるものであ
るため、特区として対応することはできな
い。
　なお、都道府県や市町村が独自にLD等
の児童生徒の保護者に対してその就学に
必要な経費について補助することは現行
制度でも行うことができる。

3046030
学校法
人　国際
学園

設置基準
の援用に
よる特別
支援を必
要とする
児童生徒
のための
小中一貫
校の設置

特別支援を必要
とする児童生徒
への盲学校、聾
学校及び養護学
校と同等の就学
奨励の対応促進

障害の程度に応じ特別の場で指導
を行う「特殊教育」から障害のある
児童生徒の教育的ニーズに応じて
適切な教育的支援を行う「特別支援
教育」への転換に伴い、いじめや不
登校の直接的・間接的な原因となっ
ている学習困難・学習障害や注意
欠陥・多動性障害、高機能自閉症等
に苦しむ児童生徒に特別支援教育
を行う学校に、就学の特殊事情にか
んがみ、盲学校、聾学校及び養護
学校と同等の就学奨励を行う。

障害の程度に応じ特別の場で指導を行う
「特殊教育」から個々の児童生徒の教育
的ニーズに応じて適切な教育的支援を行
う「特別支援教育」への転換を推進し、学
習困難・学習障害や注意欠陥・多動性障
害、高機能自閉症等に苦しむ児童生徒
に全体的・総合的な対応を施すインク
ルージョン教育を小中一貫校で展開す
る。この際、特区で学校法人の校地・校
舎の自己所有要件及び小中学校設置基
準に特例を設け、多様な教育的特別支
援に柔軟かつ有効な対策を講ずる教育
を展開したいと考えている。またこのこと
で、初等教育から中等教育への橋渡しが
円滑に進み、特別支援教育の必要な生
徒の社会的自立が促進され、社会経済
の発展につながるものと考える。

27／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080880

学校評議会
制度の大
学・高校等
への導入

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、学校評議会制度を大学・
高校等へ導入するというものであり、これについて具体的
に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１．特区と『中央教育審議会』との関係について
　　『中央教育審議会』は、国家行政組織法第８条（中央教育審議会令）に基づ
き設立された機関であり、特区法に基づき設立されたものではありません。貴省
が弊社の特区申請（以下「本提案」といいます）を検討するにあたり、『中央教育
審議会』の検討結果を待つ必要はなく、特区として対応不可であることの理由と
はなりません。
２．中央教育審議会の審議内容について
①．義務教育過程の公設民営について
　中央教育審議会は幼稚園や高等学校に限って議論の対象としています。しか
し、中央教育審議会はその審議の過程において、現在の公立学校における教
育は、児童生徒や保護者の期待の高まりに十分に応えていないという批判が
様々な方面から出ていることを認める等しており、これがまさに、現在の＜国家
教育権説＞的な発想に立脚した公設公営学校による義務教育過程の在り方自
体が、行き詰まりを見せていることの証左です。したがって、義務教育過程の公
設民営も認めるべきです。
②．公設民営学校の教育の質の評価等について
　中央教育審議会では「教育の質を客観的に評価・検証する仕組みがなけれ
ば、受託者が経営的観点経営的観点から経費を削減することにより、教育の質
が低下するのではないか。」との議論がされています。しかし、経営的な観点か
らのみで経費削減等を行えば、当該受託者の運営する学校は学校を選択する
児童生徒や保護者からの支持を失うことは明らかです。そして、児童生徒や保
護者からの支持を失えば、受託者は以後当該公設学校の設置者からの委託を
取り消されるという形で厳しく判断されるのです。つまり、そのような安易な経費
削減等をするはずがなく、また客観的な評価という点については、「学校評議委
員会の設置」や「政策評価方式」の導入により可能であると考えます。

③．安定性・継続性への懸念について
　中央教育審議会や貴省におかれましては
「企業は『安定性・継続性』が確保できない恐
れがある」との議論があります。しかし、国民
が望むような望むような教育を提供するなら
ば、民間が管理・運営する公設学校であって
も当然その事業は継続し、安定、発展するも
のであります。逆に、国民が望むような教育
を提供し得ないならば、公設公営の学校でも
生徒数は減少し、事業の継続･安定は望み
得ないものです。つまりこの懸念は机上の空
論であり、あくまで観念的なものに過ぎず、
企業が管理・運営するにせよ、地方自治体
等が管理・運営するにせよ、そこに差異はな
いというべきです。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、現行制度においても、小・中・高等
学校等については、設置者の判断により
学校評議員制度を導入することは可能で
ある。

中央教育審議会の議論において、提案主体の
ニーズが積極的にくみ取られ、提案が実現で
きるよう事務局として 大限の努力を払われ
たい。
また、検討スケジュールについては未定なの
か。未定であったとしても、とりまとめの目途又
は目標を示されたい。
更に、提案主体からの意見①～③について、
貴省としての見解を明らかにされたい。

C

本提案の前提である公立学校の民間への管理運営委
託の在り方については、「骨太の方針2003」や「構造改
革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検討中であり、
学校の管理運営の在り方については、本年度中を目
途に答申を取りまとめる運びとなっているところであ
る。この点ご理解願いたい。

3060080

株式会
社東京
リーガル
マインド

教育の公
設民営特
区

学校評議会制度
の大学・高校等
への導入

大学等においても、高等学校以下に
おいても、学校評議委員制度を明確
に義務付けます。

これからの教育サービスの提供は、主体
による事前規制から活動態様による事後
規制にシフトするべきであり、特区の導入
にあたっては、学校の設置者が公設学校
の包括的な管理・運営を、民間の事業
者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」という）に委
託した場合にその責任を果たすために
も、学校評議委員制度を義務付けること
が必要であります。特区にて公教育の公
設民営を実現することで、住民のニーズ
に適う多様な教育サービスの提供が可
能となり、ひいては公設学校の活性化を
図り、時代の変化に対応できる柔軟で独
創的な発想力とリーダーシップを発揮で
きる人材の育成が可能となります。

080880

学校評議会
制度の大
学・高校等
への導入

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、学校評議会制度を大学・
高校等へ導入するというものであり、これについて具体的
に検討し回答されたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、現行制度においても、小・中・高等
学校等については、設置者の判断により
学校評議員制度を導入することは可能で
ある。

5150023

株式会
社東京
リーガル
マインド

学校評議会制度
の大学・高校等
への導入

大学等においても、高等学校以下に
おいても、学校評議委員制度を明確
に義務付けます。

これからの教育サービスの提供は、主体
による事前規制から活動態様による事後
規制にシフトするべきであり、規制改革の
実施にあたっては、学校の設置者が公設
学校の包括的な管理・運営を、民間の事
業者・ＮＰＯ等（以下「事業者等」という）に
委託した場合にその責任を果たすために
も、学校評議委員制度を義務付けること
が必要であります。規制改革にて公教育
の公設民営を実現することで、住民の
ニーズに適う多様な教育サービスの提供
が可能となり、ひいては公設学校の活性
化を図り、時代の変化に対応できる柔軟
で独創的な発想力とリーダーシップを発
揮できる人材の育成が可能となります。

080890

大学設置の
認可基準お
よびその他
の認可事項
における特
例

学校教育法
第３条、第４
条

大学を設置しようとする
者は、学校教育法第３条
及び第４条により、設置
基準に従って文部科学
大臣の認可を受けなけ
ればならない。大学を設
置しようとする者の国籍
を問わず同一の基準と手
続きが適用される内外無
差別の制度となってい
る。

Ｃ

大学の設置認可は、学校教育法・大
学設置基準等の法令により定めら
れた大学としての要件を満たすこと
を確認した上で大学としての地位を
付与するものであり、大学としての
要件を満たさないものについて大学
又は大学に準ずるものと認めること
はできない。
なお、外国の大学の日本分校の取り
扱いについては、現在、「国際的な
大学の質保証に関する調査研究協
力者会議」で検討中。

　提案は、留学することなく国内で海外の大学の特長をそ
のまま生かした大学（当該国の正式な認定帰還の認定を
受けたものに限る）の設置運営を可能とし、また、学生に
対する日本国内の大学と同等の負担軽減措置を執ること
により、大学選択の環境を整えることで、国際化教育の推
進が図られるとするものであり、この点を踏まえ再検討し
回答されたい。
　なお、貴省の回答では、「外国の大学の日本分校の取り
扱いについては、現在検討中」とあるが、具体的な検討内
容及びスケジュールを明らかにされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

日本の大学の設置認可基準が大学の質を決定する唯一の尺度である
という現在の制度は、グローバルスタンダードという視点から考えても柔
軟性を欠くものである。外国の大学の日本分校の質が認められた場合、
大学に準ずる機関と認められるのか？その場合、「日本の大学」との違
いは何か明確にされたい。

Ｃ

我が国の大学制度では、設置認可により
設置時における 低水準を担保するととも
に、設置後における定期的な認証評価の
実施、是正措置の発動などにより質保証
を図る仕組みを設けており、こうした質保
証システムに基づいて初めて我が国にお
いて大学としての法的地位が付与されるも
のである。
　なお、すでに回答したとおり、外国の大
学の日本分校の取り扱いについては、現
在、「国際的な大学の質保証に関する調
査研究協力者会議」において、諸外国に
おける制度の調査研究などを行いつつ、
検討を進めているところであり、本年度中
を目途に、検討結果についてのまとめをい
ただくことを予定している。

3049010
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

大学設置の認可
基準およびその
他の認可事項に
おける特例

学校教育法の第一章第三条におい
て、学校を設置しようとする者は、設
置基準に従いこれを設置しなければ
ならない、また第四条において設置
された学校は定められた事項につ
いて認可を受けなければならないと
ある。しかし省令の多くが、海外の
大学がその特徴をそのまま生かし
運営していくには実情に則してな
い。そこで、海外の大学がその国の
正式な認定機関から認定を受けて
いる場合は、設置の基準を満たして
いるものとして学校教育法一章の第
一条にある大学に順ずるものと認め
る。

この特例が認められることにより、第四条
の認可項目についても特例とし、運営形
態やカリキュラムの内容は従来どおり
に、補助金の給付を除く通学定期の学生
割引、学生ビザの適用など、学校教育法
一章の第一条にある大学が受ける特典
（添付資料2：米国大学日本校が大学とし
て適用されるべき特典一覧参照）を与え
るものとする。これにより、日本の大学と
より近い立場での運営が可能となり、学
生募集力の強化、カリキュラム・施設等
の拡充が実現する。さらに国際高等教育
機関として、港区の国際教育の中心的役
割を果たし、地域の国際化と経済活性化
を促す。具体的には、地域住民への学費
割引、優秀な教授陣や外国人学生の企
業、教育機関への派遣、社会人のための
スキルアップ教育の充実、テンプル教育
センタービル(添付資料1：テンプル教育セ
ンター計画参照）の建設など。

080900

校地及び校
舎の面積基
準の引き下
げ

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされている。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省の回答の通り、専門職大学院設置基準第17条に”専門職大学院の
施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教
育効果をあげることができると認められるものとする”とあり、提案書の
提案理由において、”遠隔教育を実施すれば、必ずしも校地・校舎は必
要ではなく、自宅でも、会社でも講義を受講することが可能であるので年
間を通して常時、物理的に所有している必要がない”と記載しているとお
り、懸念の点を払拭するための対策を講じている。また、校地及び校舎
の面積基準を引き下げた場合であっても、十分な教育効果があるかどう
かの判断について、実際に現場を知りえることが容易な当該地域の地
方自治体の長が認めれば問題がないと考える。更に、十分な教育効果
をあげるという精神に則れば、授業科目数、生徒の人数等に関わらず、
校地及び校舎の面積については、定量的な 低限の基準が存在しない
というのが妥当と考える。上記のような点を踏まえ、本件について、再検
討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

ご指摘の通り、校地及び校舎の面積を含
め、専門職大学院の施設及び設備その他
については、定性的な規定となっており、
目的に照らし十分な教育効果をあげること
ができると認められればよいこととされて
いる。

3106020

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

校地及び校舎の
面積基準の引き
下げ

土地の所有、あるいは、借用が困難
であり、高度な専門職の教育授業を
遠隔教育にて実施しており、当該地
域は特段に教育ニーズが高く、教育
の実務において支障がないと地方
自治体の長が認める場合は、校地
及び校舎の面積を弾力的に決める
ことができるものとする。

遠隔教育を主としているので通常は必要
低限の校地・校舎を借用し、なお、集

合教育を行う場合はその期間のみ公共
の未利用施設を有効活用することも検討
する。

080910

「大学設置
基準」にお
ける「運動
場」に関す
る要件の緩
和

特区省令予
定

運動場は、教育に支障の
ないよう、原則として校舎
と同一の敷地内又はそ
の隣接地に設けるものと
し、やむを得ない場合に
は適当な位置に設けるも
のとなっているが、運動
場も含め校地について
は、構造改革特区におい
てはやむを得ない事由が
ある場合には、現行の基
準（学生１人当たり１０
㎡）を下回る、更なる緩
和を行っているところ。

D-２

大学設置基準における運動場に関
する要件については、構造改革特区
第３次要望への対応において、「運
動場については、特段の事情があり
教育研究に支障が無いと認められる
場合には、運動場・体育館等の借用
により適切な運動スペースを確保す
れば足りるものとするなど大学設置
基準における運動場に係る要件を
弾力化する。」こととされており、特
区においての対応が決定されている
ところ。

提案理由にあるように、24時間使用可能な運動設備を設
ける必要があるのか明らかにされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

「運動場･体育館等の借用により適切な運動スペースを確保すれば足り
るものとる」とあるが、借用であっても２４時間いつでも使用が可能な運
動場が必用という説明を受けた。２４時間いつでも使用可能な運動場は
借用であっても実現が難しい。また、借用の運動場は大学の所在地から
どの程度の距離にあればよいのかの明確な説明をされたい。

D-２

前回回答の通り、大学設置基準における
運動場に関する要件については、構造改
革特区第３次要望への対応において、「運
動場については、特段の事情があり教育
研究に支障が無いと認められる場合に
は、運動場・体育館等の借用により適切な
運動スペースを確保すれば足りるものとす
るなど大学設置基準における運動場に係
る要件を弾力化する。」こととされている
が、これは特段の事情があり教育研究に
支障が無いと認められる場合には、学生
等のニーズに十全に対応できる運動ス
ペースを確保すれば足りるという趣旨であ
り、学生等のニーズしだいでは、必ずしも２
４時間借用している必要はない。また、借
用の運動場の所在地については、原則と
して校舎と同一の敷地内又はその隣接地
に設けるものであるが、やむを得ない場合
には、教育研究上支障がなく、学生等の
ニーズに対応できる適当な位置にこれを
設けるものとする。

3049030
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

「大学設置基準」
における「運動
場」に関する要件
の緩和

「大学設置基準」では「運動場」を設
けることを定めているが、土地の確
保が困難であるという地域性を有
し、特段のニーズがあり、本学教育
事業に支障をきたさない場合はこの
限りとしない。クラブ活動や学生の
気分転換など学生生活充実のため
に、必用なときに借用できる運動設
備があればよいものとする。

「運動場」を設けずとも、都市部にその所
在地を置き、社会人を含むさまざまなバッ
クグランド、国籍を持つ学生に対して、通
学に便利なキャンパスの提供を可能に
し、都市に集まる優秀な教授陣の採用や
外資系企業へのインターンシップなどを
含むあらゆるリソースへのアクセスを容
易にして、質の高い国際教育を提供する
ことが可能である。

080910

「大学設置
基準」にお
ける「運動
場」に関す
る要件の緩
和

特区省令予
定

運動場は、教育に支障の
ないよう、原則として校舎
と同一の敷地内又はそ
の隣接地に設けるものと
し、やむを得ない場合に
は適当な位置に設けるも
のとなっているが、運動
場も含め校地について
は、構造改革特区におい
てはやむを得ない事由が
ある場合には、現行の基
準（学生１人当たり１０
㎡）を下回る、更なる緩
和を行っているところ。

D-２

大学設置基準における運動場に関
する要件については、構造改革特区
第３次要望への対応において、「運
動場については、特段の事情があり
教育研究に支障が無いと認められる
場合には、運動場・体育館等の借用
により適切な運動スペースを確保す
れば足りるものとするなど大学設置
基準における運動場に係る要件を
弾力化する。」こととされており、特
区においての対応が決定されている
ところ。

提案は、「保健体育科目を設ける場合以外、運動場の設
置を不要とする」ことを求めるものであり、これについて具
体的に検討し回答されたい。

D-２

学生が充実した大学生活を送るために
は、一定の教員組織、校地、校舎や運動
場などの施設、設備が確保されている必
要があると考えているが、運動場について
は、特区においての弾力的な対応が決定
されているところ。

3072010

株式会
社東京
リーガル
マインド

株式会社
大学改革
特区

大学設置基準の
緩和

大学設置にあたって運動場の設置
が不要となることを認めるよう、大学
設置基準第35条を改正し、教育課
程の編成上、保健体育科目を設け
る場合に限り、運動場を設置する
か、あるいは学外のスポーツクラブ
などとの提携による措置をおこなう
こととする。

株式会社が職業教育中心の大学を設
置・運営することにより、若年者の失業・
未就職問題等の早期解決に寄与し、地
域経済ひいては日本経済全体の活力の
早期回復に貢献する。
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080910

「大学設置
基準」にお
ける「運動
場」に関す
る要件の緩
和

特区省令予
定

運動場は、教育に支障の
ないよう、原則として校舎
と同一の敷地内又はそ
の隣接地に設けるものと
し、やむを得ない場合に
は適当な位置に設けるも
のとなっているが、運動
場も含め校地について
は、構造改革特区におい
てはやむを得ない事由が
ある場合には、現行の基
準（学生１人当たり１０
㎡）を下回る、更なる緩
和を行っているところ。

D-２

大学設置基準における運動場に関
する要件については、構造改革特区
第３次要望への対応において、「運
動場については、特段の事情があり
教育研究に支障が無いと認められる
場合には、運動場・体育館等の借用
により適切な運動スペースを確保す
れば足りるものとするなど大学設置
基準における運動場に係る要件を
弾力化する。」こととされており、特
区においての対応が決定されている
ところ。

提案は、「保健体育科目を設ける場合以外、運動場の設
置を不要とする」ことを求めるものであり、これについて具
体的に検討し回答されたい。

D-２

学生が充実した大学生活を送るために
は、一定の教員組織、校地、校舎や運動
場などの施設、設備が確保されている必
要があると考えているが、運動場について
は、特区においての弾力的な対応が決定
されているところ。

5021058

社団法
人日本
経済団
体連合
会

大学設置基準改
正（運動場設置
規定の改正）【新
規】

　運動場の設置が不要となるよう、
大学設置基準第35条を以下のよう
に改正すべきである。

「教育課程の編成上、保健体育科目
を設ける場合、運動場を設置する
か、あるいは学外のスポーツクラブ
などとの提携による措置をおこなう。
ただし、教育課程の編成上、運動場
を必要としない場合は、この限りで
ない。」

080910

「大学設置
基準」にお
ける「運動
場」に関す
る要件の緩
和

特区省令予
定

運動場は、教育に支障の
ないよう、原則として校舎
と同一の敷地内又はそ
の隣接地に設けるものと
し、やむを得ない場合に
は適当な位置に設けるも
のとなっているが、運動
場も含め校地について
は、構造改革特区におい
てはやむを得ない事由が
ある場合には、現行の基
準（学生１人当たり１０
㎡）を下回る、更なる緩
和を行っているところ。

D-２

大学設置基準における運動場に関
する要件については、構造改革特区
第３次要望への対応において、「運
動場については、特段の事情があり
教育研究に支障が無いと認められる
場合には、運動場・体育館等の借用
により適切な運動スペースを確保す
れば足りるものとするなど大学設置
基準における運動場に係る要件を
弾力化する。」こととされており、特
区においての対応が決定されている
ところ。

提案は、「保健体育科目を設ける場合以外、運動場の設
置を不要とする」ことを求めるものであり、これについて具
体的に検討し回答されたい。

D-２

学生が充実した大学生活を送るために
は、一定の教員組織、校地、校舎や運動
場などの施設、設備が確保されている必
要があると考えているが、運動場について
は、特区においての弾力的な対応が決定
されているところ。

5150011

株式会
社東京
リーガル
マインド

大学設置基準の
緩和

大学設置にあたって運動場の設置
が不要となることを認めるよう、大学
設置基準第35条を改正し、教育課
程の編成上、保健体育科目を設け
る場合に限り、運動場を設置する
か、あるいは学外のスポーツクラブ
などとの提携による措置をおこなう
こととします。

株式会社が職業教育中心の大学を設
置・運営することにより、若年者の失業・
未就職問題等の早期解決に寄与し、地
域経済ひいては日本経済全体の活力の
早期回復に貢献します。

080920

専門職大学
院における
運動場の必
置規制の撤
廃

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされており、運動場につ
いては必置とはなっていないところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院の施設及び設備その他については、専門職大
学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められる
ものであればよいこととされており、運動場については必置となっていな
いところ”との回答であり、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態
で授業を実施し、経営学を習得することを目的としている専門職大学院
の場合は、その目的に照らし十分な教育効果をあげるにあたって運動
場は必要ないと考える。本件について、本見解で問題ないか回答願い
たい。もし問題があるようであれば、その見解及び今後の対応につき具
体的に提示されたい。

D-1

提案主体において構想している方式のも
とで運動場を置かなくとも、専門職大学院
の目的に照らし十分な教育効果をあげる
ことができると認められれば可能。なお、
一般論としては、通信教育による専門職
大学院については、運動場を設けないこと
もありえる。

3106040

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける運動場の
必置規制の撤廃

専門職大学院における運動場の必
置規制を撤廃し、所有、及び、借用
も不要とする。

専門職大学院のカリキュラムには、運動
場を使用しなければいけないものはない
ので運動場は必要ない。

080930

専門職大学
院における
体育館の必
置規制の撤
廃

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされており、体育館につ
いては必置とはなっていないところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院の施設及び設備その他については、専門職大
学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められる
ものであればよいこととされており、体育館については必置となっていな
いところ”との回答であり、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態
で授業を実施し、経営学を習得することを目的としている専門職大学院
の場合は、その目的に照らし十分な教育効果をあげるにあたって体育
館は必要ないと考える。本件について、本見解で問題ないか回答願い
たい。もし問題があるようであれば、その見解及び今後の対応につき具
体的に提示されたい。

D-1

提案主体において構想している方式のも
とで運動場を置かなくとも、専門職大学院
の目的に照らし十分な教育効果をあげる
ことができると認められれば可能。なお、
一般論としては、通信教育による専門職
大学院については、運動場を設けないこと
もありえる。

3106050

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける体育館の
必置規制の撤廃

専門職大学院における体育館の必
置規制を撤廃し、所有、及び、借用
も不要とする。

専門職大学院のカリキュラムには、体育
館を使用しなければいけないものはない
ので体育館は必要ない。

080940

専門職大学
院における
研究室の必
置規制の弾
力的運用

大学院設置
基準第１９
条、専門職
大学院設置
基準第第２６
条第１項

大学院には、当該大学院
の教育研究に必要な研
究室等を備えるものと
なっている。

D-1

研究室については、大学院の教育
研究に必要な研究室を備えるものと
されており、実情に応じて弾力的な
運用が可能となっているところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”研究室については、大学院の教育研究に必要な研究室を備
えるものとされており、実情に応じて弾力的な運用が可能”という回答で
あり、提案書の提案理由において、”専門職大学院の専任教員は実務
経験者が多く、普段からお互いに意見交換しているほうが、新しい情
報、普段と違った角度からの考え方に触れることができ、研究に幅が広
がる可能性がある”と記載しているように、本学のように遠隔教育の方
式を主とする形態で授業を実施し、経営学を習得することを目的として
いる専門職大学院の場合は、教員の研究室が大部屋であることが大学
院の教育研究に必要な研究室となりえると考える。本件について、本見
解で問題ないか回答願いたい。もし問題があるようであれば、その見解
及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

提案主体において構想している方式のも
とで研究室を大部屋とすることが、専門職
大学院の目的に照らし十分な教育効果を
あげることができると認められれば可能。
なお、一般論としては、通信教育による専
門職大学院において研究室を大部屋とす
ることもありえる。

3106060

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける研究室の
必置規制の弾力
的運用

専任教員の研究室を大部屋とし、一
部屋で複数の専任教員で利用す
る。

専任教員の研究室を大部屋とし、一部屋
で複数の専任教員で利用する。

080950

遠隔教育を
主とする専
門職大学院
における医
務室の必置
規制の撤廃

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされており、医務室につ
いては必置とはなっていないところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院の施設及び設備その他については、専門職大
学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができるとみとめられ
るものであればよいこととされており、医務室については必置とはなって
いない”という回答であるが、本学のように遠隔教育の方式を主とする
形態で授業を実施し、経営学を習得することを目的としている専門職大
学院の場合は、その目的に照らし十分な教育効果をあげるにあたって
医務室は必要ないと考える。また、提案書の代替措置の内容において、
学生が万が一、医療行為が必要となった場合に備えて、３０分以内の時
間的距離にある病院、あるいは、医院との提携、及び、学生の気分が悪
くなった場合は、休むことができる簡易ベッドを用意すると記載している
ように、懸念の点を払拭するためのの対策を講じることを念頭において
いる。本件について、本見解で問題ないか回答願いたい。もし問題があ
るようであれば、その見解及び今後の対応につき具体的に提示された
い。

D-1

提案主体において構想している方式のも
とで医務室を置かなくとも、専門職大学院
の目的に照らし十分な教育効果をあげる
ことができると認められれば可能。なお、
一般論としては、通信教育による専門職
大学院において医務室を置かないとする
こともありえる。

3106070

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

遠隔教育を主と
する専門職大学
院における医務
室の必置規制の
撤廃

遠隔教育を主とする専門職大学院
における医務室の必置規制を撤廃
する。

遠隔教育を主としており常時学生はいな
いので、医療に関わる行為は行わない。
教室での集合教育中に医療行為が必要
な事態に備え、教室から物理的に近い医
院あるいは病院と予め提携しておく。

080960

専門職大学
院の図書館
に係る弾力
的運用

大学院設置
基準第２１条

大学院には、研究科及び
専攻の種類に応じ、図書
等教育研究上必要な資
料を系統的に整理して備
えるものとすることとなっ
ている。

D-1

大学院の図書については、教育研
究上必要な資料を系統的に整理し
て備えるものとされており、実情に応
じて弾力的な運用が可能となってい
るところ。

提案のサイバー上の図書館等が、図書等教育研究上必
要な資料を系統的に整理して備えているもに成りうると解
してよろしいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、”大学院の図書については、教育研究上必要な資料を系統的
に整理して備えるものとされており、実情に応じて弾力的な運用が可能”
という回答であるが、その回答において懸念されている教育研究上必要
な資料を系統的に整理して備えるものという点については、本学の情報
を蓄積するサイトなどにおいて映像資料、デジタルテキストを系統的に
閲覧可能とすると記載しているように、それらの懸念点を払拭するため
の対策を講じることを念頭においているところ。したがって、上記のような
点を踏まえ、図書館をすべて本学の情報を蓄積するサイト上に設置する
ことで要件を満たすと考えるが、本見解で問題ないか回答願いたい。も
し問題があるようであれば、その見解及び今後の対応につき具体的に
提示されたい。また、教育研究上必要な資料を系統的に整理して備える
ということより、学生が調査研究をまっとうできれば、教育研究上必要な
資料について必要 低限の数量ということは馴染まないと考えている
が、本見解で問題ないか回答願いたい。もし問題があるようであれば、
その見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

一般論としては、教育研究上必要な資料
を系統的に整理して備えてさえいれば、サ
イバー上で図書を揃えることもありうると考
えるところ。なお、法令上図書について、
必要 低限の数量を規定しているもので
はない。

3106080

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける図書館の
必置規制の弾力
的運用

専門職大学院における図書館を学
生が調査研究をまっとうでき、研究
に支障をきたさない情報収集等がで
きるサイバー上の図書館とする。

専門職大学院のカリキュラム関する研究
に支障をきたさないように、サイバー上に
映像資料、デジタルテキストなどを保管
し、学生に自由に閲覧できるようにする。

080960

専門職大学
院の図書館
に係る弾力
的運用

大学院設置
基準第２１条

大学院には、研究科及び
専攻の種類に応じ、図書
等教育研究上必要な資
料を系統的に整理して備
えるものとすることとなっ
ている。

D-1

大学院の図書については、教育研
究上必要な資料を系統的に整理し
て備えるものとされており、実情に応
じて弾力的な運用が可能となってい
るところ。

提案のサイバー上の図書館等が、図書等教育研究上必
要な資料を系統的に整理して備えているもに成りうると解
してよろしいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、”大学院の図書については、教育研究上必要な資料を系統的
に整理して備えるものとされており、実情に応じて弾力的な運用が可能”
という回答であるが、その回答において懸念されている教育研究上必要
な資料を系統的に整理して備えるものという点については、本学の情報
を蓄積するサイトなどにおいて映像資料、デジタルテキストを系統的に
閲覧可能とすると記載しているように、それらの懸念点を払拭するため
の対策を講じることを念頭においているところ。したがって、上記のような
点を踏まえ、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態で授業を実施
し、経営学を習得することを目的としている専門職大学院の場合は、図
書館、閲覧室、レファレンスルーム、整理室、書庫等をすべて本学の情
報を蓄積するサイト上に設置することで十分に要件を満たすと考える
が、本見解で問題ないか回答願いたい。もし問題があるようであれば、
その見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

一般論としては、教育研究上必要な資料
を系統的に整理して備えてさえいれば、サ
イバー上で図書を揃えることにより、閲覧
室等を置かないこともありうる。

3106090

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける図書館要
件の弾力的運用

専門職大学院における図書館を学
生が調査研究をまっとうでき、研究
に支障をきたさない情報収集等がで
きるサイバー上の図書館とし、閲覧
室、レファレンスルーム、整理室、書
庫等は、全てサイバー上で実現可
能となるので設置しない。

専門職大学院のカリキュラム関する内容
を深く研究、勉強できるように、サイバー
上に映像資料、デジタルテキストなどを
保管し、学生に自由に閲覧できるように
する。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

080970

「インター
ネット大学
院」を設置
する際の講
義室等の特
例

大学院設置
基準第１９条

大学院には、教育研究に
必要な講義室等を備える
ものとする。

Ａ Ⅲ

　大学院設置基準の通信教育関係
部分及び大学通信教育設置基準に
おける校地及び校舎に関する基準
については、提案者の意向を踏まえ
ながら、特区において特例措置を設
けることを含め、その弾力化につい
てさらに検討する。

3074020 個人

校地校舎
無しでも
インター
ネット大
学及び大
学院が設
置できる

大学院設置基準
講義室等の特例

インターネット大学院の場
合は講義室も研究・実験・実習・演
習室等も不要とする

学校法人が認可されたと
き、大学院を設置する

080980

「インター
ネット大学」
を設置する
際の講義室
等に関する
特例

大学設置基
準　　第３６
条

大学には、教育研究に必
要な講義室等を備えるも
のとする。

Ａ Ⅲ

　大学院設置基準の通信教育関係
部分及び大学通信教育設置基準に
おける校地及び校舎に関する基準
については、提案者の意向を踏まえ
ながら、特区において特例措置を設
けることを含め、その弾力化につい
てさらに検討する。

3074030 個人

校地校舎
無しでも
インター
ネット大
学及び大
学院が設
置できる

大学設置基準講
義室等に関する
特例

インターネット大学の場合
は校地、運動場、校舎等施設、実
験・実習工場、図書館書庫等（第８
章）は不要とする

学校法人が認可されたと
き、大学を設置する

080990

大学の学
部・学科の
設置認可申
請における
特例

学校教育法
第４条
学校教育法
施行令第２３
条

平成１５年度から、学問
分野の大幅な変更を伴
わない学部・学科の設置
は届出制。
大学として全く新たな学
問分野の学部・学科を設
置する場合、質保証・学
生保護等の観点から認
可が必要。

Ｃ

大学として全く新たな学問分野の学
部・学科を設置する場合、質保証・
学生保護等の観点から認可が必要
である。

　提案は、社会のニーズに常に対応した自由な教育を迅
速に実施する観点から、他国における学部学科の教育の
実績により、学部・学科の設置認可を届け出制とすること
が適切であるというものであり、これについて具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

第４次の回答は第３次と同じ内容であり、今回の本学からの提案理由の
内容に記した矛盾についての説明を求める。

Ｃ

我が国において大学を設置し、学部・学科を新
設する場合には、 低水準を担保することを目
的とした大学設置基準等によって認可を行う必
要がある。
　なお、平成１５年度から、学問分野の大幅な
変更を伴わない学部・学科の設置は届出制と
しているが、これは、学部・学科の設置認可時
に想定された学問分野の範囲内での組織の発
展・融合について、認可を経ることなく届出によ
り設置可能としたものである。（例えば、既存の
理学部に新たに化学科を設置する場合には、
理学の学位の範囲内であり、化学科のカリ
キュラムの編制、必要な教員の確保等が適切
に担保されると考えられることから、届出で足
りることとなる。）
　他方、大学が授与する学位の種類・分野の
変更を伴う場合など、大学として全く新たな学
問分野の学部・学科を設置する場合は、質保
証・学生保護等の観点から認可が必要であ
る。（例えば、工学部化学工学科を有する大学
が、理学部を新設し、当該学部の学科として化
学科を設置する場合には、認可を経ることで、
理学部としての教員組織等の適切さを判断す
る必要があり、工学部化学工学科があるから
という理由のみで届出とすることは適切ではな
い。なお、化学科のみを有する理学部を新設
することは通常は想定しづらく、既存の理学部
に新たに化学科を設置するのが一般的である

3049040
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

大学の学部・学
科の設置認可申
請における特例

学部・学科を設置に関しては、他国
におけるその学部･学科の教育の実
績があるなど、事前にそれらの教育
効果が認められ、質保証、学生保護
の観点から問題ないと認めらる場
合、特区において届け出制とする。

テンプル大学ジャパン（TUJ)では、経営
学部（会計科、国際経営科、マーケティン
グ科など）、観光ビジネス学部（スポーツ・
レクリエーション、観光サービスなど）を含
むいくつかの新学部・学科の導入を検討
しており、数年の内に設置を予定してい
る。これにより、国際社会での活躍を望
む学生へのニーズを充実させることがで
きると同時に、地域での産学連携、国際
企業へのインターン派遣、優秀な人材の
提供など、時代が求める地域への多大な
貢献が期待できる。

081000

一定の条件
下における
医学部の学
生の入学定
員増の容認

大学、短期
大学、高等
専門学校等
の設置の際
の入学定員
の取扱いに
係る基準（平
成１５年３月
３１日文部科
学省告示第
４５号）

文部科学大臣は、大学、短
期大学、高等専門学校等
（以下「大学等」という。）の
設置又は収容定員増の認
可の審査に関しては、学校
教育法、大学設置基準、短
期大学設置基準、高等専門
学校設置基準その他の法
令に適合すること及び次に
掲げる要件を満たすことを
審査の基準とする。
二　医師、歯科医師、獣医
師、教員及び船舶職員の養
成に係る大学等の設置又
は収容定員増でないこと。

C Ⅲ

１　医学部の入学定員については、昭和
５７年の臨時行政調査会答申や閣議決
定を受け、医療費抑制等の観点から「医
師の過剰を招かない」という政府の方針
のもと、昭和６１年における「新規参入医
師数を削減する」という厚生省の考え方
に基づき、医学部入学定員の削減を推
し進めるとともに、新たな入学定員の増
員は行わないこととしている。
２　また、平成１０年にも厚生省において
医師の需給に関する検討が行われ、厚
生省健康政策局長名で文部科学省に対
し、医学部入学定員の削減要請がなさ
れていることから、平成１１年以降、更に
削減を行っている状況である。
３　したがって、医学部の入学定員の在
り方については、これまでの政府の方針
や、厚生労働省における医師需給の考
え方等を十分踏まえてきているものであ
り、これを増員することは現状では困難
である。
４　へき地医療に従事する医師の確保に
ついては、厚生労働省が中心となって設
置した、厚生労働省、総務省、文部科学
省の三省による「地域医療に関する関
係省庁連絡会議」において、地域医療対
策を検討しているところである。

貴省の回答では、地域医療の対策を検討しているところで
あるとのことであるが、具体的な検討内容及びスケジュー
ルを明示されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

文部科学省からの回答は、全国一律に、医師過剰に対する対応につい
ての言及である。各都道府県の人口と医学部定員を比較した場合に、
人口百万人当たり100人を超える都道府県が９都府県あり、また全国平
均でも60.66人となっているが、当県は37.34人という、現行の定員枠に地
域格差があるのが現状である。さらに、へき地における医師不足問題が
現実に発生していることから、へき地という条件下にある地域における
医学部入学定員の規制の緩和を求めることは、特定の地域に限定して
認める特区の趣旨に合致する提案であると考える。このことから、医学
部の入学定員枠について、特定の地域に限った対応が可能かどうかに
ついて引き続き検討願いたい。

C Ⅲ

１ 地域医療に関する関係省庁連絡会議につ
いて 　  　　　　　　　　           趣旨：医師の確
保が困難な地域における医療の確保を推進す
るための諸課題について関係省庁が十分に連
携・調整し、具体的な取り組みを推進する。
（当面の検討課題）①へき地を含む地域におけ
る医師確保対策、②地域における医師確保の
ための大学、地域の医療機関、都道府県等の
連携のあり方、③地域における医師確保のた
めの医師養成のあり方、④病院における医師
の勤務実態の把握と配置のあり方
（検討スケジュール）・平成１５年１１月１１日（第
１回会議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・平
成１５年１１月～１２月（第２回～第４回）自治体
関係者、医療関係者、大学関係者からのヒアリ
ング
・平成１６年１月（予定）：当面の取り組み、今後
の検討課題等について可能限り整理を行う。
２　入学定員の増員分について、確実に当該
県のへき地医療機関にのみ勤務させる方策
（へき地限定医師免許など）がないまま単に入
学定員を増員することは、結果として、他の地
域の医療機関への就職を可能とするものであ
り、都市部におけるさらなる医師過剰を招く恐
れがあることから、福島県内のみならず各都道
府県における医師の需給バランスに影響を与
える問題であり、特定の地域に限った対応とす
ることは困難である。なお、既存の入学定員の
中にへき地等の医療機関勤務を条件とした一

1069010 福島県
医科大学
定員特区

一定の条件下に
おける医学部の
学生の入学定員
増の容認

「大学、短期大学、高等専門学校等
の設置の際の入学定員の取扱いに
係る基準」の適用除外枠を設ける。

へき地特別枠の医師として県立医科大学
の医学部の定員を増加することにより、
へき地医療に従事する医師の確保へ向
けた取り組みが大いに推進する。

081010

大学の収容
定員の認可
申請におけ
る特例

学校教育法
施行令第２３
条

平成１５年度から、大学
内における収容定員の
移動は届出制となってい
る。

Ｃ

平成１５年度から、大学全体の収容
定員を増加させる場合を除く収容定
員の変更を届出としたところである。
なお、大学全体の収容定員を増加さ
せる場合、質保証・学生保護等の観
点から認可が必要である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

第４次の回答は第３次と同じ内容であり、第３回の回答を受けて提案し
た本学からの代替案についてはどう考えるか？またその理由は何か説
明されたい。

Ｃ

大学全体の収容定員を増加させる場合、
質の低下を招くことのないよう教員数等を
増加させる必要がある。
　このため、質保証・学生保護等の観点か
ら認可が必要であり、提案主体から示され
た代替案にあるような文部科学大臣によ
る是正命令などの事後的なチェックのみで
は不十分であると考える。

3049050
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

大学の収容定員
の認可申請にお
ける特例

収容定員全体の増減がある場合、
右のような代替措置を講じることを
前提に、特区において現在の学部
約５００名体制から１０００名体制ま
では届け出制とし、その後前年度の
２０％以上の増減に関しては認可制
とする。

社会のニーズに対応したタイムリーな収
容定員全体の増加が可能になる。

081020

遠隔教育を
主とする専
門職大学院
において収
容定員の弾
力的運用

学校教育法
施行令第２３
条

平成１５年度から、大学
内における収容定員の
移動は届出制となってい
る。

Ｃ

平成１５年度から、大学全体の収容
定員を増加させる場合を除く収容定
員の変更を届出としたところである。
なお、大学全体の収容定員を増加さ
せる場合、質保証・学生保護等の観
点から認可が必要である。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”平成15年度から、大学全体の収容定員を増加させる場合を除
く収容定員の変更を届出としたところである。なお、大学全体の収容定
員を増加させる場合、質保証・学生保護等の観点から認可が必要であ
る。”という回答をしているが、その回答において懸念されている収容定
員の増加にともなう質保証・学生保護等の観点については、提案書の提
案理由において、”遠隔教育を主としており、講義はデジタル映像を用い
てるので、講義の質は学生の人数や講義の日によって変わるものでは
ない。質疑応答、議論に関してはインターネット経由で行うので、柔軟に
講師、助手の数を変更することが可能であり、質の維持、保証には問題
がない。”と記載しているように、それらの懸念の点を払拭するための対
策を講じることを念頭においているところ。したがって、上記のような点を
踏まえ、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態で授業を実施し、
経営学を習得することを目的としている専門職大学院において、当該教
育授業に支障をきたさないと地方自治体の長が認める場合は収容定員
を自由に設定できるという規制の特例について再検討され、その見解及
び今後の対応につき具体的に提示されたい。

Ｃ

大学全体の収容定員を増加させる場合、
質の低下を招くことのないよう教員数等を
増加させる必要がある。
　このため、質保証・学生保護等の観点か
ら認可が必要であり、このことは、提案に
あるような遠隔教育を主とする専門職大
学院においても例外ではない。

3106110

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

遠隔教育を主と
する専門職大学
院において収容
定員の弾力的運
用

遠隔教育を主とする専門職大学院
において、教室に生徒を集めて授業
をしないので当該教育授業に支障を
きたさないと地方自治体の長が認め
る場合は収容定員を自由に設定で
きるものとする。

映像を用いた講義を遠隔教育の方式で
実施する。質疑応答、議論はインターネッ
ト経由で行う。講義の内容、受講する学
生数によって講師、助手の数を上下さ
せ、全体の質の向上を図る。

081030

「大学設置
基準」にお
ける「卒業
時の要件
(在学年
数）」の緩和

大学設置基
準第３２条第
１項、大学設
置基準第１９
条第１項

大学卒業の要件は、大
学に４年以上在学し、１２
４単位以上を修得するこ
ととされているところ。

C

我が国の大学として認可する以上、
我が国の制度に則ることが必要であ
る。我が国の学校教育法制度上、大
学を卒業するに当たっては、体系的
に編成された教育課程で１２４単位
以上の単位を取得することが必要と
されており、これは３年未満の在学
ではできないものと考えている。

提案のように、各大学において設定する１２４単位を適正
に取得できるのであれば、在学年数に制限を設ける必要
はないのではないか。具体的に検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

実際に海外の大学においては夏休みを利用して３学期制度を導入し、３
年未満での卒業が可能である。３学期制度であっても総授業時間数、課
題の量などはむしろ海外の大学の方が多い場合もある。124単位の単
位数を３年未満の在学でできないと考える理由を明確にされたい。

C

我が国の学校教育制度においては、１単
位の取得につき、４５時間の学習が必要と
されており、これを踏まえると３年未満で１
２４単位を取得することができるとすること
は、教育の質の確保の観点から適当では
ない。

一定の単位を取得することとは別に、一定期間の在学を
必要とする合理的な理由がないのであれば、学校教育
法５５条の３で認める卒業の要件から、在学期間の要件
（例えば「当該大学に三年以上在学したものが、」を削除
するなど）をはずすべきではないか。早急に検討し回答
されたい。
＜理由＞
大学卒業の要件として、学校教育法第５５条の３で規定
される３年以上在学することが必要とされている理由とし
て、貴省回答では、「１２４単位以上の単位を取得するこ
とが必要とされており、これは３年未満の在学ではできな
いものと考えている」「１単位の取得につき、４５時間の
学習が必要とされており、これを踏まえると３年未満で１
２４単位を取得することができるとすることは、教育の質
の確保の観点から適当でない」と、４５時間×１２４単位
の授業を受講することが３年未満では困難であることを
もって、３年を緩和することはできないと主張されてい
る。
　　　卒業に必要な時間数＝４５時間×１２４単位＝５５８
０時間
　　　１年の授業時間数　＝１日の授業時間８時間×週５
日×年間３５週＝１４００時間
　　　　５５８０÷１４００≒４．０年
しかしながら、大学設置基準第２１条第２項において、１
単位の標準を４５時間としているものの、当該授業によ
る教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講
義及び演習については１５時間から３０時間までの範囲
で大学が定める時間の授業をもって１単位とすることとさ
れていることから、カリキュラムの編成や学生の授業選
択の工夫等により十分３年未満で履修することは可能で
あり、３年を緩和できない合理的な理由は認められな
い。
　テンプル大学ジャパンの提案以外にあっても、留学生
や社会人が大学で集中的に学び、早期に卒業したいと
いうニーズは少なくないのではないか。

C

我が国の国際的な競争力を向上のためには、大学の
質の確保が重要である。このため、平成１１年に、学生
の履修科目登録単位数の上限設定を行うことを大学
の努力義務とする制度改正を行ったところであり、一定
の学習量を確保するためには、修業年限となる年数の
要件は必要である。
　　また、４年未満で大学を卒業することについては、
関係各方面からの慎重論もある中で、平成１１年の制
度改正によって一定の要件を満たした場合に可能と
なったところであり、その更なる短縮については、４年
未満卒業制度の定着・検証の上で行うことが、我が国
の大学の教育の質の確保の観点から重要である。
　
　なお、１単位を取得するために必要な４５時間の学修
のうち、講義及び演習ついて、１５時間から３０時間ま
での範囲で大学が定める時間行うこととしているのは、
御指摘のとおりであるが、これは、講義及び演習を受
けるだけで当該授業科目の修得に必要な知識・技能
等を身に付けることが通常は困難であり、個々の授業
科目に応じて予習や復習等を行うことが必要であるこ
とを考慮してのものである。従って、４５時間という学修
時間が授業及び演習の時間を指すものではないという
ことをもって、３年未満卒業が可能であるということには
ならないと考える。
また、これまでに、我が国の大学から、留学生や社会
人が大学で集中的に学び、早期に卒業するコースを設
けたいという具体的な要望を受けたことはない。

3049020
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

「大学設置基準」
における「卒業時
の要件(在学年
数）」の緩和

「卒業時の要件」における、在学年
数を3年未満であってもよいものとす
る。

規定の卒業単位を取得し、卒業要件を満
たしている場合、在学年数が3年未満で
あっても卒業を認める。これにより、大学
の夏休み期間に実施される夏学期を利
用して履修する優秀な学生に対し、短期
間でも卒業が可能という選択肢を与える
ことが可能となる。また、大学は必要単位
を取得次第卒業が可能な、米国大学の
特徴を生かした運営を維持することがで
きる。大学は個性重視により多様化を進
める必用があり、個人の能力に応じた上
記のような柔軟なシステム導入はそのひ
とつと考える。
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管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081040

職業能力開
発促進法に
規定する職
業能力開発
短期大学校
修了者の大
学への編入
学の容認

学校教育法
第５５条の
２、第６９条
の２第８項、
第７０条の
９、第８２条
の１０、
学校教育法
施行規則第
６８条の２、
第７０条の７
３、第７２条
の６、第７７
条の８

大学への編入学につい
ては、短期大学、高等専
門学校、一定の要件を満
たす専修学校専門課程
から行うことが認められ
ている。これは、編入学
前の学校等における教
育の内容等が、学校教
育法体系の中で制度的
に担保されていることを
もって認められているも
のであり、このような制度
上の担保のない技術短
期大学校の修了者の大
学への編入学は認める
ことができない。

C

大学への編入学については、短期
大学、高等専門学校、一定の要件を
満たす専修学校専門課程から行うこ
とが認められている。これは、編入
学前の学校等における教育の内容
等が、学校教育法体系の中で制度
的に担保されていることをもって認
められているものであり、このような
制度上の担保のない職業能力短期
大学校の修了者の大学への編入学
は認めることができない。

貴省の回答では、「制度上の担保のない職業能力短期大
学校」とあるが、短期大学・高等専門学校・一定の要件を
満たす専修学校専門過程とその修了者について、何が異
なるのか具体的に示されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

技術短期大学校の教育内容等は学校教育法で定める短期大学、高等
専門学校、一定の要件を満たす専修学校専門課程に比べ遜色はなく、
むしろ専門性（職業に必要な能力）という点では優れていることから、大
学３年次への編入学を要望するものであり、教育内容が一定の要件を
満たせば編入学を認めていただきたい。

D-1

提案の内容については、大学と連携して、
職業能力開発短期大学校における学習を
当該大学の授業でもあると位置付けても
らうことによって、当該学習を行った者が
当該大学に入学した場合、大学の判断に
より、４年の修業年限を短縮し、実質的に
編入学と同等の扱いを行うことが可能であ
る。なお、大学への編入学については、大
学教育の水準を維持するため、学校教育
法や各種設置基準等の定めを満たしてい
ることが設置認可等の措置によって法令
上担保されていることが必要である。

2018010 熊本県
熊本県半
導体産業
特区

職業能力開発促
進法に規定する
職業能力開発短
期大学校修了者
の大学への編入
学

職業能力開発促進法に規定する職
業能力開発短期大学校の修了者に
ついて、大学３年次への編入学を可
能にする。

職業能力開発短期大学校修了者で進学
を希望する者を大学の３年次に編入学さ
せ、さらに高度な技術や開発能力を修得
し、より質の高い実践技術者、エンジニア
の育成を図ることにより、地場企業の一
層の高度化に貢献することができる。

081040

職業能力開
発促進法に
規定する職
業能力開発
短期大学校
修了者の大
学への編入
学の容認

学校教育法
第５５条の
２、第６９条
の２第８項、
第７０条の
９、第８２条
の１０、
学校教育法
施行規則第
６８条の２、
第７０条の７
３、第７２条
の６、第７７
条の８

大学への編入学につい
ては、短期大学、高等専
門学校、一定の要件を満
たす専修学校専門課程
から行うことが認められ
ている。これは、編入学
前の学校等における教
育の内容等が、学校教
育法体系の中で制度的
に担保されていることを
もって認められているも
のであり、このような制度
上の担保のない技術短
期大学校の修了者の大
学への編入学は認める
ことができない。

C

大学への編入学については、短期
大学、高等専門学校、一定の要件を
満たす専修学校専門課程から行うこ
とが認められている。これは、編入
学前の学校等における教育の内容
等が、学校教育法体系の中で制度
的に担保されていることをもって認
められているものであり、このような
制度上の担保のない職業能力短期
大学校の修了者の大学への編入学
は認めることができない。

貴省の回答では、「制度上の担保のない職業能力短期大
学校」とあるが、短期大学・高等専門学校・一定の要件を
満たす専修学校専門過程とその修了者について、何が異
なるのか具体的に示されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

教育は、学校教育法に基づく、画一的なルートのみにおいてなされるだ
けでなく、各個人が望む多様な教育キャリアプランを提供するため、他
法令に基づき設置されている教育訓練機関からの学生の受入れについ
ても積極的に検討すべきと考えます。なかでも職業能力開発促進法に
基づく職業能力開発短期大学校は、厚生労働省の基準に則した訓練期
間、訓練時間、教科及び設備による訓練教育を行っており、特例として
編入学試験受験資格を付与することは妥当であると考えます。職業能
力開発短期大学校修了生に大学への編入資格を付与することにより、
県内の大学との連携を深め、より高度な技術や知識を習得した人材の
育成を行い、地域産業の高付加価値化の推進が図れるものと考えま
す。

D-1

提案の内容については、大学と連携して、
職業能力開発短期大学校における学習を
当該大学の授業でもあると位置付けても
らうことによって、当該学習を行った者が
当該大学に入学した場合、大学の判断に
より、４年の修業年限を短縮し、実質的に
編入学と同等の扱いを行うことが可能であ
る。なお、大学への編入学については、大
学教育の水準を維持するため、学校教育
法や各種設置基準等の定めを満たしてい
ることが設置認可等の措置によって法令
上担保されていることが必要である。

5119008 長野県

職業能力開発短
期大学校卒業生
の大学への編入
学受験資格の認
定について

　「大学への編入学資格が認められ
ていない職業能力開発短期大学校
卒業生に編入学受験資格を認定す
る。」

長野県の工科短期大学校の卒業生の中
には、大学への編入を希望するものがお
り、現在は、大学への編入ができないた
め、大学への進学を断念している。大学
への編入を希望する卒業生のために編
入を可能としたい。

081050

大学と職業
能力開発短
期大学校と
の単位互換
制度の創設

学校教育法
第４５条の
２、大学設置
基準第２８条

技術短期大学校の学生
が科目等履修生として大
学で学修し、単位を付与
することは可能であり、ま
た、大学の学生が授業の
一環として、技術短期大
学校における実習等を行
うことは可能なところ。
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職業能力短期大学校の学生が科目
等履修生として大学で学修し、単位
を付与することは可能であり、また、
大学の学生が授業の一環として、技
術短期大学校における実習等を行う
ことは可能なところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

本県の技術短期大学校では、ＣＣＤ、ＬＣＤ等の映像デバイス技術を教
育する全国的にも数少ない映像システム技術科を設けているが、実習
だけに限らず学科も含めた単位の取得ができるよう大学と技術短期大
学校との単位互換制度の創設を求めるもの。
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職業能力短期大学校での学習を大学の
授業の一環として位置付けるに当たって
は、当該学習内容が職業能力開発短期大
学校でどのような位置付け（実習、学科
等）であるかについては問わないところ。

2018020 熊本県
熊本県半
導体産業
特区

大学と職業能力
開発短期大学校
との単位互換制
度の創設

大学設置基準第２８条（他の大学又
は短期大学における授業科目の履
修等）に職業能力開発促進法に規
定する職業能力開発短期大学校の
項目を追加する。

職業能力開発短期大学校及び大学に在
籍する生徒が、相互に知識及び技術習
得の機会を補完しあうことで、より専門的
かつ実践的な知識、技術の習得が期待
でき、地場の産業振興に貢献できる。

081060

専門職大学
院の通信教
育の授業の
方法の弾力
的運用

専門職大学
院設置基準
第９条

専門職大学院において
は、多様なメディアを高
度に利用する方法による
通信教育を行うことがで
きるものとなっているが、
放送による授業について
は認められていないとこ
ろ。

C

専門職大学院においては、特定の
職業等に従事する上で必要となる高
度の専門知識の習得や能力の育成
等の実践的な教育を行うことが重要
であるとの観点から、現地調査を
行ったり、双方向多方向に行われる
討論などの授業により、密度の濃い
実践的な教育が求められるものであ
り、このような教育として、放送によ
る授業は適当ではないと考えている
ところ。

提案は、「講師と学生との質疑応答、議論、フォローアップ
はＩＴ技術を活用することによって双方向性を確保していく」
としており、このように、一部を放送による授業とすること
が適当でない理由を具体的に示されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、”専門職大学院においては、高度の専門知識の習得や能力の
育成等の実践的な教育を行うことが重要であるという観点から、放送に
よる授業は適当でないと考えている。”という回答をしているが、その回
答において懸念されている実践的な教育については、提案書の提案理
由において、講師と学生との質疑応答、議論、フォローアップはＩＴ技術を
活用することによって双方向性を確保していると記載しているように、そ
れらの懸念の点を払拭するための対策を講じることを念頭においている
ところ。本学の授業形態は具体的には、衛星放送で講義を行い、質疑応
答、議論、試験はインターネット経由でWEB上で行い、フィールドワーク、
ワークショップが必要な科目は対面で実施しており、通信教育と対面教
育を併せたものである。通信教育の部分についても通信教育にＩＴ技術
を多く取り入れたものであるり、通常の通信教育として実施している形態
と代わるものではない。したがって、本学のように遠隔教育の方式を主と
する形態で授業を実施し、経営学を習得することを目的としている専門
職大学院の場合は通信教育の授業の方法として放送授業を用いること
について再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提示さ
れたい。また、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態で授業を実
施し、経営学を習得することを目的としている専門職大学院の場合通信
教育の授業の方法として放送授業を一切認めないということなのか、全
ての授業が放送授業でなければ問題ないという見解なのか、その見解
について具体的に提示されたい。

C

通信衛星等を用いることにより、多様なメ
ディアを高度に利用して、文字、音声、静
止画、動画等の多様な情報を一体的に扱
うもので、かつ、毎回の授業の実施に当
たって設問回答、添削指導、質疑応答等
により指導を併せ行うものであって、当該
授業に関する学生の意見の交換の機会
が確保されているものであれば、放送授
業として扱われるものではなく、専門職大
学院における授業方法としても可能なとこ
ろ。

提案及び提案主体の意見にあるような授業方
法は、放送授業として扱われるものではなく、
専門職大学院における多様なメディアを高度
に利用する方法による通信教育と考えられる
ため、現行制度でも対応可能であると解してよ
いか。

C

現行制度においても、提案及び提案主体の意見にあ
るような衛星放送を活用した授業も、前回回答した要
件に該当するならば、専門職大学院における授業の方
法として認められうるものである。

3106140

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院の
通信教育の授業
の方法の弾力的
運用

専門職大学院の通信教育の授業の
方法として多様なメディアを高度に
利用する方法に加え放送による授
業も認め、質を保証し、継続的に安
定して教育を提供する。

講義は、衛星放送、ブロードバンド放送を
用いて行う。

081070

専門職大学
院の単位の
要件の弾力
的運用

専門職大学
院設置基準
第９条、
大学通信教
育設置基準
第５条第１項
第３号、
大学設置基
準第２１条第
２項第１号

多様なメディアを高度に
利用する方法による通信
教育を行う際の単位の計
算方法については、講義
及び演習については、１
５時間から３０時間まで
の範囲で大学が定める
時間の授業をもって１単
位とされている
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　多様なメディアを高度に利用する
方法による通信教育を行う際の単位
の計算方法については、講義及び
演習については、１５時間から３０時
間までの範囲で大学が定める時間
の授業をもって１単位とされていると
ころ。
　なお、専門職大学院においては、
特定の職業等に従事する上で必要
となる高度の専門知識の習得や能
力の育成等の実践的な教育を行うこ
とが重要であるとの観点から、現地
調査を行ったり、双方向多方向に行
われる討論などの授業により、密度
の濃い実践的な教育が求められるも
のであり、このような教育として、放
送による授業は適当ではないと考え
ているところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院においては、高度の専門知識の習得や能力の
育成等の実践的な教育を行うことが重要であるという観点から、放送に
よる授業は適当でないと考えている。”という回答をしているが、その回
答において懸念されている実践的な教育については、提案書の提案理
由において、講師と学生との質疑応答、議論、フォローアップはＩＴ技術を
活用することによって双方向性を確保していると記載しているように、そ
れらの懸念の点を払拭するための対策を講じることを念頭においている
ところ。本学の授業形態は具体的には、衛星放送で講義を行い、質疑応
答、議論、試験はインターネット経由でWEB上で行い、フィールドワーク、
ワークショップが必要な科目は対面で実施しており、通信教育と対面教
育を併せたものである。通信教育の部分についても通信教育にＩＴ技術
を多く取り入れたものであるり、通常の通信教育として実施している形態
と代わるものではない。したがって、本学のように遠隔教育の方式を主と
する形態で授業を実施し、経営学を習得することを目的としている専門
職大学院の場合は通信教育の授業の方法として放送授業を用いること
について再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提示さ
れたい。また、本学のように遠隔教育の方式を主とする形態で授業を実
施し、経営学を習得することを目的としている専門職大学院の場合の通
信教育の授業の方法として放送授業を併用した場合、放送授業の時間
数は通信教育を行う際の単位の計算方法と同様に計算されるという見
解でいいのか、その見解及び今後の対応につき具体的に提示された
い。
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通信衛星等を用いることにより、多様なメ
ディアを高度に利用して、文字、音声、静
止画、動画等の多様な情報を一体的に扱
うもので、かつ、毎回の授業の実施に当
たって設問回答、添削指導、質疑応答等
により指導を併せ行うものであって、当該
授業に関する学生の意見の交換の機会
が確保されているものであれば、放送授
業として扱われるものではなく、専門職大
学院における授業方法としても可能なとこ
ろ。

3106150

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院の
単位の要件の弾
力的運用

専門職大学院の通信教育の授業の
方法として多様なメディアを高度に
利用する方法、および、放送授業を
行った場合、１５時間の講義をもって
一単位とする。大学通信教育設置
基準の第5条二項の放送授業の単
位の計算方法を準用するものとす
る。

専門職大学院の通信教育の授業の方法
として多様なメディアを高度に利用する方
法、および、放送授業を行った場合、１５
時間の講義をもって一単位とする。

081080

メディアを利
用し教室外
で履修する
単位数の制
限の緩和

大学通信教
育設置基準
第６条

インターネットを活用する
などのメディアを活用した
授業などにより、１２４単
位以上を取得することが
大学を卒業する要件と
なっているところ。
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多様なメディアの活用による教室以
外の場所での履修における単位認
定については、卒業要件１２４単位
のうち６０単位を超える遠隔授業の
履修に関しては、大学通信教育設置
基準の適用により可能となっている
ところ。

情報通信技術の発達により大学設置基準制定時とは状況
が異なると考えられることから、60単位を超える遠隔授業
を通学制においても実施できないか具体的に検討し回答
されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

「大学メディア教育」の促進にとって本質的に問題なのは、「大学設置基準」と「大学通信
教育設置基準」とが並存しているということ、すなわち、「通学制」と「通信制」とをあくま
で峻別するという前提が存在していることです。貴省のご回答の内容だけから類推致し
ますと、貴省はこの前提に則り、「メディア教育」に特化した大学はあくまで「通信制」だ
けに限定するべきであり、「通学制」では「メディア教育」の比率を一定限度に限定しなけ
ればならないとの考え方をとっていらっしゃるような印象を受けます。貴省がいくら現在
の「通信制」の範囲内で「メディア教育」の全面的促進を企図されたとしましても、「通学
制」と「通信制」という峻別的発想が残存するかぎり、その「通信制」の範囲内でさえも、
「メディア教育」が隆盛することは覚束ないでしょう。弊社の提案に対して、貴省は、『多
様なメディアの活用による教室以外の場所での履修における単位認定については、卒
業要件１２４単位のうち６０単位を超える遠隔授業の履修に関しては、大学通信教育設
置基準の適用により可能となっているところ。』とのご回答を下さいました。そのことは弊
社も十分承知致しております。そのことを承知したうえで弊社は提案をさせていただいた
のです。それにもかかわらず、貴省のご回答が、意図的にせよ、そうでないにせよ、
『「大学設置基準」第３２条第４項を撤廃する』という弊社提案の核心から的を外したもの
であったことから、弊社の提案内容を十分に御理解いただけなかったとの印象を拭い去
ることはできません。弊社の本提案の基本的発想では、「大学設置基準」と「大学通信
教育設置基準」を一元化し、「通学制」「通信制」という概念区分自体を無くすことが望ま
しいということになります。しかしながら、「大学設置基準」と「大学通信教育設置基準」と
の一元化は、将来的に望ましいことに疑いはありませんが、詳細事項の調整や議論を
重ねる必要性なども考慮すると、即座の一元化の実現はあまり期待できそうにもありま
せん。そこで、暫定的な次善策として、本提案では、両基準の齟齬を決定付けている、
「メディアを利用した授業」の卒業要件単位数への算入数の差異をなくすことが現実的
対応の第一歩だと考えています。この両基準の卒業要件単位数への算入単位数の統
一方式は、「メディアを利用した授業」の教育効果の信憑性が固まったことを受けて、当
然、現在の「大学通信教育設置基準」に合わせて、「大学設置基準」のほうでも「メディア
を利用した授業」を卒業要件単位数の１２４単位すべてに充てることが
できるようにします。

この提案は、具体的には、「大学設置基準」第３２条第
４項を撤廃することを
意味しています。
これにより、「大学設置基準」と「大学通信教育設置基
準」が並存した状態でも、
現在よりも実質的に一元化された状態に近付くことは
確かです。
添付の補足資料を御精査下さり、宜しく再度の御検討
を賜りますよう
お願い申し上げます。
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前回回答の通り、多様なメディアの活用に
よる教室以外の場所での履修における単
位認定については、卒業要件１２４単位の
うち６０単位を超える遠隔授業の履修に関
しては、大学通信教育設置基準の適用に
より可能となっているところである。
遠隔システムにより行う授業は、指導教員
と学生が直接対面しない授業形態を想定
しているものであり、このため卒業に必要
な単位の大半を当該システムで履修する
のであれば、それはすなわち通信による
教育であり、この場合には通信教育設置
基準を適用するものである。
なお、通学制であっても通信制であって
も、大学としての位置付けや学位の扱い
に違いはない。また、大学名や学部名、学
位に付記する専攻分野に通信制であるこ
とを記すことを義務付けているものでもな
い。

3070010

株式会
社東京
リーガル
マインド

大学メ
ディア教
育促進特
区

大学メディア教育
促進特区

「多様なメディアを高度に利用して、
授業を行う教室等以外の場所で履
修させる単位数は、卒業の要件とし
て修得すべき124単位のうち、60単
位を超えないものとする」と解釈され
る、「大学設置基準」第三十二条第
四項を撤廃する。

ｅラーニング教材等、高度なIT技術を駆
使した遠隔教育を大学が全面的に提供
することが可能となることで、遠距離通学
の負担や時間的制約を解消しつつ、社会
人の大学学位取得が促進される。これ
は、高度知識を修得する社会人の増加
によって、日本経済の能率性が飛躍的に
向上することに結びついていく。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081080

メディアを利
用し教室外
で履修する
単位数の制
限の緩和

大学通信教
育設置基準
第６条

インターネットを活用する
などのメディアを活用した
授業などにより、１２４単
位以上を取得することが
大学を卒業する要件と
なっているところ。

D-1

多様なメディアの活用による教室以
外の場所での履修における単位認
定については、卒業要件１２４単位
のうち６０単位を超える遠隔授業の
履修に関しては、大学通信教育設置
基準の適用により可能となっている
ところ。

5150007

株式会
社東京
リーガル
マインド

大学における通
信制単位認定の
基準緩和

「大学設置基準」の中の「多様なメ
ディアを高度に利用して、当該授業
を行う教室等以外の場所で修得す
る単位数は卒業の要件として修得
すべき百二十四単位のうち六十単
位を超えないものとする。」を撤廃す
る。

081090
大学通信教
育の認可制
度の撤廃

学校教育法
第４条
学校教育法
施行令第２３
条

大学において通信教育を
開設しようとする者は、学
校教育法第４条により、
設置基準に従って文部
科学大臣の認可を受け
なければならない。

Ｃ

通信教育を新たに開設する場合、質
保証・学生保護等の観点から、設置
主体の如何によらず、認可が必要で
ある。

新規に通信教育を行なう大学を設置する場合と、既存の
大学が通信教育を開設する場合は異なり、後者について
は一定の教育水準等は前者に比べて確保されていると考
えられることから、認可手続きの簡素化等の措置がとれな
いか再度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

弊社の特区提案に対し、貴省からは「通信教育を新たに開設する場合、質保証･学生保
護等の観点から、設置主体の如何によらず、認可が必要である」という回答を頂きまし
た。しかし、この回答は適切ではないと考えます。
質については、大学教育として一定の質を確保しなければならないのは当然です。しか
し、大学設置自体の認可を既に受けている学校設置会社による大学が新たに通信教育
を実施するということは、大学としての教育水準を確保していると文部科学大臣に認め
られた教育サービスを、通信という新たな手法により消費者に提供していくに過ぎませ
ん。これは既に認可を受けている教育課程の内容を、中身を変えることなく、異なる媒
体を用いて提供するということです。特に学校設置会社による大学の場合、教育内容は
一定の質を確保した上で、どのような形態で提供していくかというのは、経営判断に絡
んだ商品戦略の問題であり、通信制であろうと通学制であろうと違いはありません。商
品をいかなるパッケージで提供するかというパッケージングの問題です。しかも、5年ご
とに、文部科学大臣の認証を受けた機関による認証評価を受けるわけですから、客観
的な質の担保手段も準備されています。以上のように質の確保は適切に行われます。
このように、質の保証があるにも関わらず通信教育そのものに独立の認可取得を義務
付けることは過度の規制であり、政府のとる規制改革路線に真っ向から反します。
学校設置会社が設置する大学の特徴は、株式会社の経営手法を学校経営に生かすこ
とにより、教育に適正な競争をもたらし、質を高め、消費者のニーズにタイムリーに対応
していくことにあります。そして、これこそが構造改革特別区域において株式会社による
大学経営が認められた理由です。株式会社の経営手法を用いた学校経営にとって、商
品戦略と商品投入のタイミングは死活問題です。消費者である学生が、各々の教育
ニーズに応じて教育サービスを受けられなければ、学生にとって機会ロスになると共
に、株式会社による大学にとっては競争力を失い魅力を著しく減じることになります。通
信制による教育課程設置に認可があることはまさに、機会ロスを生じさせる障害となっ
ています。これは株式会社による大学経営を阻害し、株式会社の経営手法による学校
経営を否定することとなり、構造改革特別区域法の趣旨に反するといえます。以上か
ら、貴省のいう質や学生の保護等は認可によらずとも確保できることは明らかです。通
信制開設に係る認可（学校教育法第4条、学校教育法施行令第23条）は、大学設置認可

Ｃ

通信教育を新たに開設する場合、質の低
下を招くことのないよう教員数等を増加さ
せるとともに、添削等による指導及び教育
相談を円滑に処理するための適当な組織
等を設けるなど、大学として適切な体制を
整えることが必要である。
　このため、質保証･学生保護等の観点か
ら、設置主体の如何によらず、認可が必
要である。

3072040

株式会
社東京
リーガル
マインド

株式会社
大学改革
特区

大学通信教育の
認可制度の撤廃

現行法令上、新たに大学通信教育
を実施する場合には文部科学大臣
の認可が必要となるが、特区におい
て既に大学設置認可を取得してい
る株式会社立大学の場合は、現行
の認可制度を撤廃する。

職業教育を実施する「LEC東京リーガル
マインド大学」の平成16年4月の開校と同
時に大学通信教育を設置する。これによ
り地理的問題から通学が困難な学生に
対しても職業教育を施すことが可能とな
り、もって若年者の失業・未就職等の問
題の解決に寄与し、日本経済全体の活
力回復に一定のインパクトを与えること
ができる。

081090
大学通信教
育の認可制
度の撤廃

学校教育法
第４条
学校教育法
施行令第２３
条

大学において通信教育を
開設しようとする者は、学
校教育法第４条により、
設置基準に従って文部
科学大臣の認可を受け
なければならない。

Ｃ

通信教育を新たに開設する場合、質
保証・学生保護等の観点から、設置
主体の如何によらず、認可が必要で
ある。

5150012

株式会
社東京
リーガル
マインド

大学通信教育の
認可制度の撤廃

現行法令上、新たに大学通信教育
を実施する場合には文部科学大臣
の認可が必要となるが、既に大学設
置認可を取得している株式会社立
大学の場合は、現行の認可制度を
撤廃します。

職業教育を実施する「LEC東京リーガル
マインド大学」の平成16年4月の開校と同
時に大学通信教育を設置します。これに
より地理的問題から通学が困難な学生に
対しても職業教育を施すことが可能とな
り、もって若年者の失業・未就職等の問
題の解決に寄与し、日本経済全体の活
力回復に一定のインパクトを与えること
ができます。

081100
専任教員数
の緩和

専門職大学
院設置基準
第５条、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。

3023010
(株)アサ
ヒ商会

専門職大
学院にお
ける専任
教員数・
資格・兼
務の制約
の緩和に
ついて

専門職大学院の
専任教員数の規
模に応じた数に

専門職大学院の専任教員数は規模
に応じた数にと定められているが現
行規定の例示では該当しない少人
数でも 低例示数を配置しなければ
ならない。特区においては認定自治
体の長が当該教育の実施に支障を
きたさないと認めた数にしていただ
きたい。

専任教員による教育指導は確実に行わ
れるほか、多彩な経験をつんだ実務の専
門知識に富んだ教員により、少人数の教
育が可能。また学生個別の必要性による
対応が出来る。

081100
専任教員数
の緩和

大学設置基準
第１３条、大学
院設置基準第
９条、大学院
に専攻ごとに
置くものとする
教員の数につ
いて定める件
（平成１１年文
部省告示第１
７５号）、専門
職大学院設置
基準第５条、
専門職大学院
に関し必要な
事項について
定める件（平
成１５年文科
省告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。

3065010

株式会
社ア
ミューズ
メントメ
ディア総
合学院

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

専任教員の 低
必要人数の緩和
（大学/大学院等
設置）

大学設置基準上、大学におくべき専
任教員の数に関し、特区内に設置さ
れる大学については、この基準を適
用しないものとし、特区認定自治体
の長が、当該教育事業に支障をき
たさないと認める数とするよう緩和
する。（但し、新分野のみ）

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2005年４月からの大学院設置お
よび2006年4月からの大学設置を実施す
る。

081100
専任教員数
の緩和

大学設置基準
第１３条、大学
院設置基準第
９条、大学院
に専攻ごとに
置くものとする
教員の数につ
いて定める件
（平成１１年文
部省告示第１
７５号）、専門
職大学院設置
基準第５条、
専門職大学院
に関し必要な
事項について
定める件（平
成１５年文科
省告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「学生が充実した学習を行うことができるためには、必要な教員組織、
校地、校舎等の施設、設備等が確保されている必要があって、一定の専任教員
を確保することが必要であると考えており、このような観点から、必要 低限の
基準を省令等で定めているところである。なお、高度専門職業人の養成につい
ては、専門職大学院制度を利用しなければできないものではなく、大学院制度
若しくは他の制度等によって設置された教育施設においても実施することが可
能である。」という回答をされているが、一定の専任教員数を定める基準を設け
る背景には、非常勤教員が教員以外の仕事を理由に頻繁に休講をしたり、学生
の質問に答える等いわゆるケアをしないといった問題点に対応するためのもの
であることが主な理由でもあると考えられるが、そういった点においては、提案
書に記載した通り、
①新規分野に係る算出基準を設ける。（文部科学省において新規に規定）
あるいは、以下②を認める場合に③～⑤の代替措置を事業者において講じる。
②基準以下の人数による設置をする場合には、特区認定自治体の長が当該教
育事業者に支障をきたさないと認める数に合わせる。
③基準以下の人数による設置をする場合には、専任教官の都合により休講を
する場合には、学生の十分な学習機会を確保するため、履修期間内に同時間
数分の補講を実施することを義務付ける。また、専任教官との契約を１年契約と
し、規定授業回数の３割以上を休講し、日時の変更を行うことのあった場合に
は、次年度の契約を実施しない等の策を講じる。
④学生が常時学生生活を支障なく過ごすことが出来るようにするため、特に学
習内容に対するケアの施策として専任教官はメールアドレスを生徒に開示し、
随時質問を受け付ける体制をとり十分なケアを行う。
⑤特に学生生活や進路等、授業内容以外に対するケアの施策として、通年で、
生徒２０名に対して１名以上のアドバイザー（教員による）を設置し、随時質問を
受け付ける体制をとり十分なケアを行う。
と記載しているように、それらの懸念の点を払拭するための対策を講じることを
念頭においているところである。したがって、上記のような点を踏まえ、「専任教
員の 低必要人数の緩和（大学/大学院等設置）」について再検討され、その見
解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

また、提案主体からの意見及び提案①～⑤に
ついて、貴省の見解を示されたい。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。
　なお、今後提案主体から要望があれば、以上のよう
な点について理解が得られるよう、丁寧に説明してま
いりたい。

3066010

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

専任教員の 低
必要人数の緩和
（大学/大学院等
設置）

大学設置基準上、大学におくべき専
任教員の数に関し、特区内に設置さ
れる大学については、この基準を適
用しないものとし、特区認定自治体
の長が、当該教育事業に支障をき
たさないと認める数とするよう緩和
する。（但し、新分野のみ）

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2004年４月からの大学院設置お
よび2005年4月からの大学設置を実施す
る。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081100
専任教員数
の緩和

大学設置基
準第１３条、
大学院設置
基準第９条、
大学院に専
攻ごとに置く
ものとする教
員の数につ
いて定める
件（平成１１
年文部省告
示第１７５号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。

3076110

株式会
社東京
総合研
究所

い、しょ
く、じゅ
う、ゆう、
がく
外国人起
業家と地
域住民が
共生でき
る特区
（エリア）
の創生

大学、大学院に
おける専任教員
数の緩和

低限必要な専任教員数は５人と
すること。

外国・外資系企業により特殊分野の大
学、大学院の設置容易になり海外からの
優秀な知識・技能を有する外国人等が起
業するチャンスがふえる。

081100
専任教員数
の緩和

専門職大学
院設置基準
第５条、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、”学生が充実した学習を行うことができるためには、一定の専
任教員を確保することが必要である”という回答をしているが、その回答
において懸念されている学生が充実した学習を行うことができるという点
については、その通り、充実した学習を行える環境を確保することが一
番重要なことであり、提案理由に記載しているように 先端の経営につ
いて教えるには、各分野のスペシャリスト、実際に現場で経営に携わっ
ている人に教えてもらうのが一番説得力があり、価値のあるものとなる。
そのためには１つの分野についての専門家の専任教員より、実社会で
経営に関わっている方、または、各分野で活躍が目覚しい方を講師とし
て招聘したほうが実践的な講義となり、受講生の満足度も高まることが
期待できる。講義内容の映像、テキスト等デジタル化し、遠隔教育の方
法を取るので専任教員の数に依存することなく講義が休講になることが
なく、講義の質も一定に確保できており、質保証を確保している。質疑応
答、議論はＩＴ技術を活用し、サイバークラスルームにて双方向多方向に
行われ密度の濃い実践的な教育が可能な措置を講じることとしており、
本学が実施する教育事業においては、無理やり形式的な部分を重視し
て専任教員で実施するよりは、提案書に記載したような内容で実施する
ことが必要不可欠である。したがって、上記のような点を踏まえ、学生に
十分な教育、授業ができるように地方自治体の長が当該教育授業に支
障がなく、教育の質が保てると認めた数に専任の教員数を決めることが
できる特例措置について再検討され、その見解及び今後の対応につき
具体的に提示されたい。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

また、提案主体の意見について、貴省の見解
を示されたい。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。
　なお、今後提案主体から要望があれば、以上のよう
な点について理解が得られるよう、丁寧に説明してま
いりたい。

3106030

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院の
必置教員数の緩
和

学生に十分な教育、授業ができるよ
うに地方自治体の長が当該教育授
業に支障がなく、教育の質が保てる
と認めた数に専任の教員数を決め
ることができる。

各分野の専門家を講師として招聘、提携
大学の講師陣による指導を行う。遠隔教
育として講義を映像化し、その中で講師
が教授し、質疑応答、議論は、インター
ネットを利用したサイバークラスルームで
行う。

081100
専任教員数
の緩和

専門職大学
院設置基準
第５条、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

［１］先の提案中、以下の点において回答を得られていないと考える。
専門職大学院は以下を満たさねば、その本来の目的である産業界が求める高度専門
職業人の養成を達成できない。 もしくは養成できない人材像（産業分野）が数多く存在
する。
①大学界ではなく産業界で活躍中の職能人を教授として多数迎え入れなければならな
い。 また真の職能人を教育界で専任教員として束縛する事は産業界にとって不利益と
なってしまう。 実質上非常勤を中心とした教員体制でしか考えられない分野が存在する
事実をどう解決するのか。
②教授の指導力のみに頼らず、まず人材像を満たす為に 適化されたカリキュラムを
構築出来るかどうかを重視すべき。 現行の設置基準の根本を再検討頂きたい。
③教育の質の担保は設立時の専任教員数で図るのではなく、教育成果すなわち学生
の学習成果でもって継続的に問うていくべき。 各分野毎の評価基準作成を民間に委託
すべき。
［２］回答中以下の点においては別意見を述べるので、再度検討願いたい。
確かに高度専門職業人を養成する教育体制は「専門職大学院制度を利用しなくとも」整
備できる事は事実であるが、そもそも同制度はその生い立ちを見るに、国や産業界が
即戦力人材として要望する高度専門職業人を養成する事を目的として整備されている。
その目的を達成する為には、人材像が必要とする技術・経験・実績、関連業界との連携
体制・情報収集力等を持ち、かつ同人材の養成に強い思いの有る主体が教育を行い、
そこに各分野ごとの情報、優秀な教員・受講生が集約される事が早道であり、またそれ
が合理的である事は明白の事実である。 よって上記要件に該当する主体が、国の整備
する制度を活用出来ない事は不合理であり、国益に反すると考える。
［３］上記に関し以下を補足する。
①理工系大学院の教授における現状であるが、 先端の科学技術はその進歩が目覚
ましく、専門の教授すらその技術をフォローアップする事が極めて困難になっている。 し
たがって、ある時点において極めて優秀な教授を専任として採用したとしても、常に 先
端の科学技術を追跡しながら研究をしない限り、数年経つとその教授の専門技術が陳
腐化し、 先端の科学技術の研究指導が極めて困難になる状況にある。 教授の交代
が容易に可能で有れば何ら問題はないが、そうはいかないため、 近の理工系大学院
の教育・研究レベルの長期低落傾向が生じている。 多くの専任の教授での教育体制を
整えるよりも、その時代の優秀な技術者や教授を選択し、非常勤割合を高くした体制の方
しごく合理的である。

②高度専門職業人に社会が求める要件は、
ＩＴを中心としたデジタル技術活用の普及等
によりここ十数年で急速に多種多様化してお
り「確保すべき一定の専任教員」数等、一律
の規定でこれら全分野の人材育成体制の質
を担保する事には無理が生じている。
③我が国の中等・高等教育での学習成果と
社会での実業務との間の連続性が大きく問
われている事は周知の事実であり、この解
決策として実社会を題材としたケーススタ
ディ等をカリキュラムの中核に据えるため、
実ケースを持ち込めるだけの実績を持った
産業人を中心とした教育体制を求める声は
以前から産業界に数多く存在しており、その
多くは国策としても早急に対策が必要な分野
である。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

また、提案主体からの意見等［１］①～③、
［２］、［３］①～③のそれぞれについて、貴省の
見解を示されたい。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。
　なお、今後提案主体から要望があれば、以上のよう
な点について理解が得られるよう、丁寧に説明してま
いりたい。

3113010

学校法
人コン
ピュータ
総合学
園

専門職大
学院の必
置専任教
員数の緩
和

専門職大学院設
立にともなう必置
専任教員数の大
幅な緩和

専門職大学院には大学院設置基準
（工学関係で４名）の１．５倍の専任
研究指導教員と同基準同等の研究
指導補助教員を置くものとなってい
るが、ITやデジタル技術を中心とし
た工業系においては専任指導教員
２名程度の基準にする。

専修学校を設置し、大学を持たない学校
法人がその特性を活かし、平成１７年４月
の開校を目指し、ＩＴとデジタル映像が融
合する次世代に備えた人材の育成を目
的とした専門職大学院を大学院大学とし
て設立を計画。 ハイビジョン映像制作技
術、オープンソースシステム開発技術お
よびその双方に精通し業界即戦力として
評価される職能人の育成を目的とする。
人材育成像の受け入れ業界を代表する
企業や技術者との産学連携で開発され
るカリキュラムによる教育に重点を置き、
教員は専任・非専任を問わず、産業界で
の実績評価の高い実務経験者を主体と
する。

081110

研究指導教
員一人当た
りの収容定
員による専
任教員数の
算定の規定
の撤廃

専門職大学
院設置基準
第５条、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

［１］先の提案中、以下の点において回答を得られていないと考える。
専門職大学院は以下を満たさねば、その本来の目的である産業界が求める高度専門
職業人の養成を達成できない。 もしくは養成できない人材像（産業分野）が数多く存在
する。
①大学界ではなく産業界で活躍中の職能人を教授として多数迎え入れなければならな
い。 また真の職能人を教育界で専任教員として束縛する事は産業界にとって不利益と
なってしまう。 実質上非常勤を中心とした教員体制でしか考えられない分野が存在する
事実をどう解決するのか。
②教授の指導力のみに頼らず、まず人材像を満たす為に 適化されたカリキュラムを
構築出来るかどうかを重視すべき。 現行の設置基準の根本を再検討頂きたい。
③教育の質の担保は設立時の専任教員数で図るのではなく、教育成果すなわち学生
の学習成果でもって継続的に問うていくべき。 各分野毎の評価基準作成を民間に委託
すべき。
［２］回答中以下の点においては別意見を述べるので、再度検討願いたい。
確かに高度専門職業人を養成する教育体制は「専門職大学院制度を利用しなくとも」整
備できる事は事実であるが、そもそも同制度はその生い立ちを見るに、国や産業界が
即戦力人材として要望する高度専門職業人を養成する事を目的として整備されている。
その目的を達成する為には、人材像が必要とする技術・経験・実績、関連業界との連携
体制・情報収集力等を持ち、かつ同人材の養成に強い思いの有る主体が教育を行い、
そこに各分野ごとの情報、優秀な教員・受講生が集約される事が早道であり、またそれ
が合理的である事は明白の事実である。 よって上記要件に該当する主体が、国の整備
する制度を活用出来ない事は不合理であり、国益に反すると考える。
［３］上記に関し以下を補足する。
①理工系大学院の教授における現状であるが、 先端の科学技術はその進歩が目覚
ましく、専門の教授すらその技術をフォローアップする事が極めて困難になっている。 し
たがって、ある時点において極めて優秀な教授を専任として採用したとしても、常に 先
端の科学技術を追跡しながら研究をしない限り、数年経つとその教授の専門技術が陳
腐化し、 先端の科学技術の研究指導が極めて困難になる状況にある。 教授の交代
が容易に可能で有れば何ら問題はないが、そうはいかないため、 近の理工系大学院
の教育・研究レベルの長期低落傾向が生じている。 多くの専任の教授での教育体制を
整えるよりも、その時代の優秀な技術者や教授を選択し、非常勤割合を高くした体制の方
しごく合理的である。

②高度専門職業人に社会が求める要件は、
ＩＴを中心としたデジタル技術活用の普及等
によりここ十数年で急速に多種多様化してお
り「確保すべき一定の専任教員」数等、一律
の規定でこれら全分野の人材育成体制の質
を担保する事には無理が生じている。
③我が国の中等・高等教育での学習成果と
社会での実業務との間の連続性が大きく問
われている事は周知の事実であり、この解
決策として実社会を題材としたケーススタ
ディ等をカリキュラムの中核に据えるため、
実ケースを持ち込めるだけの実績を持った
産業人を中心とした教育体制を求める声は
以前から産業界に数多く存在しており、その
多くは国策としても早急に対策が必要な分野
である。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

大学・大学院の専任教員については基準が明
確でないことから、特に専門職大学院に係る
大学設置分科会の審査に当たって、実務家等
の専門的な意見を審査に反映し、従来の専任
教員の基準によることなく専任教員数を確保
できるよう、下記のような点を明確にすること
はできないか。
①専門職大学院特別審査会の特別委員及び
専門委員のうち少なくとも半数以上は、高度の
専門性が求められる職業の実務経験又は学
識を有する者とすること。
②専門職大学院の教員の審査に当たっては、
当該専門職大学院の目的に沿った教育研究
が展開できるよう、現に実務に従事しており当
該専門職大学院に常時勤務していないもので
あっても、教育課程の編成、単位の認定等の
運営に責任を有する者であれば、積極的に評
価するものとすること。

また、提案主体からの意見等［１］①～③、
［２］、［３］①～③のそれぞれについて、貴省の
見解を示されたい。

C

　専任教員の定義については、前回も回答したように、
「他の大学の専任教員ではなく、当該大学の教育研究
を担当するのに支障のない者であれば足り、他に職業
を有している者であっても、この要件に該当する限り専
任教員になりうる」ものであり、これまでも特区提案へ
の回答等で公表していること、また、専門職大学院特
別審査会の委員にも説明していること等から、改めて
明確化することは考えていない。
　また、専門職大学院特別審査会については、文部科
学省としても、現場の第一線の実務に従事している者
の視点や、高度専門職業人の養成について経験と実
績を有する者の視点が重要であるとの観点から、委員
を選任しているところであるが、専門職大学院も人材
養成を目的とする大学院であることや、対象となる分
野が多様であること等も踏まえれば、再々検討要請に
ある内容を内規で定めることは考えていない。
　また、専任教員数については、学際領域等、現在の
区分により難い専門分野については も関連が深い
分野の例によることとし、また、それによることが適当
でない場合には別に定めることとしているところであ
る。また、専任教員数は、大学の質の確保等のために
必要 小限の基準であり、それを満たすことが必要で
ある。
　なお、今後提案主体から要望があれば、以上のよう
な点について理解が得られるよう、丁寧に説明してま
いりたい。

3113020

学校法
人コン
ピュータ
総合学
園

専門職大
学院の必
置専任教
員数の緩
和

専門職大学院設
立にともなう必置
専任教員数の大
幅な緩和

専門職大学院には大学院設置基準
（自然科学系で１人あたり１４名）の
３／４倍を乗じた研究指導教員一人
当たりの学生収容定員数が規定さ
れており、定員からの逆算で必置専
任教員数が決まってくるが、これを
撤廃したい。

専修学校を設置し、大学を持たない学校
法人がその特性を活かし、平成１７年４月
の開校を目指し、ＩＴとデジタル映像が融
合する次世代に備えた人材の育成を目
的とした専門職大学院を大学院大学とし
て設立を計画。 ハイビジョン映像制作技
術、オープンソースシステム開発技術お
よびその双方に精通し業界即戦力として
評価される職能人の育成を目的とする。
人材育成像の受け入れ業界を代表する
企業や技術者との産学連携で開発され
るカリキュラムによる教育に重点を置き、
教員は専任・非専任を問わず、産業界で
の実績評価の高い実務経験者を主体と
する。

33／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081110

研究指導教
員一人当た
りの収容定
員による専
任教員数の
算定の規定
の撤廃

専門職大学
院設置基準
第５条、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専任教員は、学部・専攻
の種類や学生数に応じ
教育研究上必要な一定
数が定められているとと
もに当該大学以外におけ
る教育研究活動その他
の活動の状況を考慮し、
当該大学において教育
研究を担当するに支障
がないと認められる者で
なければならない。

C

学生が充実した学習を行うことがで
きるためには、必要な教員組織、校
地、校舎等の施設、設備等が確保さ
れている必要があって、一定の専任
教員を確保することが必要であると
考えており、このような観点から、必
要 低限の基準を省令等で定めて
いるところである。なお、高度専門職
業人の養成については、専門職大
学院制度を利用しなければできない
ものではなく、大学院制度若しくは他
の制度等によって設置された教育施
設においても実施することが可能で
ある。

何をもって専任教員とするのか、基準を明確に示された
い。
専門職大学院は高度専門職業人を育成することから、教
員は産業界の第一線で業務を行う職能人を充てる必要が
ある。このため、従来の大学院における専任教員の基準
によることなく、第一線での業務を主としながら専門職大
学院の授業科目を担当する教員についても一定の基準の
下に専任教員としてみなされることが必要ではないか。具
体的に検討し、回答されたい。
また、専門職大学院設置基準に示される 低限必要な専
任教員の人数についても、個々の専門職大学院における
専攻分野の特殊性等を十分に考慮して定められるべきで
はないか。具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

［１］先の提案中、以下の点において回答を得られていないと考える。
専門職大学院は以下を満たさねば、その本来の目的である産業界が求める高度専門
職業人の養成を達成できない。 もしくは養成できない人材像（産業分野）が数多く存在
する。
①大学界ではなく産業界で活躍中の職能人を教授として多数迎え入れなければならな
い。 また真の職能人を教育界で専任教員として束縛する事は産業界にとって不利益と
なってしまう。 実質上非常勤を中心とした教員体制でしか考えられない分野が存在する
事実をどう解決するのか。
②教授の指導力のみに頼らず、まず人材像を満たす為に 適化されたカリキュラムを
構築出来るかどうかを重視すべき。 現行の設置基準の根本を再検討頂きたい。
③教育の質の担保は設立時の専任教員数で図るのではなく、教育成果すなわち学生
の学習成果でもって継続的に問うていくべき。 各分野毎の評価基準作成を民間に委託
すべき。
［２］回答中以下の点においては別意見を述べるので、再度検討願いたい。
確かに高度専門職業人を養成する教育体制は「専門職大学院制度を利用しなくとも」整
備できる事は事実であるが、そもそも同制度はその生い立ちを見るに、国や産業界が
即戦力人材として要望する高度専門職業人を養成する事を目的として整備されている。
その目的を達成する為には、人材像が必要とする技術・経験・実績、関連業界との連携
体制・情報収集力等を持ち、かつ同人材の養成に強い思いの有る主体が教育を行い、
そこに各分野ごとの情報、優秀な教員・受講生が集約される事が早道であり、またそれ
が合理的である事は明白の事実である。 よって上記要件に該当する主体が、国の整備
する制度を活用出来ない事は不合理であり、国益に反すると考える。
［３］上記に関し以下を補足する。
①理工系大学院の教授における現状であるが、 先端の科学技術はその進歩が目覚
ましく、専門の教授すらその技術をフォローアップする事が極めて困難になっている。 し
たがって、ある時点において極めて優秀な教授を専任として採用したとしても、常に 先
端の科学技術を追跡しながら研究をしない限り、数年経つとその教授の専門技術が陳
腐化し、 先端の科学技術の研究指導が極めて困難になる状況にある。 教授の交代
が容易に可能で有れば何ら問題はないが、そうはいかないため、 近の理工系大学院
の教育・研究レベルの長期低落傾向が生じている。 多くの専任の教授での教育体制を
整えるよりも、その時代の優秀な技術者や教授を選択し、非常勤割合を高くした体制の方
しごく合理的である。

②高度専門職業人に社会が求める要件は、
ＩＴを中心としたデジタル技術活用の普及等
によりここ十数年で急速に多種多様化してお
り「確保すべき一定の専任教員」数等、一律
の規定でこれら全分野の人材育成体制の質
を担保する事には無理が生じている。
③我が国の中等・高等教育での学習成果と
社会での実業務との間の連続性が大きく問
われている事は周知の事実であり、この解
決策として実社会を題材としたケーススタ
ディ等をカリキュラムの中核に据えるため、
実ケースを持ち込めるだけの実績を持った
産業人を中心とした教育体制を求める声は
以前から産業界に数多く存在しており、その
多くは国策としても早急に対策が必要な分野
である。

C

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。また、専門職
大学院の専任教員の 低数については、
各専攻分野の特殊性等を考慮して定めら
れている。

3113020

学校法
人コン
ピュータ
総合学
園

専門職大
学院の必
置専任教
員数の緩
和

専門職大学院設
立にともなう必置
専任教員数の大
幅な緩和

専門職大学院には大学院設置基準
（自然科学系で１人あたり１４名）の
３／４倍を乗じた研究指導教員一人
当たりの学生収容定員数が規定さ
れており、定員からの逆算で必置専
任教員数が決まってくるが、これを
撤廃したい。

専修学校を設置し、大学を持たない学校
法人がその特性を活かし、平成１７年４月
の開校を目指し、ＩＴとデジタル映像が融
合する次世代に備えた人材の育成を目
的とした専門職大学院を大学院大学とし
て設立を計画。 ハイビジョン映像制作技
術、オープンソースシステム開発技術お
よびその双方に精通し業界即戦力として
評価される職能人の育成を目的とする。
人材育成像の受け入れ業界を代表する
企業や技術者との産学連携で開発され
るカリキュラムによる教育に重点を置き、
教員は専任・非専任を問わず、産業界で
の実績評価の高い実務経験者を主体と
する。

081120
専任教員の
弾力的運用
の容認

大学設置基
準第12条
専門職大学
院設置基準
第5条

専任教員については、学
部・専攻の種類や学生数
に応じ教育研究上必要な

低限の数が定められ
ているところ。

D-1

一定の専任教員数を確保した上で、
他の大学の専任教員が兼任して授
業を教え、もって教育内容の充実、
学生の育成の充実を行うことは可能
なところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”他の大学の専任教員が兼任して授業を教えることは可能”と
いう回答をしているが、その場合、兼業することによって他の大学で専任
教員の資格はなくならないのか。また、他の大学の専任教員が、提案理
由にあるように講義部をデジタル映像化し、それを用いて講義すると教
員の物理的、時間的制約は問題なく、質疑応答、議論、試験などもＩＴを
活用しサイバー上で実現可能とした場合、その教員は２つの大学で専任
教員の資格を満たすことは可能か。その見解につき具体的に提示され
たい。

D-1

専任教員は、一の大学について専任とさ
れているものである。一の大学で専任教
員となっているものが、他の大学で授業を
教えることは可能なところ。

3106130

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専任教員の弾力
的運用

専門職大学院の教育の質を一流に
するためには、各分野の一人者を
講師とすることが、教育内容の充
実、学生の育成の充実に繋がり、教
育の質を保証することに支障がない
と地方自治体の長が認めた場合、
他の大学の専任教員が兼務できる
ものとする。

専門職大学院であるので専攻分野で一
人者である他大学の専任教員の兼務い
ただき教鞭をとっていただく。

081130

専門職大学
院の専任教
員の資格の
要件の緩和

専門職大学
院設置基準
第５条第１項

専門職大学院において
は、高度の教育上の指
導能力があると認めら
れ、かつ、専攻分野につ
いて、
①教育上又は研究上の
業績を有する者
②高度の技術・技能を有
する者
③特に優れた知識及び
経験を有する者
が専任教員の資格があ
るとされているところ。

D-1

専門職大学院における専任教員の
資格要件については、左記のような
概括的な取扱いとなっており、当該
分野の専門職大学院の教員として
必要な資質を有することが必要であ
ることは当然としても、新規の専門
分野の専任教員の任用の際に不都
合は生じないと考える。

3023020
(株)アサ
ヒ商会

専門職大
学院にお
ける専任
教員数・
資格・兼
務の制約
の緩和に
ついて

専門職大学院の
専任教員の資格
について

専門職大学院における専任教員の
資格は学位取得・経験5年・論文数・
年齢で制限されている。分野により
当然のことと考えるが、専門分野に
よってはそのような資格を取得でき
ない分野もある。新しい領域では特
にその傾向がある。従来の専門領
域では分類できないような分野では
資格取得者が存在しない。認定自
治体の長が特段の必要性があっ
て、現行規定のような資格等を有す
ることが困難であることを条件に当
該教育および研究事業に支障をき
たさないと認める場合には適用除外
とするようにしたい。

専攻分野について特に優れた知識およ
び経験を有すれば、学位・教育経験・論
文数・年齢は問わないよういにしたい。

081140

専門職大学
院の専任教
員の兼務の
緩和

専門職大学
院設置基準
第５条第１項
条第３項、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専門職大学院において
は、専任教員のうち、お
おむね３割以上の実務家
教員が必要とされている
ところ。

D-1

専門職大学院においては、おおむね
３割以上の実務家教員が必要とされ
ているが、その実務家教員の兼務を
排除するものではないところ。

3023030
(株)アサ
ヒ商会

専門職大
学院にお
ける専任
教員数・
資格・兼
務の制約
の緩和に
ついて

専門職大学院の
専任教員の兼務
について

専門職大学院における専任教員の
兼務は大学・研究所の教員の場合
は許されている。これを当該教育事
業に支障をきたさないと認定自治体
の長が認めた場合には、官公庁･自
治体･民間企業・報道機関の職員に
まで拡大してもらいたい。これらの中
にも兼務に耐える優秀な教員候補
が存在する。

専攻分野について特に優れた知識およ
び経験を有すれば大学・研究所のみなら
ず官公庁自治体民間企業報道機関の職
員でも教員を兼務可能に。

081140

専門職大学
院の専任教
員の兼務の
緩和

専門職大学
院設置基準
第５条第１項
条第３項、
専門職大学
院に関し必
要な事項に
ついて定め
る件（平成１
５年文科省
告示第５３
号）

専門職大学院において
は、専任教員のうち、お
おむね３割以上の実務家
教員が必要とされている
ところ。

D-1

専門職大学院においては、おおむね
３割以上の実務家教員が必要とされ
ているが、実務家教員の兼務を排除
するものではないところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院においては、おおむね３割以上の実務家教員
が必要とされているが、実務家教員の兼務を排除するものではない”と
いう回答であるが、提案書の提案理由において、講義はデジタル映像と
して制作するので、休講をすることなく授業を継続することが可能であ
り、いつでも講義の質が一定に保つことが可能であることと、講師と学生
との質疑応答、議論、フォローアップはＩＴ技術を活用することによって双
方向性を確保しており、したがって、専任教員として、他に兼業を持って
いても講義に差しさわりがなく、学生にとって第一線として活躍している
実務家から学ぶことは充実した学習につながるることが期待できると記
載しているように、それらの懸念点を払拭するための対策を講じることを
念頭においているところ。したがって、上記のような点を踏まえ、兼務を
している実務家教員を専任教員と認めることについて、その見解及び今
後の対応につき具体的に提示されたい。

D-1

専任教員は、他の大学の専任教員ではな
く、当該大学の教育研究を担当するのに
支障がない者であれば足り、他に職業を
有している者であってもこの要件に該当す
る限り、専任教員となりうる。

3106120

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専任教員の資格
要件の緩和

専門職大学院の教育の質を保証
し、安定して、継続的に教育を支障
なく提供するためには、各分野で活
躍している教員が必要であり、地方
自治体の長が認めた場合は、専任
教員が実務と兼業できるものとす
る。

専門職大学院であるので専攻分野の技
術・技能を有していたり、知識、経験が実
務において優れている現役の人に専任
教員となっていただき講師を務める。

081150

専門職大学
院における
厚生補導の
組織の撤廃

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされており、厚生補導の
組織についても必置とはなっていな
いところ。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は、”専門職大学院の施設及び設備その他については、専門職大
学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められる
ものであればよいこととされており、厚生補導の組織については必置と
なっていないところ”との回答であり、経営学を習得することを目的として
いる専門職大学院の場合はその目的に照らし十分な教育効果をあげる
にあたって、提案書の提案理由において、遠隔教育を主とした授業の方
式をとっており常時学生は教室にいないことと学生は社会人対象である
ので敢えて厚生や補導をすることはないと記載しているように厚生補導
の組織は必要ないと考える。本件について、本見解で問題ないか回答
願いたい。もし問題があるようであれば、その見解及び今後の対応につ
き具体的に提示されたい。

D-1

提案主体において構想している方式のも
とで厚生補導の組織を置かなくとも、専門
職大学院の目的に照らし十分な教育効果
をあげることができると認められれば可
能。なお、一般論としては、通信教育によ
る専門職大学院において厚生補導の組織
を置かないとすることもありえる。

3106100

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

専門職大学院に
おける厚生補導
の組織の撤廃

専門職大学院において厚生補導の
組織は設けないものとする。

遠隔教育を主としており常時学生はいな
いことと社会人対象であるので厚生補導
の組織は設けない。

081160

大学の設置
認可に関す
る申請日の
延期

大学の設置
等の認可の
申請手続等
に関する規
則第１条及
び第４

大学を開設する場合は、
大学の設置等の認可の
申請手続等に関する規
則（平成３年１２月１７日
文部省令第４６号）第１条
により、当該大学を開設
しようとする年度の前年
度の４月３０日までに文
部科学大臣に設置認可
申請をすることとなってい
る。

C Ⅲ

本年度は特区制度初年度でもあり、
法令整備等を勘案して、本年度に限
り申請の時期を特別に１０月末に延
長したものである。来年度について
は、規則に基づいた審査手続による
ものとし、特例を設けることは考えて
いない。

現在適用することができる特例措置を用いた認定申請に
ついては、貴省の意見の通り規則に基づいた審査手続き
によることが妥当であると考えるが、新たに設けられた特
例措置を利用することによって大学が設置できる場合も存
在し、これらについても初年度と状況が同じであることか
ら、初年度と同様に申請について柔軟な対応を検討された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

特区においては初年度と同様の特別措置が必要と考える。なぜ初年度
に実現できた制度をひきつづき活用することができないのか？

C Ⅲ

本年度は、特区制度初年度であることか
ら、特別の事情を考慮し、申請期限を延長
したものであり、以後の取り扱いについて
は、手続き上明確に示されている。大学の
設置審査については、大学を運営していく
申請者が大学制度を十分理解し、大学設
置・学校法人審議会への対応も含めて十
分な審査期間が必要である。また、大学
の設置認可後においても、学生募集や入
学試験など学生受け入れまでの所用の期
間や環境整備が大学側に必要であること
から、特例を設けることは考えていない。

来年度も特別な事情が生じた場合には、申請
期限を延長し対応いただいきたい。

C Ⅲ

本年度は、特区制度初年度であるという特別の事
情を考慮し、申請期限を延長したものであり、以後
の取り扱いについては、手続き上明確に示されて
いる。大学の設置審査については、大学を運営し
ていく申請者が大学制度を十分理解し、大学設
置・学校法人審議会への対応も含めて十分な審
査期間が必要である。また、大学の設置認可後に
おいても、学生募集や入学試験など学生受け入
れまでの所要の期間や環境整備が大学側に必要
であることから、特例を設けることは考えていな
い。

3049070
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

大学の設置認可
に関する申請日
の延期

大学を開設する場合、年度の前年
度の6月３０日までに大学設置申請
をすることになっているが、特区事
業に関しては、これを２００３年度に
認められた特例と同様、10月に延期
する。

第３次および第４次の提案事項が2004年
度２月に認定されれば、同年10月に大学
設置の申請を行い、翌2005年から実施す
る。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081160

大学の設置
認可に関す
る申請日の
延期

大学の設置
等の認可の
申請手続き
等に関する
規制第1条及
び第4条

大学を開設する場合は、
大学の設置等の認可の
申請手続等に関する規
則（平成３年１２月１７日
文部省令第４６号）第１条
により、当該大学を開設
しようとする年度の前年
度の４月３０日までに文
部科学大臣に設置認可
申請をすることとなってい
る。

C Ⅲ

本年度は特区制度初年度でもあり、
法令整備等を勘案して、本年度に限
り申請の時期を特別に１０月末に延
長したものである。来年度について
は、規則に基づいた審査手続による
ものとし、特例を設けることは考えて
いない。

現在適用することができる特例措置を用いた認定申請に
ついては、貴省の意見の通り規則に基づいた審査手続き
によることが妥当であると考えるが、新たに設けられた特
例措置を利用することによって大学が設置できる場合も存
在し、これらについても初年度と状況が同じであることか
ら、初年度と同様に申請について柔軟な対応を検討された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、”本年度は特区制度初年度でもあり、法令整備等を勘案して、
本年度に限り申請の時期を特別に１０月末に延長したものであり、来年
度については、規則に基づいた審査手続によるものとし、特例を設ける
ことは考えていない”という回答をしているが、提案書の提案理由におい
て、平成15年度の特区申請において、大学設置・学校法人審議会への
申請の提出期限を平成15年10月末としており、今回も同様の措置をとる
ことが公平であると考えうると記載している点、特例により恩恵を被る国
民のことを勘案し、更に、我が国の厳しい経済情勢を踏まえ、一刻も早く
規制改革を通じた構造改革を行うことが必要であるという構造改革の推
進の意義を尊び、大学の設置認可に関する申請日の延期について再検
討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

C Ⅲ

本年度は、特区制度初年度であることか
ら、特別の事情を考慮し、申請期限を延長
したものであり、以後の取り扱いについて
は、手続き上明確に示されている。大学の
設置審査については、大学を運営していく
申請者が大学制度を十分理解し、大学設
置・学校法人審議会への対応も含めて十
分な審査期間が必要である。また、大学
の設置認可後においても、学生募集や入
学試験など学生受け入れまでの所用の期
間や環境整備が大学側に必要であること
から、特例を設けることは考えていない。

来年度も特別な事情が生じた場合には、申請
期限を延長し対応いただいきたい。

C Ⅲ

本年度は、特区制度初年度であるという特別の事
情を考慮し、申請期限を延長したものであり、以後
の取り扱いについては、手続き上明確に示されて
いる。大学の設置審査については、大学を運営し
ていく申請者が大学制度を十分理解し、大学設
置・学校法人審議会への対応も含めて十分な審
査期間が必要である。また、大学の設置認可後に
おいても、学生募集や入学試験など学生受け入
れまでの所要の期間や環境整備が大学側に必要
であることから、特例を設けることは考えていな
い。

3106160

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

大学の設置認可
に係る申請日の
延期

第４次提案で認められたものもって
申請する時、今年度に適用したもの
と同様、申請の大学設置・学校法人
審議会への申請の提出期限を平成
16年10月末とする。

第４次提案で認められたものもって申請
する時、今年度に適用したものと同様、
申請の大学設置・学校法人審議会への
申請の提出期限を平成16年10月末とす
る。

081170

特区内事業
における学
校設置審議
の際の審議
会委員の構
成の特例

大学設置・学
校法人審議
会令
第２条

大学設置・学校法人審議
会委員は、「大学設置・
学校法人審議会令」（昭
和６２年９月１０日政令第
３０２号）において、定員
２９人以内で組織し、その
委員の任命の要件とし
て、①大学又は高等専門
学校の職員、②私立大
学若しくは私立高等専門
学校の職員又はこれらを
設置する学校法人の理
事、③学識経験のある者
とされている。

D-1

大学設置・学校法人審議会委員は
「大学設置・学校法人審議会令」（昭
和６２年９月１０日政令第３０２号）に
おいて、定員２９人以内で組織し、任
期は２年とされている。委員の任命
にあたっては、産業界からの有識者
に関して、行政改革推進本部規制改
革委員会の「規制改革についての第
２次見解」における「平成１１年１２月
の産業界出身者を始めとして大学関
係者以外の委員を委員全体の２割
を目途に積極的に登用する」という
指摘を踏まえ対応している。

貴省の回答では、「大学関係者以外の委員を委員全体の
２割を目処に積極的に登用する」とあるが、専門職大学院
や新規産業分野に関する大学等は卒業後専門性の高い
分野で活躍できる人材を育成するものであり、卒業生を受
け入れる産業界の意見を十分に反映させる必要があるこ
とから、専門職大学院等の審議において産業界の意見を
取り入れるためには、２割以上とすべきであり、再度検討
し回答されたい。

D-1

産業界からの有識者としての委員の任命
にあたっては、行政改革推進本部規制改
革委員会の「規制改革についての第２次
見解（平成１１年１２月）」における「産業界
出身者を始めとして大学関係者以外の委
員を委員全体の２割を目途に積極的に登
用する」という指摘を踏まえ、そもそも大学
としての学校運営や教育研究を担う大学
関係者とのバランスをはかりながら、 低
でも２割以上を確保している。

3065030

株式会
社ア
ミューズ
メントメ
ディア総
合学院

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

特区内事業にお
ける学校設置審
議方法の変更
（大学/大学院等
設置）

具体的には、特区にて設立される学
校の設置審議でかつ、一部の分野
においては、状況に応じ、審議構成
メンバーの産業界からの有識者割
合を増やすことが出来るようにす
る。

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2005年４月からの大学院設置お
よび2006年４月からの大学設置を実施す
る。

081170

特区内事業
における学
校設置審議
の際の審議
会委員の構
成の特例

大学設置・学
校法人審議
会令
第２条

大学設置・学校法人審議
会委員は、「大学設置・
学校法人審議会令」（昭
和６２年９月１０日政令第
３０２号）において、定員
２９人以内で組織し、その
委員の任命の要件とし
て、①大学又は高等専門
学校の職員、②私立大
学若しくは私立高等専門
学校の職員又はこれらを
設置する学校法人の理
事、③学識経験のある者
とされている。

D-1

大学設置・学校法人審議会委員は
「大学設置・学校法人審議会令」（昭
和６２年９月１０日政令第３０２号）に
おいて、定員２９人以内で組織し、任
期は２年とされている。委員の任命
にあたっては、産業界からの有識者
に関して、行政改革推進本部規制改
革委員会の「規制改革についての第
２次見解」における「平成１１年１２月
の産業界出身者を始めとして大学関
係者以外の委員を委員全体の２割
を目途に積極的に登用する」という
指摘を踏まえ対応している。

貴省の回答では、「大学関係者以外の委員を委員全体の
２割を目処に積極的に登用する」とあるが、専門職大学院
や新規産業分野に関する大学等は卒業後専門性の高い
分野で活躍できる人材を育成するものであり、卒業生を受
け入れる産業界の意見を十分に反映させる必要があるこ
とから、専門職大学院等の審議において産業界の意見を
取り入れるためには、２割以上とすべきであり、再度検討
し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「大学設置・学校法人審議会委員は「大学設置・学校法人審議
会令」（昭和６２年９月１０日政令第３０２号）において、定員２９人以内で
組織し、任期は２年とされている。委員の任命にあたっては、産業界から
の有識者に関して、行政改革推進本部規制改革委員会の「規制改革に
ついての第２次見解」における「平成１１年１２月の産業界出身者を始め
として大学関係者以外の委員を委員全体の２割を目途に積極的に登用
する」という指摘を踏まえ対応している。」という回答をされているが、提
案書に記載した通り、「特区内で株式会社による大学等を設置する場合
であって、その当該教育分野が極めて新規性が高く、産業界のニーズ
等の把握が必要不可欠である場合には、半数を目途として、審議会の
運営に支障を来たさない範囲で、産業界での実務経験のある者を文部
科学大臣が別途任命する等の対応策を講ずる。」と記載しているよう
に、「設置する当該教育分野が極めて新規性が高く、」など、特殊なケー
スに応じた場合の増員等の可変的な対応も必要であることを念頭にお
いているところである。また、大学や大学院の経営は主に学費収入に
よって成り立っており、学生達にとっては、主に卒業後の進路を切り開く
目的で大学等に進学をしているわけであるため、新しい大学の設置につ
いては、卒業生を受け入れる予定の業界等の意見をもっと多く取り入れ
るべきであり、２割では少なすぎると思われる。したがって、上記のような
点を踏まえ、「特区内事業における学校設置審議の際の審議会委員の
構成の特例」について再検討され、その見解及び今後の対応につき審
議会の体制・運営方法が適当であることを踏まえ具体的に提示された
い。

D-1

産業界からの有識者としての委員の任命
にあたっては、行政改革推進本部規制改
革委員会の「規制改革についての第２次
見解（平成１１年１２月）」における「産業界
出身者を始めとして大学関係者以外の委
員を委員全体の２割を目途に積極的に登
用する」という指摘を踏まえ、そもそも大学
としての学校運営や教育研究を担う大学
関係者とのバランスをはかりながら、 低
でも２割以上を確保している。

3066030

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

特区内事業にお
ける学校設置審
議方法の変更
（大学/大学院等
設置）

具体的には、特区にて設立される学
校の設置審議でかつ、一部の分野
においては、状況に応じ、審議構成
メンバーの産業界からの有識者割
合を増やすことが出来るようにす
る。

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2004年４月からの大学院設置お
よび2005年４月からの大学設置を実施す
る。

081180

特区内事業
におけるサ
テライト位
置に関する
緩和

- - C

特区は、内閣総理大臣の認定の
下、地域の特性に応じて特定の地域
ごと規制の特例措置を認める制度で
ある。株式会社による学校事業を行
いたいのであれば、当該地域におい
て特区の認定申請を行う必要があ
る。

貴省の回答では「株式会社による学校事業を行いたいの
であれば、当該地域において特区の認定申請を行なう必
要がある」とあるが、以下の点について明らかにされたい。
①例えば、運動場での授業や一部の実習などを、特区外
においても実施することは可能か。
②また、特区内で行なわなければならない「学校事業」と
は何か。

C

特区は地域の特性・ニーズに対応し、特定
地域ごとの規制の特例措置を認める制度
である。特区認定を受けていない地域で
特例事業を展開することは特区制度を否
定するものであり、特区制度の根幹に関
わる事柄である。なお、株式会社による学
校設置に係る特例事業（学校事業）につい
ては構造改革特別区域法第１２条を参照
のこと。

3065020

株式会
社ア
ミューズ
メントメ
ディア総
合学院

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

特区内事業にお
けるサテライト位
置に関する緩和
（大学設置）

特区にて設立される学校において
は、一定の制限化におい真にやむ
を得ない場合には、特区区域外の
別地であっても、授業実施できるよ
う緩和する。

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2006年４月からの大学設置を実
施する。

081180

特区内事業
におけるサ
テライト位
置に関する
緩和

- - C

特区は、内閣総理大臣の認定の
下、地域の特性に応じて特定の地域
ごと規制の特例措置を認める制度で
ある。株式会社による学校事業を行
いたいのであれば、当該地域におい
て特区の認定申請を行う必要があ
る。

貴省の回答では「株式会社による学校事業を行いたいの
であれば、当該地域において特区の認定申請を行なう必
要がある」とあるが、以下の点について明らかにされたい。
①例えば、運動場での授業や一部の実習などを、特区外
においても実施することは可能か。
②また、特区内で行なわなければならない「学校事業」と
は何か。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「特区は、内閣総理大臣の認定の下、地域の特性に応じて特
定の地域ごと規制の特例措置を認める制度である。株式会社による学
校事業を行いたいのであれば、当該地域において特区の認定申請を行
う必要がある。」という回答をされているが、提案書に記載した通り、「全
授業の１０％程度で、かつ、移動距離が９０分程度のサテライト（別地）
授業を行う場合に限り、主体の地区においてのみ、特区を申請していれ
ば、サテライトを認める。」と記載しているように、1つの特区において、事
業化が出来る認可を受けた団体が、一定の制限をもった上での実現を
念頭においているところである。　貴省は、４次特区において通信大学
院の設置（管理コード080970）を認めているが、学生が授業を受けるの
は主に自宅であって特区を認定された場所ではない可能性が高いと予
想される。つまり特区制度において事業者の認定を区域ごとに指定して
いる理由は、特区における経済振興と実施者の行政上の管理者を明確
にするためであると考えられる。したがって、大学や大学院において、一
部（１０％程度）の授業を必要に応じて、特区外で行うことについては、
経済性及び管理上の観点からも問題が発生するとは考えづらいだけで
はなく、１つの事業に対しての行政上の管理が２箇所に渡るため管理責
任が不明確になるのではないか。したがって、上記のような点を踏まえ、
「特区内事業におけるサテライト位置に関する緩和」について再検討さ
れ、その見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

C

特区は地域の特性・ニーズに対応し、特定
地域ごとの規制の特例措置を認める制度
である。特区認定を受けていない地域で
特例事業を展開することは特区制度を否
定するものであり、特区制度の根幹に関
わる事柄である。なお、株式会社による学
校設置に係る特例事業（学校事業）につい
ては構造改革特別区域法第１２条を参照
のこと。

3066020

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

特区内事業にお
けるサテライト位
置に関する緩和
（大学設置）

特区にて設立される学校において
は、一定の制限化におい真にやむ
を得ない場合には、特区区域外の
別地であっても、授業実施できるよ
う緩和する。

株式会社による学校設置を特区内で事
業化し、2005年４月からの大学設置を実
施する。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

「不登校児童、生徒に限定した」ＮＰＯ法人は、すでに設置が容認されて
いる。認定実績について問題にしているが、認定実績があるかが問題で
はなく、NPO特有の存在意義を理解されるよう強く希望する。「提案に対
する容認と個々の認定申請時の問題」を混同した回答のようにみえる。
第3次提案での「現在の学校法人では対応できないニーズ」についての
取り組みをしているところ等、是非実態調査の労をとられることを強く要
望する。一定の実績を持ち、取り組んでいること、懸念される「継続性,安
定性」についても努力していることは東京賢治の学校の提案書を再度よ
く読み、理解されたい。「特段のニーズ」についても、すでに本法人のよう
に実績のあるNPOがあるにもかかわらず、要件を限定する必要がある
理由が不明確である。この点について再検討され、その見解及び、今後
の対応について具体的に提示されることを要望する。
特区における「実施状況を評価する必要がある」との回答である。しか
し、特区の制度においては、その各特定事業の見直し等について、必ず
しも「評価を経てから」というものではないはずである。この特定事業に
おいては、何故「評価」が必要なのか、合理的な理由を示されたい。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3042010

特定非
営利活
動法人
東京賢
治の学
校

教育改革
特区「不
登校児
童・生徒
に限定さ
れない」
　
ＮＰＯ法
人による
小規模学
校設置の
容認

NPO法人立学校
の対象要件「不
登校児等」の拡
大

構造改革特別区域法第１３条第１項
の「学校生活への適応が困難であ
るため相当の期間学校を欠席して
いると認められている児童、生徒若
しくは幼児（次項において、「不登校
児童」という。）を対象」の後に続け
て「その他当該自治体が多様なに
需要に対応した教育を受けることが
重要であると判断した児童、生徒又
は幼児」という規定を追加する。

このような要件拡大が実現することで､当
校としては、今までの実績を生かし、今後
も多様な教育の一例であるシュタイナー
教育を取り入れながら、既存の「公立･私
立学校」とのよりよい協力関係を築き、学
校教育法上の「学校」として、現在の学校
法人などでは対応できないニーズに対し
て、多様な教育の提供を行なうことができ
る。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１
　「ＮＰＯ法人による不登校児童等対象以外の学校設置の容認（管理
コード081190）に関して、１０の提案があるが、「地域の特別なニーズ」は
「不登校児、注意欠陥/多動性障害のある児童・生徒」とは限らない。現
行の公立、私立学校で対応できない教育的ニーズが多く存在する。たと
えば、様々な障害児に対する教育的ニーズはきわめて高く、英語教育、
理数科教区、スポーツ芸術等に重点を置いて欲しいとするニースは高
い。なお、「この先生だから」、「この先生たちの集団だから」という親の
要望も教育的ニーズと言えるのである。
２
　継続性、安定性を担保するとして、一定の実績を強調されるが、実績
は何も過去の業績とは限らず、今まで教育に関わってきた経験も重要な
実績である。ＮＰＯ法人は民間人が作るという前提に立っているが、経
験ある教育者たちが作るＮＰＯ法人も想定すべきである。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3051010

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

文京区では国際化時代を迎え、「英語教
育」に対するニーズが高い。私たちは、主
に英語と日本語による「バイリンガル教
育」を行う公設民営型学校を設立したい
と考えている。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１
　「ＮＰＯ法人による不登校児童等対象以外の学校設置の容認（管理
コード081190）に関して、１０の提案があるが、「地域の特別なニーズ」は
「不登校児、注意欠陥/多動性障害のある児童・生徒」とは限らない。現
行の公立、私立学校で対応できない教育的ニーズが多く存在する。たと
えば、様々な障害児に対する教育的ニーズはきわめて高く、英語教育、
理数科教区、スポーツ芸術等に重点を置いて欲しいとするニースは高
い。なお、「この先生だから」、「この先生たちの集団だから」という親の
要望も教育的ニーズと言えるのである。
２
　継続性、安定性を担保するとして、一定の実績を強調されるが、実績
は何も過去の業績とは限らず、今まで教育に関わってきた経験も重要な
実績である。ＮＰＯ法人は民間人が作るという前提に立っているが、経
験ある教育者たちが作るＮＰＯ法人も想定すべきである。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3052010

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

福岡県では国際化時代を迎え、「英語教
育」に対するニーズが高い。私たちは、主
に英語と日本語による「バイリンガル教
育」を行う公設民営型学校を設立したい
と考えている。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１
　「ＮＰＯ法人による不登校児童等対象以外の学校設置の容認（管理
コード081190）に関して、１０の提案があるが、「地域の特別なニーズ」は
「不登校児、注意欠陥/多動性障害のある児童・生徒」とは限らない。現
行の公立、私立学校で対応できない教育的ニーズが多く存在する。たと
えば、様々な障害児に対する教育的ニーズはきわめて高く、英語教育、
理数科教区、スポーツ芸術等に重点を置いて欲しいとするニースは高
い。なお、「この先生だから」、「この先生たちの集団だから」という親の
要望も教育的ニーズと言えるのである。
２
　継続性、安定性を担保するとして、一定の実績を強調されるが、実績
は何も過去の業績とは限らず、今まで教育に関わってきた経験も重要な
実績である。ＮＰＯ法人は民間人が作るという前提に立っているが、経
験ある教育者たちが作るＮＰＯ法人も想定すべきである。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3053010

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

兵庫県では国際化時代を迎え、「英語教
育」に対するニーズが高い。私たちは、主
に英語と日本語による「バイリンガル教
育」を行う公設民営型学校を設立したい
と考えている。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3089010

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

私たちは来年度、箕面市内に既存の学
校では提供されない特別な学習ニーズを
持つ子どもたちを対象としたＮＰＯ法人立
の小中一貫の学校を開校の予定である
が、現行規定では特区制度の学校として
は認められないものである。この特例措
置によって、不登校児童・生徒のみなら
ず、そのような特別な二ーズを持った子
どもたちも通える特区学校を創りたい。
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管理
コード

規制の特
例事項名
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措
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類

措
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措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請
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の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答
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例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3090010
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

京都市では国際化時代を迎え、「英語教
育」に対するニーズが高い。私たちは、主
に英語と日本語による「バイリンガル教
育」を行う公設民営型学校を設立したい
と考えている。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「NPO法人については、法人としての継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三者評価、セーフティネットの構築などの条件
を整えた上で、不登校児童生徒や学習障害、注意欠陥／多動性障害のある児
童生徒に対して、当該地域に所在する学校では十分に対応できない特別の
ニーズがある場合に、これらについて一定の実績を有するNPO法人に限り学校
の設置を可能としたところである。　NPO法人による学校の設置の適否について
は、特区における実施状況についての評価が必要であり、実施状況の評価も経
ないまま対象範囲を拡大することは困難」という回答をしているが、「不登校児
等」以外にも、提案理由等で記載しているように、現に当該地域に所在する学校
では対応できない特別なニーズがあり、そのニーズに対応した教育を受けなけ
れば発達段階に応じた適切な教育を受ける機会を失ってしまう恐れのあるろう
の児童生徒が現に存在していて、そのような児童生徒への教育活動について
一定の実績のあるＮＰＯがいるにもかからわらず、対象範囲を拡大できないとい
う理由が不明確であるため、再検討を願う。なお、ＮＰＯだからといって必ずしも
継続性・安定性に不安があるということはなく、これまで（十数年以上の）継続し
て安定的に教育を実施している実績もあるＮＰＯもあり、また、特区においては
情報公開や第三者評価等の条件を整えることになっており、ＮＰＯ法人立学校
だからといって継続性・安定性に不安があるとは限らないと考えている。また、
特区における実施状況を評価する必要があるとの回答であるが、特区の制度
においては、その各特定事業の見直し等について、必ずしも評価を経てからと
いうものではなく、実際にそのような例もあると承知している。それなのに、この
特定事業においてはなぜ評価が必要なのか合理的な理由を提示されたい。そ
の見解及び今後の対応につき具体的に提示されたい。

２００３年７月にカナダで開催された世界ろう
者会議にて当ＮＰＯ法人理事は日本におけ
るろう教育の現状と龍の子学園の実践につ
いてプレゼンテーションを行い（補足１）世界
からも注目され、世界で唯一ろう総合大学で
ある米国立大学ギャローデット大学の学長も
その内容について評価され、同年１１月に来
日された際にも直接お会いして龍の子学園
の「バイリンガルろう教育実践研究プロジェク
ト」への協力要請についても承諾を得てい
る。（補足２－１及び和訳：補足２－２）。ま
た、同年１２月には龍の子学園のバイリンガ
ルろう教育の具体的な教育内容について、
同大学から実際に視察がありその教育の質
について評価を得ている。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3102010

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活
動法人
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チュラル
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バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

東京都内でろう者自身が日本で初めてバ
イリンガルろう教育を行ってきたＮＰＯ龍
の子学園。その成果は保護者の方々を
はじめ評価され、関東近県はもとより全
国から通ってきている。役割は日本のバ
イリンガルろう教育の実践研究であり、新
しい選択肢の一つとしてその成果を全国
に広めることである。ろう者教師が中心と
なって教えることでろう児は母語（日本手
話）で聴児と同等のコミニュケーションが
でき指導・授業内容は聴児と同等であ
る。また、成人ろう者、ろう児の集団から
まさに生きる力の習得することができる
大切な学びの場である。現在、聾学校で
は、ろう児の言語である日本手話による
教育が行われておらず、教員とのコミュニ
ケーションがとれず、指導内容・授業内容
が理解できない。そのために不登校にな
らざるをえない状況でもある。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3107020

NPO法人
東京シュ
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シューレ

小規模学
校育成プ
ロジェクト

ＮＰＯ法人による
不登校児童等対
象以外の学校設
置の容認

構造改革特別区域法第１３条第１項
の「学校生活への適応が困難であ
るため相当の期間学校を欠席して
いると認められる児童、生徒若しく
は幼児又は発達の障害により学習
上若しくは行動上著しい困難を伴う
ため教育上特別の指導が必要であ
ると認められる児童、生徒若しくは
幼児（次項において、「不登校児等」
という。）を対象」とされている要件を
拡大し、具体的には、例えば、上記
要件部分の「（「不登校児等」とい
う。）」の後に続けて「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
としてＮＰＯを地域における教育の
担い手として、その必要性を認め、
独自に判断し、認定を受けることを
可能とする。

事業実施想定地域は都心から１時間とい
う至便な位置にありながら、自然環境に
恵まれている。水源地である所為から開
発に制限があり、芸術育成、教育、人材
育成、環境保護などのソフト面での充実
によって発展を目指している。自然環境
を好む芸術家が多数移り住んだ縁によ
り、昭和６１年には、町の方針としての
「芸術村構想」を打ち出した。欧米で長い
歴史を持ち、高く評価されているシュタイ
ナー教育では、芸術的アプローチによる
学習方式を取り入れており、その手法は
「教育芸術」と呼ばれている。東京シュタ
イナーシューレは、この地で自治体の教
育芸術への特段のニーズに基づき、特区
による学校化を目指すことを希望してい
る。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3108010
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NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

大阪府北摂地域では国際化時代を迎
え、「英語教育」に対するニーズが高い。
私たちは、主に英語と日本語による「バイ
リンガル教育」を行う公設民営型学校を
設立したいと考えている。

37／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3117010

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た帰国、及び在住外国籍の児童、
生徒又は幼児」という規定を追加す
る。これにより、地域自身が独自の
特色ある教育を行いたいとするNPO
法人を地域における教育の担い手
として認定することを可能とする。

国際化時代を迎え、「帰国子女・在住外
国人児童・生徒・幼児の日本語による学
校教育」に対するニーズが高い。私たち
は、上記の子どもたちに日本語による教
育を行う公設民営型学校を設立したいと
考えている。

081190

NPO法人に
よる不登校
児等対象以
外の学校設
置の容認

構造改革特
別区域法第
１３条１項

特区において学校設置
非営利活動法人が設置
できる学校は、学校生活
への適応が困難である
ため相当の期間学校を
欠席していると認められ
る児童、生徒若しくは幼
児又は発達の障害により
学習上若しくは行動上著
しい困難を伴うため教育
上特別の措置が必要で
あると認められる児童、
生徒若しくは幼児（次項
において「不登校児童
等」という）を対象とする
ものとされている。

C

　NPO法人については、法人として
の継続性・安定性に不安があること
から、特区において情報公開や第三
者評価、セーフティネットの構築など
の条件を整えた上で、不登校児童生
徒や学習障害、注意欠陥／多動性
障害のある児童生徒に対して、当該
地域に所在する学校では十分に対
応できない特別のニーズがある場合
に、これらについて一定の実績を有
するNPO法人に限り学校の設置を
可能としたところである。
　NPO法人による学校の設置の適否
については、特区における実施状況
についての評価が必要であり、実施
状況の評価も経ないまま対象範囲を
拡大することは困難。

　貴省の回答では、法人としての継続性・安定性に不安が
あることから、一定の条件を整えた上で、不登校児童生徒
等に対とした学校の設置を可能としたとあるが、継続性・
安定性の確保と不登校児童生徒等を対象に限定すること
に関連性は見られない。
　また今回、不登校児童生徒等に対する教育の実績を下
にNPO法人について不登校児童生徒等に限定した学校の
設置を可能としたが、提案は、特徴ある教育として個々人
の求める多様な教育を実践したいとするものであり、一般
の児童生徒を対象にそれらの特色ある教育を、その実績
を下に実施することも可能であると考えられることから、拡
充を求めるもので、これについて具体的に検討し回答され
たい。
　なお、ＮＰＯ法人による学校の設置の適否を判断するこ
とと、対象範囲を拡大することは別の問題であると考える。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１
　「ＮＰＯ法人による不登校児童等対象以外の学校設置の容認（管理
コード081190）に関して、１０の提案があるが、「地域の特別なニーズ」は
「不登校児、注意欠陥/多動性障害のある児童・生徒」とは限らない。現
行の公立、私立学校で対応できない教育的ニーズが多く存在する。たと
えば、様々な障害児に対する教育的ニーズはきわめて高く、英語教育、
理数科教区、スポーツ芸術等に重点を置いて欲しいとするニースは高
い。なお、「この先生だから」、「この先生たちの集団だから」という親の
要望も教育的ニーズと言えるのである。
２
　継続性、安定性を担保するとして、一定の実績を強調されるが、実績
は何も過去の業績とは限らず、今まで教育に関わってきた経験も重要な
実績である。ＮＰＯ法人は民間人が作るという前提に立っているが、経
験ある教育者たちが作るＮＰＯ法人も想定すべきである。

C

　ＮＰＯ法人は、設立が極めて容易であり、多
種多様な事業を行っている。また、法人制度
上、学校法人のような資産要件がなく、法人の
管理運営体制の要件も緩やかであることなど
から、実態として様々なものが有り得、学校の
設置主体としての安定性・継続性の面で懸念
がある。このため、特区において校地・校舎の
自己所有要件を緩和し、学校法人になりやすく
する途を開くことにより、提案を実現しようとし
たものである。
一方、学校法人としての規制を受けることなく、
NPO法人のまま学校を設置したいという希望
や、現に必ずしも十分な対応ができていない不
登校児童生徒等に対する教育で実績をあげて
いるNPO法人もあることから、このような分野
に限って、一定の実績があるNPO法人による
学校の設置を特区における各自治体の責任の
もとで認めることとしたものである。
なお、ＮＰＯ法人が学校の設置主体となること
については、様々な提案がある中で、対象範
囲を限定することで法律上許容されたものであ
り、その特例措置の拡大の適否は、当該特区
における実施状況についての評価が不可欠で
ある。

　貴省の回答では、NPO法人は「学校の設置
主体としての安定性・継続性の面で懸念があ
る」とのことであるが、学校の安定性・継続性
の問題と不登校児童生徒等を対象に限定する
ことに関連性は見られない。なお、現在の制度
と同様、業務状況書類等の公開、地方自治体
の設けるセーフティーネット等により確保でき
ることから、対象を不登校児童生徒等以外に
拡大しても問題ないのではないか。
　なぜ、株式会社には限定がなく、NPO法人に
ついては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一方
で、NPO法人立学校が多様化したニーズに対
応するために多くの提案が行われている。不
登校児童生徒等について具体的なニーズをも
とに対応したことと同様に、特区の申請主体で
ある地方公共団体が特別のニーズがあると認
める場合には、株式会社の設置する学校と同
様に不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべきであ
り、再度検討し回答されたい。

C

NPO法人が学校の設置主体となることについては、安
定性・継続性の面で懸念があるため、特区で特例を認
める対象として不登校児童生徒等の教育など現に一
定の実績がある分野に限定したところであり、対象分
野を拡大することは問題もあると考えている。この特例
が実際に活用されることが大切と考えている。なお、地
方の考え方・取組やNPO法人の実際の提案内容につ
いて、話を聞く場を設けて対応していきたい。

3118010

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

NPO法人による
不登校児等対象
以外の学校設置
の容認

第２次提案に対する回答の中で、株
式会社とNPO法人による特区学校
の設立が認められた。しかし、NPO
法人学校には「不登校児等」への対
応という条件がつけられている。こ
の条件を拡大し、「地域のニーズ」に
対応しておれば、NPO法人が学校を
設立できることとする。構造改革特
別区域法第13条第1条の「学校生活
への適応が困難であるため相当の
期間学校を欠席している、又は発達
の障害により学習上若しくは行動上
著しい困難を伴うため教育上特別な
指導が必要であると認められる児
童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育
を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定
を追加する。これにより、地域自身
が独自の特色ある教育を行いたい
とするNPO法人を地域における教育
の担い手として認定することを可能
とする。

大阪市では国際化時代を迎え、「英語教
育」に対するニーズが高い。私たちは、主
に英語と日本語による「バイリンガル教
育」を行う公設民営型学校を設立したい
と考えている。

081200

NPO法人に
よる学校設
置の際の運
動場設置の
免除

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3088010

特定非
営利活
動法人
東京
シューレ

NPO法人
による不
登校の子
どものた
めの新し
い学校設
置特区

不登校児童生徒
等の教育を行う
NPO法人で一定
の実績等を有す
るものの学校設
置の容認

学校設置非営利法人とし
てNPO法人が学校を設置
する際、特別の事情があっ
て、教育上支障がない場
合にかぎって、一定の代
替措置を講じることを条
件に、運動場設置を免除
することができる。

学校設置非営利法人とし
てNPO法人が学校を設置
しようとする際、事実上
も大きな障壁となっている
もののひとつが、学校設置
基準の中の「運動場」の問
題である。運動場の設置
要件を免除も含めて緩和
することによって、都市部
における事実上の学校設
置を可能にする。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴回答では「所轄庁に委ねられている」とあるが、現実には、既存の国
や県の設置基準が大きな壁となるであろうことは大いに予測できること
である。貴回答の趣旨は、それらの既存の設置基準に関わらず、当該
NPO法人学校の実状に合わせ、教育に支障がない限り、それはＮＰＯ立
の小中学校につ
いては、『認定自治体の長に委ねられている』と解してよいか。この点を
踏まえ再検討され、その見解および今後の対応につき具体的に提示さ
れたい。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3030010

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

ＮＰＯ法人による
学校設置の際に
満たすべき各種
基準の適用緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るところに、「ただし、各学校別の設
置基準に規定される運動場等の施
設、教諭を1学級に1人以上などの
基準については、認定自治体の長
が当該教育上又は安全上著しい支
障を来さないと認めた場合には、当
該基準を満たさなくてもよいものとす
る。」という規定を設け、当該事業を
拡充する。

横浜シュタイナー学園では、目下土地建
物をさがしている段階であり、当学園の
教育上又は安全上著しい支障を来たさな
いもので、学園の運営上可能であるもの
を検討中である。「校地・校舎の自己所有
要件を緩和し、学校法人になりやすくなる
途を開く」とされてはいるものの、実際に
はたとえ自己所有要件がなくても、現行
の設置基準では、教育内容に無関係に、
施設の基準に無理に合わせるための修
繕などの、多額な資金がなくては実現で
きないものである。そのような多額の出
費は、経営の安定性を阻害する一因にも
なりかねないので、「法人としての継続
性・安定性」を確保するためにも、設置基
準の緩和が求められる。

０81210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

「所管庁に委ねられている」と記載されている。ということは、ＮＰＯ立の
小中学校については「認定自治体の長に委ねられている」と解してよい
か。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3042020

特定非
営利活
動法人
東京賢
治の学
校

教育改革
特区「不
登校児
童・生徒
に限定さ
れない」
　
ＮＰＯ法
人による
小規模学
校設置の
容認

特区NPO法人に
よる学校設置の
際に満たすべき
各種基準の適用
緩和

構造改革特別区域法第１３条第２項
第１号に追い手「文部科学省で定め
る基準に適合する施設及び設備…
中略…有すること」とあるところに｢
但し、認定自治体の長が当該教育
上又は安全上著しい支障をきたさな
いと認めた場合には､当該基準を満
たさなくてもよいものとする。」という
規定を設け、当該事業を拡大する。

当校では、地域住民の多大な理解と協力
を得て、現校舎の近隣に校地約2700
㎡・校舎約825㎡を借用することができ
た。校舎の安全性を確保するために改修
作業が行われ、平成１６年１月には移転
が完了する。但し、校舎･校地の面積は
基準を満たすことができない。周辺は公
園が整備され、公設体育館が至近距離
にあることが幸いして、児童･生徒は常に
緑豊かな広いスペースで運動し、体育の
授業にも差し障ることはない。新校舎は
更に多摩川を目前に控え、広大な川べり
が運動場の役割を果たすことができる。
今後は、地域に開かれた学校づくりへの
可能性が広がったと言える。本提案が実
現することでこの十分な教育環境を有し
た新校舎での教育を学校教育法上の｢学
校」として実施することができる。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　ＮＰＯ法人による学校設置の際に、満たすべき各種基準の運用緩和
は、やはり、14提案もある。文科省の回答は「Ｄ－１（現行でも可）」とい
う、実にさりげないものである。現行では、ほとんど不可能であるが故
に、14もの提案がなされていることが理解されていない。まさに、文科省
と都道府県との間の「ねじれ」現象を放置していると言える。実際、知事
部局の担当官に直接行く前に、教育委員会の担当者に会い、話しをす
ることになるが、そこでは、当然、「私立学校法」が取り出され、そこで記
述されていることが 低基準となるのである。さらに、資金についても、
細かく指示され、 後は「私立学校をつくることは大変ですよ。」と言われ
ることになる。その上に、私学審議会の承認を得なければならないので
ある。
２　「Ｄ－１」は「Ｄ－２」にして頂き、特区として可能にして頂きたい。これ
は特区室にお願いすることかもしれないが、構造改革特別区域法の条
文として、どこかに入れられないであろうか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3051020

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

文京区で具体的に活用させて頂きたいと
考えている施設は「教育センター」であ
る。教室等の施設は充分であるが、運動
場は他の施設との共同利用を考え、ま
た、学年制にこだわらず、ティーム・ティー
チングを行う。

38／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　ＮＰＯ法人による学校設置の際に、満たすべき各種基準の運用緩和
は、やはり、14提案もある。文科省の回答は「Ｄ－１（現行でも可）」とい
う、実にさりげないものである。現行では、ほとんど不可能であるが故
に、14もの提案がなされていることが理解されていない。まさに、文科省
と都道府県との間の「ねじれ」現象を放置していると言える。実際、知事
部局の担当官に直接行く前に、教育委員会の担当者に会い、話しをす
ることになるが、そこでは、当然、「私立学校法」が取り出され、そこで記
述されていることが 低基準となるのである。さらに、資金についても、
細かく指示され、 後は「私立学校をつくることは大変ですよ。」と言われ
ることになる。その上に、私学審議会の承認を得なければならないので
ある。
２　「Ｄ－１」は「Ｄ－２」にして頂き、特区として可能にして頂きたい。これ
は特区室にお願いすることかもしれないが、構造改革特別区域法の条
文として、どこかに入れられないであろうか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3052020

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

福岡県で具体的に活用させて頂きたいと
考えている施設は「教育センター」であ
る。教室等の施設は充分であるが、運動
場は他の施設との共同利用を考え、ま
た、学年制にこだわらず、ティーム・ティー
チングを行う。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　ＮＰＯ法人による学校設置の際に、満たすべき各種基準の運用緩和
は、やはり、14提案もある。文科省の回答は「Ｄ－１（現行でも可）」とい
う、実にさりげないものである。現行では、ほとんど不可能であるが故
に、14もの提案がなされていることが理解されていない。まさに、文科省
と都道府県との間の「ねじれ」現象を放置していると言える。実際、知事
部局の担当官に直接行く前に、教育委員会の担当者に会い、話しをす
ることになるが、そこでは、当然、「私立学校法」が取り出され、そこで記
述されていることが 低基準となるのである。さらに、資金についても、
細かく指示され、 後は「私立学校をつくることは大変ですよ。」と言われ
ることになる。その上に、私学審議会の承認を得なければならないので
ある。
２　「Ｄ－１」は「Ｄ－２」にして頂き、特区として可能にして頂きたい。これ
は特区室にお願いすることかもしれないが、構造改革特別区域法の条
文として、どこかに入れられないであろうか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3053020

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

兵庫県で具体的に活用させて頂きたいと
考えている施設は「教育センター」であ
る。教室等の施設は充分であるが、運動
場は他の施設との共同利用を考え、ま
た、学年制にこだわらず、ティーム・ティー
チングを行う。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3089020

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易にな
る。「ただし、各学校別の設置基準
に規定される運動場等の施設、教
諭を1学級に１人以上などの基準に
ついては、認定自治体の長が当該
教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基
準を満たさなくてもよいものとする。」
という規定を加えて、当該事業を拡
充する。

学校の施設として既に箕面市内の民家を
賃借している。生徒一人当たりの普通教
室の面積は基準をほぼ満たしているが、
天井の高さや廊下の幅などは学校施設
としての基準は満たしていない。また特
別教室や体育館、運動場なども保有して
いない。これらは、市内にある公共施設
を利用することによって代替しようと考え
ている。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3090020
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

京都市で具体的に活用させて頂きたいと
考えている施設は「教育センター」であ
る。教室等の施設は充分であるが、運動
場は他の施設との共同利用を考え、ま
た、学年制にこだわらず、ティーム・ティー
チングを行う。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は、「小・中学校設置基準は、教育の質を担保するため、確保する
べき 低基準を定めたものであり、教育に支障がない限りにおいて、設
置基準に基づく地域の実情に応じた基準の弾力的な運用については、
当該学校の設置認可を行う所管庁に委ねられている。」という回答をし
ているが、 「所管庁に委ねられている」と記載されているが、ということ
は、ＮＰＯ立学校については、小中学校については、「認定自治体の長
に委ねられている」と解してよいか

２００３年７月にカナダで開催された世界ろう
者会議にて当ＮＰＯ法人理事は日本におけ
るろう教育の現状と龍の子学園の実践につ
いてプレゼンテーションを行い（補足１）世界
からも注目され、世界で唯一ろう総合大学で
ある米国立大学ギャローデット大学の学長も
その内容について評価され、同年１１月に来
日された際にも直接お会いして龍の子学園
の「バイリンガルろう教育実践研究プロジェク
ト」への協力要請についても承諾を得てい
る。（補足２－１及び和訳：補足２－２）。ま
た、同年１２月には龍の子学園のバイリンガ
ルろう教育の具体的な教育内容について、
同大学から実際に視察がありその教育の質
について評価を得ている。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3102020

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活
動法人
バイリン
ガル・バ
イカル
チュラル
ろう教育
セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

東京都内でろう者自身が日本で初めてバ
イリンガルろう教育を行ってきたＮＰＯ龍
の子学園。その成果は保護者の方々を
はじめ評価され、関東近県はもとより全
国から通ってきている。役割は日本のバ
イリンガルろう教育の実践研究であり、新
しい選択肢の一つとしてその成果を全国
に広めることである。ろう者教師が中心と
なって教えることでろう児は母語（日本手
話）で聴児と同等のコミニュケーションが
でき指導・授業内容は聴児と同等であ
る。また、成人ろう者、ろう児の集団から
まさに生きる力の習得することができる
大切な学びの場である。現在の学校のあ
き教室を借用したり運動場等は共同利用
を考え、また、学年制にこだわらず、
ティーム・ティーチングを行う。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

提案の趣旨は、「生徒の規模が８０人程度の小規模な高
等学校において、高等学校の設置基準を厳密に適用しな
い」ということであって、これについて検討し、回答された
い。

Ｄ－１

高等学校設置基準に関しては、地域の実
情等に応じた柔軟な対応を可能とするた
め、校地、校舎、設備等の基準を弾力化
する方向で本年度中に改正予定である。

3107040

NPO法人
東京シュ
タイナー
シューレ

小規模学
校育成プ
ロジェクト

ＮＰＯ法人による
学校設置の際に
満たすべき各種
基準の適用緩和

構造改革特別区域法第１３条第２項
第１号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るところに、「ただし、各学校別の設
置基準に規定される運動場等の施
設、教諭を１学級に１人以上などの
基準については、認定自治体の長
が当該教育上又は安全上著しい支
障を来さないと認めた場合には、当
該基準を満たさなくてもよいものとす
る。」という規定を設け、当該事業を
拡充する。

統廃合された小学校跡地を活用して、少
人数クラス、単学級の小規模な学校を設
置する。高等部過程の場合、クラス定員
20人程度（定員80名程度）で、シュタイ
ナー教育の高学年カリキュラムを実施す
る。想定している学校施設は小規模校の
もので、高等学校の設置基準には遥かに
及ばないが、近隣の農園や山林を実習
の場にすることで、教育的環境を補完す
ることができる。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3108020

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

大阪府北摂地域で具体的に進んでいる
統廃合による廃校を一部活用させて頂き
たいと考えている。

39／51
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081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3117020

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

廃校の校地校舎を活用させて頂きたいと
考えている。教室等の施設は充分である
が、運動場は他の施設との共同利用を
考え、また、学年制にこだわらず、ティー
ム・ティーチングを行う。

081210

ＮＰＯ法人
による学校
設置の際に
満たすべき
各種基準の
適用緩和

学校教育法
第5条

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

貴省の回答では「設置基準に基づく地域の実情に応じた
基準の弾力的な運用については、当該学校の設置認可を
行う所管庁に委ねられている」とあるが、特区認定を受け
た自治体において株式会社及びNPO法人が学校を設立
する場合においては、認定地方公共団体の長が学校設置
の認可権を持つことから、その認可基準の弾力的運用に
ついても当該地方公共団体の長に委ねられていると解し
てよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

１　ＮＰＯ法人による学校設置の際に、満たすべき各種基準の運用緩和
は、やはり、14提案もある。文科省の回答は「Ｄ－１（現行でも可）」とい
う、実にさりげないものである。現行では、ほとんど不可能であるが故
に、14もの提案がなされていることが理解されていない。まさに、文科省
と都道府県との間の「ねじれ」現象を放置していると言える。実際、知事
部局の担当官に直接行く前に、教育委員会の担当者に会い、話しをす
ることになるが、そこでは、当然、「私立学校法」が取り出され、そこで記
述されていることが 低基準となるのである。さらに、資金についても、
細かく指示され、 後は「私立学校をつくることは大変ですよ。」と言われ
ることになる。その上に、私学審議会の承認を得なければならないので
ある。
２　「Ｄ－１」は「Ｄ－２」にして頂き、特区として可能にして頂きたい。これ
は特区室にお願いすることかもしれないが、構造改革特別区域法の条
文として、どこかに入れられないであろうか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3118020

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

NPO法人による
学校設置の際に
講ずべき各種基
準の適用の緩和

構造改革特別区域法第13条第2項
第1号において、「文部科学省令で
定める基準に適合する施設及び設
備・・・（中略）・・・有すること。」とあ
るが、次の内容を付け加えることに
より、学校の設置がより容易に行わ
れることになる。「ただし、各学校別
の設置基準に規定される運動場等
の施設、教諭を1学級に１人以上な
どの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著し
い支障を来たさないと認めた場合に
は、当該基準を満たさなくても良いも
のとする。」という規定を加えて、当
該事業を拡充する。

大阪市で具体的に進んでいる統廃合に
よる廃校を一部活用させて頂きたいと考
えている。

081220

校地・校舎
の自己所有
を要しない
小学校等の
設置の際に
満たすべき
各種基準の
緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

提案の内容は、各学校別の設置基準について「認定自治
体の長が当該教育上又は安全上著しい支障をきたさない
と認めた場合には、所管庁は原則その判断を受け入れる
ことし、当該設置基準を満たさなくてもよいものとする」とい
うものであるが、これについても所管庁の判断で実施可能
と解してよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

提案書にもあるとおり、より迅速で多様で柔軟な学校設置を可能とする
ために、都道府県知事ではなく、認定自治体の長の「教育に支障を来た
さない」という判断の下に、設置基準の緩和を求めるものであることか
ら、提案書の内容も再度ご認識いただき、再検討され、その見解および
今後の対応につき具体的に提示されたい。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3030020

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

校地・校舎の自
己所有を要しな
い小学校等の設
置の際に満たす
べき各種基準の
緩和

「校地・校舎の自己所有を要しない
小学校等設置事業」においても、各
学校別の設置基準を満たすことが
求められているが、この義務につい
て、「各学校別の設置基準に規定さ
れる運動場等の施設、教諭を1学級
に1人以上などの基準については、
認定自治体の長が当該教育上又は
安全上著しい支障を来さないと認め
た場合には、所轄庁は原則その判
断を受け入れることとし、当該基準
を満たさなくてもよいものとする。」と
いう規定を設け、当該事業を拡充す
る。

横浜シュタイナー学園では、目下土地建
物をさがしている段階であり、当学園の
教育上又は安全上著しい支障を来たさな
いもので、学園の運営上可能であるもの
を検討中である。「校地・校舎の自己所有
要件を緩和し、学校法人になりやすくなる
途を開く」とされてはいるものの、実際に
はたとえ自己所有要件がなくても、現行
の設置基準では、多額な資金がなくては
実現できないものである。そのような多額
の出費は、経営の安定性を阻害する一
因にもなりかねない。これは、主に寄付
によって成り立つNPO法人が、新たに学
校法人になることへの大きな障壁となっ
ている。

081220

校地・校舎
の自己所有
を要しない
小学校等の
設置の際に
満たすべき
各種基準の
緩和

学校教育法
第5条

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提である公立学校の民
間への管理運営委託の在り方につ
いては、「骨太の方針2003」や「構造
改革特区の第３次提案に対する政
府の対応方針」等 を踏まえ、現在、
中央教育審議会において検討中で
ある。

提案は、公立学校の民間への管理運営の委託の在り方に
ついてきいているものではなく、各学校別の設置基準につ
いて「認定自治体の長が当該教育上又は安全上著しい支
障をきたさないと認めた場合には、所管庁は原則その判
断を受け入れることし、当該設置基準を満たさなくてもよい
ものとする」というものであり、これについて検討し回答さ
れたい。

ｃ

本提案の前提である公立学校の民間へ
の管理運営委託の在り方については、「骨
太の方針2003」や「構造改革特区の第３
次提案に対する政府の対応方針」等を踏
まえ、現在、中央教育審議会において検
討中である。
なお、小・中学校設置基準に関しては、教
育に支障がない限りにおいて、設置基準
に基づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用について、当該学校の設置認可
を行う所管庁に委ねられている。

3054010

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校

校地・校舎の自
己所有を要しな
い小学校等の設
置の際に満たす
べき各種基準の
緩和

「校地・校舎の自己所有を要しない
小学校等設置事業」においても、各
学校別の設置基準を満たすことが
求められているが、この義務につい
て、「各学校別の設置基準に規定さ
れる運動場等の施設などの基準に
ついては、認定自治体の長が当該
教育上又は安全上著しい支障を来
さないと認めた場合には、所管庁は
原則その判断を受け入れることと
し、当該基準を満たさなくてもよいも
のとする。」とし、当該事業を拡充す
る。

借用できる施設・設備が必ずしも学校で
はないことを考えると、安全性と衛生面の
規制を守りつつ、学校教育にふさわしい
柔軟な施設・設備であればよい。

081220

校地・校舎
の自己所有
を要しない
小学校等の
設置の際に
満たすべき
各種基準の
緩和

小中学校設
置基準

小・中学校設置基準は、
教育の質を担保するた
め、確保するべき 低基
準を定めたものであり、
教育に支障がない限りに
おいて、設置基準に基づ
く地域の実情に応じた基
準の弾力的な運用につ
いては、当該学校の設置
認可を行う所管庁に委ね
られている。

D-1

小・中学校設置基準は、教育の質を
担保するため、確保するべき 低基
準を定めたものであり、教育に支障
がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力
的な運用については、当該学校の
設置認可を行う所管庁に委ねられて
いる。

提案の内容は、各学校別の設置基準について「認定自治
体の長が当該教育上又は安全上著しい支障をきたさない
と認めた場合には、所管庁は原則その判断を受け入れる
ことし、当該設置基準を満たさなくてもよいものとする」とい
うものであるが、これについても所管庁の判断で実施可能
と解してよいか。

Ｄ－１

小・中学校設置基準に関しては、教育に
支障がない限りにおいて、設置基準に基
づく地域の実情に応じた基準の弾力的な
運用について、当該学校の設置認可を行
う所管庁に委ねられている。

3107050

NPO法人
東京シュ
タイナー
シューレ

小規模学
校育成プ
ロジェクト

校地・校舎の自
己所有を要しな
い小学校等の設
置の際に満たす
べき各種基準の
緩和

各学校別の設置基準に規定される
運動場等の施設などの基準につい
て、認定自治体の長が当該教育上
又は安全上著しい支障を来さないと
認めた場合には、所管庁は原則そ
の判断を受け入れることとし、当該
基準を満たさなくてもよいものとす
る。

地域の特段のニーズによる小中一貫校
を、統廃合予定の小学校跡地を活用して
設置することを計画している。都道府県
の取扱基準に厳密に照らし合わせると、
小学校および中学校の設置基準をともに
満たすことは難しいが、自然環境が豊か
なこと、想定している生徒の規模が開校
当初100人程度、 大定員220人程度で
あることから、小規模な学校を維持して行
く上で、教育上不適切なものではないと
信じる。

081230

学校法人の
校地・校舎
の自己所有
要件の緩和

基本方針８２
０（801-２）

８２０特区において校地
校舎の自己所有を要しな
い学校設置が認められ
ている。

Ｄ-２

　教育上の特段のニーズに対応した
教育を行う学校の設置に伴う学校法
人の寄附行為の認可に当たっては、
学校経営の安定性・継続性が担保
できると所轄庁が認める場合には、
校地・校舎の自己所有要件を求める
必要はない（基本方針820(801-2)）。

3046020
学校法
人　国際
学園

設置基準
の援用に
よる特別
支援を必
要とする
児童生徒
のための
小中一貫
校の設置

学校法人の校
地・校舎の自己
所有要件の緩和

「校地・校舎の自己所有を要しない
小学校等設置事業」について、一定
面積の自己所有を条件として、校
地・校舎の周辺の環境が教育を行う
のにふさわしいものであり、かつ、賃
貸借条件に長期契約や一棟借りな
ど、学校経営の安定性・継続性を担
保する一定の基準のもと、すべての
校地・校舎の自己所有要件を求め
る必要がないものとする。

日本における「特殊教育」から「特別支援
教育」への転換を推進し、特別支援教育
を必要とする児童生徒の量的拡大、多様
化及び通常の学級に通っている軽度発
達障害の児童生徒等に対応した小中一
貫校を設立する。柔軟かつ適切な教育的
対応が求められるこの学校の設立にあ
たっては、特区で学校法人の校地・校舎
の自己所有要件及び小中学校設置基準
に特例を設け、学習困難・学習障害や注
意欠陥・多動性障害、高機能自閉症等や
二次障害に苦しむ児童生徒に特別支援
教育を敷衍する。またこのことで、初等教
育から中等教育への橋渡しが円滑に進
み、特別支援教育の必要な生徒の社会
的自立が促進され、社会経済の発展に
つながるものと考える。

081240

専門職大学
院の校地借
用の基準の
緩和

専門職大学
院設置基準
第１７条

専門職大学院の施設及
び設備その他諸条件は、
専門職大学院の目的に
照らし十分な教育効果を
あげることができると認
められるものとすることと
なっている。

D-1

専門職大学院の施設及設備その他
については、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげるこ
とができると認められるものであれ
ばよいこととされている。

貴省の回答では、「専門職大学院の施設及設備その他に
ついては、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果
をあげることができると認められるものであればよいことと
されている。」とあるが、提案主体の要望の内容は実現可
能と解してよいか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省の回答の通り、専門職大学院設置基準第17条に”専門職大学院の
施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教
育効果をあげることができると認められるものとする”とあり、本学のよう
に遠隔教育の方式を主とする形態で授業を実施し、経営学を習得するこ
とを目的としている専門職大学院の場合は、その目的に照らし十分な教
育効果をあげるにあたって校地は全て借用で十分であり、その借用契
約については通常の商取引に準じたもので問題ないと考えている。ま
た、校地の借用基準を緩和した場合であっても、十分な教育効果がある
かどうかの判断について、実際に現場を知りえることが容易な当該地域
の地方自治体の長が認めることが望ましいと考える。本見解で問題ない
か回答願いたい。もし問題があるようであれば、その見解及び今後の対
応につき具体的に提示されたい。

D-1
D-2

提案主体において構想している方式のも
とで、専門職大学院の目的に照らし十分
な教育効果をあげることができると認めら
れれば可能。なお、すでに特区において、
校地・校舎の自己所有を要しない大学等
設置事業は認められているところ。

3106010

株式会
社ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

株式会社
による専
門職大学
院設置を
柔軟化

校地借用の基準
の緩和

土地の所有、あるいは、借用が困難
であり、高度な専門職の教育授業を
遠隔教育にて実施しており、当該地
域は特段に教育ニーズが高く、教育
の実務において支障がないと地方
自治体の長が認める場合は、校地
を敢えて所有、あるいは、借用する
必要はないものとする。

今まで当社が豪州BOND大学と提携し、
運営してきたBOND-BBT MBAプログラム
を従来どおり遠隔教育の授業の方法で
専門職大学院として実施していく。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081250

「インター
ネット大学・
大学院」に
係る学校法
人の寄附行
為の認可に
関する審査
基準での特
例

大学設置基
準第３６条

　大学（大学院を含む。）
において必要な校地・校
舎については、大学（院）
設置基準において規定さ
れている。

E

　インターネット大学（大学院を含
む。）における校地・校舎を不要とす
るか否かについては、大学（院）設置
基準において規定されるものであ
る。
　なお、特区においては、校地・校舎
の自己所有を要しない大学等の設
置が認められている。（基本方針別
表１・821(801-1)）

3074010 個人

校地校舎
無しでも
インター
ネット大
学及び大
学院が設
置できる

学校法人の寄附
行為の認可に関
する審査基準で
の特例

インターネット大学院や大
学のみを運営する学校法人の認可
には校地校舎等は自己所有、借用
に拘わらず不要する

学校法人が校地校舎０
（所有、借用もなしに）で認可され、大学
院と大学を設置する

081260

NPO法人が
設置する学
校における
教員配置の
弾力化

小学校設置
基準（平成１
４年文部科
学省令第１４
号）第５条、
第６条、中学
校設置基準
（平成14年文
部科学省令
第15号）第5
条、第6条

小･中学校の学級は、同
学年の児童生徒で編制
するが、特別の事情があ
るときは、数学年の児童
生徒を一学級に編制す
ることができる。また、
小･中学校に置く教諭の
数は、一学級当たり一人
以上とするが、特別の事
情があり、かつ、教育上
支障がない場合は、校長
や教頭が兼ねるか、助教
諭や講師をもって代える
ことができる。

C

児童生徒への教育活動に責任を有
する学級担任については、教員とし
ての専門性を公証する教員免許状
を有する教諭が当たる必要がある。
また、設置基準上、特別の事情があ
るときは、数学年の児童生徒を一学
級に編制することができ、一人の教
諭が複数の学年の児童生徒からな
る学級の担任となることができる。な
お、特別免許状も普通免許状と同
様、教諭や講師の免許状であり、終
身有効である。設置基準上、特別免
許状を有する教諭も、学級担任とな
ることができる。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

私たちの学園では、それぞれの年齢に応じた教育を行いたいと思っているの
で、複式学級ではなく、学年ごとにクラスを設置することを前提として考えてい
る。そして、担任は、そのクラスに関して（ほかの専科の教師との連携はもちろ
んあるが）全面的に責任を負う。つまり、担任は、校長や教頭の兼任でまかなえ
るようなものではなく、もっと重要な職務だと考えている。また、担任になる重要
な要件として、日本の教育に関する十分な知識と同時に、シュタイナー教育の
見地に立った十分なトレーニングと日々の研鑽が欠かせないものだと考えてい
る。貴回答にある「教育としての専門性を公証する教員免許状」という点に関し
ては、シュタイナー教育の、教育としての専門性を身につけるためには、日本の
教員免許と直接的には関係ない方法論が必要であり、日本の教員免許以上に
厳しい養成過程を経て訓練されていること、同時に、カリキュラム全体を通して
みると日本の教育課程の内容を基本的に全て網羅していること、それ故に、日
本の教諭資格を保持していない者が担任となっても、教育上何ら支障がないこ
とをご理解いただきたい。　　　また、貴回答には、特別免許状は終身資格であ
るとの記載があるが、現実的な各自治体の適用では、「特別免許状はその効力
が５年以上１０年以内」と定められていることや、当該免許状の認可数がきわめ
て少ないことなど、その活用促進のためには様々な方策が必要であることは、
貴省のホームページにおいても記載されているところである。特別免許状を活
用促進するためには、「特別免許状授与権限の市町村教委への委譲
（080400）」も合わせて行われることが、是非とも必要ではないかと思われる。そ
のことにより、より特色ある教育の実践を行うことができる有効な手段となりうる
ものと考えられる。また、貴回答においては、普通免許を持たなくても、特別免
許状はもちろん、臨時免許（助教諭や講師）も担任を持つことができるとあるが、
これは、字義通りに解釈して良いか。そのことに関しても、明らかにされたい。以
上の点を考慮し再検討され、その見解および今後の対応につき、具体的に提示

ｃ

　学校教育法上の「学校」として教育活動
を行うに当たっては、学校教育法、学習指
導要領に即した教育課程の編成、実施が
必要であるとともに、その教員は教育職員
免許法に規定する免許基準に基づいて授
与された教員免許状を有していることが必
要である。
　また、特別免許状は平成１４年の法改正
により終身有効とされている。
　さらに、特別免許状所持者は担任を持つ
ことができる。助教諭や講師についても、
特別な事情があり、かつ、教育上支障が
ない場合は担任を持つことができる（小学
校設置基準第６条第２項、中学校設置基
準第６条第２項、高等学校設置基準第１０
条）。

3030050

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

NPO法人が設置
する学校におけ
る教員配置の弾
力化

ＮＰＯ法人が不登校児童生徒等に
対する教育を行うための学校を設置
する場合には、設置基準上の「特別
の事情」に該当し得るものとして、1
人の教諭が複数の学年の児童生徒
からなる学級の担任となることを可
とする、という条文を拡大して、全て
のクラスの担任が、正式な教員免許
を有する必要はなく、学校に1人以
上の教員免許保持者がいればよい
ものとする、に変更する。

シュタイナー学校の教師は、日本の教員
免許を保持していない者もいるが、海外
などのシュタイナー学校教員養成機関
で、その教育方針にのっとった小中一貫
の担任のトレーニングや教育実習を受け
ており、その後も、子どもたちへの実践と
共に、日々研鑚を積み重ねている。そし
て何よりも、教師という仕事が子どもたち
の将来はもとより、社会の未来にどんな
に影響を与える大切な仕事であるかとい
うことを自覚した上で教師という道を選ん
だ者たちである。このような事情を鑑みる
に、各クラス担任が日本の教員資格保持
者同等の実力を持っていると学校長に
よって判断される場合は、教員免許を有
する必要はないと考えられる。

081270

株式会社に
よる通信制
高校設置に
係る高校通
信教育規程
の緩和

高等学校通
信教育規程
第６条、第７
条

高等学校通信教育規程
第６条において、通信制
課程を置く高等学校の校
舎に備えるべき施設が規
定されており、また、同規
程第７条において、通信
制課程のみを置く高等学
校の校舎面積について
の基準が設けられてい
る。

Ｃ

　
　
　 高等学校通信教育規程の規定内
容については、高等学校設置基準
の見直しに併せて見直すこととして
おり、現在検討中である。

貴省回答では、「高等学校設置基準の見直しに併せて見
直すこととしており、現在検討中である。」とのことである
が、どのような場において何をどんなスケジュールで検討
しようとしているのか、また提案の内容についても検討内
容にはいるのか、具体的に明示されたい。

Ｂ Ⅲ

現在文部科学省内に高等学校設置基準
及び高等学校通信教育規程の見直しに関
する検討会を設置し、平成１５年度内を目
途に、通信教育規程に係る編制、設備等
について弾力的な運用を図ることができる
よう規定を改正する方向で検討していると
ころである。

3115010

株式会
社アット
マーク・
ラーニン
グ

国際派志
向の生徒
のため海
外の学習
指導要領
を用いた
広域通信
制高校を
株式会社
により設
置する

１．学校設置会社
による学校設置
事業（816）を運営
するために必要
とされる「文部科
学省令で定める
基準（※高等学
校通信教育規程
等、既存の各種
設置基準を指す
もの。）」

株式会社による学校設置の一層の
柔軟化を図るため、高等学校通信
教育規程の設置基準に規定される
「施設」「校舎の面積」の施設等の基
準については、認定自治体の長が
特例認定を必要とする「特別の事
情」があると認めた場合、あるいは
当該教育上または安全管理上著しく
支障をきたすものではないと認めた
場合には、所管庁は原則その判断
を受け入れることとし、認定自治体
独自の基準設定を可能とする。

国際派志向の生徒のための海外の学習
指導要領を用いた広域通信制高校を株
式会社により設置する。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

本提案は、「従来型の財政措置の拡大を求めるもの」ではなく、学校を
設置する学校法人とNPO法人のように法人格は違うものの、同様の事
業を実施する者に対する、当該事業実施を円滑に進めるための措置に
ついての「競争条件の公平化（イコールフッティング）」を求めるものであ
る。また、特区審議会での審議、情報公開など、「公の支配」について
も、一定の代替措置も提示しており、その点に関しても、何ら大きな問題
がないと考えられる。以上の点を踏まえ再検討され、その見解および今
後の対応につき具体的に提示されたい。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3030030

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会（横浜
シュタイ
ナー学
園：ＮＰＯ
申請中）

NPO立学
校及び特
区私立学
校特区

学校設置非営利
法人が設置する
学校への私学助
成の適用拡大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置非営利法人が設置する学校
については、私学助成の適用を受
けることとする。

ある程度の助成金がない限り、入学金や
授業料を高額にしない限り、学校の財政
はとても厳しいものとなり、より良い条件
の校地校舎を手に入れるのも難しくなる。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

　「私立助成の拡大（管理コード081280）は「Ｅ」として、検討対象外とされ
ているが、税制上の優遇措置も含んで、１３提案に及ぶことは、注目に
値する。教育の公共性、継続性、安定性を重視するなら、むしろ教育を
行う設置主体が公的資金に関して「同じ立場」として取り扱われるべきで
はないか。「イコール・フィッティング」は当然の原理である。私立学校と
して取り扱われるＮＰＯ法人立学校、株式会社立学校が他の私立学校
法人に差別されることは論理的ではない。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3051050

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

　「私立助成の拡大（管理コード081280）は「Ｅ」として、検討対象外とされ
ているが、税制上の優遇措置も含んで、１３提案に及ぶことは、注目に
値する。教育の公共性、継続性、安定性を重視するなら、むしろ教育を
行う設置主体が公的資金に関して「同じ立場」として取り扱われるべきで
はないか。「イコール・フィッティング」は当然の原理である。私立学校と
して取り扱われるＮＰＯ法人立学校、株式会社立学校が他の私立学校
法人に差別されることは論理的ではない。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3052050

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

　「私立助成の拡大（管理コード081280）は「Ｅ」として、検討対象外とされ
ているが、税制上の優遇措置も含んで、１３提案に及ぶことは、注目に
値する。教育の公共性、継続性、安定性を重視するなら、むしろ教育を
行う設置主体が公的資金に関して「同じ立場」として取り扱われるべきで
はないか。「イコール・フィッティング」は当然の原理である。私立学校と
して取り扱われるＮＰＯ法人立学校、株式会社立学校が他の私立学校
法人に差別されることは論理的ではない。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3053050

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3082020
株式会
社ノヴァ

株式会社
による公
設民営型
義務教育
学校経営
プロジェ
クト

私学助成制度の
拡充（または廃
止）

株式会社による公設民営学校も含
め、健全な競争原理が働くよう私学
助成金はすべてに交付または廃止
します。

株式会社による公設民営校を含め、健全
な競争原理が働くよう、私学助成金はす
べてに交付または廃止します。これによ
り各学校間で教育の質を高める競争が
促され、教育の活性化につながります。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3089050

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロットス
クールの
設立

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
私学助成の適応を受けなければ、
親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。自治体とNPO法人の共同による新
しいタイプの公設民営方式による学校に
公的資金を拠出してはいけないという論
拠はない。私たちは私立学校並みの助
成が公から得られることを期待している。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3090050
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。
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コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

貴省は、「「構造改革特別区域基本方針」では「特区においては従来型
の財政措置を講じない」とされているところである。本提案は、特区にお
ける特例措置として学校の設置主体となることが認められた法人に対し
て、助成金の支給を求めるものであり、本基本方針に鑑み、検討要請事
項の対象とはなり得ない。」という回答をしているが、 本提案は、「従来
型の財政措置の拡大を求めるもの」ではなく、学校を設置する学校法人
とＮＰＯ法人のように法人格は違うものの同様の事業を実施している者
に対する当該事業実施を円滑に進めるための措置について「競争条件
の公平化（イコールフッティング）」を求めるものであり、そのような提案
が検討対象であることは、昨年１０月３日付け構造改革特別区域推進本
部ＨＰにおいて提案募集を始めた際の、別紙１－１の別添１の２．（注）に
記載されており、その回答において懸念されていると想定される「公の
支配」という点については、提案書の代替措置の内容において、「現在、
私立学校が受け入れている監査・報告などを受け入れ、「公の支配」に
属しているものとする。更に、私学審議会に相当する「特区学校審議会」
を市町村長のもとに作ることを考え、この機関において公的助成の適切
な運用を審査するものとする。」と記載しているように、それらの懸念の
点を払拭するための対策を講じることを念頭においているところ。した
がって、上記のような点を踏まえ、本提案の「NPO法人が設置する学校
への私学助成適用の拡大」について再検討され、その見解及び今後の
対応につき具体的に提示されたい。

２００３年７月にカナダで開催された世界ろう
者会議にて当ＮＰＯ法人理事は日本におけ
るろう教育の現状と龍の子学園の実践につ
いてプレゼンテーションを行い（補足１）世界
からも注目され、世界で唯一ろう総合大学で
ある米国立大学ギャローデット大学の学長も
その内容について評価され、同年１１月に来
日された際にも直接お会いして龍の子学園
の「バイリンガルろう教育実践研究プロジェク
ト」への協力要請についても承諾を得てい
る。（補足２－１及び和訳：補足２－２）。ま
た、同年１２月には龍の子学園のバイリンガ
ルろう教育の具体的な教育内容について、
同大学から実際に視察がありその教育の質
について評価を得ている。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3102030

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活
動法人
バイリン
ガル・バ
イカル
チュラル
ろう教育
セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。

東京都内でろう者自身が日本で初めてバ
イリンガルろう教育を行ってきたＮＰＯ龍
の子学園。その成果は保護者の方々を
はじめ評価され、関東近県はもとより全
国から通ってきている。役割は日本のバ
イリンガルろう教育の実践研究であり、新
しい選択肢の一つとしてその成果を全国
に広めることである。ろう者教師が中心と
なって教えることでろう児は母語（日本手
話）で聴児と同等のコミニュケーションが
でき指導・授業内容は聴児と同等であ
る。また、成人ろう者、ろう児の集団から
まさに生きる力の習得することができる
大切な学びの場である。現在、私立学校
には私学助成がなされている。私たちは
自治体と共同して作るこの新しい学校に
公的資金を拠出してはいけないという論
拠はないと考える。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3108050

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3111020
こんな学
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い会

子どもの
権利条約
に基づく
自律・自
学・自治
の学校

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）
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ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

43／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081280

学校設置会
社および学
校設置非営
利法人が設
置する学校
への私学助
成適用の拡
大

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、助成金
の支給を求めるものであり、本基本
方針に鑑み、検討要請事項の対象
とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校と
のイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩
上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上
の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できない
か回答されたい。
　前回の第3次提案において、貴省は「816及び817特区は、学校法人に課され
ているような様々な規制を受けることなく、株式会社又はNPO法人のまま学校を
設置したいというニーズに対応したものである。／構造改革特区における学校
設置会社又は学校設置NPO法人に対し、学校法人と同じく公的助成を行なうこ
とについては、教育の事業に公金を支出するには憲法上「公の支配」に属してい
なければならない課題もあることから困難である。」と回答した。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人
の実績を踏まえたものである。この場合において、学校教育法上の学校として
認めたものであり、それをどう行政として支援するかと言うことは検討すべき課
題であるといえる。この根本的な点から、本件も検討すべきであり、そのためど
のような要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどうすればいい
か」という観点から検討すべきである。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成を受ける際に、「公の支配」に
属していると考えられる理由として、①学校教育法上の規制、②私立学校法上
の規制、私立学校振興助成法上の規制があることをあげている。しかし、学校
教育法上の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も受けており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成法にあるような規制も検討す
べきであろう。そうすると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営利法人
の規制の差は、私立学校法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみで
「公の支配」について課題があり、「困難」としている理由は何か明確にされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。

　「私立助成の拡大（管理コード081280）は「Ｅ」として、検討対象外とされ
ているが、税制上の優遇措置も含んで、１３提案に及ぶことは、注目に
値する。教育の公共性、継続性、安定性を重視するなら、むしろ教育を
行う設置主体が公的資金に関して「同じ立場」として取り扱われるべきで
はないか。「イコール・フィッティング」は当然の原理である。私立学校と
して取り扱われるＮＰＯ法人立学校、株式会社立学校が他の私立学校
法人に差別されることは論理的ではない。

E

学校法人については、①学校教育法上の
規制、②私立学校法上の規制、③私立学
校振興助成法上の規制が総合的に課せ
られていることから、「公の支配」に属して
いるものである。また、816及び817特区
は，学校法人に課されているような様々な
規制を受けることなく，株式会社又はＮＰＯ
法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものである。なお、提案は学校
法人に対する従来の私学助成（財政措
置）の拡大を求めるものであり、規制の特
例措置を求めるものではなく、「従来型の
財政措置は講じない」とする特区の基本方
針にも反する

　当室からの再検討要請にあるように、特区におい
て株式会社とNPO法人にも学校設置を認めたの
は、多様な教育が必要であるとのニーズあるいは
不登校児童生徒等に対する教育に関するNPO法
人の実績を踏まえたものであり、学校教育法上に
位置づけられるこれらの学校に対し、どのように行
政として支援すべきかという点から検討すべきであ
る。
　貴省の回答では、「学校法人については、①学校
教育法上の規制、②私立学校法上の規制、③私立
学校振興助成法上の規制が総合的に課せられて
いることから、「公の支配」に属しているものであ
る。」とある。しかし、学校設置会社及び学校設置非
営利法人は学校教育法上の規制をうけており、ま
た、助成の対象となるならば、私立学校振興助成
法の規制をうけることも検討すべきであろう。そうす
ると、学校法人と学校設置会社及び学校設置非営
利法人の差は私立学校法に基づく規制となる。私
立学校法上の規制がないことをもって「公の支配」
について課題があり、困難であるとする理由を明確
にされたい。
　なお、提案の趣旨は、従来の学校と、特区におい
て設置される学校とのイコールフッティングを求め
るものであり、「従来型の財政措置」にはあたらな
い。
　これらの点を踏まえ、再度検討し回答されたい。

E

本提案については議論は出尽くしており、累次の回答
の通りである。

（株式会社やＮＰＯ法人による学校設置については、特
区において校地・校舎の自己所有要件を緩和し、学校
法人になりやすくする途を開くことにより、提案を実現し
ようとしたものであり、これにより私学助成の適用を受
けることが可能である。一方で、学校法人に課されてい
るような様々な規制を受けることなく、株式会社又はＮ
ＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズがあり、
それに対応したものが８１６、８１７特区である。
なお、提案の内容は学校法人に対する従来の私学助
成（財政措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例
措置を求めるものではない。）

3118050

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

学校設置会社お
よび学校設置非
営利法人が設置
する学校への私
学助成適用の拡
大

私立学校振興助成法における規制
（例：12条の所轄庁の予算変更勧告
や役員解職勧告）の適用を受ける学
校設置会社及び学校設置非営利法
人が設置する学校については、私
学助成の適用を受けることとする。
特に、授業料を徴収することが認め
られない場合、私学助成の適応を受
けなければ、親の負担は多くなる。

現在、私立学校には私学助成がなされて
いる。私たちは自治体と共同して作る公
設民営学校をめざしていて、この新しい
学校に公的資金を拠出してはいけないと
いう論拠はない。私たちは私立学校並み
の助成が公から得られることを期待して
いる。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3051090

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3052090

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3053090

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3090090
もう一つ
の学校を
作る会

「公設民
営」方式
による
幼・小・
中・高一
貫校とし
ての「京
都国際バ
イ　　リン
ガル・ス
クール」
の開始

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3108090

大阪北
摂チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

44／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3117090

特定非
営利活
動法人 Ｉ
ＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての『国
際アカデ
ミー』（仮
称）の開
始

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081290

学校を設置
するＮＰＯ法
人への寄付
金に対する
税制上の優
遇措置

構造改革特
別区域基本
方針１（１）

特区制度においては従
来型の行財政措置を講じ
ることを想定していない
（特区基本方針１（１））

E

「構造改革特別区域基本方針」では
「特区においては従来型の財政措置
を講じない」とされているところであ
る。本提案は、特区における特例措
置として学校の設置主体となること
が認められた法人に対して、税制上
の優遇措置を求めるものであり、本
基本方針に鑑み、検討要請事項の
対象とはなり得ない。

　提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置とし
て設置される学校とのイコールフィッティングを求めるもの
であり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税
の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる
制度上の問題に関するものである。このような観点から、
提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。
　構造改革特区法の改正により、株式会社とNPO法人にも
学校設置を認めたのは、多様な教育が必要であるとの
ニーズあるいは不登校児童等へのNPO法人の実績を踏ま
えたものである。この場合において、学校教育法上の学校
として認めたものであり、それをどう行政として支援するか
と言うことは検討すべき課題であるといえる。この根本的
な点から、本件も検討すべきであり、そのためどのような
要件が必要かと言うことを含めて、「実現するためにはどう
すればいいか」という観点から検討すべきである。

E

　８１７特区は、学校法人に課されているよ
うな様々な規制を受けることなく、ＮＰＯ法
人のまま学校を設置したいというニーズに
対応したものである。そもそも国公私立の
学校に対する行財政措置は、現状でも各
設置者の違いにより相当の違いがあり、１
条校であれば全て同様の財政措置を講じ
なければならないものとはされていない。
税制についても、まずはそれぞれの法人
類型における税制体系の中で検討される
べき問題であり、ＮＰＯ法人が学校設置事
業を行った場合（行おうとする場合）につい
ては、ＮＰＯ法人税制の中でＮＰＯ法人が
他の事業を行っている場合との整合性を
取りつつ検討すべき問題であると考えてい
る。

3118090

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中・高
一貫校と
しての
「大阪バ
イリンガ
ル・ス
クール」
の開始

NPO法人立学校
に対する税制上
の優遇措置の拡
大

「学校事業者としてのNPO法人」は
公益を著しく増進する法人であり、
税制上の優遇することが相当であ
る。

私たちは「学校事業者としてのNPO法人」
を申請し、自治体と共同で「「公設民営」
方式により学校の設立をめざしている。
寄付等に関して税制上の優遇措置を獲
得することによって健全な財政基盤を確
立したい。

081300

公設民営学
校（地方独
立行政法
人）の法人
への寄付金
に対する税
制上の優遇
措置

学校教育法
第5条、地方
独立行政法
人法第21条
等

学校の設置者がその設
置する学校を管理・運営
する。

C

本提案の前提となっている公立学校
の公設民営について、現在、中央教
育審議会で検討中。
なお、公立学校を地方独立行政法
人制度の対象とすることについて
は、
①教育行政の中立性や安定性を確
保するための教育委員会制度との
整合性を確保する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱
いについて、慎重な検討が必要であ
ること
③教育の機会均等や、全国的な教
育水準の維持向上が図られるよう、
国の責任で新たな財政支援制度を
設けなければならないこと
といった多くの検討すべき課題があ
り、特区において直ちに導入するこ
とは困難。

貴省の回答では、「中央教育審議会で検討中」とのことで
あるが、地方独立行政法人への寄付を税控除の対象とす
ることについても、検討対象としていると解して良いか。仮
にそうでないならば、提案が実現できないか具体的に検討
し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

公設民営に係る指摘事項についてはすでに意見を述べておりますので
そちらを参照してください。この項は地方独立行政法人が管理・運営す
る学校を寄付金控除の対象とする事により、地域住民、地域民間企業、
個人事業主などの支援の輪が一層広がり、地域密着型の学校としての
健全な財政基盤の確立につながること、集まった寄付金の活用が地域
経済を刺激し、民間活力の活性化に寄与すること、既存の私立学校と同
等の寄付金控除の対象とすることで、競争条件の確保が図れることから
提案しているものです。　これらの点から、「単に従来型の税財政措置を
求めるもの」ではないことをご理解いただき、財務省で地方独立行政法
人への寄付に対する税制措置について､１６年度税制改正の中で講じる
としている点も勘案し、再度ご検討いただき見解をお教えください。

ｃ

本提案の前提となっている公立学校の公
設民営について、現在、中央教育審議会
で検討中である。
なお、前回回答でもお答えしたとおり、公
立学校を地方独立行政法人制度の対象と
することについては、
①教育行政の中立性や安定性を確保する
ための教育委員会制度との整合性を確保
する必要があること
②公立学校の教職員の身分の取扱いに
ついて、慎重な検討が必要であること
③教育の機会均等や、全国的な教育水準
の維持向上が図られるよう、国の責任で
新たな財政支援制度を設けなければなら
ないこと
といった多くの検討すべき課題があり、特
区において直ちに導入することは困難。

1074150 杉並区

教育改革
特区（新
しいタイ
プの学
校）の創
設

地方独立行政法
人への寄付を税
控除の対象とす
る

小中一貫校を管理する地方独立行
政法人への寄付を税控除の対象と
する。

地方独立行政法人が管理する小中一貫
校は、理事会に地域代表を入れるなど、
これまで以上に地域密着型の法人運営
を予定している。当該法人への寄付によ
り、地域住民、地域民間企業、個人事業
主などの支援の輪が一層広がり、地域密
着の学校としての基盤の確保につながる
ものとなる。

081310

学校法人・
私立学校の
設置認可権
限の特区長
への委譲

学校教育法
第４条
私立学校法
第４条

小学校等の設置及びこ
れらを設置する学校法人
の寄附行為の認可（設立
認可）は都道府県知事の
権限とされている

　Ｄ-
１

株式会社・NPO法人により設置され
る小学校等の認可権は、認定地方
公共団体の長にある（構造改革特別
区域法第１２条及び第１３条）。学校
法人の認可権は都道府県が有する
ことが適当であり、現状でも問題が
ない。なお、これを市町村に委譲す
ることについては、地方自治法第２５
２条の１７の２第１項の規定により、
「都道府県知事の権限に属する事務
の一部を、条例の定めるところによ
り、市町村が処理することができ
る。」とされているところであり、現行
制度上、提案地方公共団体の位置
する都道府県の判断により可能であ
る。

貴省の回答では、「学校法人の認可権は都道府県が有す
ることが適当であり、現状でも問題ない」とあるが、提案
は、迅速な設置が必要である一方、手続が煩雑であり相
当な時間を要するため、株式会社立学校等と同様に学校
法人の認可についても市町村に委譲したいというものであ
り、これを踏まえ具体的に検討し回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

　Ｄ-１

提案概要にもある通り、私立学校の認可
権者である県と共同で第２次提案を行った
にもかかわらず、学校が設立できなかった
のは、地域住民の理解を得られなかった
ためであり、この提案を実現するための制
度上の障壁は存在していない。

3054020

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校

学校法人・私立
学校の設置認可
権限の特区長へ
の委譲

私立学校法４条２号及び４号におい
て、私立学校（大学と高等専門学校
を除く）と当該私立学校を設置する
学校法人の認可権限を有するのは
「都道府県知事」とされているので、
私立学校法第４条柱書きの「都道府
県知事」の後に、「特区法○条（注：
本特例措置を規定する特区法上の
条文）に規定する同法４条８項の認
定を受けた自治体の長」という規定
を追加する。

幸運にも、私たちは長野県と長野市の連
携がスムースであった。しかし、多くの場
合、都道府県と市町村レベル間はスムー
スに行くとは限らず、「ねじれ現象」を起こ
し、そのことが設置を阻害してしまってい
る場合が多いと考えられる。

081320

私立学校審
議会の設置
の柔軟化及
び権限委譲

私立学校法
第９条

私立学校審議会は都道
府県に設置される

Ｄ-１

学校法人の認可権は都道府県が有
するので、私立学校審議会は都道
府県に設置されることが適当であ
り、また、現状でも問題がない。地方
自治法第２５２条の１７の２第１項の
規定に基づき学校法人の認可権限
が市町村に委譲された場合には、私
立学校審議会への諮問についても
都道府県の判断により、委譲するこ
とが可能である。

貴省の回答では、「私立学校審議会は都道府県に設置さ
れることが適当であり、また、現状でも問題がない」とされ
ているが、提案は、新たな私立学校の迅速な設置のため
には、株式会社立学校等と同様に、学校法人についても
市町村に審議会の設置等の権限を与えるべきとのもので
あり、これを踏まえて回答されたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。

Ｄ-１

提案概要にもある通り、私立学校の認可
権者である県と共同で第２次提案を行った
にもかかわらず、学校が設立できなかった
のは、地域住民の理解を得られなかった
ためであり、この提案を実現するための制
度上の障壁は存在していない。

3054030

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校

私立学校審議会
の設置の柔軟化
及び権限委譲

 私立学校法８条１項、９条２項、１３
条２項、１４条、１７条において、私立
学校審議会の設置等の権限が「都
道府県知事」とされているところを、
「特区法○条（注：本特例措置を規
定する特区法上の条文）に規定する
同法４条８項の認定を受けた自治体
の長」という規定を追加する。また、
同様の趣旨で、９条１項、１６条２項・
項については、「都道府県」とされて
いるところに、「特区法○条（注：本
特例措置を規定する特区法上の条
文）に規定する同法４条８項の認定
を受けた自治体」を追加する。　私
立学校審議会の委員・議事等につ
いては、「私立学校法１０条、１１条、
１２条、１５条の規定については、同
法４条８項の認定を受けた自治体の
長が条例で定めることとする。」とい
う特例措置を講じ、地域の実情に合
わせた設置の柔軟化を図る。

幸い、長野県の場合、私学法人が少な
く、かつ、私立小学校は一校もないので、
私立学校審議会で大きな問題となること
はないと予想された。しかし、大都市圏で
は、いわゆる、「適正配置」という理由の
もとに、新しい私学の参入はほぼ不可能
に近い。

081330

学校法人が
福祉施設を
開設し運営
することの
可能化

私立学校法
第２６条

学校法人は、その設置す
る私立学校の教育に支
障のない限り、収益事業
を行うことができる

D-1
　現行制度においても、学校法人が
収益事業として福祉事業を行うこと
は特に禁止されていない。

1073010 新城市
大学によ
る福祉モ
デル特区

学校法人が福祉
施設を開設し運
営できるようにす
る

社会福祉施設等施設整備費及び社
会福祉施設等設備整備費の国庫負
担（補助）について（平成３年１１月２
５日　厚生事務次官通知）の補助対
象に学校法人等を加え、学校法人
法第２６条第２項に定める事業に福
祉事業を加える。

新城市にある福祉大学が学校法人格の
まま国庫補助を受けて老人デイサービス
センターを開設の上、学校法人が施設を
直接運営し、学生の現場実習や学術研
究に役立てる。

45／51



文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081340

専修･各種
学校の公設
民営による
学校運営の
容認

学校教育法
第８２条の１
１及び同法
第８３条の２
項による同
法第5条の準
用

学校教育法５条（専修学
校は第８２条の１１、各種
学校は第８３条第２項に
より準用）により、学校の
設置者はその設置する
学校を管理･運営をする
こととされている。

Ｃ
  中教審における公設民営の議論を
踏まえつつ、検討を行うこととする。

専修・各種学校について中央教育審議会の議論を待つこ
となく特区で対応することはできないか、具体的に検討し
回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

魅力ある学校づくりのためには、安定的かつ継続的に将来の人材育成
を行うことが可能な公立の専修・各種学校に民間の優れた学校運営の
ノウハウを活用することは、必要不可欠なものである。中央教育審議会
は、先般、公立学校の管理運営を民間委託する公設民営について、幼
稚園と高校を構造改革特区において認める中間報告をまとめた。高校
については容認する方向であるが、専修・各種学校については認められ
ない具体的理由を提示していただきたい。また、中央教育審議会におけ
る答申時期等の具体的なスケジュールも提示していただきたい。

Ｃ

「中教審における公設民営の議論を踏ま
えつつ、検討を行うこととする」と回答した
趣旨は、公設民営に関する限り、幼稚園
等と専修学校等は基本的に同じ取り扱い
とすることが適当であるので、現在行われ
ている幼稚園等への公設民営の導入に関
する中教審の議論の 終報告を待ちたい
という意味である。このため、専修学校の
公設民営について、幼稚園等とは別に改
めて中教審に答申・諮問を求めることは予
定していない。

幼稚園及び高等学校の公設民営に関する結
論が出た際には、専修学校・各種学校につい
ても幼稚園・高等学校と同様に措置を行うと解
してよいか。

Ｃ

公立学校の民間への管理運営委託の在り方につ
いては、幼稚園、高等学校を対象に現在、中央教
育審議会において検討中であり、学校の管理運
営の在り方に関しては、本年度中を目途に答申を
取りまとめる運びとなっているところであるが、当
該答申の内容も考慮しつつ公立専修学校の民間
への管理運営委託の在り方についても検討した
い。

1089010
北九州
市

公立専
修・各種
学校活性
化特区

専修･各種学校
の公設民営によ
る学校運営の容
認

学校の設置者がその設置する学校
を管理･運営する「設置者管理主義
の原則」を､専修･各種学校について
緩和する｡

専修･各種学校は､職業若しくは実際生活
に必要な能力の育成等を主な目的とす
る｡この設置目的にあった教育を､外部の
優れたノウハウを活用しながら､安定的
かつ継続的に将来の人材育成を行うこと
が可能となれば､魅力ある学校づくりの選
択肢の一つとして今後検討することが可
能となる｡

081350

専修学校設
置認可権の
認定自治体
の長への委
譲

学校教育法
第８２条の８

学校教育法第８２条の８
において、私立の専修学
校の設置等については
都道府県知事の認可を
受けなければならないと
されている。

Ｄ－１

 専修学校の設置認可権は、都道府
県が有することが適当であり、現状
でも問題がない。なお、 地方自治法
第２５２条の１７の２第１項において、
条例により専修学校の設置等の認
可を市区町村に処理させることが可
能である。

貴省の回答では、「都道府県が有することが適当であり、
現状でも問題ない」とのことであるが、都道府県の条例に
より市町村長に処理させることはスピーディーな対応が困
難であり、また実際には実現の可能性は乏しいとあり、こ
れを踏まえて提案が実現できないか具体的に検討し、回
答願いたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は「専修学校の設置認可権は、都道府県が有することが適当」とい
う回答をしているが、専修学校については、学校教育法第８２条の２にお
いて「職業若しくは実生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図
ること」を目的として掲げており、小・中学校や高等学校教育と異なり、教
育範囲が非常に広範にわたり多岐多様である。また、同第８２条の５で
述べているように、専修学校を経営するために必要な経済的基礎や知
識又は経験を有し、加えて社会的信望を有することとしている。目的に
沿った専修学校の設置を強く求めているのは富士河口湖町であり、又、
専修学校の設置を希望している私企業に対する経済状態や経験の有
無あるいは社会的信望の有無等について熟知しているのも富士河口湖
町である。
したがって、上記のような点を踏まえて、今般の構造改革特区の目的で
ある「民間事業者の自発的な立案」を受け入れて「地域の特性に応じた
複数の新規事業を創出し、雇用の拡大、地域経済の活性化」をよりス
ムーズに実現していくため、県知事の専修学校設置認可権の町長への
委譲について再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に提
示されたい。

Ｄ－１

私立の専修学校の認可権を都道府県知事とし
ているのは、専修学校の設置主体となるべきも
のの経済状態を把握することに加え、地域の
高等学校生徒の進路指導や当該専修学校の
卒業生の就職見通し、教員、施設等の教育条
件が専修学校教育にふさわしいものであるか
どうか等についても把握することが必要である
ためであり、このような観点から審査を行うに
はある程度広範な地域の状況を把握しうる立
場にあり、かつ、私学行政に精通している都道
府県知事がふさわしいと考えられるからであ
る。ご指摘のように、ある特定の地域等におけ
るある分野等については、市区町村に処理さ
せることが適当であることも想定できないわけ
ではないが、その場合にも専修学校の認可権
を都道府県に係らしめている理由にかんが
み、都道府県と市町村の協議の上、私立専修
学校の認可権を市町村に委譲するという方法
を採ることが も適当であると考える。
なお、「都道府県の条例により市町村に処理さ
せることはスピーディーな対応が困難であり、
実現の可能性は乏しい」とあるが、現実に両者
がその必要性を認め、認可権を市町村に委譲
している例もあり、実現の可能性が乏しいとは
考えられない。

1126010

富士河
口湖町、
ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

河口湖・
フィッシン
グ専修学
校特区

認可権の認定自
治体の長への委
譲

現行法律上、「私立の専修学校にあ
つては都道府県知事の認可を受け
なければならない」と、専修学校の
設置や廃止等における都道府県知
事の認可の必要性が定められてい
るが、特区においては、「私立の専
修学校にあつては認定自治体の長
の認可を受けなければならない」と
する。

私立の専修学校設置の需要にスムーズ
に対応できるようにすることで、バス釣り
を中心とした人材育成のための教育施設
を設立し、人口の増大、消費の拡大な
ど、地域経済の活性化を図る。

081350

専修学校設
置認可権の
認定自治体
の長への委
譲

学校教育法
第８２条の８

学校教育法第８２条の８
において、私立の専修学
校の設置等については
都道府県知事の認可を
受けなければならないと
されている。

Ｄ－１

専修学校の設置認可権は、都道府
県が有することが適当であり、現状
でも問題がない。なお、 地方自治法
第２５２条の１７の２第１項において、
条例により専修学校の設置等の認
可を市区町村に処理させることが可
能である。

貴省の回答では、「都道府県が有することが適当であり、
現状でも問題ない」とのことであるが、都道府県の条例に
より市町村長に処理させることはスピーディーな対応が困
難であり、また実際には実現の可能性は乏しいとあり、こ
れを踏まえて提案が実現できないか具体的に検討し、回
答願いたい。
また、地域再生の推進に当たって、権限の委譲が重要で
あることから、提案の趣旨が実現できるよう、具体的に検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は「専修学校の設置認可権は、都道府県が有することが適当であ
り、現状でも問題がない」という回答をしているが、認可権を都道府県が
有することが適当である理由を詳細に説明されたい。地域の活性化並
びに地域のニーズに即した人材の育成を行う必要がある場合には、より
地域に密着した形での専修学校の運営が望ましく、産業構造や育成す
べき人材ニーズは地域により異なり都道府県といった大きな枠内で画一
的に判断されるべきものではないと考えられるため、認可権は市区町村
の長が持つことが適切と考える。
また、貴省は「地方自治法第252条の17の2第1項において、条例により
専修学校の設置等の認可を市区町村に処理させることが可能である」と
いう回答をしているが、提案書の提案理由において記載している通り、
条例制定や都道府県と市区町村の間の調整が必要である等、変化の
激しい業界の人材育成に際し、スピーディ且つ円滑な設置をすることは
実際には困難である。
上記のような点を踏まえ、専修学校の設置認可権を認定自治体の長へ
の委譲について再検討され、その見解及び今後の対応につき具体的に
提示されたい。

Ｄ－１

私立の専修学校の認可権を都道府県知事とし
ているのは、専修学校の設置主体となるべきも
のの経済状態を把握することに加え、地域の
高等学校生徒の進路指導や当該専修学校の
卒業生の就職見通し、教員、施設等の教育条
件が専修学校教育にふさわしいものであるか
どうか等についても把握することが必要である
ためであり、このような観点から審査を行うに
はある程度広範な地域の状況を把握しうる立
場にあり、かつ、私学行政に精通している都道
府県知事がふさわしいと考えられるからであ
る。ご指摘のように、ある特定の地域等におけ
るある分野等については、市区町村に処理さ
せることが適当であることも想定できないわけ
ではないが、その場合にも専修学校の認可権
を都道府県に係らしめている理由にかんが
み、都道府県と市町村の協議の上、私立専修
学校の認可権を市町村に委譲するという方法
を採ることが も適当であると考える。
なお、「都道府県の条例により市町村に処理さ
せることはスピーディーな対応が困難であり、
実現の可能性は乏しい」とあるが、現実に両者
がその必要性を認め、認可権を市町村に委譲
している例もあり、実現の可能性が乏しいとは
考えられない。

3057030

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

専修学校設置の
認可権の市区町
村への委譲

現行法律上、「私立の専修学校にあ
つては都道府県知事の認可を受け
なければならない」と、専修学校の
設置や廃止等における都道府県知
事の認可の必要性が定められてい
るが、特区においては、「私立の専
修学校にあつては認定を受けた自
治体の長の認可を受けなければな
らない」とする。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。

081360
専修学校の
授業時数基
準の弾力化

専修学校設
置基準第５
条

専修学校においては、専
修学校設置基準により、
授業時数が年間８００時
間以上と定められてい
る。

Ｃ

  教育の質の確保の観点から一定
の授業時数が必要。
  なお、現行制度でも、インターン
シップ等を授業の履修とみなすこと
は可能である。

提案は２年制の専修学校について、１年目は規定通り８０
０時間の授業時間を確保した上で、２年目については授業
時間に換算されないインターンシップ等を長期的に実施す
ることから、授業時間が年間８００時間に満たなくても良い
こととして欲しいとするものであり、これを踏まえて具体的
に検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は「教育の質の確保の観点から、一定の授業時数が必要」という回
答をしているが、その理由について詳細に説明されたい。教育の質は授
業時数により確保されるものでないと考える。
また、「現行制度でも、インターンシップ等の授業の履修とみなすことが
可能」とあるが、長期に渡るインターンシップや学園内就業体験の実施
等についてはそれに含まれておらず、また、授業の半数を超えるイン
ターンシップは認められていない。学校教育法第82条の2における「職業
若しくは実際生活に必要な能力を育成」するには、上記のようなインター
ンシップを授業時数として認めていくことが実社会で真に役立つ人材を
育成するために望ましいものであると考える。
上記のような点を踏まえ、長期インターンシップ等を授業時数に組み込
むことや授業時数の半数をインターンシップや学園内就業体験を可能に
する等の授業時数弾力化について再検討され、その見解及び今後の対
応につき具体的に提示されたい。

C

現行でも専修学校の修了に必要な授業時
数の半分までは、インターンシップなどの
学外で行うものも授業科目の履修とみな
すことが可能となっている。
　なお、現行の 低総授業時数を減らすこ
とは、専修学校に期待される役割を果た
せない恐れがあり、専修学校における教
育の質の低下を招くことも懸念される。

貴省の回答では、「専修学校の修了に必要な
標準時数の半分までは、インターンシップなど
の学外で行うものも授業科目の履修とみなす
ことが可能となっている。」とあるが、提案主体
の構想するような２年制の専修学校の場合
に、１年目に授業科目を８００時間行い、２年
目に学外での学修を８００時間行うなど、２年
間のトータルの標準時数の半分までの学外で
の学修を授業科目の履修とみなすことができ
ると解してよいか。

Ｃ 貴見のとおり 3057010

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

授業時数基準の
弾力化

現行省令上、「一年間にわたり八百
時間以上とする」と、年間８００時間
以上の授業時数が定められている
が、特区においては、「認定自治体
の長が当該教育事業に支障をきた
さないと認めた範囲で設定した授業
時数とする」とする。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。

081370
専修学校の
校舎面積基
準の弾力化

専修学校設
置基準第２４
条

専修学校においては、専
修学校設置基準におい
て必要な校舎の面積が
定められている。

Ｃ
  教育の質の確保の観点から一定
の校舎を確保する必要がある。

提案にあるとおり、教育研究に支障を生じないと認めるも
のについては、小学校、中学校や専門職大学院の設置基
準と同様に、校舎面積を基準によらないこととすることが
出来ないか、具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は「教育の質の確保の観点から、一定の校舎を確保する必要があ
る」という回答をしているが、その回答において懸念されている「教育の
質の確保」については、提案書の提案理由において記載している通り、
業界の様々な企業のＯＪＴプログラムを導入した教育プログラムを実施
するため、校舎の面積とは関係なく、教育の質の確保を阻害するもので
はない。
また、既に大学、大学院等に関しては構造改革特別区域基本方針の別
表１・811や別表２・822において、校地・校舎面積基準は緩和されてい
る。これらと同様、専修学校において実施する職業教育についても、イ
コールフィッティングの観点から、校地・校舎面積基準を弾力化すべきで
ある。
上記のような点を踏まえ、教育の質の確保のための校舎面積の確保の
必要性とその弾力化について、再検討され、その見解及び今後の対応
につき具体的に提示されたい。

Ｂ

履修形態等に応じて、特別な事情が認め
られる場合には、専修学校設置基準に定
める面積を減じることについて検討し、来
年度中に結論を得た上で、必要な措置を
講ずることとしたい。

3057020

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

校舎面積基準の
弾力化

現行省令上、「専修学校の校舎の面
積は、次の各号に定める面積以上
とする」と、校舎の面積基準が定め
られているが、特区においては、先
に認められた大学・大学院の場合と
同様に、地方公共団体が地域の集
積が高い等の特別の理由があって
専修学校の教育・研究に支障が生
じないものとして認定を受けた場合
には、この基準を適用除外とする。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。

081380

専修学校の
図書室創
設・図書保
有数等の弾
力化

専修学校設
置基準第２３
条、同２５
条、通達「学
校教育法の
一部を改正
する法律等
の施行につ
いて」第５-５
-（３）、同５-
５-（４）

専修学校においては、専
修学校設置基準等にお
いて「なるべく図書室、～
を備えるものとする」、
「必要な種類及び数の～
図書その他の設備を備
えなければならない」、
と、図書室設置の必要性
や図書の配置が定めら
れている。

Ｄ－１
  図書室は現行制度では必置とまで
はされてなく、また必要な図書数の
規定はない。

3057040

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

図書室創設・図
書保有数の弾力
化

現行省令上、「なるべく図書室、～を
備えるものとする」、「必要な種類及
び数の～図書その他の設備を備え
なければならない」、現行通達上、
「なるべく図書室、～を備えるものと
した」、「図書のほか、～備えなけれ
ばならないものとした」と、図書室設
置の必要性や図書の配置が定めら
れているが、特区においては、近隣
の図書館が利用可能であったり、コ
ンピュータールームが開放されてい
るなど、生徒の研究・調査等の情報
収集体制が整備されている場合に
は、この規定の適用を除外する。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。

081390

専修学校の
校地・校舎
の自己保有
の緩和

通達「学校教
育法の一部
を改正する
法律等の施
行について」
第５-５-
（２）、同５-５
-（３）

専修学校においては、通
達において「校地につい
ては、原則として自己保
有であることが望ましい
ことは言うまでもないが、
特別事由があるときは、
長期間の貸借権又は地
上権が設定されていれば
足りる」、「～これらの基
準面積に相当する部分
の校舎については、原則
として自己保有でなけれ
ばならないものである」
と、原則として自己保有
することが定められてい
る。

Ｄ－１

  通達（「私立学校法の施行につい
て」昭和２５年３月１４日文管庶第６６
号、文部事務次官通達）では、原則
として負担付（担保に供せられてい
る等）又は借用のものでないこととさ
れているが、同通達で「ただし、特別
の事情があり、かつ、教育上支障の
ないことが確実と認められる場合に
は、この限りではない。」と規定され
ており、基本財産についても借用が
認めることができる。
　なお、専修学校の設置認可は都道
府県の自治事務であり、専修学校設
置基準の具体的な適用については
各都道府県の判断に委ねられてい
る。したがって、現行制度においても
各都道府県の判断により設置認可
することができる。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

貴省は「基本財産についても借用が認めることができる」「専修学校の
設置認可は都道府県の自治事務であり･･･現行制度においても各都道
府県の判断により設置認可することができる」という回答をしているが、
構造改革特別区域基本方針の別表１・820(801-2)において、都道府県
の自治事務であっても小学校・中学校・高等学校については、特区では
校地・校舎の自己所有を要しないとしている。同様に都道府県の自治事
務である専修学校についても、イコールフィッティングの観点から、小学
校・中学校・高等学校と同様に、学校経営の安定性・継続性を担保でき
ると認める場合には、その校地・校舎の自己保有要件を求める必要が
ないとすべきところである。
上記の点について、再検討され、その見解及び今後の対応につき具体
的に提示されたい。

Ｄ－１

ご意見にある、構造改革特別区域基本方
針別表１・８２０（８０１－２）においては、私
立学校の設置認可に伴う学校法人の寄付
行為の認可にあたって、「学校経営の安定
性・継続性が担保できると所轄庁が認め
た場合」に、校地・校舎の自己所有を求め
ない、というものであるが、専修学校の場
合、特区制度によらずとも既に所轄庁の
判断により例外的取り扱いが可能な仕組
みとなっている。即ち、現行の専修学校制
度では、所轄庁が学校経営の安定性・継
続性が担保できると認めれば、校地・校舎
の借用も可能となっている（昭和５１年文
部事務次官通達）。

3057050

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

校地・校舎の自
己保有の緩和

現行通達上、「校地については、原
則として自己保有であることが望ま
しいことは言うまでもないが、特別事
由があるときは、長期間の貸借権又
は地上権が設定されていれば足り
る」、「～これらの基準面積に相当す
る部分の校舎については、原則とし
て自己保有でなければならないもの
である」と、原則として自己保有する
ことが定められているが、特区にお
いては、先に認められた特定事業
821の大学・大学院等と同様に自己
保有が困難であり、当該地域の特
段のニーズに対応する場合には自
己保有でなくともよいものとする。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。
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081400

専門士の称
号の付与に
関する規程
の緩和

通知「専修学
校設置基準
の一部を改
正する省令
の施行等に
ついて」第２

専門士の資格を得るた
めには、「①修業年限が
２年以上であること、②
課程の修了に必要な総
授業時間数が１,７００時
間以上であること、③試
験等により成績評価を行
い、その評価に基いて課
程修了の認定を行ってい
ること」の要件が必要とさ
れている。

Ｃ
  専門士の資格付与に十分な時間
等を勘案し、現行の資格付与条件を
決めているところである。

提案は、専門士の資格付与に必要な時間にインターン
シップの実施等の時間を含めることで産学共同による人材
の育成供給を図ろうとするものであり、これをふまえて提
案が実現できないか、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

貴省は「専門士の資格付与に十分な時間等を勘案し、現行の資格付与
を決めているところである」という回答をしているが、「専門士の資格付
与に十分な時間等」を定める根拠が不明瞭であると考える。
上記の点について、再検討され、その見解及び今後の対応につき具体
的に提示されたい。

C

長期・短期インターンシップやＯＪＴ等は、
現行制度でも専修学校の修了に必要な授
業時数にカウントすることが可能であり、こ
れらを「修学とみなす」ことにより、ご提案
の趣旨は実現することができると思われ
る。
　なお、「専門士の資格付与に十分な時
間」とは、短大等他の学校種における卒業
要件（単位数等）を勘案して定めた指標で
あり、インターンシップ等の活動も修学時
数とみなす仕組が既に整備されている。
専門士の資格は全国的に通用するもので
あることから、全国で同一の基準としなけ
れば、資格の価値を担保できないものと考
える。

3057060

ヒューマ
ンアカデ
ミー株式
会社

産学協同
型・専修
学校特区

専門士の称号の
付与に関する規
程の緩和

現行通知上、「①修業年限が２年以
上であること、②課程の修了に必要
な総授業時間数が１,７００時間以上
であること、③試験等により成績評
価を行い、その評価に基いて課程
修了の認定を行っていること」と、専
門士の称号の付与に関する規程が
定められているが、特区において
は、「②課程の修了に必要な総授業
時間数が１,７００時間以上であるこ
と」を「認定自治体の長が当該教育
事業に支障をきたさないと認めた範
囲で設定した授業時数」とする。

株式会社形態のまま専修学校となること
で、組織としての社会的地位を向上させ
るとともに、通学する生徒に対しても、卒
業後に「専門士」という公式の資格を付与
すること等を実現することにより、生徒の
就業促進、地域・企業のニーズに応える
真に必要な教育を受けた人材の供給な
どを図る。

081410

社会教育団
体への補助
金交付手続
きの簡素化

社会教育法
第１３条

社会教育法第１３条にお
いて、社会教育団体への
補助金交付にあたり、国
にあっては審議会等で政
令に定めるものに、地方
公共団体にあっては社会
教育委員の会議に、あら
かじめ諮問することが必
要とされているところ。

Ｃ

社会教育法第１３条は、社会教育関
係団体への補助金の交付が適正に
行われることを保障しようとしたもの
であり、社会教育関係団体への補助
金の交付にあたり社会教育委員の
会議の意見を聴くことは必要。

地域再生を推進するに当たって、補助金の利便性の向上
が重要であることから、提案の趣旨が実現できるよう、再
度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

国の回答は、社会教育法に基づいて、社会教育委員会議で諮ることが
補助金の適正な交付を保障するかのようなものでしたが、今日、行政
は、多くの市民とのパートナーシップの下に様々な分野で協働歩調を図
りながら、まちづくり発展のために事業展開をしております。そうした市
民団体は、無数に近くあるといっても過言ではありませんし、そうした事
業や団体の大方は、社会教育事業や関係団体としてではなく、社会教
育的事業でありながら、スポーツ・レクリェーション事業から青少年健全
育成事業、更には福祉的事業、各種のボランティア団体や公益的ＮＰＯ
団体など、実に多方面に渡っております。草加市では、それらの事業や
団体に対し、「草加市補助金等の公布手続き等に関する規則」に基づ
き、各々の事業毎に「補助金交付要綱」を制定し、その規定に基づいて
補助金を交付しております。また、平成１５年５月には、適正で効果的な
補助金の交付により健全な財政運営を推進するために、元会計検査院
官房審議官、元埼玉県出納長、大学教授、弁護士、税理士で構成する
「補助金検討委員会」を設置し、時代に応じた必要性等から、より厳正な
審査を行っているところです。以上の通り、草加市は補助金の交付に当
たって、公平かつ透明なルールを有しておりますし、その他の手段によ
る意見聴取の必要性がある場合には、それをも実行しておりますので、
草加市独自の補助金交付手続きによる裁量に委ねていただきたい。

C

社会教育法第１３条は、社会教育関係団
体への補助金交付にあたって、憲法第８９
条及び社会教育法第１２条の規定の趣旨
に反することのないよう置かれた規定であ
る。一方、ご提案中の補助金交付要綱
は、「補助金等に係る事務の適正な運営
を図る」ことを、また、補助金検討委員会も
「補助金等の弾力的な運用を図るととも
に、適正で効果的な補助金の交付により
健全な財政運営を推進する」ことを目的と
するものであり、法第１３条の目的と本質
的に異なるものであって、対応は不可能で
ある。
  なお、ご意見中「その他の手段による意
見聴取が必要がある場合には、それをも
実行して」いるとの記述があるが、社教法
第１３条に基づく意見の聴取はこれに該当
するものと考えられる。

貴省の回答に「社会教育法第１３条は、社会
教育関係団体への補助金交付にあたって、憲
法第８９条及び社会教育法第１２条の規定の
趣旨に反することのないよう置かれた規定」と
あるが、規定の趣旨に反することがないように
するための具体的な審査内容をご教示願いた
い。

C

   社会教育法第１３条は、憲法第８９条及び社会
教育法第１２条の規定に反することのないよう、教
育委員会の外部の者であって社会教育に関する
見識を有する者である社会教育委員（教育委員会
が委嘱）によって構成される会議の意見を、教育
委員会が聴くことを規定したものである。草加市の
ご意見中には、「その他の手段による意見聴取の
必要性がある場合には、それをも実行して」いると
あり、社教法第１３条に基づく意見の聴取はまさに
これに該当するものと考えられるため、社会教育
関係団体への補助金交付の際には、適正で透明
性の高い、草加市独自の補助金交付要綱の規定
や補助金検討委員会の審査に基づくほか、社教
法第１３条に基づく社会教育委員の会議の意見を
教育委員会が聴き、教育委員会により補助金交
付を行って頂きたい。

1191010 草加市

草加の教
育特区
（社会教
育関係団
体への補
助金交付
手続の簡
素化）

社会教育団体へ
の補助金交付手
続きの簡素化

社会教育関係団体に補助金を交付
するに当たり、社会教育委員の意見
を聴く必要をなくす。

社会教育委員の意見を聴かずに社会教
育関係団体に補助金を交付する。

081420

国家資格の
資格取得に
係る要件の
緩和  （司
書・司書補）

 図書館法第
6条第1項

司書及び司書補の講習
については、図書館法第
６条等の規定に基づき、
大学が、文部科学省令に
定めるところにより、文部
科学大臣の委嘱を受け
て行われているところ。

Ｄ－１

区内の大学との連携・協力の下、司
書の質等が確保されることを前提
に、区内の大学に対して文部科学大
臣の委嘱を行うことは現行でも可
能。

1095110 文京区

先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

先端の生涯学
習を実現する文
京区まるごとキャ
ンパス特区

国家資格の資格取得に係る要件の
緩和
⑪司書・司書補　　　　　　　　　文京
アカデミーまたは区内大学で図書館
法による講習を行う機関として指定
を受ける。

文京区では、（仮称）文京アカデミーを設
置し、今回提案する、１4の国家資格取得
に係る要件の緩和を行うことにより、行政
が一定の関与をしながら、大学、企業、
民間カルチャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習モデルを構
築する。

081430

国家資格の
資格取得に
係る要件の
緩和  （社会
教育主事）

社会教育主
事講習等規
程（省令）

社会教育主事の講習に
ついては、社会教育法第
９条の５等の規定に基づ
き、文部科学省令に定め
るところにより、文部科学
大臣の委嘱を受けた大
学その他の教育機関が
行うこととなっているとこ
ろ。

Ｄ－１

職員組織、施設及び設備の状況並
びに受講者に係る地域の状況等を
勘案し、講習を委嘱する機関として
適当と認められるものであれば、大
学その他の教育機関に対して文部
科学大臣の委嘱を行うことは現行で
も可能。

1095120 文京区

先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

先端の生涯学
習を実現する文
京区まるごとキャ
ンパス特区

国家資格の資格取得に係る要件の
緩和
⑫社会教育主事　　　　　　　　文京
アカデミーにおいて、区内大学との
連携を図り、社会教育分野での、優
秀な講師陣による講習を行うこと
で、正規の講習機関としての認定を
受ける。

文京区では、（仮称）文京アカデミーを設
置し、今回提案する、１4の国家資格取得
に係る要件の緩和を行うことにより、行政
が一定の関与をしながら、大学、企業、
民間カルチャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習モデルを構
築する。

081440

国家資格の
資格取得に
係る要件の
緩和  （学芸
員・学芸員
補）

博物館法第5
条第1項3号
に基づく、博
物館法施行
規則第5条

学芸員の試験認定の受
験資格については、博物
館法施行規則第５条によ
り規定されているところ。

Ｄ－１

区内大学での科目履修内容や文京
ふるさと歴史館等での実習内容等が
明らかではないが、それらの内容如
何によっては、博物館法施行規則第
５条第１項第５号に規定に基づき、
文部科学大臣が同条第１号から第４
号に掲げるものと同等以上の資格を
有する者と認めることは可能。

1095130 文京区

先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

先端の生涯学
習を実現する文
京区まるごとキャ
ンパス特区

国家資格の資格取得に係る要件の
緩和
⑬学芸員・学芸員補　　　　　　　文京
アカデミーでの受講または、区内大
学での科目履修を行うとともに、文
京ふるさと歴史館等（博物館・美術
館）での実習を行うことで、5年以上
学芸員補の職にあった者と同等とみ
なし、受験資格を与える。

文京区では、（仮称）文京アカデミーを設
置し、今回提案する、１4の国家資格取得
に係る要件の緩和を行うことにより、行政
が一定の関与をしながら、大学、企業、
民間カルチャー等の機関がそれぞれに
機能し、共存する新たな学習モデルを構
築する。

081450

新たな公的
資格の創設
（生涯学習
司）

生涯学習の
振興のため
の施策の推
進体制等の
整備に関す
る法律（平成
２年法律第７
１号）

生涯学習の振興のため
の施策の推進体制等の
整備に関する法律におい
ては、市町村が資格を創
設することに規制は設け
ていない。

Ｅ

　生涯学習の振興のための施策の
推進体制等の整備に関する法律に
おいては、市町村が資格を創設する
ことに規制は設けていない。
　したがって、法令等の規制の特例
措置を設けるという特区制度にそぐ
わず、特区の対象事項とはならな
い。（参照：構造改革特別区域法第1
条、第2条第3項）。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

措置の概要に示された、市町村が独自に資格を創設することになんら
制約はないとのことについては、十分に承知しているところです。しか
し、今回のご提案は国家資格として新たな資格を創設し、生涯学習の一
層の推進を図るうえで不可欠である講師の質の確保を全国規模で行お
うとするものです。文京区といたしましては貴省との綿密な協議のうえで
本資格を創設し、当初の資格付与機関としての機能をめざしたものであ
り、再考をお願いするものです。

Ｅ

新たな資格創設は、規制改革の問題では
なく、全国一律に課されている規制の特例
措置を設けることにより地域の活性化を図
ることを目的とする構造改革特区に該当し
ない。

1095150 文京区

先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

先端の生涯学
習を実現する文
京区まるごとキャ
ンパス特区

新たな公的資格の創設
①生涯学習司　　　　　　　　　市町村
が文部科学大臣及び経済産業大臣
と連携して設置できる資格とする。

地方自治を行ううえで、今後必要不可欠
と思われる､資格について、各所管省庁と
の連携により創設する、

081460

新たな公的
資格の創設
（インタープ
リター）

博物館法第
４条第７項

博物館の職員について
は、博物館法第４条に規
定されているところ。

Ｅ

新たな公的資格を設けることは規制
改革の問題になじまない。なお、現
在においても、各博物館の事業の実
施に当たって必要とされる職を、各
博物館の判断により必要に応じて置
くことは、何ら問題は無い。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

措置の概要に示された、新たな資格の創設は規制改革になじまないと
の考え方につきましては、一定の理解はできるものです。しかし、今回の
提案は国家資格として（仮称）インタープリターを創設し、文京区におい
て資格付与のための講座を開設しようとするものであり、法的な整備が
不可欠なことから今回の特区提案としたものです。本区といたしましては
貴省や関係機関との綿密な協議のうえで本資格を創設し、文化・芸術普
及活動の推進を図りたいと考えており、再考をお願いするものです

Ｅ

　新たな資格創設は、規制改革の問題で
はなく、全国一律に課されている規制の特
例措置を設けることにより地域の活性化を
図ることを目的とする構造改革特区に該
当しないものである。なお、現在において
も、各博物館の事業の実施に当たって必
要とされる職を、各博物館の判断により必
要に応じて置くことは何ら問題はなく、法
的な整備が不可欠との指摘はあたらな
い。

1095160 文京区

先端の
生涯学習
を実現す
る文京区
まるごと
キャンパ
ス特区

先端の生涯学
習を実現する文
京区まるごとキャ
ンパス特区

新たな公的資格の創設
②インタープリター　　　　　　　｢イン
タープリター｣を位置づけ、第６条の
次に、インタープリターとは文部科学
大臣が示したガイドラインに基づき、
当該博物館が所在する市町村が認
定する資格である旨、位置づける。

地方自治を行ううえで、今後必要不可欠
と思われる､資格について、各所管省庁と
の連携により創設する、
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文部科学省
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コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081470

学校職員の
健康診断に
係る期日の
廃止

学校保健法
施行規則第
９条

学校保健法施行規則第
９条は、職員の健康診断
の時期について、６月３０
日までに行うことを規定
している。

Ｂ Ⅲ

　学校保健法は、学校における保健管理等に関し
必要な事項を定め、児童生徒等及び職員の健康
の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施
とその成果の確保に資することを目的としており、
同法第８条は、学校の設置者は、毎学年定期に、
学校の職員の健康診断を行わなければならない
ことを規定している。
　学校の職員の健康診断を法の規定に基づいて
行うのは、職員の保健及び能率増進のみならず、
職員の健康が、保健上及び教育上、児童、生徒等
に対する影響が大きいことによるものである。
　その実施時期について、学校保健法施行規則
（以下「施行規則」という。）第９条は、毎年６月３０
日までに行うこととしているが、これは、教育活動
を行うに際して、早期に自らの身体の状況や健康
状態を把握することが望ましいことから、児童生徒
等の健康診断の時期を定めた施行規則第３条の
規定を準用しているものである。
　しかしながら、職員の健康診断については、児
童生徒等と同様に早期に実施する必要性はある
ものの、身体の発達期にある児童生徒等に比較
すれば、その時期について、ある程度弾力的な取
扱いをすることは可能であると考えられる。
　したがって、円滑な学校運営に資する観点から、
平成１６年度中に、学校保健法施行規則第９条を
改正し、学校の設置者の判断で行うことを可能と
する。

1014010 所沢市
学校職員
健康診断
事業特区

学校職員の健康
診断に係る期日
の廃止

現在、6月30日までに実施が義務付
けられている健康診断について、こ
の期日を撤廃する。

学校職員に義務付けられている健康診
断を、年度内に1回実施とすることで、繁
忙期における授業数を確保し、さらに人
間ドック受診者については、これと代替可
能にする。

081480

「学校給食
衛生管理の
基準」の例
外処置とし
てクックチル
システムの
承認

文部科学省
「学校給食衛
生管理の基
準」（平成9年
4月1日制
定、平成15
年3月31日一
部改訂）のⅧ
-1-エ、Ⅷ-4-
エ

　学校給食衛生管理の基準
において、調理の原則の中
で、当日調理することと明記
されている。しかし本基準
は、行政指導上の基準であ
り、本基準を遵守しない場
合において、直ちに法令違
反となるものではない。本基
準は、厚生労働省の大量調
理施設衛生管理マニュアル
との整合性を図り作成した
ものであり、学校給食にお
ける衛生管理の徹底のため
のガイドラインとして示した
ものである。なお、学校給食
をどのように実施するかに
ついては、学校給食の実施
者である学校の設置者が、
食に関する指導の生きた教
材としての学校給食の食事
内容の充実や衛生管理の
確保等に配慮しつつ、地域
の実情等に応じて、適切に
配慮することである。

D-1

今回の提案内容については、文部
科学省としては、衛生管理上、学校
給食衛生管理の基準等の趣旨を逸
脱するのであれば別であるが、提案
者において食品衛生法等の趣旨を
踏まえ、食品の品質・温度管理等が
徹底されるのであれば、現行制度内
で対応可能であると考える。

貴省の回答では、「学校給食衛生管理の基準において当
日調理することとされているが、本基準を遵守しない場合
において、直ちに法令違反となるものではないことから、現
行制度で対応可能」としていることから、現行の行政指導
上の基準を見直すべきであり、提案の趣旨が実現できる
よう具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　提案内容として「学校給食衛生管理の基準」等の趣旨を逸脱致しませ
んが、現行制度での調理方法が、文部科学省が推進する「食育」の中核
をなす「食卓での一家団欒」を醸成するには、学校給食におけるクックチ
ル等の新調理法の導入が、強力なツールとなると考えます。　現在の社
会状況の中で一家団欒を構成するメンバーによる調理、家庭内での食
文化の醸成には、家庭での新調理法の導入が必要であると考えます。
その推進に、学校給食は大きな教育的役割を果たすべきであると考え
ます。したがいまして、「学校給食衛生管理の基準」等の現行制度は、現
在の社会状況に対応した「食育」を文部科学省の方針のように積極的に
推進する制度としてはまだ不十分なものであることから、こうした状況を
ご賢察の上、「学校給食衛生管理の基準」を改正し、制度の中に明確に
位置づけるための措置を行うなど特区での対応等の再検討をお願い致
します。

D-1

　学校給食衛生管理の基準において、当
日に調理することを原則としているのは、
食中毒発生防止の観点から、現在の学校
給食施設の状況等も勘案しつつ、食品の
品質・温度管理を徹底するためである。し
たがって、学校給食の実施者である学校
の設置者の責任において、具体的な実施
方法等について十分検証し、食中毒発生
防止のための適切な食品の品質・温度管
理が確保できると判断できる場合には、前
日に調理しても差し支えない。この趣旨が
明確となるよう、当基準を見直す予定であ
る。

貴省回答では、当該基準を見直す予定である
とのことであるが、提案者の提案の趣旨を早
期に実現するためにも、遅くとも平成１６年度
中に措置することとされたい。

Ｂ Ⅳ

　学校給食の実施については、地域の実情等に応じ
て、各学校の設置者が適切に判断するものであり、設
置者が食品衛生法等の趣旨を踏まえ、安全な学校給
食の実施に支障がないと判断する場合には、文部科
学省の「学校給食衛生管理の基準」に厳格に拘束され
るものではなく、本提案は現行制度内で対応可能であ
る。なお、当基準は、この趣旨が明確となるよう有識者
等の意見を踏まえつつ、平成１６年度末までに見直す
予定である。

3026010

株式会
社アイ
シーエ
ス、広島
駅弁当
株式会
社

機内食シ
ステム応
用学校給
食

「学校給食衛生
管理の基準」の
例外処置として
クックチルシステ
ムの承認

現在は、文部科学省の「学校給食衛
生管理の基準」（平成9年4月1日制
定、平成15年3月31日一部改訂）の
Ⅷ-1-エ　前日調理は行わないこと
Ⅷ-4-エ　調理後2時間以内で給食
できるように努めること
等の規制のため、クックチル方式等
を利用した機内食システムを学校給
食に十分に導入できない状態にあ
る。よって、厚生労働省の「院外調
理における衛生管理指針ガイドライ
ン（平成4月24日指第24号）」に示さ
れた衛生基準を満たし、衛生状態の
確保が十分できる体制が整っている
給食システムであれば適用除外と
するという内容の項目を「学校給食
衛生管理の基準」に追加していただ
きたい。

平成17年、広島県内に5000食規模の機
内食システム応用の病院・福祉関係向け
セントラルキッチン（総工費14億程度）を
予定しているが、学校給食のための製造
ラインを併設し、別添「ICS学校給食シス
テム」の内容の学校給食サービスを計画
している。
病院給食のラインは8時間/日稼動である
ので、学校給食の180日は稼働時間を延
長し、低コストで高品質の学校給食シス
テムを実施する計画。このシステムは、
厚生労働省の院外調理における衛生管
理指針（ガイドライン）に準拠しており、セ
ントラルキッチンでトレイメイク、カート収
納し、3℃以下で安全配送された食事は、
各学校にて再加熱後、配膳される。

081490

放射線発生
装置使用変
更時の許可
制から届出
制への緩和

放射線同位
元素等によ
る放射線障
害の防止に
関する法律
第１０条第２
項

放射線発生装置の使用
に当たっては、放射線障
害防止法第３条に基づ
き、文部科学大臣の許可
を受けなければならない
とされている。また、第３
条第２項の事項を変更し
ようとする場合には、第１
０条による変更許可が必
要となる。ただし、その変
更が文部科学省令で定
める軽微なものである場
合には、許可を必要とせ
ず、あらかじめ、届け出
ることとされている。

C Ⅰ

放射線発生装置使用の変更のうち、
放射線障害防止の観点から影響が
なく、軽微な変更である放射線発生
装置の台数の減少、 大出力の減
少等については、届出制としている
ところ。
　ただし、要望にある放射線発生装
置の性能増等の変更は、放射線障
害の危険が増加するものであり、こ
のような場合においては、放射線障
害防止法の目的である放射線障害
を防止し、公共の安全を確保するこ
とに照らし、厳格な審査の後の許可
とすることが不可欠である。
　申請書提出から許可までの標準処
理期間として3ヶ月を想定していると
ころであるが、企画の段階から計画
的に余裕を持って申請書の提出を
行えば、新たな研究開発の妨げに
はならないものと考えられる。なお、
申請書提出にあたって事前に相談
等を行うことにより、手続きを効率的
に進めることも可能である。

貴省の回答では、標準処理期間を３ヶ月としているが、こ
れを短縮することは出来ないか具体的に検討して回答さ
れたい。

C Ⅰ

放射線発生装置の使用の変更には、関係
省庁への協議が必要な変更と協議が不要
な変更がある。標準処理期間の設定にあ
たっては、関係省庁への協議日数も含め
て３ヶ月としている。この関係省庁への協
議は、放射性同位元素の利用がすでに社
会的に定着している状況に鑑み、廃止す
る方向で検討しており、廃止されれば、標
準処理期間を約１月短縮することができ
る。
また、申請書の提出に先立って相談等を
行ってもらうことにより、審査の手続きを効
率的に進めさらに審査期間を短縮すること
も可能である。

2020010 茨城県
つくば・東
海・日立
知的特区

放射線発生装置
使用変更時の許
可制から届出制
への緩和

放射線同位元素又は放射線発生装
置を使用する際には、文部科学大
臣の許可を受けなければならないと
されているが、許可を受けた後、使
用施設等の変更（放射線発生装置
の性能増等）をする際においても改
めて文部科学大臣の許可を受ける
必要がある、この事項を文部科学大
臣への届出とすることにより審査の
時間を短縮し、新たな研究開発を促
進する。

茨城県では現在、つくば市に立地する文
部科学省高エネルギー加速器研究機構
において小型加速器「ＦＦＡＧ」の、また、
東海村に立地する日本原子力研究所に
おいても高性能加速器の研究・開発が進
められている。加速器は放射線発生装置
であるため、放射線障害防止法の規制を
受けるが、法律条文中文部科学大臣へ
の許可が必要とされている項目を一部届
出とすることにより、手続的な規制を緩和
し加速器研究を促進し医療用加速器とし
て応用することにより、本県の死亡原因
の第１位を占めているがんの診断・治療
に有効とされているＰＥＴ検査や放射線治
療を少ない患者負担で県民に提供するこ
とを目的とする。

081500
狩猟鳥獣の
追加

ー ー Ｅ

「鳥獣保護法」の所管は環境省であ
るため、文部科学省としては判断で
きない。

特別天然記念物であるニホンカモシカを狩猟対象とするこ
について問題ないか回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

1、「鳥獣保護法」の所管は環境省ではあるが、仮に環境省側での狩猟
獣に追加された場合、捕獲のため文化庁の許可が必要になる（文化財
保護法第80条）。このことは狩猟行政として煩雑であるため、狩猟獣へ
の追加が認められた場合捕獲許可権限を当該地方自治体へ委譲する
こと検討いただきたい。

Ｃ

ニホンカモシカを狩猟対象とすることにつ
いては、生息状況及び被害状況等の調査
を踏まえ、専門家等により策定された管理
計画に基づき、有資格者が従事して行わ
れる捕獲であれば、文化財保護法に基づ
く現状変更は許可しうる行為であり、問題
はない。

狩猟獣が認められた場合、捕獲許可権限
を自治体へ委譲することについては、現行
制度において、一定の軽微又は定形的な
現状変更については都道府県又は市の
教育委員会に許可権限を委譲しており、
また地方公共団体が、管理のための計画
を定め、文化庁長官に権限委譲の区域指
定の申し出を行い、権限委譲の許可をす
れば、特区制度によらなくても権限委譲は
可能である。
　しかしながら、提案にあるようなカモシカ
の捕獲は、個体そのものの滅失を伴う重
大な現状変更であり、かつ、市町村の枠を
越えた広域的な判断も不可欠であるた
め、当該町教育委員会への権限委譲を行
うことができない。

1068020 阿仁町
マタギ特
区構想

狩猟鳥獣の追加
・ニホンカモシカを狩猟獣として加え
る（現在鳥類28種、哺乳類20種）。

・国の特別天然記念物に指定されている
ニホンカモシカを、特区内に限定して狩猟
対象とする。

081510

ＩＰテレビに
よる難視聴
解消の著作
権法上の特
例

著作権法第
２条第1項第
9号の２

ー Ｅ

・著作権は「私権」であり、「規制」で
はない。
・権利者の意思を無視して、テレビ番
組等のコンテンツをインターネットで
無断送信できるようにすることは
WTO等の国際条約に違反すること
になる。（なお、テレビ番組を再有線
放送する際の著作権者の許諾につ
いては、当事者間の同意に基づく
「契約」によって包括許諾を得ている
のと同様に、テレビ番組をインター
ネット送信する際の著作権者の許諾
についても「契約」による対応が可
能・適切である。）

貴省の回答では、テレビ番組をインターネット送信する際
の著作権の許諾については「当事者間の同意に基づく契
約」による対応が可能・適切であるとしているが、そのよう
な手続きを踏めば著作権法上の問題は生じないと解して
良いか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

著作権法（文部科学省：ＩＰテレビによる難視聴解消の著作権法上の特
例）
　著作権者からの包括権利許諾について、テレビ番組をＩＰマルチキャス
ト方式により再送信する際の著作権の許諾についても「契約」による対
応が可能・適切であるとのことであるが、著作権管理団体は、栄村の方
式が著作権法上の「有線放送」に当たれば、包括許諾契約が可能との
見解を示していることから、この点が「事実上の規制」になっています。
著作権法を所管する文科省で、栄村が行うＩＰマルチキャスト方式を著作
権法上の「有線放送」に位置付けてくれれば、著作権管理団体との間に
おける包括権利許諾の道が現実的に開けることになります。
●著作権法第一節第二条九の二にて、有線放送とは、公衆送信のう
ち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とし
て行う有線電気通信の送信をいうとあり、今回のＩＰマルチキャスト方式
はこの条件を満たしています。ちなみにＩＰマルチキャスト方式とは、配信
機器から受信機器までの間の通信を1対多で行うものであり、途中の通
信機器までは単一のデータパケットを送信し、受信機器に も近い通信
機器にて配下のすべての受信機器用にデータパケットを複製して、同じ
内容を各受信機器に送信する技術であり、同時性、同一性を実現してい
ます。

　Ｅ

貴室御指摘の通り、テレビ番組をインター
ネット送信することについては、当事者間
の同意に基づく契約によって権利者の許
諾を得れば、著作権法上の問題は生じな
い。

テレビ番組をマルチキャスト方式により送
信することについても、それを「有線放送」
に位置づけるか否かに関わらず、当事者
間の同意に基づく「契約」によって、国際条
約上、著作権法上の問題を生じることな
く、現行制度でも可能である。

1158040 栄村

IPテレビ
による難
視聴解消
特区

ＩＰテレビによる難
視聴解消の著作
権法上の特例

難視聴地域において､その解消のた
め､有線テレビジョン放送法等既存
の法律に該当しない施設･方法によ
り、その地域内で、テレビの再送信
を行う場合であって、ＣＡＴＶの設置
や中継局の設置などが困難であり、
かつ、当面設置が見込めない場合
は、この再送信を、「放送」と同様包
括権利処理ができるよう、著作権法
第２条第１項第９号の２の「有線放
送」と見なすこと。

村内にある白鳥地区共同受信施設で受
信している電波を利用し同地区公民館内
にチューナー内蔵のエンコードサーバを
設置しＩＰ信号に変換して有線本局にある
配信サーバに送信。ここから各局舎を経
由してＩＰマルチキャスト方式で各家庭に
映像を配信する。この方式により、村内
全地域で難視聴を解消できる条件が整
う。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
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措
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措
置
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容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081510

ＩＰテレビに
よる難視聴
解消の著作
権法上の特
例

著作権法第
２条第1項第
9号の２

ー Ｅ

・著作権は「私権」であり、「規制」で
はない。
・権利者の意思を無視して、テレビ番
組等のコンテンツをインターネットで
無断送信できるようにすることは
WTO等の国際条約に違反すること
になる。（なお、テレビ番組を再有線
放送する際の著作権者の許諾につ
いては、当事者間の同意に基づく
「契約」によって包括許諾を得ている
のと同様に、テレビ番組をインター
ネット送信する際の著作権者の許諾
についても「契約」による対応が可
能・適切である。）

貴省の回答では、テレビ番組をインターネット送信する際
の著作権の許諾については「当事者間の同意に基づく契
約」による対応が可能・適切であるとしているが、そのよう
な手続きを踏めば著作権法上の問題は生じないと解して
良いか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

著作権者からの包括権利許諾について、テレビ番組をＩＰマルチキャスト
方式により再送信する際の著作権の許諾についても「契約」による対応
が可能・適切であるとのことであるが、著作権管理団体は、栄村の方式
が著作権法上の「有線放送」に当たれば、包括許諾契約が可能との見
解を示していることから、この点が「事実上の規制」になっています。　著
作権法を所管する文科省で、栄村が行うＩＰマルチキャスト方式を著作権
法上の「有線放送」に位置付けてくれれば、著作権管理団体との間にお
ける包括権利許諾の道が現実的に開けることになります。
●著作権法第一節第二条九の二にて、有線放送とは、公衆送信のう
ち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とし
て行う有線電気通信の送信をいうとあり、今回のＩＰマルチキャスト方式
はこの条件を満たしています。ちなみにＩＰマルチキャスト方式とは、配信
機器から受信機器までの間の通信を1対多で行うものであり、途中の通
信機器までは単一のデータパケットを送信し、受信機器に も近い通信
機器にて配下のすべての受信機器用にデータパケットを複製して、同じ
内容を各受信機器に送信する技術であり、同時性、同一性を実現してい
ます。

　Ｅ

貴室御指摘の通り、テレビ番組をインター
ネット送信することについては、当事者間
の同意に基づく契約によって権利者の許
諾を得れば、著作権法上の問題は生じな
い。

テレビ番組をマルチキャスト方式により送
信することについても、それを「有線放送」
に位置づけるか否かに関わらず、当事者
間の同意に基づく「契約」によって、国際条
約上、著作権法上の問題を生じることな
く、現行制度でも可能である。

3091040

株式会
社長野
県協同
電算

IPテレビ
による難
視聴解消
特区

ＩＰテレビによる難
視聴解消の著作
権法上の特例

難視聴地域において､その解消のた
め､有線テレビジョン放送法等既存
の法律に該当しない施設･方法によ
り、その地域内で、テレビの再送信
を行う場合であって、ＣＡＴＶの設置
や中継局の設置などが困難であり、
かつ、当面設置が見込めない場合
は、この再送信を、「放送」と同様包
括権利処理ができるよう、著作権法
第２条第１項第９号の２の「有線放
送」と見なすこと。

村内にある白鳥地区共同受信施設で受
信している電波を利用し同地区公民館内
にチューナー内蔵のエンコードサーバを
設置しＩＰ信号に変換して有線本局にある
配信サーバに送信。ここから各局舎を経
由してＩＰマルチキャスト方式で各家庭に
映像を配信する。この方式により、村内
全地域で難視聴を解消できる条件が整
う。

081520

総合子育て
学園と学校
構造改革
(修業年限
の緩和)

教育基本法
第４条
学校教育法
第１９条（第２
２条、第２７
条）、第３７条
（第３９条）、
第４６条、第
５５条。

教育基本法第４条により
９年間の義務教育が定
められている。
学校教育法第１９条、第
３７条、第４６条及び第５
５条により、小学校６年、
中学校３年、高等学校３
年、大学４年の修業年限
が定められている。
なお、学校教育法第２２
条及び第３９条により、
小・中学校への就学義務
が課せられ、第２７条で
学齢に達しない子女は小
学校に入学させることが
できないことが定められ
ている。

Ｅ
提案の内容は、義務教育の延長、
修業年限の変更など、規制改革の
問題になじまない提案である。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案は、義務教育の延長などを内容とす
るものであるが、同制度は、憲法の要請に
より、国民として必要な基礎的資質を培う
ため、すべての国民に一定水準の教育を
無償で提供するものである。義務教育の
延長、修業年限の変更などは、規制改革
の問題になじまないものである。

3004010

多摩市を
考えつく
る市民の
会開発
事務局、
A学校法
人

総合子育
て学園と
学校構造
改革

総合子育て学園
と学校構造改革
(修業年限)

修業年限を別に割り振ることが出来
る。　　　　　１９条小学校舎で１０年。
３７条中学校舎で７年。４６条高校校
舎で３年。５５条大学校舎で２年。
・６３３４制から10・７・３・２制へ変
革。

①十年子育て総合学園を現小学校舎に
改造実施。マイナス１歳から９歳児まで総
合一貫教育②社会自立職育学校（７年
制）を現中学に実施（国際人育成十年教
育の始まり）③専門専攻マイスター学校
（３年制）を現高校に実施④専門大学、社
会人大学（２年制）研究大学を現大学に
実施（生涯学習、生涯発明研究として）。
効果・①に関し、生まれる前から全ての
子に平等に十分な保育と教育を与えれ
ば心と知能の 適 高発達が保障され、
愛の絆による安定した人格形成が図られ
る。・待機乳幼児児童は減り、子育て世
代の多摩市流入を促進。

081520

総合子育て
学園と学校
構造改革
(修業年限
の緩和)

教育基本法
第４条
学校教育法
第１９条（第２
２条、第２７
条）、第３７条
（第３９条）、
第４６条、第
５５条。

教育基本法第４条により
９年間の義務教育が定
められている。
学校教育法第１９条、第
３７条、第４６条及び第５
５条により、小学校６年、
中学校３年、高等学校３
年、大学４年の修業年限
が定められている。
なお、学校教育法第２２
条及び第３９条により、
小・中学校への就学義務
が課せられ、第２７条で
学齢に達しない子女は小
学校に入学させることが
できないことが定められ
ている。

Ｅ
提案の内容は、義務教育の延長、
修業年限の変更など、規制改革の
問題になじまない提案である。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案は、義務教育の延長などを内容とす
るものであるが、同制度は、憲法の要請に
より、国民として必要な基礎的資質を培う
ため、すべての国民に一定水準の教育を
無償で提供するものである。義務教育の
延長、修業年限の変更などは、規制改革
の問題になじまないものである。

5120001
任意団
体

学校構造改革と
６３３４制の変革
（修業年限につい
て）

修業年限を別に割り振ることが出来
る。　　　　　１９条小学校舎で１０年。
３７条中学校舎で７年。４６条高校校
舎で３年。５５条大学校舎で２年。
・６３３４制から　　10・７・３・２制へ変
革。

①総合子育て学園を現小学校舎に改造
実施。マイナス１歳から９歳児まで総合一
貫教育　　　　　②社会自立職育学校（７
年制）を現中学に実施。社会を体験学習
することで自らの勉強の意義価値を知
る。　　　　　　　③専門専攻マイスター学
校（３年制）を現高校に実施。より高等の
意識や技術を身に付け社会で発揮貢献
しようとする。　④専門大学、社会人大学
（２年制）研究大学を現大学に実施（生涯
学習、生涯発明研究として）。入学自由、
学ぶ目標も自由。ただ免許資格こそ全国
標準で卒業試験を課し認定する。

081530
学校構造改
革に係る学
校名の変更

学校教育法
第１条

学校とは、小学校、中学
校、高等学校、中等教育
学校、大学、高等専門学
校、盲学校、聾学校、養
護学校及び幼稚園とする

E

本提案の前提である「学校構造改
革」の提案の内容は、義務教育の延
長、修業年限の変更など、規制改革
の問題になじまない。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案の前提である「学校構造改革」は、義
務教育の延長などを内容とするものであ
るが、同制度は、憲法の要請により、国民
として必要な基礎的資質を培うため、すべ
ての国民に一定水準の教育を無償で提供
するものである。本提案のような事項は、
規制改革の問題になじまない。

3004020

多摩市を
考えつく
る市民の
会開発
事務局、
A学校法
人

総合子育
て学園と
学校構造
改革

学校構造改革の
現校舎と学校名

新しい学校名を許可する。
・小学校舎を総合子育て学園。
・中学校舎を社会自立職育学校。
・高校校舎を専門専攻マイスター学
校。

各学校は、その現在の形のままで新教
育構造の名称に変える。

081530
学校構造改
革に係る学
校名の変更

学校教育法
第１条

学校とは、小学校、中学
校、高等学校、中等教育
学校、大学、高等専門学
校、盲学校、聾学校、養
護学校及び幼稚園とする

Ｅ

本提案の前提である「学校構造改
革」の提案の内容は、義務教育の延
長、修業年限の変更など、規制改革
の問題になじまない。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案の前提である「学校構造改革」は、義
務教育の延長などを内容とするものであ
るが、同制度は、憲法の要請により、国民
として必要な基礎的資質を培うため、すべ
ての国民に一定水準の教育を無償で提供
するものである。本提案のような事項は、
規制改革の問題になじまない。

5120002
任意団
体

学校構造改革と
目的別学校名

新しい学校名を許可する。
・小学校舎を総合子育て学園。
・中学校舎を社会自立職育学校。
・高校校舎を専門専攻マイスター学
校。

各学校は、その現在の形のままで新教
育構造の名称に変える。

081540

学校構想改
革による義
務教育の年
限の変更

教育基本法
第4条

国民は、その保護する子
女に、九年の普通教育を
受けさせる義務を負う。

E

本提案の前提である「学校構造改
革」の提案の内容は、義務教育の延
長、修業年限の変更など、規制改革
の問題になじまない。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案の前提である「学校構造改革」は、義
務教育の延長などを内容とするものであ
るが、同制度は、憲法の要請により、国民
として必要な基礎的資質を培うため、すべ
ての国民に一定水準の教育を無償で提供
するものである。本提案のような事項は、
規制改革の問題になじまない。

3004030

多摩市を
考えつく
る市民の
会開発
事務局、
A学校法
人

総合子育
て学園と
学校構造
改革

義務教育の年限
と学校構造改革

幼児教育は　義務教育に出来る。
親には乳幼児教育を受けさせる権
利があり国家はそれを保障する。
義務教育を１７歳まで保障する

総合子育て学園を作ることが出来る。
社会自立職育学校をつくることが出来
る。

081540

学校構想改
革による義
務教育の年
限の変更

教育基本法
第4条

国民は、その保護する子
女に、九年の普通教育を
受けさせる義務を負う。

Ｅ

本提案の前提である「学校構造改
革」の提案の内容は、義務教育の延
長、修業年限の変更など、規制改革
の問題になじまない。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案の前提である「学校構造改革」は、義
務教育の延長などを内容とするものであ
るが、同制度は、憲法の要請により、国民
として必要な基礎的資質を培うため、すべ
ての国民に一定水準の教育を無償で提供
するものである。本提案のような事項は、
規制改革の問題になじまない。

5120003
任意団
体

１０・７・３・２制と
１７年の義務教育
（その１）幼児の
義務教育

幼児教育は　義務教育に出来る。
親には乳幼児教育を受けさせる権
利があり国家はそれを保障する。

十年をかける総合子育て学園を作ること
が出来る

081550

学校構造改
革における
幼小一貫保
育教育の容
認

学校教育法
第１条

学校とは、小学校、中学
校、高等学校、中等教育
学校、大学、高等専門学
校、盲学校、聾学校、養
護学校及び幼稚園とする

E

本提案の前提である「学校構造改
革」の提案の内容は、義務教育の延
長、修業年限の変更など、規制改革
の問題になじまない。

提案主体の提案について、具体的に検討し、回答された
い。

Ｅ

提案の前提である「学校構造改革」は、義
務教育の延長などを内容とするものであ
るが、同制度は、憲法の要請により、国民
として必要な基礎的資質を培うため、すべ
ての国民に一定水準の教育を無償で提供
するものである。本提案のような事項は、
規制改革の問題になじまない。

3004050

多摩市を
考えつく
る市民の
会開発
事務局、
A学校法
人

総合子育
て学園と
学校構造
改革

幼小一貫保育教
育と学校構造改
革

総合子育て学園は、胎教、乳児幼
児教育、母子支援教育、小学校教
育を行う幼小一貫教育施設であり、
同時に保育機能が欠かせない児童
福祉施設として認め、　　　　　同時
に現小学校での教育目的の範囲の
規制緩和を求める。学童保育も生活
指導という教育としてみれる。

総合子育て学園で、胎教指導、母子相談
支援、幼児教育、障害乳児教育、０～６
歳児保育、夜間保育、学童保育、小学４
年までの総合一貫教育が出来る。。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081560

日本語教育
施設の校地
の自己所有
要件の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。
（注）構造改革特区第 ３次提案時の
構造改革特区推進室からの検討要
請において、法務省より文部科学省
への協議なしに回答している。）

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い。

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるために必
要な法的根拠が存在しないことは重々承知しております。しかし、貴省
が日本語教育振興協会へ実質的に強い影響力を有していることに着目
し、提案しました。ただ、日本語学校の設置及び編制について、貴省は
全く関与する意思はなく、法務省の純然たる管轄事項であり、貴省は法
務省の決定に従うと表明した、貴省の回答から弊社はそのように理解し
ております。もし、弊社の理解に相違がないのであれば今後、法務省に
対して提案を続けていきます。

Ｅ

日本語教育機関の運営に関する基準は
財団法人日本語教育振興協会が作成して
いるものであり、当該基準の変更の承認
については、法務省告示第１６９号に定め
るところにより、法務大臣から協議を受け
ることとしている。
文部科学省としては、校地の自己所有に
係る基準を見直す必要性があるかどうか
は、まず同協会が判断することであると考
えているところであるが、法務省より文部
科学省に協議があれば検討することとす
る。

3063010

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

日本語学校の設
置基準を緩和す
る特区

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第十四条は、「日本語教育施
設には、その教育の目的を実現す
るために必要な校地を備えるものと
する。」と規定しています。この校地
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。こ
れにより、外国人の受け入れ増加と日本
語学校の拡充が図られます。

081560

日本語教育
施設の校地
の自己所有
要件の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。
（注）構造改革特区第 ３次提案時の
構造改革特区推進室からの検討要
請において、法務省より文部科学省
への協議なしに回答している。）

5150024

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学校の設
置基準緩和

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第十四条は、「日本語教育施
設には、その教育の目的を実現す
るために必要な校地を備えるものと
する。」と規定しています。この校地
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。こ
れにより、外国人の受け入れ増加と日本
語学校の拡充が図られます。

081570

日本語教育
施設の校舎
の自己所有
要件の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。
（注）構造改革特区第 ３次提案時の
構造改革特区推進室からの検討要
請において、法務省より文部科学省
への協議なしに回答している。）

3063020

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

日本語学校の設
置基準を緩和す
る特区

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第十五条は、「日本語教育施
設には、その教育の目的を実現す
るために必要な校舎を備えるものと
する。」と規定しています。この校舎
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。こ
れにより、外国人の受け入れ増加と日本
語学校の拡充が図られます。

081570

日本語教育
施設の校舎
の自己所有
要件の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。
（注）構造改革特区第 ３次提案時の
構造改革特区推進室からの検討要
請において、法務省より文部科学省
への協議なしに回答している。）

5150025

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学校の設
置基準緩和

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第十五条は、「日本語教育施
設には、その教育の目的を実現す
るために必要な校舎を備えるものと
する。」と規定しています。この校舎
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。こ
れにより、外国人の受け入れ増加と日本
語学校の拡充が図られます。

081580

日本語教育
施設におけ
る 低修業
期間の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。）

3063030

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

日本語学校の設
置基準を緩和す
る特区

「日本語教育施設の運営に関する
基準」の第二条は、「日本語教育施
設の修業期間は、１年以上とする。
ただし、必要に応じ、６か月以上とす
るものとする。」と規定しています。こ
の 低修業期間を緩和することを提
案します。

日本語学校において短期カリキュラムを
組むことが可能となります。これにより、
外国人の学習機会を増やすことができ、
受け入れを促進します。

081580

日本語教育
施設におけ
る 低修業
期間の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。）

5150026

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学校の設
置基準緩和

「日本語教育施設の運営に関する
基準」の第二条は、「日本語教育施
設の修業期間は、１年以上とする。
ただし、必要に応じ、６か月以上とす
るものとする。」と規定しています。こ
の 低修業期間を緩和することを提
案します。

日本語学校において短期カリキュラムを
組むことが可能となります。これにより、
外国人の学習機会を増やすことができ、
受け入れを促進します。

081590

日本語教育
施設におけ
る 低授業
時数の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。）

3063040

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

日本語学校の設
置基準を緩和す
る特区

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第四条は、「日本語教育施設
の授業時数は、１年にわたり760時
間以上で、かつ、１週間当たり20時
間以上とするものとする。」と規定し
ています。この 低授業時数を修業
期間の緩和と整合するように改める
ことを提案します。

日本語学校において短期カリキュラムを
組むことが可能となります。これにより、
外国人の学習機会を増やすことができ、
受け入れを促進します。

081590

日本語教育
施設におけ
る 低授業
時数の緩和

- - Ｅ

国の規制でない。
（※出入国管理及び難民認定法施
行規則第６３条、及び日本語教育機
関の設備及び編成に基づき、法務
省が主体となって当該提案に対して
回答するのが適当である。なお、今
後の構造改革特区推進室からの検
討要請に対する回答は法務省が行
うのが適当である。）

5150027

株式会
社東京
リーガル
マインド

日本語学校の設
置基準緩和

「日本語教育施設の運営に関する
基準」第四条は、「日本語教育施設
の授業時数は、１年にわたり760時
間以上で、かつ、１週間当たり20時
間以上とするものとする。」と規定し
ています。この 低授業時数を修業
期間の緩和と整合するように改める
ことを提案します。

日本語学校において短期カリキュラムを
組むことが可能となります。これにより、
外国人の学習機会を増やすことができ、
受け入れを促進します。

081600

外国大学の
姉妹校とし
ての外国語
大学の設置

大学設置基
準第２８条第
２項

学生が、外国の大学又
は短期大に留学する場
合、大学は、教育上有益
と認めれば６０単位を超
えない範囲で当該大学に
おける授業科目の履修
による取得とみなすこと
ができることとなっている
ところ。

D-1

提案の趣旨は、４年間の大学の就
業年数のうち、前半2年は外国の大
学で学び、後半2年は日本の外国語
大学で学ぶということを可能とすべき
とのことであるが、「制度の現状」の
欄に記載のとおり、現行制度上可能
である。

3105010 個人
国際教育
特区

国際教育特区

外国の大学の姉妹校として外国語
大学を設置し、中国、朝鮮、モンゴ
ル、ロシア、スペイン、ポルトガル語
を日本人に習得させる。外国人教師
を公営住宅に入居させ、就業期間を
5年に、経営参画等も緩和する。

外国語・貿易・文化交流学部等で1,000人
規模の大学とし、日本人も外国人も後期
の2年間はそれぞれ外国の大学で学びそ
の国で卒業して、その地で就職する。土
地は境水産高校跡地の県有地である。
国内外の学生、知識人が交流し、人的資
源が創設され、経済の活性化が図られ、
限りない発展と平和な地域が構築され
る。
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文部科学省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令
等 制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 各府省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対
する回答

各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主
体名

特区計
画・プ
ロジェ
クトの
名称

規制の特例事
項（事項名） 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

081610

本国の認定
協会等から
認定を受け
た海外の大
学を「本邦
の大学」に
準ずるもの
とみなすこ
との容認

学校教育法
第３条、第４
条

大学を設置しようとする
者は、学校教育法第３条
及び第４条により、設置
基準に従って文部科学
大臣の認可を受けなけ
ればならない。大学を設
置しようとする者の国籍
を問わず同一の基準と手
続きが適用される内外無
差別の制度となってい
る。

Ｃ

大学の設置認可は、学校教育法・大
学設置基準等の法令により定めら
れた大学としての要件を満たすこと
を確認した上で大学としての地位を
付与するものであり、大学としての
要件を満たさないものについて大学
又は大学に準ずるものと認めること
はできない。
なお、外国の大学の日本分校の取り
扱いについては、現在、「国際的な
大学の質保証に関する調査研究協
力者会議」で検討中。

　提案は、留学することなく国内で海外の大学の特長をそ
のまま生かした大学（当該国の正式な認定帰還の認定を
受けたものに限る）の設置運営を可能とし、また、学生に
対する日本国内の大学と同等の負担軽減措置を執ること
により、大学選択の環境を整えることで、国際化教育の推
進が図られるとするものであり、この点を踏まえ再検討し
回答されたい。
　なお、貴省の回答では、「外国の大学の日本分校の取り
扱いについては、現在検討中」とあるが、具体的な検討内
容及びスケジュールを明らかにされたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

管理コード080890の回答に、外国の大学の日本分校の取り扱いを検討
中とあるが、外国の大学の日本分校からの学生が学校教育法にある大
学院への入学を認められれば、「大学に準ずるもの」と認められると理
解してよいか？

Ｃ

我が国の大学制度では、設置認可により
設置時における 低水準を担保するととも
に、設置後における定期的な認証評価の
実施、是正措置の発動などにより質保証
を図る仕組みを設けており、こうした質保
証システムに基づいて初めて我が国にお
いて大学としての法的地位が付与されるも
のである。
　なお、すでに回答したとおり、外国の大
学の日本分校の取り扱いについては、現
在、「国際的な大学の質保証に関する調
査研究協力者会議」において、諸外国に
おける制度の調査研究などを行いつつ、
検討を進めているところであり、本年度中
を目途に、検討結果についてのまとめをい
ただくことを予定している。

3049060
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国人学生に対
する留学在留資
格の特例

「留学」の在留資格は、「本邦の大
学に入学するための教育を行う機
関又は高等専門学校において教育
を受ける活動」と定められており、テ
ンプル大学ジャパン（TUJ)は文部科
学省の認可を受けていないため、
「本邦の大学」とみなされず、外国人
学生を「留学」の在留資格で受け入
れることがでない。しかし、特区にお
いては本国の認定協会から正式な
認定も受けている海外の大学を「本
邦の大学」に準ずるものとみなし、
外国人学生に留学の在留資格を与
える。

現在外国人学生は、文化活動ビザ（添付
資料4：外国の大学の学生が我が国に設
置された日本分校において勉学を行う活
動の取り扱いについて（入国管理局）参
照）により米国に１年以上滞在し本校経
由で来日の場合のみ、短期間TUJに在
籍することが許されるが、特例が認めら
れれば日本において国際教育を求める
各国からの学生を直接受け入れることが
可能になる。また、現在短期間の滞在し
か許されない学生も、希望の期間、例え
ば卒業まで日本キャンパスでの在籍が可
能となる。外国人学生の受け入れは、大
学にとってキャンパスの国際化そして教
育内容の充実という観点において重要で
あると同時に、地域にとってもその国際
化と経済活性化に直結するものである。
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